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第１章	 本準備書面の位置づけ	 

	 控訴人らは、控訴理由書、控訴人準備書面１及び控訴人準備書面７において、原判決の

判断には多くの誤りがあり、取り消されなければならないことを詳述した。 

	 本準備書面は、これらの主張を引用するとともに、控訴審における主張、立証を踏まえ

て、改めて、控訴審においては、原判決を取り消した上で控訴人らの請求が認容されるべ

きことを論証する。 

	 

第２章	 原判決の判断の枠組みの問題点	 

第１	 思川開発事業に係る利水負担金（独立行政法人水資源機構法２

５条１項に基づく建設負担金）の支出について 
１	 原判決の判示 
⑴	 負担金の支出が財務会計法規上違法となり得ること 

原判決は、次のように判示して、栃木県が賦課行為の前提となった思川開発事業

から撤退をしないことが違法と判断されるときには、負担金の支出も財務会計法規

上違法となることを認めた。	 

「水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者は、独立行政法人水資源

機構の賦課行為によって上記負担金の支払義務を負い、原則としてその賦課行為を

尊重して支出行為を行わなければならないというべきである。しかし、他方で、独

立行政法人水資源機構法は、水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者

が事業から撤退することを予定し（同法２５条１項、２項、同法施行令３０条２項）、

撤退がされた場合の負担金の額は、事業の縮小に係る不要支出額等であり（同法施

行令３０条１項及び２項）、撤退をしなかった場合と比べて費用の一部の負担に限ら

れることが想定されていることからすると、水資源開発施設を利用して流水を水道

の用に供する者は、自らの判断で、独立行政法人水資源機構による賦課行為の少な

くとも一部の負担を免れることができるものと解するのが相当である。そうすると、

水資源開発施設を利用して流水を水道の用に供する者が、独立行政法人水資源機構

の賦課行為に従って負担金を支出する場合、賦課行為の前提となった事業から撤退
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をしないことが違法と判断されるときには、負担金の支出は財務会計法規上違法と

なるというべきである。」（３０頁～３１頁）	 

⑵	 思川開発事業から撤退をするか否かの判断には栃木県に裁量権があるこ

と 

そして、どのような場合に、賦課行為の前提となった思川開発事業から撤退をし

ないことが違法と判断されるかについては、次のように判示して、まず栃木県に裁

量権があるとした。	 

「栃木県は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生

活環境の改善とに寄与することを目的とする水道法（同法１条）に基づく水道事業

を営んでおり、水道は、国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くこと

のできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることから（同法２条１項参照）、

栃木県は、県内の自然的社会的諸条件に応じ、水道の計画的整備に関する施策を策

定、実施するとともに、水道事業者として、水道事業の適正かつ能率的な運営に努

める責務を負い（同法２条の２第１項）、給水区域内の需要者から給水契約の申込み

を受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならず、給水契約の成立

した水道利用者に対し、常時水を供給しなければならない（同法１５条１、２項）

とされている。このため、栃木県が思川開発事業に参画するについては、これらの

責務を果たすため、県内の各市町村の保有水源量、将来の水需要予測、現在利用さ

れている水源の問題点等諸般の事情を考慮しなければならないというべきである。」

（３１頁）。	 

⑶	 栃木県の裁量権の行使が違法となる場合～行政裁量に対する司法審査の

あり方 

その上で、原判決は、「被告が思川開発事業に参画し、又は参画後にその事業から

撤退するか否かの判断については、その基礎とされた重要な事実に誤認があること

などにより重要な事実の基礎を欠くことになる場合、又は、事実に対する評価が明

らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないことな

どにより、その内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと認められる場

合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となると解す

べきである。」（３１頁）とする。	 
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２	 原判決の判示が誤りである理由 
⑴	 原判決の判示に対する控訴人らの評価 

原判決が、判示する事項のうち、上記⑶の判示は、控訴人らが原審最終準備書面

その１で述べた主張（３８頁以下）とほぼ符合するもので、行政裁量に対する司法

審査のあり方の一般論としては異論がない。	 

しかし、原判決の判示のうち、その余の部分については、以下のとおり大いに異

論がある。	 

⑵	 栃木県は水道事業者ではないこと 

第１点は、原判決は、栃木県が水道事業者となることを当然の前提として立論を

している点である。しかし、これは誤りである。「水道事業は、原則として市町村が

経営するものとし、市町村以外の者は、供給しようとする区域をその区域に含む市

町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができる（水道法６条２項）」

に過ぎない。被控訴人も認めるとおり、「栃木県が思川開発事業への参画という方法

で行おうとしている事業は、水道法３条２項の水道事業そのものではなく、水道事

業のための用水を確保してこれを供給する事業」（被控訴人第１準備書面８頁）であ

る。原判決が判示する「給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、

正当な理由がなければ、これを拒んではならず、給水契約の成立した水道利用者に

対し、常時水を供給しなければならない（同法１５条１、２項）」責務は、水道事業

者である関係市町が負うものであり、水道用水供給事業者が負う訳ではない。小山

市及び鹿沼市が独自に思川開発事業に参画していることからもわかるように、水道

事業者である思川流域の各市町は、水道法所定の責務を果たすために必要と考えれ

ば自ら思川開発事業に参画すればよいのであるから、後記第３章、第１で詳述する

とおり、栃木県が水道用水供給事業を行うために思川開発事業に参画する必要性は

極めて乏しく、ある意味自ら参画しない市町に対するお節介に過ぎないのである。	 

しかも、第３章、第１で述べるとおり、水道用水供給事業の具体化も効率的な経

営も極めて困難であることから、栃木県が水道用水供給事業を行うために思川開発

事業に参画することは、地方自治法２条１４項の「最少の経費で最大の効果を挙げ

る」原則や地方財政法４条１項の経費の「必要且つ最少の限度」の原則に違反する

行為として許されるべきではないのである。	 

⑶	 水道用水供給事業者が水道事業者と同様の責務を負う根拠が不明である
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こと 

第２点は、仮に、思川開発事業に参画する以上、水道用水供給事業者であっても

水道事業者と同様に水道法所定の責務を負うというのであれば、その根拠を明らか

にする必要があるが、原判決はその点何らの説明もしていないことである。	 

⑷	 栃木県の判断には「低廉な水の供給」という重要な事項が落ちていること 

第３点は、仮に、思川開発事業に参画する以上、水道用水供給事業者であっても

水道事業者と同様に水道法所定の責務を負うとした場合でも、原判決が諸般の事情

として例示するものの中には、「低廉な水の供給」（水道法１条）という重要な事項

が落ちていることである。	 

これは、地方自治法２条１４項の「最少の経費で最大の効果を挙げる」原則や地

方財政法４条１項の経費の「必要且つ最少の限度」の原則を挙げるまでもなく、水

道事業が利用者からの水道料金によって成り立っている以上、当然のことである。	 

	 	 	 この点について、田村達久早稲田大学教授が、八ッ場ダム住民訴訟東京地裁判決

中のダム使用権設定申請の取下げを行うか否かの判断に関する裁量権行使に関す

る司法判断のあり方について作成された意見書（甲Ｃ第８８号証、以下「田村意見

書」という）を基に敷衍する。なお、田村意見書では、水道事業の運営に当たって

の「効率性原則」という用語が用いられているが、水道事業者が水道利用者に「低

廉な水の供給」の責務を果たすためには、水道事業の効率的な運営をしなければな

らないのであるから、「効率性原則」と「低廉な水の供給」とは同義と考えてよい。	 

	 	 ア	 効率性原則に特段の配慮が認められるべきことについて 

	 田村意見書は、水道事業においては、以下のとおりの根拠を示して、効率性原則

に特段の配慮が求められているとしている（田村意見書６～１０頁）。	 

「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、…（中略）…、最少の経費

で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」（地方自治法２条１４項）、「地

方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、こ

れを支出してはならない。」（地方財政法４条１項）、「地方公営企業は、常に企業の

経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運

営されなければならない。」（地方公営企業法３条）、等の効率性原則が法律の明文で

規定されている。 

さらに、水道事業の経費は、「当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充て
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なければならない」（地方公営企業法１７条の２第２項）とされ、地方公営企業の

いわゆる独立採算性の原則が採られている。 

その「収入」は、水道使用料による収入が基本になるが、この水道使用料は、「公

正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基

礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならな

い」（同法２１条２項）。 

「ここにみられるように、地方公営企業を経営するために必要な経費を賄う『収

入』の面において、それを確保するための自由度は決して大きくない。むしろ一定

の限定された枠内で、『効率性原則』、地方公営企業法上の用語に言い換えれば、『企

業の経済性』の要請が、法制上満たされなければならないこととなっている。した

がって、収入の反面にある、『支出』を伴う地方公営企業活動たる『事業』の合理

性、その効率性、経済性がその意味で厳格に問われなければならなくなるはずであ

る。その有無の判断の自由度は決して大きいものではないはずである。」 

水道事業の法的規律を定める水道法は、具体的には、水道事業において水道給水

量を増加させる場合の認可の基準の１つとして、「当該水道事業の開始が一般の需

要に適合すること」（水道法１０条２項による同法８条１項１号の準用）を定める

とともに、「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、公正妥当な

ものであること」（同法１４条２項１号）との要件を充たしている「供給規程」を

水道事業者は定めなければならないことを明文の規定により義務付ける（同法１４

条１項）ことにより、それらのことを具体的かつ明確にしている。 

「したがって、効率性原則は、本件で問題となっている地方公営企業たる水道事

業に関する地方公共団体の行政運営を行うに当たっては、法律上、特段の配慮をす

ることが求められていると解さざるをえない」。	 

	 	 	 	 そして、田村意見書は、財務会計行為が効率性原則に違反し、違法であるとして、

その差止めが認められた例として、泡瀬干潟等の公有水面埋立事業等の実施に係る

那覇地裁判決及びその控訴審である福岡高裁那覇支部判決を挙げる。	 

	 	 	 	 同事件では、沖縄市の埋立計画地の具体的な土地利用計画が明らかでなく、海浜

開発事業が経済的合理性を欠いていることが、財務会計行為が効率性原則に違反し

違法であるとされた。第３章、第１で詳述するとおり、栃木県が思川開発事業に参

画することによって確保できる水源をどのようにして給水するかの具体的計画を持
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っていない点では、まったくこれと同様である。このような栃木県の行為は効率性

原則に反するものと言わなければならない。	 

	 	 イ	 裁量権行使の適否の司法判断について	 

	 	 	 	 田村意見書は、建設に当たっては長期間を要するとともに、科学的な調査に基づ

く適正合理的な現状認識と将来見通しに関する判断が要請される点ではダム建設計

画と似ている都市計画についての裁量権行使についての裁判例を基に、以下のとお

り、本件における裁量権行使の適否の司法判断について、検討を加えている。 

	 	 	 	 田村意見書が参考にした裁判例は、都市計画変更決定の適否が争われた伊東大仁

線訴訟における東京高裁平成１７年１０月２０日判決（判例時報１９１４号４３頁）

である。	 

	 	 	 	 同判決は、「①科学的な（客観的、実証的な）調査の必要性、②①に基づく現状の

認識の合理性、③①に基づく将来見通しの合理性が審査され、いずれかにおいて合

理性が認められない場合には、それに基づく行政の決定が違法であり、取り消され

るべきものである」との判断基準を示した。 

	 	 	 	 「本件のダム建設は、上記事件における都市計画道路の建設に比べて、より長期

の日時を要する上、その建設に要する費用は比べものにならないほど膨大に多額と

なる。ダム建設の適正性、必要性等は、上記事件にも勝るとも劣らないほどに、注

意深くかつ厳格に審査されるべきものである」（田村意見書１０頁～１３頁）。 

	 	 	 そして、とりわけ、次の５点に特に着目した司法審査がなされるべきことが強く

要請される。	 

	 ①	 判断の基礎とされた事実（状態）に関する認識が適正であるか。	 

②	 ①の前提として、事実(状態)に関する必要かつ十分な調査がなされているか。	 

③	 ①および②を基礎とした将来予測が適正になされているか。	 

④	 さらに、判断をなす上で重要な観点（各種の利益等の考慮要素）がすべて取

り上げられているか（換言すると、特定の観点のみに依拠した判断となって

いないか）、反対に、判断に入れるべきでない観点が入れられていないか（換

言すると、他事考慮はないか）。	 

⑤	 ④に指摘したすべての重要な観点（各種の利益等の考慮要素）に適正な比重

（重み）が与えられたうえで、比較衡量がなされているか（換言すると、当

該比重のかけ方が過少であったり、過大であったりしないか）。	 
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	 	 	 	 個別具体の事案についてその処理を行うことを任務とする「専門的判断能力を備

えた行政機関・行政庁」には、「個別具体事案の事情の適正配慮・個別具体事案の適

切・公正判断義務」のあることが、「立法者が行政担当者の専門的知識または政策判

断を尊重し、これに具体的な判断を委ねる」前提として想定されるのだから、その

行政機関による事実の認識・調査（上記基準①および同②）およびこれに基づく将

来予測（上記基準③）は、当時において利用可能な最新の知識・知見に基づいて実

施されるべきである。それ故、当時において利用可能な最新の知識・知見に基づい

て実施されているか否かが問われ、審査されるべきである。上記基準④⑤について

も同様である（田村意見書１３頁～１４頁）。	 

ウ	 栃木県の判断は裁量権の範囲を超えていること	 

仮に、思川開発事業に参画する以上、水道用水供給事業者であっても水道事業者

と同様に水道法所定の責務を負うとした場合でも、栃木県の責務は、原判決判示の

ものにつきるものではなく、前記アのとおり、水道事業においては、効率性原則に

ついて、法律上、特段の配慮をすることが求められている。したがって、新たな水

源が必要かどうか、給水義務等の責務をいかなる方法で果たすか、という判断にお

いても、効率性原則を考慮した上で判断されなければならない。	 

上記５つの各基準（以下「本件基準」という）に基づき、栃木県が思川開発事業

による水源確保が必要であるとの結論を導く前提となった事項に関する各判断及び

結論が裁量権の範囲を超えていないか、また、原判決の裁量審査が適切になされた

か、検討すると、栃木県が思川開発事業に参画あるいは撤退するについては、県内

の各市町村の保有水源量、将来の水需要予測、現在利用されている水源の問題点に

加えて、節水による水需要の削減やより安価な水源確保の可能性という「低廉な水

の供給」確保に関する事項についても、考慮しなければならないというべきである。	 

しかるに、栃木県の判断では効率性原則が無視されており、判断をなす上で重要

な観点が取り上げられていないから、この点に関する栃木県の判断は、本件基準④

に照らし、裁量権を逸脱したものである。	 

この点原判決は、栃木県が思川開発事業から撤退するか否かの判断において、効

率性原則が考慮されていないことを看過し、何ら判断をしていないのであり、裁量

審査の方法を誤っているものと言わなければならない。	 	 	 	 	 	 	 

⑸	 原判決の判示には、現在の水道事業を取り巻く経営環境について考慮の視
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点が抜けていること 

第４点は、上記第３点と関連することであるが、原判決の判示には、現在の水道

事業を取り巻く経営環境について考慮の視点が抜けていることである。この点につ

いては、原審最終準備書面その１でも述べた、元総務省公営企業課長であった細谷

芳郎氏の、次のような指摘が参考にされなければならない（「図解地方公営企業法」

（甲Ｃ８５）。	 

「中長期的な経営計画、特に建設投資計画の策定に際しては、政治的な思惑を排

し、現実的な人口動向等を踏まえて的確な需要予測を行い、当該団体にとって水源

開発が本当に必要なのか、あるいは必要とされる水量はどの程度なのかをはっきり

させるとともに、節水その他の水需要抑制策や広域的な見地からの既存水源の活用、

転用等の可能性についても真剣に検討し、投資規模の抑制を図ることが何よりも重

要です。同時に、『右肩上がりの時代』が終わり、人口も減少に転ずる見通しとなっ

ている今日においては、既にダムや水道施設の建設に着手している場合であっても、

惰性に流れず、随時水需要の動向を検証しながら、必要とあらば、建設投資計画の

大胆な見直しも辞さないという姿勢が特に重要だといえるでしょう。」（２６２頁）。	 

この指摘は、控訴人らが主張していた「適時再評価・反映義務（政策見直し義務）」

（原審最終準備書面その１の１３頁～２４頁）に繋がるものである。	 

栃木県は、１兆円を抱える債務を抱え、その健全化が求められている。栃木県総

務部の職員も指摘するとおり、栃木県は、「今後給水人口も大幅な伸びは期待でき」

ず、「一人あたりの水使用料は減少し、減少分を給水人口の増加で補うこともできな

い」し、「節水型社会の定着や高い普及率、今後むかえる人口減少時代の到来等によ

り、将来の水需要については大幅な伸びは期待でき」ない状況にある（甲Ｃ１３）。

また、後記第３章、第１で詳述するとおり、思川流域の市町では、新たな水需要は

なく、地盤沈下も鎮静化しているので、その対策として栃木県が思川開発事業に対

し利水者として参画する必要はない。したがって、栃木県及び関係市町は、細谷氏

の指摘に従い、適時再評価を行い、思川開発事業からの撤退をすべきなのである。	 

にもかかわらず、栃木県がこれをしないままでいると、かえって売れない水を抱

えて、その負担に苦しむことになる。その一例が、原審最終準備書面その１で述べ

た川崎市水道局の生田浄水場の廃止問題である。この外にも、長良川河口堰につい

て、愛知県が水余りを背景に堰の開門を検討しているように、このような問題は各
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地で既に顕在化しており、今後、ますます同様の例が増加していくものと思われる。

これは、国民にとって、極めて重要なことなので、以下に、原審最終準備書面の記

述を掲載しておく。	 

生田浄水場の水は、地下水を原水とし、水温は一定していて、水質的にも申し分

なく、ペットボトルに詰めて売り出す位おいしいとの評判であるが、川崎市水道局

の計画では、この浄水場が廃止されることになった。そのため、地元の住民がこの

計画に反対し、これをＴＢＳの「噂の！東京マガジン」が取材し、２００９年７月

２６日の番組で取り上げた。	 

それによると、川崎市では数次の拡張事業を実施し、１日１００万㎥の給水能力

を有するに至っているが、水需要は伸び悩み、１日最大給水量は５３万㎥程度で、

給水能力と給水量の乖離が大きな課題となっており、予測では人口は２０２５（平

成３７）年に１４６万人をピークに減少に転じ、水需要も２０１５（平成２７）年

に６２．６万㎥のピークに止まる。そのような状況の下、効率的な経営をするため、

１００万㎥／日の給水能力を７５万㎥／日にダウンサイズすることにした。しかし、

水源開発によるダム等の建設費用や維持管理費を負担する責任があり、たとえ受水

量を削減したとしても、ダム等がなくならない限りこの費用を負担し続けなければ

ならないので、ダム等によって開発された５０万５６００㎥／日の水を使用するこ

とを前提に、ダウンサイズをすることにしたため、地下水を原水とする生田浄水場

は廃止することとなったというのである（甲Ｃ８６）。	 

２００９年１０月２６日付け朝日新聞の記事に（甲Ｃ８７）によると、利根川流

域の１都６県では、既に、いずれの都県も需要を上回る水源を保有していることが

明らかとなっている。今後、人口の減少や節水機器の普及によって益々水需要が減

少することは確実であるから、本件湯西川ダムや思川開発事業、そして上記記事が

取り上げている八ッ場ダムによる開発水源が加わる都県では勿論のこと、現在の保

有水源量のままの都県でも、近い将来生田浄水場問題と同様の問題が起きることに

なる。	 

上記番組では、このような状況は今後日本全国で次々と起き、安価でおいしい地

下水源が放棄される結果、不味くて、高い水を飲むことになるとのシンクタンクの

予測を紹介していた。	 

なお、この水源開発の一環として行われた相模川水系建設事業に対して提起され
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た住民訴訟が、相模川水系建設事業費差止等請求訴訟である（甲Ａ７）。	 

この訴訟の中で、原告住民らは、水源開発の根拠となった神奈川県内の水需要予

測が過大であり、水源開発は不要である旨主張していたが、敗訴判決を受けてしま

った。もし、原告住民らの訴えが認められていたならば、川崎市も実需の２倍もの

水源を抱え、その対策に苦慮することはなく、川崎市民はいつまでも生田浄水場か

らの安くておいしい水を飲むことができたと思うと残念でならない。	 

上記のとおり、栃木県が思川開発事業に対して利水者として参画し、撤退しない

ままでいることは、売れない水を抱えて、その負担に苦しむ結果を招来することは

確実である。	 

今、栃木県に最優先で求められることは、将来の利水負担金の支払を免れること

だけでなく、国土交通大臣からの賦課行為や自らがかつて関与して締結された協定

に基づく負担金といえども、県財政の健全化の観点から、不要であるとして自らの

判断で拒否しうるものは、拒否すべきということである。	 

⑹	 原判決には、重大な判断の遺漏があること 

原判決は、被控訴人が思川開発事業から撤退しないことが、裁量権の範囲を逸脱

し又はこれを濫用したものとして違法となるか否かの判断に当たって、上記⑷及び

⑸の事項を全く考慮していないことは明らかである。この原判決の判断のありよう

は、原判決が裁量権の逸脱又は濫用として違法となる場合として例示する、判断の

過程において考慮すべき事情を考慮していない場合に該当し、しかも考慮から外れ

た事項は、「低廉な水の供給」という極めて重要な責務に係わる事項であるから、原

判決には、重大な判断の遺漏があるといわなければならない。	 

⑺	 小括 

以上の諸事項に加え、後記第３章、第１で詳述するとおり、栃木県が水道用水供

給事業を行うために思川開発事業に参画するとした判断の前提である、水道用水供

給事業を行う必要性及び事業の実現可能性並びに効率的な経営の可能性について、

その基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより重要な事実の基礎を欠い

ているといった事情を鑑みるならば、栃木県が思川開発事業から撤退しないことは、

栃木県に与えられた裁量権を逸脱又は濫用したものであることは明白であるから、

思川開発事業に係る利水負担金の支出の差止めは認められなければならない。	 	 	 
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第２	 思川開発事業に係る治水負担金（独立行政法人水資源機構法２

１条３項に基づく負担金）の支出について 
１	 原判決の判示 

	 ⑴	 栃木県は、納付通知が著しく合理性を欠き、そのためにこれに予算執行の

適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合でない限りこれを尊重して財

務会計上の措置を執るべき義務があること 

	 	 	 原判決は、思川開発事業に係る治水負担金（独立行政法人水資源機構法２１条３項	 	  

	 	 に基づく負担金）の性質について、次のように判示した。 

	 	 	 「独立行政法人水資源機構法２１条３項に基づく思川開発事業の負担金については、	 	  

	 	 同法２５条１項に基づく建設負担金とは異なり、被告が思川開発事業に参加するか否	  

	 	 か又は撤退するか否かによって栃木県の負担の有無及び負担金の額が左右される関係 

	 	 にはなく、被告は、国からの負担金の納付通知を受けた場合、同通知が著しく合理性 

	 	 を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場 

	 	 合でない限り、これを尊重してその内容に応じた財務会計上の措置を執るべき義務が 

	 	 あり、これを拒むことは許されないと解される。」（４７頁）。 

	 ⑵	 納付通知が著しく合理性を欠き、そのためにこれに予算執行の適正確保の見

地から看過し得ない瑕疵が存する場合 

	 	 	 そして、どのような場合に、納付通知が著しく合理性を欠き、そのためにこれに予	  

	 	 算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存することになるかについては、以 

	 	 下のように判示する。 

	 	 	 「上記瑕疵の有無を検討するに当たっては、同通知が、河川整備基本方針、思川開 

	 	 発事業に関する基本計画を前提として、独立行政法人水資源機構による独立行政法人 

	 	 水資源機構法施行令２２条１項所定の『特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係 

	 	 るものにより利益を受ける都道府県』に当たるとの判断を前提にされることからする 

	 	 と、河川整備基本方針、ダム建設に関する基本計画又は同項の判断のいずれかが著し 

	 	 く合理性を欠き、そのためにこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵 

	 	 の存する場合には、同通知も同様の瑕疵を有するというべきである。」（４７頁）。 
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２	 原判決の判示が誤りである理由 

⑴	 納付通知を尊重すべき理由が不明確であること 

	 	 	 原判決は、「独立行政法人水資源機構法２１条３項に基づく思川開発事業の負担金に 

	 	 ついては、同法２５条１項に基づく建設負担金とは異なり、被告が思川開発事業に参 

	 	 加するか否か又は撤退するか否かによって栃木県の負担の有無及び負担金の額が左右 

	 	 される関係にはなく」ということを指摘するだけで、「被告は、国からの負担金の納付 

	 	 通知を受けた場合、同通知が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確 

	 	 保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、これを尊重してその内容に 

	 	 応じた財務会計上の措置を執るべき義務があり、これを拒むことは許されないと解す 

	 	 る。」と結論付けている。 

	 	 	 しかし、「被告が思川開発事業に参加するか否か又は撤退するか否かによって栃木県 

	 	 の負担の有無及び負担金の額が左右される関係にはな」いことと、「これ（納付通知） 

	 	 を尊重すべきこと」は論理必然的に結びつくものではない。ましてや「同通知が著し 

	 	 く合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の 

	 	 存する場合でない限り」尊重すべきというのは何をか況んやである。 

	 	 	 原判決は、納付通知が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の 

	 	 見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、栃木県はこれを尊重しなければ 

	 	 ならないことについて、全く理由を述べていない。判断の脱漏であり、原判決には理 

	 	 由不備の違法がある。 

⑵	 負担金納付通知を尊重すべき責務がないこと～その１～住民訴訟制度におい

て問題となる財務会計行為の「違法」の性質から 

ア	 住民訴訟を提起する権利は、「地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障す

るために法律によって特別に認められた参政権の一種」であること、いいかえれば、

執行機関又は職員の地方自治法２４２条１項所定の「財務会計上の行為又は怠る事	 

実の適否ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反

し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正を図ることができる点

に制度の本義がある」ことは最高裁（一小）昭和５３年３月３０日判決（民集３２巻

２号４８５頁）が判示している。	 

イ	 すなわち、住民訴訟において防止又は是正される「違法」とは、抗告訴訟のように

行政主体と国民との外部関係における違法ではなく、地方公共団体の内部関係におけ
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る、執行機関・職員の行政主体に対する義務違反としての違法である。	 

したがって、当該行為の違法性が先行する原因行為に由来する場合でも、抗告訴訟

におけるいわゆる違法性承継の法理とは異なる視点において当該行為の違法性が判

断されるのは当然である。	 

一日校長事件の最高裁１９９２（平成４）１２月１５日年判決（民集４６巻９号２

７５３頁、以下「平成４年最判」という）は、この点を明らかにする趣旨で、「当該

職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことがで

きるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原

因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する

違法なものであるときに限られる」としたものである。	 

ウ	 地方公共団体においては執行機関複数制が採用され（地方自治法第１８０条の５）、

教職員人事の分野においては教育委員会が教育職員に関する人事権を掌握し（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律２３条３号）、首長は教育委員会所掌事項に関す

る財務会計上の事務を管理する権限（同法２４条５号）のみを有する。	 

この前提の下では、特別な事情がない限り首長が教育委員会の「処分を尊重しその

内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されな

い」旨を判示し、教育委員会の処分が「著しく合理性を欠きそのためにこれに予算執

行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合」にはじめてこれを拒むこと

ができるとしたものが平成４年最判であった。	 

エ	 職員が遵守すべき「財務会計法規上の義務」には、個別的な財務会計法規（たとえ

ば契約締結にあたり競争入札を行う義務＝地方自治法２３４条２項）だけでなく、法

が首長に対し課している包括的な誠実管理執行義務（同法１３８条の２）も含まれる。

したがって先行行為の「効果」を否認又は是正する余地がある場合に、否認・是正の

権限を行使することが誠実執行義務を果たすことになる場合も当然存在する。	 

平成４年最判は、前記のような教育委員会の専権としての人事権を前提として、「地

方公共団体の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保

の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り」、所要の財務会計上の措置を

「拒むことは許されない」と判示したのであるが、先行行為に対する「拒否権」の発

動要件は先行行為と当該行為との関係如何によるのであり、決して一律ではない。	 

オ	 たとえば、市長自身が公有水面埋立免許権者である場合において、市が行う埋立工
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事のための公金支出が違法であるかどうかを判断するにあたっては、当該埋立免許処

分の違法性について特に加重した要件は求められないし（最高裁１９９３（平成５）

年９月７日判決、いわゆる「織田ヶ浜埋立費用差止訴訟」の事案）、首長自身が人事

権者である場合に、懲戒免職処分を回避して依願退職を承認した処分の違法は、当然

に退職金支給決定の違法事由となる（最高裁１９８５（昭和６０）年９月１２日判決、

判時１１７１号６２頁、大阪高裁１９９８（平成１０）年１２月１１日判決、判例地

方自治１９９号２２頁）。これらの法理は、先行行為権限者と当該職員が同一機関で

ある場合、という形式的な面から説明されるべきものではなく、当該職員が先行行為

によって拘束されることがない場合の典型として把握されるべきである。	 

ちなみに、先行行為権限者と当該職員が同一機関であっても、先行行為により契約

が成立するに至っている場合には、当該契約が原則として地方公共団体自身を拘束す

る私法上の効力を有する以上、これによって当該職員の行為も拘束を受けることにな

る。最高裁２００８（平成２０）年１月１８日判決、同２００９（平成２１）年１２

月１７日判決（宮津市土地開発公社事件）は、この種の事案に関するものである。	 

カ	 平成４年最判が、先行行為機関（教育委員会）と当該職員（都知事）との具体的な

権限関係を前提として、当該職員の「拒否権」の範囲を解明したのにならうとすれば、

本件においては、独立行政法人水資源機構法２１条３項に基づく思川開発事業の負担

金支払義務の成立要件の存否が、まず解明されなければならない。	 

この場合、後記⑶及び⑷で詳述するとおり、国と地方公共団体とは対等の関係に立

つ法主体であり、負担金請求については国が債権者、地方公共団体が債務者の関係に

立つ。そして、地方公共団体の国に対する債務が成立するか否かは、独立行政法人水

資源機構法２１条３項の負担金の要件を充足するか否か、を客観的に判断すれば足り

るのである。	 

そして、独立行政法人水資源機構法２１条３項及び同法施行令２２条１項を素直に

読めば、都道府県は、負担金に見合った治水上の利益がある場合にのみ当該負担金を

支払う義務が生ずると解釈できるのである。	 

⑶	 負担金納付通知を尊重すべき責務がないこと～その２～日本国憲法が確立し

た地方自治制度の基本的内容から 

ア	 明治憲法においては、地方自治に関する規定は設けられていなかった。地方団体の

組織に関する法令としては、「市制町村制」（明治２１年）、「府県制」および「郡制」
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（明治２３年）などの勅令が定められ、府県の執行機関たる知事は、国の行政官庁と

して、内務大臣の指揮監督を承けるとともに、「内閣又は各省の主務に付ては内閣総

理大臣又は各省大臣の指揮監督を承け法律命令を執行し部内の行政事務を管理」する

機関であった（地方官官制第５条）。	 

イ	 日本国憲法は、その第８章として「地方自治」に関する規定４ヵ条を置き、まず第

９２条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基

いて法律でこれを定める。」という基本原則を規定し、第９３条で議会の設置（第１

項）および住民自治の原則（第２項）を定めた上、第９４条で「地方公共団体は、そ

の財産を管理し事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例

を制定することができる。」と定めている。	 

ウ	 憲法９２条の定める「地方自治の本旨」とは、「国の法律をもってしても侵すことの

できない地方自治制度の本質的内容ないし核心的部分」であり、一般に「住民自治」

と「団体自治」によって構成されていると解されている。	 

そして住民自治とは、「地域の住民が地域的な行政需要を自己の意思に基づき自己

の責任において充足すること」をいい、団体自治とは、「国から独立した団体を設け、

この団体が自己の事務を自己の機関により自己の責任において処理すること」をいう

ものと説かれている（田中二郎・新版行政法（中）全訂第２版７３頁）。憲法９４条

はこの「団体自治」の原則を明記したものである。	 

エ	 日本国憲法と同時に１９４７（昭和２２）年５月３日に施行された地方自治法は、

知事の身分を従前の「官吏」から地方公務員に切りかえるとともに国の機関による地

方公共団体に対する監督事項を整理、限定したものであるが、１９９９（平成１１）

年の大改正により、地方自治の制度的保障は一層強化された。	 

従前の機関委任事務制度（国の事務を地方公共団体にではなく、その機関としての

首長に委任するものと構成することにより、首長に対する国の指揮権を、事実上明治

憲法下と同様に留保する機能を果して来た）は、１９９９（平成１１）年改正法によ

って廃止され、国と地方公共団体の役割分担の原則等に関して、以下の規定が地方自

治法に明記された。	 

「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自

主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」（１条の２、第１項）	 

「国は、（中略）国が本来果たすべき役割を重的点に担い、住民に身近な行政はできる限
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り地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度

の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮さ

れるようにしなければならない。」（同条第２項）	 

オ	 地方自治法１条の２の上記各項によって明記された原則は、国の関与に関する法定

主義原則、すなわち「普通地方公共団体は、その事務処理に関し、法律又はこれに基

づく政令によらなければ普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又

は要することとされることはない。」ことを明示した規定（２４５条の２）、および必

要最小限度原則、すなわち「国は普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通

地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、

その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体

の自主性及び自立性に配慮しなければならない。」ことを明示した規定（２４５条の

３第１項）などにおいて更に具体化されている。	 

また、地方自治法は、「支出の原因となるべき契約その他の行為（これを支出負担

行為という。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない」

（２３２条の３）、「会計管理者は前項の命令（＝長の支出命令）を受けた場合におい

ても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと…を確認したうえでな

ければ、支出をすることができない」（２３２条の４第２項）と規定することにより、

地方公共団体の内部関係においても法令遵守を職員に義務づけている。	 

カ	 地方自治法につづき１９４８（昭和２３）年に制定された地方財政法も、財政面で

憲法の地方自治の本旨が生かされるよう、次のような規定を置いている。	 

「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもそ

の自立性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはなら

ない。」（２条２項）	 

「国は、地方公共団体又はその住民に対し、（中略）直接であると間接であるとを

問わず、寄附金（これに相当する物品等を含む。）を割り当てて強制的に徴収（これ

に相当する行為を含む。）するようなことをしてはならない。」（４条の５）	 

また、同法１０条の２に定める「道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土

木施設の新設及び改良」にかかわる事務を国が実施する場合について、同法１７条の

２第１項は、「国が第１０条の２及び第１０条の３に規定する事務を自ら行う場合に

おいて、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担す
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るときは、当該地方公共団体は、その負担する金額を国に対して支出するものとす

る。」とも規定して、地方公共団体の負担金支払義務が「法律又は政令の定めるとこ

ろにより」発生することを明記している。	 

そして、地方財政法２５条は、国と地方公共団体の間の相互負担関係について、両

者を全く平等に取扱い、第１項で、「国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負

担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない」と規定した上

で、第２項では国の、第３項では地方公共団体の権利をそれぞれ規定している。	 

すなわち、第３項は「地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わな

かったときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全

部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる」と規定し、負担金の支

出に先立って、国によるその使用が適法であるか否かを判断する権利を地方公共団体

に認めている。	 

キ	 これらの各規定にも反映されているとおり、地方公共団体の自主性、自立性が尊重

されるべき憲法秩序の下では、地方公共団体が国に対し法令に基づく負担金の支払い

義務の有無および限度は、その支払いを求める国の側において一方的に決定しうるこ

とではない。	 

それはあたかも、租税法律主義（憲法８４条）の下で、国民が負担するべき税額を

税務当局が一方的に確定することを許されていないのと同様である。	 

したがって、河川法７４条や特定多目的ダム法３６条が負担金等を租税滞納処分の

例により強制徴収することができる旨を規定していることは、（これらの規定が国と

地方公共団体との関係についても適用することを、そもそも予定したものであるか、

という疑問は措くとしても、）国ないし河川管理者の側が負担金支払義務の存否およ

び範囲を一方的に決定し、義務者側はその判断に拘束されるものと解釈すべき根拠に

は全くなりえない。	 

⑷	 負担金納付通知を尊重すべき責務がないこと～その３～河川管理行政が地方

自治の原理を無視して来た歴史から 

ア	 わが国の現行河川法は１９６４（昭和３９）年に制定されたものであるが、同法の

制定までわが国の河川行政の基本法として君臨したのは１８９６（明治２９）年に制

定された河川法（同年法律第７１号）であった。	 

この旧河川法が現行法施行までの７０年余りにわたって、基本的な修正を施される
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ことなく、ダムなど河川管理施設の建設に関する財政原則などの拠り所とされて来た。	 

イ	 旧河川法は、「河川は地方行政庁に於て其の管内に係る部分を管理すべし」（６条１

項）と規定するとともに、「河川に関する費用は府県の負担とす。」（２４条１項）と

規定していた。ここに「地方行政庁」とあるのは府県知事のことである。	 

すなわち前述のとおり内務大臣等の指揮監督を受ける知事が河川管理権を有する

とともに、知事の管理する府県が費用の負担義務を負う、という原則が立てられてい

た。	 

ウ	 上記地方行政庁施行原則の例外にあたる、主務大臣（戦前は内務大臣、戦後は建設

大臣）が自ら施行する工事として、次の２種類のものが規定されていた。	 

①	 主務大臣自ら施行した工事について必要と認めるとき、又は他府県の利益を保全

するため必要と認めるとき（６条１項ただし書）	 

②	 複数の府県にわたる工事又は難易度や工費が極めて大きい工事（８条１項）	 

そして、これらの工事の費用については、国庫負担を原則としつつ、①の工事費用

の２分の１、②の工事費用の３分の１を府県が負担すべきことが法律で定められてい

た（２７条）。	 

規定の全文は次のとおりである	 

「第２７条（主務大臣が施行する工事費用の負担）	 

第６条第１項但書に依り主務大臣に於て河川の管理若は其の維持修繕をなす場合、又

は第８条に依り主務大臣に於て工事を施工する場合に於ては其の費用は国庫の負担

とす。	 

但し府県は第６条第１項但書に依り主務大臣に於て河川の管理者若は其の維持修

繕をなす場合に於ては其の２分の１、第８条に依り主務大臣に於て工事を施行する場

合に於ては其の３分の１を負担す。」	 

すなわち、旧河川法の規定においては、関係府県の受益の有無程度という実質的要

件にはかかわりなく、工事の類型に従い一律に費用の２分の１ないし３分の１を府県

が負担することが定められていた。	 

エ	 しかも、地方が負担する金額は、当該工事に実際にかかった費用とは直接関係が無

い。そのことが旧河川法２８条により、つぎのとおり規定されていた。	 

「第２８条（府県負担費用の国庫納付）	 

①	 前条但書の規定に依り、府県が工事費用の一部を負担する場合に於ては主務大臣
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の定むる所に依り其の予算金額を国庫に納付すべし。	 

②	 前項の場合に於て工事費用精算の上予算より減することあるも、既に納付したる

金額は之を還付せざることを得。」	 

オ	 つまり、旧河川法の下においては、国（主務大臣）が施行する河川工事について府

県が「納付」すべき負担金の額は、一方的かつ確定的に主務大臣が決定するというル

ールが、まさに法律の明文において規定されていたのである。	 

このような「ルール」が当然のこととして河川官僚の身体に染みついて来たのであ

り、被控訴人の実務上の意識水準は、このような沿革に基づいて形成され、国から送

られてくる納付通知の記載内容に地方公共団体が疑問を抱くなどということをおよ

そ想定できなかったのであろうと推測される。	 

⑸	 本件財務会計行為に関する司法審査のあり方 

ア	 しかし、旧河川法が培った河川官僚の意識に裁判所までが追随していたのでは、わ

が国における法の支配は実現できない。	 

前述のように日本国憲法が樹立した地方自治の原理は、国に対する地方公共団体の

自主性および自立性を保障し、これを承けて地方財政法１７条の２の規定が確認した

「負担金法律主義」というべき原則が負担金の支払の要否、限度に関する新しいルー

ルとなっている。	 

したがって、裁判所が住民訴訟を審理するにあたっては、問題となる執行機関職員

の財務会計行為が、この新しいルールの下で適法と言えるか否かが吟味されなければ

ならない。	 

イ	 地方公共団体の執行機関・職員が地方公共団体に対して負っている法的義務は、包

括的には地方自治法１３８条の２により「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判

断と責任において、誠実に管理し、及び執行する義務」（誠実管理執行義務）として

規定されている。	 

また、その具体的内容は地方公共団体自身が住民を含む外部に対して負担する義務

（地方自治法第２条１４項の定める最少経費で最大の効果を追求する義務や、地方財

政法第４条１項の定める支出を必要最少限度にとどめる義務など）に対応する内部関

係上の義務にも転化する。前述のとおり支出負担行為が法令・予算の定めるところに

従いなされなければならないものである（地方自治法２３２条の２）以上、このこと

は当然である。	 
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ウ	 そうすると、地方公共団体の執行機関・職員は、国から独立行政法人水資源機構法

（思川開発事業の治水負担金）、あるいは河川法上の負担金（湯西川ダム及び八ッ場

ダムの治水負担金）の納付通知（請求）を受けた場合において、客観的に当該納付通

知の内容が法律上の要件を充たさない場合に支払いを拒否し、あるいは納付通知の効

力を消滅させる手段（事業からの撤退など）を選択する権限がある場合においては、

これらの権限を行使することこそが職務上の義務であると言わなければならない。	 

エ	 それは、あたかも民間会社の役員が、客観的課税の根拠を欠く課税の支払いを拒否

し、要すれば当該課税処分の取消訴訟を提起することまでを、会社に対する職務上の

義務として負担するのと同じである。この場合、課税処分を甘んじて受けた役員に義

務違反の責任を問えるか否かは、課税処分に根拠があるか否かの問題に結局帰着する

ことになる。	 

同様に、被控訴人の財務会計行為に関し、義務違反があったと言えるか否かは、負

担金納付要件が存在するか否か、すなわち納付通知が違法と評価できるか否かを、裁

判所が客観的に判断すれば足りるものであり、それ以上に納付通知が著しく合理性を

欠くかなどの加重要件を設けるべきものではない。	 

⑹	 河川整備基本方針及びダム建設に関する基本計画が不合理な場合も納付通

知が違法となること 

	 	 また、当該施設の建設は、河川法に基づき、河川整備基本方針及びダム建設に関す

る基本計画によって、治水対策のためのダムとして計画されていることから、「治水

関係用途に係るものにより利益を受ける」か否かの判断に当たっては、これらの方針

や計画が合理的でなければならず、不合理な場合にも、予算執行の適正確保の見地か

ら、そのことを理由に、その支出を拒むことができるものと解すべきである。	 

⑺	 １号請求（差止め請求）には平成４年最判の判旨は適用されるべきでないこ

と 

平成４年最判は、まさに「一日校長事件」特有の先行行為（教育委員会の人事上の

処分）による知事の権限への制約を論じたものであって、このような事案の特殊性を

離れて、なんらかの「先行行為」を受けた財務会計行為の違法判断の一般的基準を定

立したものではない。その「射程」は極めて限定的なものである。 

また、平成４年最判は、その事案が４号請求であり、都知事（個人）の損害賠償義

務の存否を争点とするものであるにもかかわらず、その後の下級審においては、１号
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請求の事案にもそのまま援用するべきものとみなされているきらいがある（原判決も

その例にほかならない）。しかし、人見第２意見書（甲Ａ第１２号証２頁）が指摘す

るとおり、平成４年最判以後の１号請求に関する最高裁判決の中で、同判決を引用し

たものは皆無である。すなわち平成４年最判が１号請求にも及ぶと解すべき根拠はな

いのである。 

本件は、１号請求（差止め請求）及び４号請求（損害賠償請求）に係る住民訴訟事

件である。控訴人らは、そもそも平成４年最判が本件に援用されるべきでないと解す

るが、仮に援用されるとしても、４号請求に限り援用されるべきであり、１号請求に

ついてまで援用されるべきではない。	 

⑻	 小括 

後記第３章、第２で詳述するとおり、栃木県は、思川開発事業によって、治水上の

利益を受けることはないのであるから、思川開発事業に係る独立行政法人水資源機構

法２１条３項に基づく負担金の納付通知は、要件を欠き違法である。したがって、栃

木県は、この違法な納付通知に基づく支出を拒むことができるというだけでなく、そ

の予算執行の適正確保の見地から、これを拒むべきである。	 

しかしながら、栃木県は、これを怠り、納付通知に唯々諾々として従い、支出を続

けているのであり、これに対しては、違法な行為として、その差止めが認められなけ

ればならない。	 

	 

第３	 湯西川ダムに係る治水負担金（河川法６０条１項に基づく負担

金）の支出について 
１	 原判決の判示 

⑴	 国土交通大臣の河川法６０条１項に基づく負担金の納付通知の法的性質 

	 	 	 原判決は、国土交通大臣の河川法６０条１項に基づく負担金の納付通知の法的性質 

	 	 について、次のように判示した。 

	 	 	 「国土交通大臣が、河川法６０条１項に基づく負担金について、同法施行令３８条 

	 	 １項に基づき都府県に負担すべき額を通知した場合、同通知を受けた都府県は、負担 

	 	 すべき費用を政令で定めるところにより国庫に納付しなければならないから（河川法 

	 	 施行令３８条１項、河川法６４条）、同法施行令３８条１項に基づく通知の法的性質は、 

	 	 国土交通大臣が都府県に発する具体的な費用負担の命令と解される。」（５６頁） 
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⑵	 納付通知を受けた都府県が、負担金の支出を拒むことができる場合 

	 	 	 その上で、原判決は、同通知を受けた都府県が、負担金の支出を拒むことができる	  

	 	 場合について、次のように判示する。 

	 	 	 「①国が、道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良 

	 	 など地方財政法１０条の２に規定する事務を自ら行う場合、「地方公共団体が法律又は 

	 	 政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、 

	 	 その負担する金額（地方公共団体の負担金）を国に対して支出するものとする。」と規 

	 	 定し（同法１７条の２第１項）、地方公共団体が負担金の予定額に不服がある場合につ  

    き、総務大臣を経由して内閣に申し出ることができると規定していること（同条３項）、   

  	 ②一級河川の河川管理施設たるダムの建設については、国土交通大臣が、一級河川の 

	 	 河川管理者として（河川法９条１項）、ダム等の河川管理施設の建設を含む河川の管理	  

	 	 の主体であり、河川整備基本方針を定め（同法１６条）、これに沿った河川整備計画を 

	 	 定めておかなければならないとされていること（同法１６条の２）、③河川管理施設が 

	 	 特定多目的ダム法上の多目的ダムに当たる場合、国土交通大臣は、その建設に関する 

	 	 基本計画を作成しなければならないこと（特定多目的ダム法４条）、以上のような河川 

	 	 法施行令３８条１項の通知の前提となる河川整備基本方針、河川整備計画又はダム建 

	 	 設に関する基本計画に対して都道府県に是正権限がないことに照らすと、河川整備基 

	 	 本方針及び河川整備計画、更には河川管理施設であるダム建設に関する基本計画の策 

	 	 定の責任は、国土交通大臣が負っており、地方公共団体が、河川整備基本方針、河川 

	 	 整備計画又は建設に関する基本計画の内容自体を変更することはできず、河川法施行 

	 	 令３８条１項の通知を受けた都道府県は、同通知の前提となった河川整備基本方針、 

	 	 河川整備計画、ダム建設に関する基本計画自体又は都府県が河川管理施設から利益を 

	 	 受けるとの国土交通大臣の判断が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適 

	 	 正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、同通知を尊重しその内 

	 	 容に応じた財務会計上の措置をとるべき義務があり、これを拒むことは許されないも 

	 	 のと解するのが相当である。」（５６頁～５７頁）。 

 

２	 原判決の判示が誤りである理由 

⑴	 治水上の利益を受けることが負担金支出の要件であること 

	 	 	 都道府県が河川法６０条１項に基づく建設負担金を負担する根拠は、「国土交通大臣 
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	 	 の行う管理は国家的見地より、国土保全上又は国民経済上の見地より行われるもので 

	 	 あるが、これによって生ずる利益は都道府県にも帰するのであるので、都道府県も負 

	 	 担者の立場に立つことが衡平に適するとの法理」からである（大成出版社・河川法研 

	 	 究会編著「逐条解説河川法解説（改訂版）」３９３頁）。したがって、都道府県の河川 

	 	 法６０条１項に基づく建設負担金の負担は、当該都道府県が、当該施設から治水上の 

	 	 利益を受けることが、当然の前提となっており、都道府県がこの利益を受けることが 

	 	 ないにもかかわらず、負担を求める行為は違法であり、負担を求められた都道府県は、 

	 	 予算執行の適正確保の見地から、この負担の支出を拒むことができるだけでなく、拒 

	 	 まなければならないものと解すべきである。 

⑵	 地方財政法２５条によって違法な納付通知に対する支払い拒否ができるこ

と 

	 	 	 また、地方財政法２５条によっても、国による違法な納付通知に対して、支出を拒 

	 	 否することができるとの控訴人らの主張に対しては、原判決は、次のとおり判示して 

	 	 認めなかった。 

	 	 	 「地方財政法は、地方公共団体の財政（以下「地方財政」という。）の運営、国の財 

	 	 政と地方財政との関係等に関する基本原則を定めるものであり、負担金の支出等につ 

	 	 いて具体的に定めた河川法施行令３８条１項の通知の性質を前提とすると、地方財政 

	 	 法２５条３項を根拠として、負担金の支出を拒否すべき義務が生じると解することは 

	 	 できず、原告らの上記主張を採用することはできない。」（５７頁～５８頁） 

	 	 	 しかし、この原判決の判示は、法律上の基本原則を、法律ではなく政令によって変 

	 	 更してしまうものであり、法解釈の基本原則に反し許されるものではない。 

	 	 	 そして、湯西川ダムについての河川法６０条１項に基づく負担金の納付通知につい	  

	 	 ても、前記第２、２、⑵ないし⑹で述べたことが妥当するのであり、栃木県は、国に 

	 	 よる湯西川ダムに係る違法な建設負担金の納付通知に対しては、地方財政法２５条を 

	 	 根拠に、支出を拒否することができるものと解すべきである。 

⑶	 河川整備基本方針、河川整備計画及びダム建設に関する基本計画が不合理な

場合も納付通知が違法となること 

	 	 また、湯西川ダムの建設は、河川法に基づき、河川整備基本方針、河川整備計画及

びダム建設に関する基本計画によって、治水対策のためのダムとして計画されている

ことから、「当該施設から治水上の利益を受ける」か否かの判断に当たっては、これ
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らの方針や計画が合理的でなければならず、不合理な場合にも、予算執行の適正確保

の見地から、そのことを理由に、その支出を拒むことができるものと解すべきである。	 

⑷	 １号請求（差止め請求）には平成４年最判の判旨は適用されるべきでないこ

と 

前記第２、２、⑺で述べたことは、湯西川ダムについての河川法６０条１項に基づ

く負担金の差止め請求の場合にも妥当するので、平成４年最判の判旨を適用すべきで

はない。	 

⑸	 小括 

後記第４章で詳述するとおり、栃木県は、湯西川ダムによって、治水上の利益を受

けることはないのであるから、河川法６０条１項に基づく負担金の納付通知は、要件

を欠き違法である。したがって、栃木県は、この違法な納付通知に基づく支出を拒む

ことができるというだけでなく、その予算執行の適正確保の見地から、これを拒むべ

きである。	 

しかしながら、栃木県は、これを怠り、納付通知に唯々諾々として従い、支出を続

けているのであり、これに対しては、違法な行為として、その差止めが認められなけ

ればならない。	 

 

第４	 八ッ場ダムに係る治水負担金の支出 
１	 原判決の判示 

⑴	 河川法６３条１項に基づく負担金の納付通知の法的性質 

	 	  原判決は、国土交通大臣の河川法６３条１項に基づく負担金の納付通知の法的性質に 

	 	 ついて、次のように判示した。 

	 	 	 「河川法６３条１項は、『国土交通大臣が行なう河川の管理により、第６０条第１項 

	 	 の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利 

	 	 益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定 

	 	 により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させるこ 

	 	 とができる。』と規定しており、国土交通大臣が同法施行令３８条１項に基づき都府県 

	 	 に負担すべき額を通知した場合、同通知を受けた都府県は、負担すべき費用を政令で 

	 	 定めるところにより国庫に納付しなければならないから（河川法施行令３８条１項、 

	 	 河川法６４条）、同法施行令３８条１項に基づく通知の性質は、国土交通大臣が都府県 
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	 	 に反する具体的な費用負担の命令と解される。」（６６頁～６７頁） 

⑵	 納付通知を受けた都府県が、負担金の支出を拒むことができる場合 

	 	 	 その上で、原判決は、同通知を受けた都府県が、負担金の支出を拒むことができる 

	 	 場合について、①の冒頭に「国土交通大臣は、上記通知の前提として、都府県の意見 

	 	 を聞く必要はあるものの（同法６３条２項）、国土交通大臣がこれに拘束されるとは解 

	 	 されない上」との文言を書き加える以外は、上記第４、１、⑵と同様の理由を挙げて、 

	 	 次のように判示した。 

	 	 	 「その前提となった河川整備基本方針、河川整備計画、ダム建設に関する基本計画 

	 	 自体又は都府県が河川管理施設から利益を受けるとの国土交通大臣の判断のいずれか 

	 	 が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない 

	 	 瑕疵の存する場合でない限り、同通知を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を 

	 	 とるべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解するのが相当である。」（６	  

	 	 ７頁～６８頁） 

 

２	 原判決の判示が誤りである理由 

⑴	 負担金支出の要件は「著しく利益を受ける場合」に「その受益の限度におい

て」であること 

	 	 	 河川法６３条１項は、「国土交通大臣が行なう河川の管理により、第６０条第１項の 

	 	 規定（都道府県の区域内における一級河川の管理に関する費用負担）により当該管理 

	 	 に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合におい 

	 	 ては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負 

	 	 担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。」と規定し 

	 	 ているのであり、同条項による負担は、①「著しく利益を受ける場合」に、②「その 

	 	 受益の限度において」認められるに過ぎない。 

	 ア	 「著しく利益を受ける場合」の解釈	 

	 	 	 「著しい利益」とはどのようなものであるかについては、次のように解されている。	 

	 	 	 「著しい利益とは、他の都府県が一般的に受ける利益を超える特別の利益である。	 	 	 

河川は上流から河口に至るまで連続した一の水系を成し、その管理も水系を一貫し	 	 	 

て行われるべきものであるので、ある都府県の区域内における河川の管理により、	 	 	 

他の都府県が多かれ少なかれ利益を受けるのは当然予想されるところであり、多少	 	 	 
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なりとも利益があれば常に本条の負担金を課することとするのは、本法において河	 	 	 

川の管理のための費用負担の体系を定めた趣旨に反するものと考える。」（前掲「逐条

解説河川法解説」改訂版４００頁）。	 

なお、「河川の管理のための費用負担の体系」とは、国営ダムについて言えば、①	 	 	 

一級河川の管理費用は国が負担するのが大原則であり（河川法５９条）、②ダムが所	 	 	 

在する都道府県に利益があることを前提として、例外として当該都道府県も管理費	 	 	 

用を負担し（同法６０条１項）、③下流都府県も著しく利益を受ける場合においては、	 	 	 

更なる例外として当該都府県もまたダム所在地の都府県の負担すべき費用の一部を	 	 	 

負担するという構造を指すのであるから、よくよくの例外として負担義務を課され	 	 	 

る下流都府県の受ける利益は、現実かつ具体性のあるものでなければならず、非現実

的なものであってはならないと解すべきである。	 

また、「著しく」は「著しい」という形容詞の連用形であり、「著しい」とは、「程

度が際立っていて目立つさま。はっきりとわかるさま。めざましい。明らかだ。」（大	 	 	 

辞林）という意味であるから、負担義務を課される下流都府県の受ける利益は、「程	 	 	 

度が際立っていて目立つ」ものでなければならない。	 

したがって、「著しく利益を受ける場合」とは、利益が「現実かつ具体性のあるも

のであって」かつその「程度が際立っていて目立つ」と場合ということになる。	 

これをダム事業について言えば、①ダムがない場合に下流都府県に看過し得ない程

度の被害が発生すること、②ダムがあることによって当該被害が相当程度軽減される

こと、という二つの要件が満たされる必要があるということになろう。	 

東京都民が提起した八ッ場ダム訴訟の２０１３（平成２５）年３月２９日東京高裁

判決（甲Ｂ２１７）も、「著しく利益を受ける」かどうかの判断について、次のよう

に判示し、①八ッ場ダムがない場合に多大の被害をもたらす可能性のあること、②八

ッ場ダムが災害の防止に有効であり、当該被害を軽減できること、という二つの要件

を満たすかどうかによって判断している。 

「そして，前記ウ認定判示の事実によれば，洪水により利根川～江戸川の右岸で破

堤した場合，浸水区域が東京都区部にまで達し，多大の被害をもたらす可能性がある

こと，八ッ場ダムが利根川上流域における洪水調節によってこのような災害を防止す

ることに有効であれば，東京都は，他の都府県が一般的に受ける利益を超える特別の

利益,すなわち，同項所定の「著しく利益を受ける」ものと認められる」（５１頁） 
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イ	 「その受益の限度において」の解釈 

	 	 	 「その受益の限度において」とは、文字どおり、負担の程度が受益の程度を超える	 	 	 

ことがないという意味であると解すべきである。	 

したがって、下流都府県の受益の程度が明らかになっていなければ、下流都府県の

負担額が受益の限度内か否かを判断できないのであるから、この要件においては、下

流都府県の受ける著しい利益の程度を定量的に明らかにする作業が必須である。	 

ウ	 要件のまとめ	 

	 	 	 したがって、上記ア及びイの要件を欠く費用負担は違法であり、この要件に反して、 

	 	 納付通知を受けた（負担を求められた）都府県は、予算執行の適正確保の見地から、 

	 	 この負担の支出を拒むことができるだけでなく、拒まなければならないものと解すべ 

	 	 きである。 

	 エ	 原判決の誤り 

	 	 	 ところが原判決は、その判断主体を国土交通大臣に限定した上で、その判断内容に

ついては、「同通知が、（略）国土交通大臣が河川法６３条１項所定の「都府県が著し

く利益を受ける場合」か否か及び「その受益の限度」についての判断を基にされるも

のであることからすると」（６７頁）として、上記ア及びイの要件に言及しつつも、

結論部分では「都府県が河川管理施設から利益を受けるとの国土交通大臣の判断」（６

７頁～６８頁）とだけ述べて、「利益の」前にあるべき「著しく」という要件を欠落

させているだけでなく、「その受益の限度」については言及さえしないという法を無

視した判断枠組みを設定したことは、法令解釈の誤りである。 

⑵	 地方財政法２５条によって違法な納付通知に対する支払い拒否ができるこ

と 

	 	 	 栃木県は、前記第３、２と同様に、地方財政法２５条によっても、国による違法な 

	 	 納付通知に対して、支出を拒否することができる。 

	 	 	 この点について原判決は、上記第３、２、⑵と同様の理由から控訴人らの主張を認 

	 	 めなかった（６８頁）が、この判断は、法律上の基本原則を、法律ではなく政令によ 

	 	 って変更してしまうものであり、法解釈の基本原則に反し許されないことは前	 記第 

	 	 ３、２、⑵で述べたとおりである。 

	 	 	 そして、八ッ場ダムについての河川法６３条１項に基づく負担金の納付通知につい 

	 	 ても、前記第２、２、⑵ないし⑹で述べたことが妥当するのであり、栃木県は、国に 
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	 	 よる八ッ場ダムに係る違法な建設負担金の納付通知に対しては、地方財政法２５条を 

	 	 根拠に、支出を拒否することができるものと解すべきである。 

⑶	 河川整備基本方針、河川整備計画及びダム建設に関する基本計画が不合理な

場合も納付通知が違法となること 

	 	 また、八ッ場ダムの建設は、河川法に基づき、河川整備基本方針、河川整備計画及

びダム建設に関する基本計画によって、治水対策のためのダムとして計画されている

ことから、「第６０条第１項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都

府県以外の都府県が著しく利益を受ける」か否か、及び「その受益の限度」、即ち受

益がどの程度かの判断に当たっては、これらの方針や計画が合理的でなければならず、

不合理な場合にも、予算執行の適正確保の見地から、そのことを理由に、その支出を

拒むことができるものと解すべきである。	 

⑷	 １号請求（差止め請求）には平成４年最判の判旨は適用されるべきでないこ

と 

前記第２、２、⑺で述べたことは、八ッ場ダムについての河川法６３条１項に基づ

く負担金の差止め請求の場合にも妥当するので、平成４年最判を適用すべきではない。	 

⑸	 小括 

後記第５章で詳述するとおり、栃木県は、八ッ場ダムによって、治水上の利益を受

けることはないのであるから、河川法６３条１項に基づく負担金の納付通知は、要件

を欠き違法である。したがって、栃木県は、この違法な納付通知にしたがった支出を

拒むことができるというだけでなく、その予算執行の適正確保の見地から、これを拒

むべきである。	 

しかしながら、栃木県は、これを怠り、納付通知に唯々諾々として従い、支出を続

けているのであり、違法な行為として、その差止めが認められなければならない。	 

	 

第５	 思川開発事業から撤退しないことが財産の管理を怠る事実に当た

るかについて 
	 １	 原判決の判示 

	 	 原判決は、被告が思川開発事業から撤退しないことが財産の管理を怠る事実に当たる 

  かについて、次のように判示してこれを否定した。 

   「独立行政法人水資源機構法についてみると、水資源開発施設の新築に係る事業の廃止 
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  のほか同施設の利用予定者の事業からの撤退が予定され（同法１３条３項、６項、７項）、 

  同施設の完成前にあっては、水資源開発施設によって流水を水道又は工業用水道の用に 

  供しようとする者は、将来的に独立行政法人水資源機構の水資源開発事業に参加して水 

  源を確保することができる地位にあるにすぎず、水資源開発施設によって流水を水道又 

	 は工業用水道の用に供しようとする者は、同施設の新築等に係る費用を独立行政法人水 

	 資源機構に負担する義務を負うにとどまる（同法２５条）。次に、特定多目的ダム法につ 

	 いてみると、ダム使用権の設定予定者たる地位は、将来、ダム使用権の設定を受け得る 

	 という手続上の地位にすぎず（同法１６条２項、１７条）、実際にダム使用権の設定を受 

	 けるには、実体的にダム使用権の設定要件に適合し（同法５条、１５条２項）、当該多目 

	 的ダムの建設に関する基本計画中にその旨が規定される必要がある（同法４条２項５号）。 

	 このような仕組みのもとでは、原告らの主張する水源保有権の設定を受けるべき地位は、 

	 地方自治法上の公有財産とされる同法２３８条１項４号の『地上権、地役権、鉱業権そ 

	 の他これらに準ずる権利』、同項７号の『出資による権利』のいずれにも当たるというこ 

	 とはできず、その他地方自治法上の公有財産に当たるものと解すべき法的根拠を見いだ 

	 すことはできない。 

	 	 そうすると、原告らの主張する水源保有権の設定を受けるべき地位が怠る事実の違法 

	 確認の対象となる『財産』に当たるということはできない。また、思川開発事業から撤 

	 退することは、当該地位自体を放棄することを意味するから、これを怠る事実の違法確 

	 認の対象となる『管理』行為となるということも無理があるというほかない。」（２８頁 

	 ～２９頁） 

 

２	 原判決の判示が誤りである理由 

	 	 独立行政法人水資源機構法には、特定多目的ダム法（以下「特ダム法」という）にあ 

	 る「ダム使用権」に相当する規定がない。しかし、栃木県が水資源機構が行う水源開発 

	 事業である思川開発事業に利水者として参加することは、とりもなおさず同事業によっ 

	 て新規に開発される水源を確保すること及びその対価として応分の負担をすることを意 

	 味し、その実質は特ダム法によるダム使用権設定申請と異ならない。ダム使用権は、物 

	 権であるから、これと同様の内容を有する水資源機構の水源開発事業に参加して水源を 

	 確保することができる権利（原告らはこれを便宜上「水源確保権」と呼ぶこととした） 

	 もまた物権ということができる。 
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	 	 原判決は、ダム使用権の設定予定者たる地位は、将来、ダム使用権の設定を受け得る 

	 という手続上の地位にすぎず（同法１６条２項、１７条）、実際にダム使用権の設定を受 

	 けるには、実体的にダム使用権の設定要件に適合し（同法５条、１５条２項）、当該多目 

	 的ダムの建設に関する基本計画中にその旨が規定される必要がある（同法４条２項５号） 

	 ことを理由に、ダム使用権の設定を受けるべき地位は、地方自治法上の公有財産とされ 

	 る同法２３８条１項４号の「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」、同項 

	 ７号の「出資による権利」のいずれにも当たるということはできないとする。 

	 	 しかし、ダム使用権の設定予定者には、基本的に実体的にダム使用権の設定要件に適 

	 合する者がなるのであり、ダム使用権設定予定者として当該多目的ダムの建設に関する 

	 基本計画中にその旨が規定されることになるのであるから、当該多目的ダムの完成を停 

	 止条件としてダム使用権の設定を受けるべき地位を取得することに他ならない。このよ 

	 うな地位は、地方自治法２３８条１項４号の「その他これらに準ずる権利」であり、同 

	 法２３７条の公有財産である。 

	 	 これと同様に、独立行政法人水資源機構の水資源開発事業に対する利水予定者は、ダ 

	 ム等の水源開発施設が完成することにより、上記の水源確保権を取得することになるの 

	 であり、水資源開発事業への参加は、当該水源開発施設の完成を停止条件として水源確 

	 保権の設定を受けるべき地位を取得することに他ならない。 

	 	 これについても、原判決は、「水資源開発施設の新築に係る事業の廃止のほか同施設の 

	 利用予定者の事業からの撤退が予定され（同法１３条３項、６項、７項）、同施設の完成 

	 前にあっては、水資源開発施設によって流水を水道又は工業用水道の用に供しようとす 

	 る者は、将来的に独立行政法人水資源機構の水資源開発事業に参加して水源を確保する 

	 ことができる地位にあるにすぎず、水資源開発施設によって流水を水道又は工業用水道	  

	 の用に供しようとする者は、同施設の新築等に係る費用を独立行政法人水資源機構に負 

	 担する義務を負うにとどまる」として、その財産性を否定する。 

	 	 しかし、水資源開発事業に参加する者は、当該水源開発施設が完成すれば、水源を確 

	 保できることは事実上確実なのであるから、水源確保権の設定を受けるべき地位も、ダ 

	 ム使用権の設定を受けるべき地位と同様に、地方自治法２３８条１項４号の「その他こ 

	 れらに準ずる権利」であり、同法２３７条の公有財産であるというべきである。 

	 	 そして、栃木県は、思川開発事業から撤退することにより、水源確保権の取得を辞退 

	 するとともに、これと対価関係にある利水負担金８６億円の全部又はその一部の負担を 
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	 免れることができるのである。 

	 	 このように権利が義務と表裏一体の関係にある場合は、権利を放棄することによって 

	 義務を免れることが最も効率的な財産管理となる場合もあるのであり、栃木県知事は、 

	 栃木県の水道事業に関する資産を管理するに際して、地方財政法８条の適用を受け、権 

	 利の放棄（思川開発事業からの撤退）という選択肢を含めて最も効率的な財産管理を行	  

	 う責任があるのである。 

	 	 このことについての判断を誤り、一審原告らの請求を却下した原判決は取り消された 

	 上、控訴人らの請求を認容する判決が言い渡されなければならない。 

 

第６	 まとめ 
	 	 以上のとおりであるから、原判決の判断には、理由不備、法令解釈の誤り及び事実誤 

	 認があるので、取り消された上、控訴人らの請求を認容する判決が言い渡されるべき 

	 である。 

 

第３章	 思川開発事業について	 

第１	 思川開発事業の利水負担金（独立行政法人水資源機構法２５条

１項に基づく建設負担金）について 
	 １	 はじめに 

控訴人らの主張の概要は控訴理由書のとおりであるが，栃木県が思川開発事業に参

画する根拠資料として、被控訴人が新たに提出した「栃木県南地域における水道水源

確保に関する検討報告書（乙９３、以下「検討報告書」という）は，東京都のデータ

を無批判に使用し，渇水例として思川開発事業と関連性のない群馬県旧大間々町（現

みどり市）の写真を使用し，水質事故の発生については誤解を導きかねないデータを

抽出する等，杜撰かつ恣意的である。そして、嶋津意見書（甲Ｃ１０５）やその余の

書証及び人証調べと照らし合わせれば，栃木県が思川開発事業に参画したこと及びそ

の後も現在に至るまで参画し続ける判断には、原審と比べてより一層，裁量権の逸脱

又は濫用が認められることが明らかとなった。 

	 	 	 加えて、栃木県が水道施設計画がなく水道用水供給事業の実現性のないまま、水道

用水供給事業者として、思川開発事業に参画し続けることは．泡瀬干潟判決と同じく

予算執行に関する裁量の範囲を逸脱濫用するものであり，違法である。 
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以下詳述する。 

 

	 ２	 原判決の判示 

（１）被控訴人が思川開発事業に参画し，又は参画後にその事業から撤退するか否かの

判断については，その基礎とされた重要な事実に誤認があることなどにより重要な

事実の基礎を欠くことになる場合，又は，事実に対する評価が明らかに合理性を欠

くこと，判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないことなどにより，その内

容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り，裁量権

の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となると解すべきでとの判断

枠組みを示し，参画水量決定の経緯，水需要予測の内容と現実の乖離の事実，地盤

沈下の状況，栃木県は思川開発事業から配分された水を各市町村に配水するための

水道施設計画を策定していないことを認定している（原判決３１頁ないし４４頁）。 

（２）その上で，①栃木県は，思川開発事業への参画水量を決定するに当たり，独立し

た水道事業者である県南地域の各市町に地下水源転換量を含め要望水量を確認し，

これに沿って，栃木県全体の要望水量を毎秒０.８２１㎥と決定したこと，②栃木県

の参画水量が，毎秒０.４０３㎥となったのは，東大芦川ダムの建設中止に伴ったも

のであるところ，栃木県の当初の利水計画においてこれを考慮することはできなか

ったといえること，③栃木県及び各市町がした行政区域内人口，給水人口及び一日

最大給水量などの水需要予測の推計は，実績と比べると過大になっており，近年の

人口変動状況に照らし，今後直ちに実績が推計に沿うことをうかがわせる証拠もな

いものの，水道事業の性質及びその重要性に照らし，栃木県及び各市町が水道事業

者としての責務を果たすためには，将来にわたり安定的な給水業務を実施するため

余裕をもった水需要予測をすることはやむを得ない面もあること，④県南地域は，

上水道の地下水水源の依存度が全国平均よりも高い状態にあるところ，全国的にみ

ても同地域の地盤沈下のおそれから地下水源からの転換が促進される地域であっ

て，栃木県の調査によっても，近年は安定した傾向にあるとはいえ，地盤沈下の傾

向がなくなり，又は沈静化したとまで評価することは困難であって，栃木県県南地

域（小山市，野木町，藤岡町）においては水道用水に利用されている地下水は地下

水の揚水量のうち８パーセントにすぎないとしても，地下水源からの転換を図る必

要性がなくなったとまでいうことができず，また，安定的な水道水の供給を確保す
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る観点からは，地下水の汚染が生じた場合に備えて県南地域における地下水水源か

らの転換を図る必要性は依然として認められること，⑤水道事業者は，将来まで安

定的な供水業務を行う責務があり，事業の性質上，水源が必要になった段階になっ

てその水源を直ちに取得することができないものであり，栃木県には川治ダムの工

業用水，他市町が所有する農業用水，工業用水及び水道用水などその他に利用可能

な水源が存在するとしても，それを水道用水として直ちに利用することができるこ

とを認めるに足りる証拠はないこと，の５点を認定し、「以上に照らすと，栃木県

が，各市町の要望水量を前提として，地下水利用による地盤沈下や地下水汚染の影

響等を勘案して思川開発事業への参画を決定したことについて，裁量権の逸脱又は

濫用があったということはできず，また，現段階において，栃木県には未だ思川開

発事業から配分された水を各市町に配分するための水道施設計画が存在しないか

らと言って，直ちに水源が不要になったものとして，思川開発事業から撤退すると

の判断をしないことについて裁量権の逸脱又は濫用があったとまでいうことはで

きない」と判示した。 

（３）そして，思川開発事業特有の問題である「水が貯まらないダムである」という主

張に対しては，大谷川から導水を利用して貯水容量を確保する計画から黒川と大芦

川から導水するとの計画変更によっても「南摩ダムに水が貯まることがないとまで

は認められず，また，３０年間のうち半分以上は指定貯水容量とならないとの試算

結果もあり，栃木県が南摩ダムから取水することが不可能であるとまでは認めるこ

とができない」と判示した。 

（４）以下，原判決が裁量権の逸脱又は濫用であるとまでは認められないとする根拠に

ついて原判決が誤りである理由を述べる。 

 

３	 当初参画時における裁量権行使の違法性 

（１）はじめに 

	 	 	 栃木県が思川開発事業に参画決定した時点で，下記に主張するような事情が存在

していたのであり，参画するとの判断を是認できるような事情は一切存在しない。 

ア	 要望水量について 

（ア）栃木県は，思川開発事業への参画水量を決定するにあたり，独立した水道事

業者である県南地域の各市町に地下水源転換量を含め要望水量を確認し，これ
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に沿って栃木県全体の要望水量を毎秒０.８２１㎥と決定したことは当初の決

定の際，対象となる市町の要望を聞いて決定したというだけで特に根拠といえ

るものではない。 

（イ）「栃木県の参画水量が，毎秒０.４０３㎥となったのは，東大芦川ダムの建設

中止に伴ったものであるところ，栃木県の当初の利水計画においてこれを考慮

することはできなかったといえること」との判示は，栃木県の参画水量が毎秒

０.８２１㎥から毎秒０.４０３㎥に減少したのは，東大芦川ダムの建設中止を

予測できなかったせいであると言っているのであるから，栃木県の当初の参画

水量が過大であったことを擁護していることになる。 

しかし，「栃木県の当初の利水計画において東大芦川ダムの建設中止を考慮

することはできなかった」という認識が事実誤認であることは，控訴人準備書

面７の第２，１の「東大芦川ダムの中止が織り込み済みだったことを理解して

いないこと」（４頁以下）に詳しく述べたとおりである。 

被控訴人も「確かに，参画水量を０.８２１㎥／ｓと策定した当時，栃木県

において東大芦川ダム建設計画につき見直しの検討がなされていたこと（甲Ｃ

４４），上記参画水量の中に東大芦川ダム建設を中止した場合に必要となる鹿

沼市の水道用水分が含まれていたことは控訴人ら主張のとおりであり，「当初

の利水計画においてこれを考慮することはできなかった」（原判決）というこ

とではない。」（被控訴人第２準備書面１５頁）と認めている。 

以上から、当初の利水計画において東大芦川ダムの建設中止を栃木県が考慮

できたことは，争いのない事実である。 

原判決は，誤った事実認定に基づいて，栃木県の当初の参画水量が過大であ

ったことを止むを得ないものと認識し，「栃木県が，各市町の要望水量を前提

として，（中略）思川開発事業への参画を決定したことについて，裁量権の逸

脱又は濫用があったということはできず」（原審４５頁）という結論を導いて

いるので，事実誤認の違法な判決である。 

（ウ）原判決が，①及び②を前提事実として認定するだけでなく，裁量権の逸脱又

は濫用があったとまではいえないことの根拠として掲げているのは，あえて

「当初はやむを得なかった」という評価をせざるを得なかったのではないかと

考えられる。 
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しかし，思川開発事業へ参画した当初の「事情に対する評価（理由）」は，

明らかに合理性を欠き，社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと認めら

れる以上，参画決定したことは，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したも

のとして違法となる。 

イ	 以下では、①地下水に対する認識・評価がでたらめで、地下水から表流水転換

の必要性はなく、栃木県が思川開発事業に水道用水供給事業者として参画する必

要性が欠如していたこと，②水道用水供給事業の供給事業には実現可能性がなか

ったこと、の２点について詳述する。 

 

 

（２）栃木県が水道用水供給事業者として参画する必要性がなかったこと～地下

水から表流水転換の必要性の欠如 

ア	 当初から新規水需要はない 

	 （ア）原審の判示 

原判決は「栃木県及び各市町村がした行政区域内人口，給水人口及び１日

最大給水量などの水需要予測の推計は，実績と比べると過大となっており，

近年の人口変動状況に照らし，今後直ちに実績が推計に沿うことをうかがわ

せる証拠がない」（原審４４頁）と判示している。 

この限りにおいては，控えめながら控訴人の主張を認めながらも，他方で

「水道事業の性質及びその重要性に照らし，栃木県及び各市町が水道事業者

として責務を果たすためには将来にわたり安定的な給水業務を実施するため

余裕をもった水需要予測をすることはやむを得ない面もある」と述べる。 

（イ）水道事業者の責務とは豊富「低廉な」水の供給を図ること 

前記第２章、第１、２、⑵で述べたとおり、栃木県が思川開発事業に参画

するのは、水道事業者としてではなく、水道事業者である市町に対して水道

用水を供給する水道用水供給事業者としてであるから、この原判決の判示は

事実誤認である。 

また、仮に、水道用水供給事業者でも水道事業者と同様の責務を負うとし

ても、その根拠は明らかにされていない。 

そして、原判決の判断の致命的な欠陥として指摘しなければならないのは、
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原判決が諸般の事情として例示するものの中には、「低廉な水の供給」という

重要な事項についての判断が落ちていることである。 

的確な需要予測の基に適切な経営計画を立て，無駄な経費を上乗せするこ

となく低廉な水の供給をすることが水道用水供給事業者の責務でもある。特

にコストがかからず，自然や生活に対する悪影響もないのであれば「念のた

めに確保」という判断もあるであろう。しかし，必要もないのに莫大なコス

トを負担してダムを造らせることは，結局不要な水を高く買わせることにな

るのであり，水道法１条にいう豊富「低廉な」水の供給の責務に反するので

ある。 

（ウ）栃木県には利用可能な遊休水源もあること	 

栃木県内には，下記のとおり，ダム完成後も未だに利用されていない未利

用の水利権がある（甲Ｃ４３）。	 

	 

項目	 水利権所有者	 水量（㎥／秒）	 

川治ダムの工業用水	 

（＝鬼怒川工業用水道）	 
栃木県	 １.０	 

川治ダムの農業用水	 藤原町	 ０.０９	 

川治ダムの農業用水	 今市市	 ０.４５	 

草木ダムの工業用水	 足利市	 ０.３	 

草木ダムの水道用水	 佐野市	 ０.３	 

松田川ダムの水道用水	 足利市	 ０.０６	 

合計	 	 ２.２	 

	 

鬼怒川水系と渡良瀬川水系では，２.２㎥／秒の未利用水利権がある。上記

のほか，那珂川水系では，東荒川ダムの水利権０.２１６㎥／秒が全く使われ

ていない。このように，栃木県と県内の一部自治体は，巨額の税金や水道料

金を投入しながら，使う当てのない水源を抱えるという，看過することがで

きない不可解な水行政を進めてきている。	 

川治ダムの工業用水については，栃木県は，これまでに１００億円以上の

負担金を無駄に支払い続けてきた。百歩譲って，栃木県南地域において，将
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来表流水の新規水源が必要となる場合があったとしても，上記未利用水源の

活用によって対応が十分可能である。	 

後述のとおり、栃木県が思川開発事業に参画しても，未利用水利権を増や

すだけの結果となることは明らかである。	 

以上は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠き，判断の過程において

考慮すべき事項を考慮しない等，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した

ものとして違法である。	 

	 	 	 イ	 水源転換の必要性－地盤沈下に対する対策の必要性	 

当初，水源転換の必要性として上げられていた理由は，地盤沈下対策であり，

汚染水対策や渇水対策は，参画時における理由とはなっていない。したがって，

地盤沈下対策の必要性がないのであれば，栃木県が思川開発事業に参画する必

要性が一切ないといえる。 

（ア）	 栃木県における地盤沈下の沈静化	 

栃木県は，地盤沈下について精密水準測量による観測と観測井による観測

を行っており，その結果を「栃木県地盤変動調査報告書」で毎年発表してい

る。精密水準測量による調査とは，調査地域に水準点を設置し，その標高を

毎年精密に測量することにより，地盤の変動（垂直方向）を把握するもので

ある。観測井による観測とは，井戸の“抜け上がり現象”を利用したもので，

観測井に地盤沈下計を据え付けて，井戸の深度に相当する地層の収縮量を観

測するものである。「栃木県地盤変動調査報告書」の２００４年度版（以下「２

００４年度版報告書」という。甲Ｃ３９）によると，次のことが分かる。	 

	 	 	 精密水準測量により得られた毎年の地盤沈下地域面積の推移を図６−１に示

す（甲Ｃ３９，「２００４年度版報告書」４頁から作成）。	 １９９７年以降，

年間２cm 以上地盤沈下した面積はゼロとなっており，栃木県内において地盤

沈下は明らかに沈静化している。	 
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図６－１　栃木県内の地盤沈下面積（年間２cm以上）の推
移
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（イ）観測井による観測結果	 

観測井の中で野木ＮＯ.１（環境管理課１号井）を取り上げて，その年間地

層収縮量の推移を見ると，図６−２のとおりで，１９９７年以降は年間１０mm

以下となっており，地盤沈下が沈静化してきていることを示している。なお，

野木ＮＯ.１は栃木県が「本県の地盤沈下の挙動を代表する観測所」と位置づ

けているところである。	 
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図６－２　野木No.1（環境管理１号井）における地層収縮
量の推移
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出典：甲Ｃ３９，「栃木県地盤変動調査報告書」（２００４年度）５４頁	 

野木ＮＯ.１（環境管理１号井）における各月地層収縮量一覧表	 

	 

以上のとおり，精密水準測量の結果でも，観測井による観測結果でも１９

９７（平成９）年以降，栃木県の保全地域の地盤沈下は沈静化していること

が確認される。	 

（ウ）地盤沈下被害は発生していない	 

「思川開発事業を考える流域の会」と「渡良瀬遊水池を守る利根川流域住

民協議会」は，１９９８（平成１０）年１０月１６日，連名で栃木県，小山

市，野木町，藤岡町あてに地盤沈下問題に関する公開質問書（甲Ｃ４１の１）

を提出したところ，栃木県はその回答（甲Ｃ４１の２）の中で，「地盤沈下に

よる被害については，井戸の抜け上がりなどが確認されていますが，具体的

な被害の報告はありません。」と述べている。	 

特に１９９７年以降は前述のとおり，地盤沈下は沈静化してきているので

あるから，地盤沈下による被害が今後とも発生するはずがない状況であった。	 

（エ）地盤沈下に関する栃木県の現状評価	 

	 	 栃木県は，そのホームページで総合計画の現状評価をするための「施策の
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現状評価総括表」を公表している（担当は企画部企画調整課）。その中で，栃

木県自身が県内の地盤沈下が沈静化してきていることを述べている。	 

	 	 「快適で安全な暮らしを築く」という基本目標の中の「安全で安定した水

の供給」という施策の現状評価として「地下水採取量は減少傾向にあり，ま

た，地下水の過剰な採取に起因すると見られる地盤沈下についても安定化傾

向にある。」（甲Ｃ４２）と書かれている。	 

そして，関連データとして，地下水採取量は，１９９６年度の３９万１４

９２㎥／年から２０００年度の３２万２６３１㎥／年に減少（４年間で約１

８％減少）していること，及び地盤沈下の状況として，変動量１位の地点で

の変動量が１９９６年度には野木町役場でのマイナス６．９８cmであったの

が２００１年度には二宮町久下田でのマイナス１．５４cmと安定化したこと

が示されている。	 

（オ）県南地域における地下水利用の実態（地下水の利用実態を無視した栃木県の

地盤沈下対策）	 

栃木県南地域では水道用以外に工業用と農業用としても地下水が利用され

ている。その利用実態に関して，環境省のホームページの全国地盤環境情報

ディレクトリに下記のデータが掲載されている。	 

	 

栃木県の保全地域における地下水揚水量(平成１０年）	 

	 	 	 （単位	 百万㎥／年）	 

	 	 小山市	 野木町	 藤岡町	 ３市町の計	 

工業用	 18.6	 0.55	 0.52	 19.67	 

建築物用	 2.56	 0.6	 0.01	 3.17	 

水道用	 3.32	 0.07	 2.48	 5.87	 

農業用	 32.02	 9.25	 4.14	 45.41	 

計	 56.5	 10.47	 7.15	 74.12	 

出典：環境省「全国地盤環境情報ディレクトリ」（平成１６年度版）	 

	 

	 	 	 	 	 	 日量に換算すると保全地域の用途別の１日平均揚水量は次のようになる。	 

工業用	 	 	 	 	 ５３，８９０㎥／日	 
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建築物用	 	 	 	 	 ８，６８５㎥／日	 

水道用	 	 	 	 	 １６，０８２㎥／日	 

農業用	 	 	 	 １２４，４１１㎥／日	 

	 	 	 	 合計	 	 	 	 	 ２０３，０６８㎥／日	 

このように，小山市，野木町及び藤岡町における地下水揚水量のうち，水

道用水の占める割合は，８％（１６，０８２㎥／日÷２０３，０６８㎥／日）

にすぎない。そして，思川開発事業によって表流水に転換する予定の水道用

地下水は，次のとおり，さらに小さい水量である。	 

小山市	 	 	 	 	 	 １，４００㎥／日	 

野木町	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ０㎥／日	 

藤岡町	 	 	 	 	 	 	 	 ６８９㎥／日	 

小山市は，簡易水道，専用水道を含めて，水道用地下水は９０００㎥／日

程度であり，そのうち表流水に転換しようとしている水量は上水道のうちの

１４００㎥／日である。野木町の地下水転換量は，上水道水源がすべて表流

水のため，ゼロである。したがって，野木町が思川開発事業に参加しても地

下水の削減にならない。藤岡町も思川開発事業への参加で表流水への転換を

予定しているのは上水道のうちの６８９㎥／日である。	 

小山市と藤岡町の地下水転換量を合計しても約２１００㎥／日であり，上

記の全地下水揚水量約２０万㎥／日に対して１％にすぎない。	 

したがって，思川開発事業により，水道用地下水を削減しても，保全地域

の地下水揚水量はわずかに１％減るだけである。仮に地盤沈下対策として地

下水の削減が必要だとしても，思川開発事業では地下水揚水量をほんの少し

しか削減することができない。	 

以上のように，県南地方ではすでに地盤沈下は沈静化していて，地下水揚

水量の削減そのものが不要になっているが，仮に地盤対策上，削減が必要だ

としても，思川開発事業に参画して水道用地下水の削減を図ろうとしても，

全地下水揚水量の１％しか削減することができないのである。	 

被控訴人は，地盤沈下対策のために思川開発事業が必要だと声高に主張す

るが，それによる地下水削減量は全体のわずか１％であり，到底，沈下対策

になるようなものではない。地盤沈下対策は，思川開発事業を推進するため
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の口実に過ぎない。	 

地盤沈下対策のために、水道用水供給事業者として思川開発事業に参画す

るとの栃木県の判断は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠き，裁量権

の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。	 

	 （３）水道用水供給事業の実現可能性がないこと 

ア	 計画変更による県内配分量の大幅な減少 

思川開発事業の利水についての計画は，当初は栃木県がその水源を保有して

県内市町（栃木市，鹿沼市，西方町，壬生町，石橋町，国分寺町，野木町，大

平町，藤岡町，岩舟町。ただし合併前。）に配分する県参画水量が０．８２１㎥

／秒，県内で単独参画の小山市が０．２１９㎥／秒，県外で２．１６２㎥／秒

（ただし埼玉県は非かんがい期）という計画であった。 

それが本訴訟係属中の計画変更手続により，当初栃木県から配分を受ける予

定であった鹿沼市が単独参画となったものの，栃木県の配分量は０．４０３㎥

／秒，鹿沼市は０．２００㎥／秒で，両者を合わせ０．６０３㎥／秒となり，

当初計画より小山市を除く県内配分量が０．２１８㎥／秒と２５％も減少して

いる。小山市を含むその余の配分量に変更はない。	 

しかも，鹿沼市が、東大芦川ダムの新規水源とは別に、思川開発に対してな

ぜか出された形になっていた０．２２３㎥／秒の要望分は消えており，そもそ

も計画が杜撰であったことを示している。	 
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イ	 栃木県の水道施設計画は存在しない	 

事業実施計画の変更により，栃木県自身の参画水量が０．８２１㎥／秒から

０．４０３㎥／秒へと，半分以下になったが，さらに問題なのは，栃木県には

その参画で得た水量を使う予定そのものがないことである。この参画水量は，

本来は栃木県が水道用水供給事業の水道施設を建設して，県南地区の各市町の

水道に配水するためのものである。したがって，この水源保有権確保に伴って，

思川から取水して導水する施設，取水した水を浄化する浄水場，その浄水場か

ら県南地区の各市町水道へ配水する施設を栃木県が建設する水道施設計画がな

ければならないが，この水道施設計画は存在しない。	 

栃木県が県南で水道用水供給事業を展開する話がかつてはあったものの，具

体化されることはなく，現在，そのような広域水道計画自体が存在せず，当該

計画に関する公文書そのものが作成されていない（甲Ｃ８及び甲Ｃ６７「栃木

県非開示決定通知書」）。巨額の費用負担を伴う水源保有権確保においてそのよ

うに空虚なことがあってよいはずがなく，許されることではない。	 

ウ	 県からの配分を受ける市町に思川からの取水・導水・浄化施設建設計画はない	 

栃木県に対して思川開発事業への要望水量を出した各市町水道において，独

自に思川から取水し，導水して浄水する施設を建設する計画を有しているとこ
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ろは皆無である。	 

同事業へ単独参画の小山市は現在すでに思川から取水しているが，野木町を

除く他の市町は，現在は専ら地下水にのみ依存しているので，新たに思川に依

存しようとすれば，思川から取水して導水し，浄化する水道施設を新たに建設

しなければならない。その建設はきわめて高額の費用を要することであるし，

参加市町の半数は思川に面してもいないから，その実現性はほとんどないと言

ってよい。栃木県が水道用水供給事業を事業化できないということも十分考え

られる。	 

この状況で，栃木県が思川開発事業に利水参画を決定したことは，判断の過

程において考慮すべき事項を考慮しないとして，裁量権の範囲を逸脱し又はこ

れを濫用したものとして違法である。	 

	 （４）当初参画時の違法性のまとめ 

当初参画時の栃木県の思川開発事業への参画理由は，地盤沈下が深刻であり，今

後水需要が増えることを合わせて考えれば，水道水源の一部を表流水に転換する必

要があったということであろう。 

しかし，地盤沈下は沈静化しており，かつ今後水需要が減少の一途を辿ることか

らすれば，表流水の転換をする必要性がなく，それでも，莫大な費用をかけ表流水

へ転換しようとする栃木県の判断は、清浄にして豊富「低廉な水の供給」を図ると

いう水道法に反し，水道事業者の責務として著しく合理性を欠くものと言わなけれ

ばならない。 

よって、栃木県が思川開発事業に参画決定したことは，裁量権の範囲を逸脱し又

はこれを濫用したものとして違法となる。 

 

	 ４	 栃木県が思川開発事業から撤退しないことの違法性 

	 （１）はじめに 

ア	 原判決も認めるとおり，思川開発事業に参画した後においても，参画するとの

判断の基礎とされた重要な事実の基礎を欠く状況になっていないか，評価が合理

性を欠くことになって妥当性を欠くものになっていないかを随時チェックし，そ

の事業から撤退するか否かを随時決断する必要がある。 

控訴人らは，前記３で述べたとおり、当初参画時における裁量権行使そのも
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のが逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であったと考えているが，当初

の参画決定に誤りがなかったと仮定しても，その後の状況で撤退の判断をしな

ければ裁量権の逸脱・濫用となることは，原判決も認めるところである。 

そこで，控訴人らは、控訴審口頭弁論終結時までに明らかとなった事情に基

づいて，栃木県が思川開発事業から撤退しないことは、裁量権の範囲を逸脱し

又はこれを濫用したものとして違法となることを論証する。 

イ	 以下では、①栃木県南地域では地下水から表流水転換の必要性がなく、栃木県

が思川開発事業に参画し続ける必要性がないこと、②栃木県が企図する水道用水

供給事業の実現性がないこと、そして、③そのような状況のまま栃木県が思川開

発事業に参画し続けることは、「泡瀬干潟判決によれば違法である」ことについて

詳述する。 

（２）栃木県が思川開発事業に参画し続ける必要性がないこと～地下水から表

流水転換の必要性の欠如 

ア	 水需要予測の問題～新規水需要がないことがいよいよ明白となった 

	 （ア）原判決の判示 

原判決は，「栃木県及び各市町村がした行政区域内人口，給水人口及び１日

最大給水量などの水需要予測の推計は，実績と比べると過大となっており，

近年の人口変動状況に照らし，今後直ちに実績が推計に沿うことをうかがわ

せる証拠がない」と述べ（原審４４頁），この限りにおいては，控えめながら

控訴人の主張を認めながらも，他方で「水道事業の性質及びその重要性に照

らし，栃木県及び各市町が水道事業者として責務を果たすためには将来にわ

たり安定的な給水業務を実施するため余裕をもった水需要予測をすることは

やむを得ない面もある」と判示する。 

	 （イ）水道事業者の責務とは豊富「低廉な」水の供給を図ること 

      栃木県が思川開発事業に参画しているのは、水道事業者としてではなく、水道 

      用水供給事業者としてであり、水道事業者と同様の責務を負うわけではないこ 

      と、仮に、同様の責務を負うとしても、原判決が諸般の事情として例示するも 

      のの中には、「低廉な水の供給」という重要な事項についての判断が落ちてい 

      ることについては前述した。 

したがって、的確な需要予測の基に適切な経営計画を立て，無駄な経費を 
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上乗せすることなく低廉な水の供給をすることが水道用水供給事業者の責務で

もある。特にコストがかからず，自然や生活に対する悪影響もないのであれば

「念のために確保」という判断もあるであろう。しかし，必要もないのに莫大

なコストを負担してダムを造らせることは，結局不要な水を高く買わせること

になるのであり，水道法１条にいう豊富「低廉な」水の供給の責務に反するの

である。 

ここまでは，参画決定時の事情として主張したものであるが，より一層「余

裕」とは言い難い水需要予測が明らかとなった。 

（ウ）栃木県の人口減少により水需要が減少すること（甲Ｃ１０５） 

栃木県は，原判決と同趣旨の内容を「検討報告書（乙９３）」で水資源開発

には相当の期間を必要とするから，長期的な展望に立って，事前対策を講じる

必要があると述べているが，長期的な展望に立てば，人口の減少で県南地域の

水道需要が次第に縮小していくことは必至であるから，水資源開発の必要性は

今後ますます失われていく。 

栃木県は「検討報告書（乙９３）」２７頁において，県南地域２市３町の水

道について２０３０年度までの水需要予測を行っている（表４）。それによれば，

２市３町の水道の１日最大給水量は２０１０年度の１０３,３０５㎥／日から

２０３０年度には９６,２００㎥／日へと７％減少している。これは給水人口が

２６２,０３３人から２４８,３９７人へ，１人１日最大給水量が３９４㍑／日

から３８７㍑／日へとそれぞれ約５％，約２％減ることによるものである。こ

の給水人口は，将来，人口の減少に伴ってより一層減少していくことが必至で

ある。国立社会保障・人口問題研究所は，２０１３年３月，日本の地域別将来

推計人口を発表した。この推計による栃木県の将来人口は，２０１０年に２０

１万人だが，２０２０年に１９３万人，２０３０年に１８０万人，２０４０年

には１６４万人となる。県南地域の給水人口が栃木県全体の人口と比例して推

移し，１人１日最大給水量が２０３０年度のままであるとすれば２０４０年度

の１日最大給水量は９６,２００㎥／日×１６４万人／１８０万人＝８７,６０

０㎥／日になる。これは２０１０年度実績の約８５％である。２０４０年以降

は更なる人口の縮小に伴って水需要が一層縮小していくことは確実である。こ

のように長期な展望に立てば，県南地域水道の水需要は縮小の一途をたどるの
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は必至で，新規水源の不要性がますます明白になっていくのであるから「水資

源開発には相当な期間を必要とすることから，長期的な展望に立って事前対策

を講じていく必要がある」という栃木県の方針は全く事実を踏まえない，空虚

な繰り言にすぎない。 

したがって，「水需要予測」という判断の基礎とされた重要な事実に誤認が

あり裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。 

イ	 「地盤沈下」について 

（ア）地盤沈下はほとんど生じていないこと 

ａ	 地盤沈下が収まっていること 

原判決も地盤沈下が収まってきていることは認めながら「地盤沈下の傾

向がなくなり，又は沈静化したとまで評価することは困難」とし，それ故

「地下水源からの転換が促進される必要性が依然認められる」としている

が，データを虚心に見ればそのような判断はおよそ誤りであることが分か

る。	 

前述のとおり、栃木県は、「地盤沈下による被害については，井戸の抜け

上がりなどが確認されていますが，具体的な被害の報告はありません。」（甲

Ｃ４１の２）としている。	 

ｂ	 地盤沈下面積について	 

栃木県内では，１９９７（平成９）年から２００９（平成２１）年まで

の１３年間で，２㎝以上沈下した地域はほぼない。２００４（平成１６）

年に０.１㎢沈下しただけである。	 

ｃ	 地層収縮量について	 

栃木県の代表的な観測地点である野木町の環境管理１号井における地層

収縮量を見ると，年間の収縮量は徐々に小さくなり，ほとんど認められな

い状況になっていることが分かる。	 

ｄ	 地下水位について保全地域内の観測井１７本のうち１５本において地下

水の上昇傾向が見られる。この傾向は，ごく最近になっても変わっていな

い。	 

ｅ	 最大年間変動量の推移について	 

栃木県内の最大年間変動量とは，栃木県内のどの観測井かを問わない年
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間の最大の沈下量をいう。１９９６（平成８）年以降は，最大で２㎝以上

沈下したのは２００４（平成１６）年の１回だけであり，地盤沈下したの

は２００４（平成１６）年の１回だけであり，地盤沈下が沈静化したこと

を示している。 

ｆ	 以上に加えて，日本の人口の推移は，少子化傾向から減少の方向を辿り，

２０６０年には８６００万人程度と推計され，３割程度減るものと見込ま

れている。また，厚生労働局健康局が２０１３（平成２５）年３月に公表

した「新水道ビジョン」（甲Ｃ１０６）によれば、水需要動向も減少傾向と

見込まれ，２０６０年には現在よりも４割程度減少すると推計されている。

仮に水道用の地下水採取が地盤沈下の原因だったとしても，今後は、より

一層地盤沈下が収まることは確実である。 

	 	 	 （イ）地盤沈下の原因は農業用水にあること 

地盤沈下の原因が農業用水にあることは，栃木県環境審議会地盤沈下部会

報告（乙９１）から明らかである。 

	 	 	 	 	 ａ	 地下水利用実態調査（平成１６～１８年度） 

栃木県環境審議会は，この間年内で最も地盤沈下が進行している野木町

における地下水利用の実態を調査し，その結果を下記のとおり示した。 

・	 農業用水が地下水採取量の約９割を占める 

・	 農業用水の採取量は，５月が最多で，５～８月に年間採取量の９７％

を採取している。 

ｂ	 地下水利用実態調査（平成２０～２１年度） 

栃木市（旧藤岡町），小山市及び野木町における既往の観測結果から，

地盤沈下と地下水位等との関係を整理するとともに，連絡協議会において

実施している点検及び節水要請の基準となる地下水位について検証し，そ

の結果は下記のとおりである。 

	 	 ・	 地下水位の月変動が大きいものの，年間平均値では地下水位が上昇

する傾向にある。しかし，依然として地盤沈下は進行している。 

・	 その要因は，年間を通じた過剰な地下水採取による慢性的な地下水

位の低下ではなく，一時的に地下水採取が集中することによる短期的

な地下水位低下にある。 
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ｃ	 地下水位の一般論と栃木県南地域の地盤沈下の特徴 

地下水位は，地下水の採取量が涵養する量より多くなると低下し，採取

量の方が少なくなると上昇（回復）する。県南地域においては，夏期に地

下水位が低下すると地盤が収縮（沈下）し，冬期に向けて地下水位が回復

すると地盤も隆起するが，地盤は完全には復元しない。年間平均値でその

推移をみると，近年，地下水位は上昇傾向にあるにもかかわらず，地盤は

収縮（沈下）している（３頁）。 

栃木県における地盤沈下は，５～８月に地下水位が急激に低下すること

によって，地層中の粘土層が収縮するという発生メカニズムにより生じて

いる。そのため，長期的な地下水位の変動は上昇傾向にあるにもかかわら

ず，地盤沈下が発生している。これは，他県と異なる特徴である（８頁）。 

以上により，「一時期に地下水採取が集中することによる短期的な地下

水位の低下」をもたらすのは，農業用水の採取であることは明らかである。

よって、地盤沈下対策のために水道用水を転換する意味はない。 

ｄ	 そこで，栃木県は，地盤沈下との関係で水道用水を転換する必要がある

のは，地盤沈下防止のためではなく，地盤沈下のために水道用水が取水で

きない事態に陥るのを防止するために，表流水を確保した方がよい旨を述

べる（印南証言３４頁）。 
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	 	 しかし，前述したことに加え、上記図（乙９２図－３）で示したとおり、

たとえ農業用水の採取により地盤が沈下したとしても，地下水は人口減少

と合わせて考えれば，今後半永久的に取水できる状況にある。したがって，

印南証人が危惧する点は杞憂にすぎない。 

（ウ）まとめ 

現状起きている地盤沈下は年間２㎝以下，収縮量も減少の一途をたどり，

これまで実害が一切ないという看過できるものである。 

もし，どうしても栃木県がこれを問題視したくて是非とも対応したいと

いうのであれば，農業用水の対応に着手することなく，水道水の一部を地

下水から表流水に転換するという方法では奏功しないことは明らかである。 

また，地盤沈下のために水道用水が取水できない事態に陥るのを防止す

るために，表流水を確保した方がよいという点については，「地下水位は

向上の一途を辿っており，被控訴人が危惧する点は，５～８月に地下水位

が急激に低下することによって，地層中の粘土層が収縮するという発生メ

カニズムにより生じている。そのため，長期的な地下水位の変動は上昇傾

向にあるにもかかわらず，地盤沈下が発生している。」という重要な事実

の基礎の見落としか，又は，事実に対する評価が明らかに合理性を欠くも
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のとして，裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であ

る。 

ウ	 「地下水汚染」に対する検討－現状で全く問題がないこと 

	 	 まず念頭に置くべきことは，これまで栃木県内においては、１度も地下水の水

道水源が汚染されて問題になったことがない（印南証言４２頁）ことである。そ

れにも関わらず，地下水汚染を持ち上げて検討していることは極めて不合理であ

る。 

（ア）検討報告書（乙９３）が結論を誤導していること 

ａ	 検討報告書の図表３－２８は結論を誤導していること 

検討報告書の図表３－２８（２１頁）を見ると，１９８５（昭和６０）

年は汚染地区数が１地区だったのが，２００９（平成２１）年には９５地

区に増加したと書かれている。 

しかし，これは調査を拡大して新たに汚染が発見された地区を累積で加

え続けてきたことや調査の対象となる汚染物質の種類が増えたことの結果

として拡大しているように見えるだけであって，地下水汚染が拡大したわ

けではない。また，嶋津証人が栃木県の環境保全課の地下水汚染担当，生

活衛生課の水道担当から，栃木県内の水道水源井戸の汚染の有無について

聴き取りをしたところ，双方から「水道水源井戸が汚染されたという情報

は来ていない」と言われたのであり，栃木県内の水道水源井戸の汚染はな

い（嶋津証言１１頁）。 

ｂ	 検討報告書の図表３－３０は結論を誤導していること 

検討報告書の図表３−３０（２２頁）を見ると，２００３（平成１５）

年から２００９（平成２１）年までに水質事故による健康被害が１６件発

生しているが，表流水によるものは３件であった（図表３－３０）。」と，

あたかも表流水の方が安全であるかのように書かれている。 

しかし、「浅井戸」が中心である家庭用や農業用の「一般井戸」と「深井

戸」が大半である「水道水源井戸」がある。水質事故のほとんどが一般井

戸におけるものであり，水道水源井戸における水質事故は起きていない。

これは，水道水源井戸は，水質を守らなくてはならないことから，構造的

に汚染が及ばないような工夫がされているためである（嶋津証言１１頁）。 
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水質事故の事例の範囲を，上水道における事故だけでなく，簡易水道（計

画給水人口が１０１人以上５，０００人以下の水供給事業）における事故

にまで広げた場合，検討報告書の図表３−３０によれば，簡易水道におけ

る３件の水質事故のうち２件は表流水を水源としている。 

したがって，水質事故の点では、水道水源井戸よりも、表流水の方がよ

り危険性が大きい。 

	 	 	 	 	 ｃ	 地下水汚染に備えて十分な事前の対策がとれること 

検討報告書図表３－３０によればウイルスや細菌類の原因物質が問題に

なるとあるが，例えば紫外線殺菌や膜ろ過等で対処することが可能である

とともに，井戸の堀り直しで対応することも可能である（印南証言４２頁）。 

さらに，もし水質基準を超過する可能性が高くなった場合には，旧藤岡

町の浄水場で高度処理の施設を導入して対処した事例のように、水処理施

設の変更で対処が可能である。さらには，良質な地下水を水道水として今

後も使用していくために，地下水保全のための水源保護条例等を制定し，

水源地域を保護するという対応も可能である（甲Ｃ１０４－１０頁）。 

	 	 	 	 	 ｄ	 まとめ 

したがって，地下水で汚染問題があったとしても水道水源が影響を受け

ることはごくわずかであり，仮に、水道水源に影響を与えうる可能性があ

ったとしても十分な対処をすることが可能である。 

（イ）地下水に１００％依存している自治体の汚染問題についての認識 

検討報告書には，「県南地域においては，地盤沈下や地下水汚染が危惧され

ており，水道水源を地下水のみに依存し続けることは望ましくない。」（２４

頁）とあるが，他の自治体と地下水依に対する認識が大きく異なる。 

ａ	 栃木県内（壬生町）の認識 

小菅一弥壬生町長は，２０１２（平成２４）年６月１３日の町議会にお

いて次のように答弁した（甲Ｃ１０７）。質問者は，小貫暁議員。 

	 	 	 	 「水道水をみぶの水ペットボトルとして販売する計画が示されているが，

事業のプロセスを示せ」についてお答えいたします。 

	 	 	 	 本事業につきましては，壬生町の水道水のおいしさと安全性を多くの人に

知ってもらうとともに，水道の加入促進を図ることと，大規模災害時等にお
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ける非常用備蓄水を確保することを目的として計画させていただきました。

（中略）本町の水道水は地下水を水源としておりますので，河川の汚染等に

影響されることなく，常に安全でおいしい水を供給しておりますが，市販の

ミネラルウオーターに劣らない水道水のよさを多くの人に理解していただ

き，水に関心を持つきっかけとなればと考えております。」と述べる。 

	 	 	 	 栃木県が地下水水源転換量２０００㎥／日と要望したと述べる壬生町は，

地下水に依存している状態であるが「常に安全」「市販のミネラルウオータ

ーに劣らない」と述べ，地下水の安全性には大きな自信をもっている。 

ｂ	 栃木県外で地下水１００％を続けているところの認識 

	 	 	 	 県外では，人口約７３万人の政令指定都市・熊本市の水道水源は１００％

地下水であり，同市は，今後も地下水１００％を続けるつもりである。熊本

県（環境保全課）は，「水道水源が地下水１００％は望ましくない」という

見解は持っておらず，市町村に対してそのような助言はしていない。 

人口１１万の東京都昭島市も水道水源は１９５４（昭和２９）年から５

９年間にわたり，地下水１００％であり，地下水１００％のおいしい水を

そのホームページで自慢している（甲Ｃ１０９）。	  

地下水に１００％依存することに危険性が伴わないことの証である。 

	 	 	 （ウ）まとめ 

現に地下水汚染が生じておらず、また、対策も十分とれるのであるから，

水道水を地下水に１００％依存したとしても、危険性が伴うとは限らないの

である。 

したがって、栃木県が、地下水汚染を理由に地下水から表流水への促進の

ために、水道用水供給事業者として思川開発事業に参画し続けることは、そ

の判断の基礎とされた重要な事実に誤認があり，裁量権の範囲を逸脱し又は

これを濫用したものとして違法となる。 

（３）水道用水供給事業の実現性がないこと～その１～「事業計画の不存在」 

	 	 	 ア	 思川開発事業の検証過程で明らかになった栃木県の水道用水供給事業の不存在

（甲Ｃ１０５、嶋津証言２～５頁） 

	 	 	 （ア）栃木県内部水道用水供給事業構想の消失 

前述したとおり、栃木県にはかつて１９９８（平成１０）年ころ，思川開
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発事業で水源を得て，栃木県南部の各市町に水道用水を供給する栃木県南部

水道用水供給事業の構想があったが，地盤沈下が沈静化し，水需要の増加が

ストップしたことにより，この構想は消えた。 

その結果，栃木県が思川開発事業で得る予定の水源０.４０３㎥／秒は思川

開発事業が完了しても，使うあてがなく，栃木県が遊休水源として抱え込む

ことになることは確実である。このことが思川開発事業の検証の過程で改め

て白日の下にさらされることになる。 

（イ）２０１０（平成２２）年からのダム事業の検証 

２０１０（平成２２）年秋から全国で計画中・建設中のダム事業（８５事

業）は事業継続の是非を判断する検証が行われることになった。 

この検証はダム事業者が自ら検証する客観性の乏しいもので，ダム事業者

が継続の意思をもっていれば継続の結果が得られるものである。実際にダム

検証の結果，全国で多くのダム事業に対して，事業継続妥当のお墨付きが出

ている。思川開発事業もダム検証の対象となり，ダム事業者である独立行政

法人・水資源機構と国土交通省関東地方整備局によって検証が進められてき

ている。しかし，他の多くのダム事業と比べると，検証の進みが遅く，検証

作業が始まってから，２年半以上経過しているが，今後の見通しは明らかに

されていない。検証作業が遅れている大きな要因は，「栃木県の水道用水供給

事業計画の不存在」である。 

（ウ）思川開発の検証で栃木県の水道用水供給事業計画の不存在が明らかとなった

こと 

ダム事業の検証であるダム事業者が利水参画者に対して確認する項目の１

つに「水道事業認可の状況」がある。思川開発事業についても「検討主体が

行う思川開発事業利水参画者の開発量の確認方法について」に沿って確認作

業が行われた（思川開発事業検証の場の「検討の場・第２回幹事会」（２０１

１（平成２３）年６月２９日））。 

思川開発事業検証の「検討の場・第３回幹事会」（２０１２（平成２４）年

６月２９日）で，栃木県は関東地方整備局から「水道事業認可の状況」につ

いて明確な回答がないとして，追加の回答を求められた。 

ダム事業に参画する水道の利水予定者が，その水源を使用する水道事業（又



65 
 

は水道用水供給事業）の認可を厚生労働大臣から受けていなければならない

ことはごく当然のことである。ダム事業の水源確保は，巨額の費用を負担す

るものであるから，その水源を実際に使う水道（用水供給）事業計画，厚生

労働大臣の認可を受けた水道（用水供給）事業計画が存在していることは，

ダム事業への参画継続の必須の条件である。 

だからこそ，ダム事業の検証でも水道の利水参画者に対する確認事項にな

っているのである。ところが，思川開発事業の栃木県の水道については厚生

労働大臣の認可を受けた水道用水供給事業計画が存在しないことが判明した

のである。ダム検証検討主体の関東地方整備局にとって予想外のことで，困

惑している様子が思川開発事業検証「検討の場・第３回幹事会」の議事録か

ら読み取ることができる。 

	 	 	 	 	 	 この第３回幹事会の後，「検討の場・第４回幹事会」は開かれていない。栃木

県の水道用水供給事業計画の不存在は，思川開発事業の検証作業が中断される

ほど重大な事項なのである。 

（エ）今後の見込み 

	 	 そして，今更，栃木県が厚生労働大臣から水道用水供給事業計画の認可を

得ることができるものではない。 

手続としては，まず関係市町からの要請と協議（同意）及び県議会の議決

を経た上で，県南広域的水道整備計画を策定し（水道法５条の２第２項），そ

の上で，県南水道用水事業の認可申請を厚生労働大臣に行う。手続的にも短

期間にできるものではないし，もともと，県南水道用水供給事業の必要性が

ないから，このような手続が踏まれるはずがない。 

そこで，栃木県は，県南地域・水道用地下水の削減方針をつくり，それを

水道事業認可に代わるものとして提出することを考え「検討報告書」（乙９３）

を策定し、２０１３（平成２５）年３月２２日，関東地方整備局に提出した。 

しかし、水道用地下水の削減の必要性は皆無であり、水道用水供給事業の

実現可能性もないので、「水道事業認可」の代わりになり得るはずがない。 

この状況で，栃木県が思川開発事業への利水参画を維持し続けることは，

その判断の過程において考慮すべき事項を考慮しないとして，裁量権の範囲

を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。 
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（４）水道用水供給事業の実現性がないこと～その２～事業として成り立たな

いこと 

ア	 水道用水供給事業をするには莫大な費用がかかること 

思川開発事業の開発水を県南地域に供給する場合は思川から取水して各市町

上水道の配水池まで配水するのに必要な取水施設，導水施設，浄水施設，送水施

設を新たに建設しなければならない。この一連の水道施設の建設は巨額の費用が

かかる。 

	 	 	 	 「思川開発事業の水道事業に係る事業評価（再評価）」（平成２１年２月 独立

行政法人水資源機構）で「栃木県０.４０３㎥／秒」に関する水道施設の建設事業

費の試算が行われており，その額は１９２億円である。栃木県が，０.４０３㎥／

秒の開発水を供給する事業を実施する場合は，その一連の水道施設の建設のため，

この１９２億円の追加投資が必要となる。水資源開発負担金と異なり，この水道

施設整備については国庫補助金がないと予想されることから，県が起債で１９２

億円を出資し，その元利償還金を関係市町の受水料金で回収することになるが，

長期の起債であるので，その利息を元金の５割とすれば元利金と合わせて累計で

約２８８億円の負担となる。各市町の需要がなければ，県が負担を背負い込むこ

とになる。 

	 	 	 	 栃木県が思川開発事業の予定水利権０.４０３㎥／秒を得るための思川開発事

業の割当負担額は，６４億円（国庫補助金を含む）である。水資源機構ダムの場

合は，利水負担金はダム完成までは独立行政法人水資源機構が起債で立て替えて

負担し，ダム完成後に水資源機構がその起債の元利償還金の支払を利水予定者に

求める仕組みになっている。 

	 なお，栃木県の利水負担金に対する国庫補助金の割合は２００９（平成２１）	  

年度までは１／３，２０１０（平成２２）年度から１／２である。これは２００ 

９年度の思川開発事業実施計画の変更によって水道用水の開発量が３.２０２㎥ 

／秒から２.９８４㎥／秒に減り，それに伴い，厚生労働省の「独立行政法人水資 

源機構水道水源開発施設整備費補助金交付要綱」で示す原水単価が８８円／㎥か 

ら９０円／㎥となり，補助率１／２の基準９０円／㎥以上に該当するようになっ 

たことによるものである。思川開発事業の総事業費１８５０億円のうち，２００ 

９（平成２１）年度までの事業費執行額はおよそ６０％であるから，思川開発事 
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業が推進された場合，栃木県の利水負担金に対する国庫補助金の割合は平均で約 

４０％になる。したがって，水資源機構の起債は長期の起債及び借換債であるの 

で，利息延べ支払い額を元金の５割とすれば，国庫補助金を除く栃木県の利水負	 	  

担金は６４億円×０.６×１.５≒５８億円である。 

	 	 イ	 ２市３町が水を買わないこと 

	 	 	 	 県南関係市町の長の議会答弁を見ると，県南関係市町は，長が知事に要請さえ	  

	 	 	 しなければ県南広域的水道整備計画の策定手続が開始されることはなく，水道用 

	 	 	 水供給事業が開始されることもなく，したがって同事業に要する費用を負担する 

	 	 	 義務も発生しないことを熟知していることがうかがえる。 

	 検討報告書には，地下水依存率削減の計画案についての関係地方公共団体の長 

からの意見が記載されている（３１頁）が，岩舟町長を除いては，意見や異議や 

異存がないと答えているだけで，含みを残しており，それらの意見は，水道用水 

供給事業への参画を意味せず，多くの県南関係市町が知事に対し広域的水道整備 

計画の策定を要請しないことを以下に明らかにする。 

	 検討報告書は「水道水源確保に関する検討」とうたいながら，具体的にどうや 

って，あるいはいくらの経費で水源を確保するかについては，一切触れていない。 

栃木県が「「栃木県南地域における水道水源確保に関する検討(案)」について，県 

南関係市町長及び小山市長の意見聴取を下記のとおり実施した。」ということの 

意味は，県南関係市町における上水道の地下水依存率についての意見を聴取した 

にすぎず，巨額の費用を受水料金として支払うことになれば，態度を翻す可能性 

が極めて大きい。具体例として栃木市の答弁を上げる。 

	 栃木市執行部は，２０１３（平成２５）年３月議会で次のように答弁した（栃 

木市議会議事録，甲Ｃ１０８）。質問者は内海成和議員である。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 内海成和議員の質問 

	 「県は県南地区の水道水源を地下水から表流水にかえようと計画しているよう 

ですが，私たちが，栃木市がそうお願いしたのではないのですけれども，県はそ 

ういうふうにしましょうと言っているのですけれども，栃木市においてその計画 

に乗るつもりなのでしょうかお尋ねいたします。」 

	 	 	 	 赤羽根正夫栃木市総合政策部長の答弁 

	 	 	 	 「あくまでも利水参画者は県でありますので，栃木市が直接そこの計画に乗る 
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	 	 	 乗らないということではありません。栃木市はあくまでも県が定める水量確保， 

	 	 	 県が確保する水量の算出の際に当たって，その対象となる一つの市として，どの	  

	 	 	 くらい必要かというような調べはありましたけれども，計画そのものに参画する 

	 	 	 ということの意思表示はしておりません。」 

	 	 	 市長の答弁 

	 「赤羽根部長が申し上げたとおり，市が直接この計画に参加するということで 

はありません。ただ，県が今つくろうとしているその考え方には，理解は示せる	  

という答えを市はしようとしています。では，そういう答えをすると，市は表流 

水を買わざるを得なくなるのかということでありますが，そういうことではあり 

ません。ただ，買う段になれば，それは当然有料ということになりますので，そ 

のときにはお金はかかりますが，今回市が，県のつくろうとしている検討案に理 

解を示すと言ったからといって，そこで栃木市に買わなければならないという義 

務が発生するわけではないということでございます。」 

	 	 	 	 栃木市の部長が「あくまでも利水参画者は県でありますので，栃木市が直接そ	  

	 	 	 この計画に乗る乗らないということではありません。（略）計画そのものに参画 

	 	 	 するということの意思表示はしておりません。」と答弁し，栃木市長も「市が直 

	 	 	 接この計画に参加するということではありません。」と明言しているのであるか 

	 	 	 ら，栃木市が水道用水供給事業に参画する意図が少なくとも現在はないことは明 

	 	 	 白である。 

	 そして、栃木市長の「栃木市に買わなければならないという義務が発生するわ 

けではない」との発現は正しく、関係市町は、栃木県が企図する水道用水供給事 

業から受水するか否かについては、フリーハンドなのである。 

	 	 	 	 そして、地下水からも表流水への転換の必要性がない中で、関係市町が、おい 

	 	 	 しく豊富低廉な水を捨てて、高くて不味い水を敢えて買おうとの判断をする様な 

	 	 	 事態に至ることはおよそ考えにくいことである。 

	 これは、栃木市だけの問題ではなく、他の市町も同様であろうから、２市３町	  

が水を買わないという事態に至ることは必至である。 

	 ウ	 「地下水」が放棄されるという事態が生じるおそれのあると 

（ア）全国で抱えているダム問題について 

今，全国の多くの水道事業体で何が起こっているかと言えば，ダム開発への
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過剰な投資や節水技術の向上等による水需要の減少による収入減で財政難に陥

っているのである。具体例を挙げれば，長良川河口堰（岐阜県），月山ダム（山

形県），荒谷ダム（山口県），寒河江ダム（山形県）など枚挙に暇がない。 

神奈川県，川崎市及び横須賀市は，水需要が伸びない中で宮ケ瀬ダムからの

受水費の増大に苦しんでいる。２００６（平成１８）年５月１４日付け毎日新

聞は「神奈川県民の約３割となる２７０万人に給水する県営水道は今年４月，

一般家庭の水道料金を月に２０トン使用で２０１７円から２３９５円に値上げ

した。０１（平成１３）年度に宮ケ瀬ダム（相模原市）が本格稼働し，ダムか

ら水を購入する代金（受水費）が約６０億円も増えたからだ。水需要が増えれ

ば，収入増で負担を補えるが，９４年度に月平均２３．４トンだった県内の一

般家庭の水使用量が０４（平成１６）年度は同１９．３トンに減少した。県営

水道は０１（平成１３）年度に赤字に転落し，０５（平成１７）年度末では３

０億円の累積赤字を見込む。」（甲Ｃ７の５，）と報じた。 

	 	 	 	 水道料金の値上げは，利用者に更なる節水意識を生じさせ，その結果，さらに

需要が落ち込み，水道会計の赤字を悪化させるという悪循環に陥る。結局は，一

般会計からの税金投入という形で水道会計の破綻を救うことになろうが，そのこ

とは教育や福祉の予算の財源を圧迫し，住民に不幸をもたらす。 

	 	 	 	 未だダム事業に参画することによる給水原価の増大に苦しんでいない自治体

としてすべきことは，水需要推計を科学的に行い，真に必要な分の水源のみを確

保することである。過度に安全側に傾いた水需要推計に基づきコストの高いダム

事業に安易に参画することは許されないのである。 

（イ）「地下水」＋「表流水」＝安定供給という図式は成り立たないこと 

表流水への転換は，地下水放棄を伴い行われるものである。その一例が，	 前

述した宮ケ瀬ダム問題から生じた川崎市生田浄水場廃止問題である（第２章、

第１、２、⑸）。 

	 	 	 	 ダムにより「表流水」を確保した場合，「地下水」と合わせて「安定供給」に

はならないのである。 

エ	 「表流水」のみでは安定した水道用水供給のリスクが大きいこと 

	 	 （ア）表流水の汚染問題は深刻であること 

	 	 	 	 	 栃木県では，２０１１（平成２３）年３月の東京電力福島第一原子力発電所の
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事故により，表流水を水源とする宇都宮市と野木町で放射能汚染が現実のものと

なり，検討報告書でもこの事実を記載している（１６頁）。２０１３（平成２５）

年２月２８日における東京電力株式会社の発表によると，事故発生から約２年後

も同発電所からは毎時１，０００万Ｂｑの放射性セシウムが放出され続けており，

日本中のダム湖や河川に降り注いでいる。宇都宮市の今市浄水場では２０１１（平

成２３）年１月２５日に採取した浄水発生土（取水した原水から水道水をつくる

過程で取り除かれた河川中の濁り（土砂）や浄水処理に用いられた薬品類などの

沈でん物を集めて脱水処理したもの）から１,２４１ｂｑ／ｋｇもの放射性セシウ

ム（１３４＋１３７）が検出されている。このことは，浄水に失敗すれば，市民

が放射能に汚染された水道水を飲んでしまい内部被曝する可能性があるというこ

とを意味するし，検査されていない核種が水道水に混入している可能性もある。

福島第一原発からの放射性物質の放出が今後も続くこと及び住民の健康を考えた

場合，これからわざわざ地下水を放棄して表流水を使うことは，かえって危険に

接近することになる。 

さらに，表流水汚染は，上記放射能汚染に限られず，上流の工場からの違法又

は未規制化学物質の排水による汚染，事故による重油や軽油の汚染が日常的に起

きている（甲Ｃ１０２ １０頁）。 

２０１２（平成２４）年５月，利根川系水道水でホルムアルデヒトの原因物質

であるヘキサメチレンテトラミンによる汚染により，「１都４県の浄水場で取水停

止となり，断水や減水が発生する大規模な水質事故となった。」（検討報告書１６

頁）。千葉県では，柏市や流山市など５市で計３４万世帯以上が断水した。 

この時も汚染と無縁であったのは地下水を水源とする水道水であったことから

も，地下水の優位が証明された。 

（イ）新水道ビジョンも表流水の汚染を問題視している 

新水道ビジョンでは「水道水源の水質リスクの増大」も課題とされており，「全

国的に水道の整備が進み，国民のほとんどが安全な水を安定して利用できる状況

が達成しましたが，平成２４年５月に利根川水系で発生した水質事故の例のよう

に，水源に汚染物質が流入することで，大規模な取水障害や断水を引き起こす恐

れが依然として存在します。特に，我が国では水道水源の多くを河川等の表流水

に依存しており，過去１０年間で，原水水質が不測の事故等で汚染され，何らか
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の対策を必要とした水道事業者は全体の２割に及んでいます。」（７頁），「汚染物

質の河川への流入による水質事故も依然として発生しています。」（９頁），「従来

から，水道原水中の未規制化学物質の存在や耐塩素性病原生物等による汚染が問

題視されているころですが，都市部の人口集積，水源地域における汚染物質の水

源河川への流入などを考慮すると，水道水源の保全には，様々なリスクを想定し

た対策が必要です。」（１１頁）などして、表流水を水源とする水道事業における

水質事故が多いことが問題視されている。これとは反対に、地下水汚染による断

水事故は実績がないためか問題視されてない。 

また「ゲリラ的な豪雨は水道施設に物理的な被害をもたらすほか，水源である

河川の急激な濁度上昇を引き起こし，浄水処理への負荷や断水等の影響が生じる

ケースも出ています。」（１２頁）という記述もあり，これも表流水を水源とする

と汚染されやすいことを示している。	 	 	  

また，検討報告書の図表３−３０（乙９３ ２２頁）を見ても，全国を探しても，

地下水を水源とする上水道における水質事故による健康被害は，少なくとも２０

０３（平成１５）年から２００９（平成２１）年１２月までの約７年間に１度も

発生していないのであるから，地下水の方が清浄であることは疑いなく、わざわ

ざ汚染されやすい表流水に転換する必要性はないのである。 

新水道ビジョンには、以前の水道ビジョンにあった水源バランス論はなくなっ

ている。 

なお，新水道ビジョンには，「水源汚染やテロなど人為災害に対しては水源の２

系統化や，バックアップなどの対策（略）も検討する必要があります。」（１０頁）

とあるが、ここで「水源の２系統化」とは，水源の種類を複数にすることを意味

するわけではない。水源井戸を複数持つことも含まれるのである。新水道ビジョ

ンは、他の箇所で表流水を水源とする水道事業者を想定した記述が多いことに照

らせば，危機管理対策として，水源が表流水だけでは不十分なので地下水を予備

水源として保有することを勧めているとみるべきであろう。 

（ウ）表流水転換は，下記のとおり渇水リスクを孕んでいる。 

被控訴人は「異常気象時に渇水リスクが高まる」（検討報告書２４頁）と述べる。

この意味について更に掘り下げて述べないが，異常気象により雨の降らない日が

異常に長く続いた場合，水源井戸の地下水位が低下してしまい，給水能力が低下
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してしまうので，そのような事態に備えて表流水を確保しておけば，渇水のリス

クが低減されるということであろう。 

しかし，雨の降らない日が異常に長く続けば，まずは河川の水量が減少し，そ

の後地下水位が低下するのであって，降水量の影響を受け易く、少雨による渇水

に弱いのは表流水である。 

新水道ビジョンによれば，将来の水道事業環境について「ダム等の水資源開発

施設においては，近年の少雨化や降雨量の大幅な変動によって，渇水の影響を受

けるなど，利水の安定性の確保について一定の懸念があることから，安定的な水

源の確保に関する取り組みも進められてい」（１１頁）るとある。国の方針として

も，渇水リスクのためにダムを建設することには消極的な姿勢を示しているので

ある。 

（エ）現実として表流水は渇水に弱いことを露呈していること 

検討報告書（乙９３）には，おそらく１９９６（平成８）年のことと思われる

が，「群馬県桐生市では，上水道の減圧給水がされたことにより，高台では給水活

動が行われた。」（１３頁）と書かれている。桐生市の現有水源は１４１,９２０㎥

／日で，そのうちわずか４,０９０㎥／日が地下水源である（「桐生市水道再生マ

スタープラン」（２００７年，桐生市発行）１０頁）から，地下水依存率は約２.

９％である。桐生市が渇水被害に苦しんでいるのは表流水に依存したからである。 

また、検討報告書に掲載された「Ｈ８渇水での給水活動」というキャプション

の付いた写真は，１９９６（平成８）年８月２３日の群馬県旧山田郡大間々町（現

在のみどり市）の風景である。 

旧大間々町は，渇水年の１９９６（平成８）年当時，渡良瀬川を水源とし，１

９９０（平成２）年４月から給水を開始した群馬県営の新田山田水道用水供給事

業から給水を受けていた。 

旧大間々町が渇水に苦しんだということは，表流水が渇水に弱いということで

あり，被控訴人自らがそのことを証明しているのである。 

（オ）小括 

	 	 	 	 	 以上のとおり、「表流水」のみでは安定した水道用水供給のリスクが大きいこと

から、県南関係市町が栃木県が企図する水道用水供給事業から受水することはま

ずあり得ないと言わなければならない。 
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（５）水道用水供給事業の実現性がないこと～その３～南摩ダムは本当に水が

貯まらないダムであること 

	 ア	 まず，原判決が，南摩ダムの総貯水容量をそれまでの半分の５１００万㎥とし	  

	 	 た上で黒川と大芦川から導水するとの計画変更が２００２（平成１４）年にされ 

	 	 たことを控訴人らの主張に対する反論として掲げていることは全く筋違いであ 

	 	 る。計画が変更されたから貯まるようになるものではない。そして，国土交通省 

	 	 の試算結果を根拠とするのは，そもそも，国土交通省が立てた計画の是非が根本 

	 	 的に問われているところで，それを根拠にすることは，裁判所の判断の姿勢とし 

	 	 ておかしい。 

	 しかも，その内容も「昭和３０年から昭和５９年までの３０年間のうち１２年 

間は最低貯水容量になる年があった」，「３０年間のうち半分以上は最低貯水容量 

とならないとの試算結果もあり」（４６頁）ということを根拠に「南摩ダムに水 

が貯まることがないとまでは認められず，」また，「栃木県が南摩ダムから取水す 

ることが不可能であるとまで認めることはできない」というのは，公平な目で判 

断するという裁判所の責務を放棄していると言われても仕方がないであろう。 

	 利水目的のダムは必要な水を確保するために建設するのであり，そのためには 

水が必要なときには，必要な水量がダム湖に貯まっていることが必要である。と 

ころが，国土交通省の１９５５（昭和３０）年から１９８４（昭和５９）年まで 

の運用計算でも，３０年間のうち１２年も最低貯水容量になってしまう期間があ 

るのである。原判決はこれを「半分以上は最低貯水容量とならない」と肯定的に 

解するが，このデータは取水制限を必要とするような渇水年だけでなく，日常的 

に貯まらない時期があるということであり，結局，本当に必要なときには貯水量 

は底をついてしまっていることを意味する。 

	 イ	 国土交通省による計算がされていない１９８５（昭和６０）年以降を同様の手 

	 	 法で控訴人が計算した結果では１９年間中１４年は貯水量ゼロになるのである。 

	 	 これも原審最終準備書面その２で示したところであるが改めて述べておく。 

（ア）①１９８５（昭和６０）年から１９９５（平成７）年までは各地点の流量デー

タが国土交通省から提供されたので，それを用い，②１９９６（平成８）年から

２００２（平成１４）年までは日本河川協会「流量年表」の思川・乙女地点と利

根川・栗橋地点のデータを使用するとともにその他の地点の流量は乙女地点から
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推定し，③２００３（平成１５）年以降の流量年表はまだ発行されていなかった

ので，最新年を２００２（平成１４）年とし，④渇水対策容量１０００万㎥を常

に温存することはせず，渇水時にはその貯水も使うことにして，最低貯水量をゼ

ロとする，という方法で計算したものであるが，その結果として，１９８４（昭

和５９）年から８８（昭和６３）年の５年間と１９９３（平成５）年から９８（平

成１０）年の６年間は毎年，連続して貯水量がゼロとなっており，計画通りの運

用が成り立っていないことが分かる。そのほかに，１９９０（平成２）年，９９

（平成１１）年，２００１（平成１３）年もゼロまたはゼロに近づく期間がある

から，１９年間のうち，延べ１４年は貯水が底につくことがある。このように，

ほぼ毎年と言ってよいほど，貯水量ゼロまたはほぼゼロの状態が訪れることにな

る。 

（イ）貯水量が満水貯水量の５％を切る日数を年別に求めると，５％未満の日数が最

も長いのが１９９６（平成８）年で２８２日，第２位が１９８４（昭和５９）年

で２０１日，第３位が１９８７（昭和６２）年で１５８日である。１９９６（平

成８）年の場合は１年間のうち，９か月以上が５％未満である。１９年間で５％

未満の日数は延べ１５６７日で，４年３か月にも及んでいる。 

（ウ）このような結果となるのは，思川開発事業の南摩ダムは，地形面では１億㎥以

上の水を貯留できるダムの適地があるが，流域面積がわずか１２.４㎢しかないた

め，流量が乏しく，小川のような河川であるからである。このため，南摩川だけ

では，とても水が貯まらない。国土交通省は，最終的に南摩ダムの総貯水容量を

当初計画の１億１００万㎥からその半分の５１００万㎥に減らし，導水する河川

を黒川と大芦川だけにする計画を新たに策定して，２００２（平成１４）年に計

画変更を行ったが，思川開発はもともと大谷川から大量の水を導水することによ

って成り立っていたダム計画であったから，総貯水容量を半減したとはいえ，黒

川と大芦川からの導水だけでは無理があり，まともにダムの運用を行えば，ダム

が空または空に近い状態が続出することは必至なのである。 

（エ）栃木県は，水が貯まらないという点について「南摩ダムの利水計画というもの

は有効に機能するというような報告を受けております。それとやはり渇水時にき

ちんと安定的に水が取れるということが必要でございますので，２０分の２，こ

れは２０年で２番目の渇水，そのときでも安定的に取水できるように計画してお
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ります。」と述べる（印南証言１８頁及び１９頁）。 

本件訴訟において，上記主張の根拠となる嶋津意見書（２００９（平成２１）

年８月１０日付）や「栃木県南地域における水道水源確保に関する検討（案）」

のパブリックコメントで「南摩ダムは水の貯まらないダムである（４頁）」と，

水資源機構の検討結果と全く異なる見解が出ていながら，栃木県で少なくとも両

者を対比させて検討しないことは手抜きであり，判断過程の大きな誤りある。 

これでは，「必要なときには水がない」という，およそ利水には役立たないダ

ムであることは明らかで，事実に対する評価が明らかに合理性を欠いている。 

（６）水道用水供給事業の実現性がないこと～その４～「泡瀬干潟判決によれ

ば違法である」こと 

ア	 泡瀬干潟事件判決の論旨によれば違法であると認定すべきこと 

（ア）泡瀬干潟事件判決 

泡瀬干潟事件判決とは，沖縄県又は沖縄市の住民である原告らが，中城湾

港（泡瀬地区）公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業及び沖縄市東部海浜

開発事業に関する沖縄県知事ないし沖縄市長の財務会計上の行為が地方自治

法２条１４項及び地方財政法４条１項に違反する，また，県知事のした埋立

事業に関する埋立免許及び承認（公有水面埋立法２条１項及び同法４２条１

項。）が公有水面埋立法４条１項１号ないし３号（国の埋立てに対する承認に

ついて同法４２条３項により準用）に違反するなどとして，〈１〉被告県知事

に対し，地方自治法２４２条の２第１項１号に基づき，本件埋立事業に関す

る一切の公金の支出，契約の締結，又は債務その他の義務の負担の差止めを

求めるとともに，同項４号に基づき，（ⅰ）沖縄県が２０００（平成１２）年

度から２００４（平成１６）年度までに本件埋立事業に関してしたこれら違

法な公金の支出により沖縄県に損害が生じているとして，その一部２０億円

につき，当該職員としての当時の沖縄県知事に対して損害賠償請求をするこ

とを求め，また，（ⅱ）本件埋立事業に関して実施された環境影響評価等が違

法であり，そのために，被告県知事の判断を誤らせて本件埋立免許及び承認

を行わせ，沖縄県に本件埋立事業に対する本件支出負担行為等を行わせ，沖

縄県に同額の損害を生じさせたとして，その一部２０億円につき，怠る事実

に係る相手方としての国に対して損害賠償請求をすることを求め（甲事件），
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〈２〉被告市長に対し，同項１号に基づき，本件海浜開発事業に関する一切

の公金の支出，契約の締結，又は債務その他の義務の負担の差止めを求めた

（乙事件）事案である（甲Ｃ１０２及び甲Ｃ１０３）。 

その事業の内容は，上記埋立事業は，総合事務局及び沖縄県が事業者とな

り，泡瀬干潟とその周辺海域の公有水面合計約１８７ヘクタールを出島方式

によって埋め立てるものであり，埋立てが完了した後，沖縄県は，総合事務

局から，その施行部分の一部につき管理の委託を受け，その残部を買い受け

た上で，地盤改良し，約９０ヘクタールを沖縄市に，その残部を基盤整備し

て民間に売却することなどが計画されているというものであり，上記海浜開

発事業は，沖縄市が，本件埋立事業によって埋め立てられた土地のうち約９

０ヘクタールを沖縄県から購入し，その基盤整備を行うなどして，沖縄県と

ともに，「マリンシティ泡瀬」というマリーナ・リゾートを建設しようとする

ものである。 

一審判決（那覇地裁平成２０年１１月１９日，甲Ｃ１０２）は，当該埋め

立て事業等が，２０００（平成１２）年の埋立免許及び承認の時点では経済

的合理性を欠くものであったとまでいうことができないとしたものの，２０

０６（平成１８）年に就任した被告市長が２００７（平成１９）年１２月に，

第Ⅰ区域については，工事の進捗状況からみて推進せざるを得ないが，土地

利用計画は見直しが必要である，第Ⅱ区域は，第Ⅰ区域へのアクセス等の点

についての検討は必要であるものの，計画自体の見直し（すなわち，計画の

撤回）が必要であるとするものであると解される方針表明を行ったことを認

定し，そのような方針表明の内容や，そこで推進が表明された第Ⅰ区域につ

いても，具体的な土地利用計画は何ら明らかでないことに加え，平成１２年

時点における本件埋立事業等の計画自体，経済的合理性を欠くものとまでは

いえないものの，その実現の見込み等について，疑問点も種々存することを

も併せ勘案すると，現時点においては，沖縄市が行う本件海浜開発事業につ

いて，経済的合理性を欠くものと解するのが相当であるとし，そうである以

上，それとは別個に沖縄県による埋め立て事業についての経済的合理性を認

めることもできないとして，差止めを求める請求を認容した。 

（イ）そして，控訴審判決（福岡高裁那覇支部平成２１年１０月１５日，甲Ｃ１０
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３）も，方針表明及び計画の見直しについて事実経過を詳細に認定して「現時

点においては，第Ⅱ区域についてはもとより，第Ⅰ区域についても，経済的合

理性の調査・検討がされていない以上，今後策定される予定の土地利用計画を

前提として，本件埋立免許及び承認の変更許可が得られる見込みがあると判断

することは困難である。そうすると，控訴人らは，裏付けとなる法律上の根拠

（本件埋立免許及び承認の変更許可）が得られる見込みが立っていないのに，

本件埋立事業等を推進しようとしていると評価せざるを得ないから，本件埋立

事業等に係る財務会計行為（本件各財務会計行為）は，予算執行の裁量権を逸

脱するものとして，地方自治法２条１４項及び地方財政法４条１項に違反する

違法なものというべきである。」として，一審の判断を是認し，この判決は確

定している。 

イ	 思川開発事業へのあてはめ 

（ア）泡瀬干潟事件判決では，事業の開始の決定時点において経済的合理性を欠く

ものであったとまでいうことができないとしても，その後の推移により経済的

合理性を欠くものと解される状況に至ったと判断されるにもかかわらず，なお

も事業を推進しようとすることは，当該事業に係る財務会計行為は，予算執行

の裁量権を逸脱するものとして違法なものとなると判断している。思川開発事

業においても，この理が適用されなければならない。 

（イ）思川開発事業の内容自体経済的合理性に疑問があったこと 

思川開発事業の計画策定の経緯を改めて述べると，以下のようになる。な

お，団体名・市町村名等はいずれも当時のものである。 

１９６４（昭和３９）年９月ころ，思川開発事業の構想が表面化し，１９

６５（昭和４０）年に事業主体である水資源開発公団から栃木県知事及び関

係市町村である鹿沼市及び今市市に対し，協力要請がなされた。その構想は，

鹿沼市を流れる思川の支川である南摩川に南摩ダムを建設し，約２０㎞離れ

た今市市の大谷川と導水管で結んで約１億２０００万トンの水を取水すると

ともに，途中で横切るいずれも鹿沼市を流れる黒川及び大芦川からも取水し，

南摩川に１億４０００万㎥の水を貯めるものであった。当時の東京の水不足

を解消するために計画されたものであったが，南摩ダムは地形的にはダムの

適地ではあったものの流量があまりに乏しいため，苦肉の策として流量が大
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きい鬼怒川支流の大谷川から導水するとしたものであった。 

この計画に対し，水没予定地住民からの反対の声とともに，大量の水を取

水される今市市で市を挙げて絶対反対の意思が明確となるなどして計画は立

ち往生することとなり，１９７０（昭和４５）年６月８日には，栃木県知事

から経済企画庁総合開発局長に対して，計画決定を延期することを求める意

見書が提出され，経済企画庁は，県並びに地元関係者の納得を得なければ工

事に着手しない旨回答した。 

しかしながら，１９７３（昭和４８）年に地下水くみ上げによる地盤沈下

を問題として栃木県南１市３町が思川開発事業の促進を知事に陳情し，南摩

ダムの補完ダムとして東大芦川ダム，行川ダム建設が県や建設省で検討され，

環境影響評価がなされるなど，当初計画を変更して思川開発事業を進める動

きは継続された。 

そして，１９９４（平成６）年に大谷川からの取水量を大幅に減らすとと

もに，中継ダムとして思川支流の行川に行川ダムを建設し，渇水時に大谷川

等の流量が落ち込んだ時は，南摩ダムの水を行川ダム経由で大谷川等へ逆に

補給する変更した計画を策定した。 

しかしこれも今市市と地元の同意が得られず，大谷川からの導水計画は白

紙となり，水量豊富な大谷川から導水して南摩ダムを建設するという思川開

発計画は成立し得ないものとなった。 

ところが，２００２（平成１４）年に南摩ダムの総貯水容量を１９９４（平

成６）年の計画の１億１００万㎥からその半分の５１００万㎥に減らし，導

水する河川を黒川と大芦川だけにする計画を新たに策定する計画変更を行っ

たのが現在の思川開発事業である。 

このように，思川開発事業の内容自体，当初予定されたものとは全く別物

であり，およそ成り立たない計画となっていた。 

（ウ）栃木県の水道用水供給事業者としての思川開発事業への参画は、経済的合理

性に全く欠けること 

前述のように，２００２（平成１４）年の思川開発事業自体，それまでの事

業内容の変遷により，およそ事業として成り立たないような内容となり，経済

的合理性に欠けるに至ったと言わざるを得ないが，仮に，思川開発事業に一応
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の経済的合理性があったとしても，栃木県が水道用水供給事業者として同事業

への参画することは、先に検討したとおり、経済的合理性は認められないこと

となった。 

（エ）泡瀬干潟事件判決の論旨に従えば，違法であること 

以上のとおり，思川開発事業の内容自体，経済的合理性が欠けていたと言

わざるを得ないが，仮に計画策定段階でそれが一応認められたとしても，①

水需要の状況等から今後さらに水が必要となるとは考えられないこと（被控

訴人が水源転換をいう低減検討報告書を提出したことにより争いのない事実

となった。），②栃木県に水道用水供給事業のための計画が何ら存在せず，必

要な水道事業の認可すら受けていない状況であること，③今後とも認可を得

られる見込みはないこと，④国自体が思川開発事業の見直しの中でこれらの

問題点を指摘していること等の事情を踏まえれば，栃木県が思川開発事業に

参画し続けることに経済的合理性はない。 

以上のとおりであるから、泡瀬干潟事件判決における事業と同様，予算執

行に関する裁量の範囲を逸脱濫用するものであり，違法である。 

	 （７）撤退しないことの違法性のまとめ 

	 以上のとおり、栃木県南地域で地下水から表流水に水道水源を転換する必要は 

なく、また、水道用水供給事業の実現可能性がないことは明らかである。 

	 にもかかわらず、これらをあるものとして思川開発事業に参画し、また参画し 

続ける栃木県の判断には、重要な事実の誤認により重要な事実の基礎を欠いてい	  

ること，事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと，判断の過程において考 

慮すべき事項を考慮しないことの各事実が認められる。 

	 	 	 	 	 よって、栃木県の上記判断は、著しく合理性を欠くものであり、裁量権の範囲 

	 	 	 	 を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。 

 

	 ５	 結論 

	 	 	 以上のとおりであるから、栃木県が思川開発事業へ参画し、また参画し続けること

は、その判断が著しく合理性を欠くものであり、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫

用したものとして違法となる。 

よって、利水負担金の支出は違法であり，差止めが認められて当然である。 
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第２	 思川開発事業の治水負担金～独立行政法人水資源機構法２１条

３項に基づく負担金～について（なお環境影響評価義務違反について

は後記第３で述べる。) 
原判決は，控訴人らが指摘した利根川水系河川整備基本方針等に現れる合理性を欠

く根拠についてすべて排斥し，基本方針等の合理性を認めている。しかし，その判断

は，以下に述べるとおり，事実誤認に基づく誤った判断である。	 

１	 思川乙女地点における基本高水流量４０００㎥／Ｓが過大ではないのかと

いう点について 

（１）原判決の判示 

ア	 原判決は，前記事実を前提とし，思川乙女地点における基本高水ピーク流量は，

降雨量データが存在する昭和１１年からの流量データを用い，１／１００確率流

量として求められたものであって，平成１８年２月策定の「利根川水系河川整備

基本方針」においても維持されたものであることを合理性の根拠として掲げる

（５２頁⑶の①）。	 

	 	 	 イ	 	 そして，思川乙女地点の基本高水流量毎秒４０００㎥というのは過大である 

	 	 	 	 という控訴人らの主張は，「同地点の実績測量の最大値が平成１４年の毎秒３１３ 

	 	 	 	 ０立方メートルであり，また，過去の実績測量（昭和２８年から平成１８年まで） 

	 	 	 	 から水文統計ユーティリティを用いた統計確率計算で確認すると最大値は毎秒３ 

	 	 	 	 ５７８立方メートルで，平均値も毎秒３０４立方メートルにすぎないと主張し， 

	 	 	 	 この主張に沿う証拠（甲Ａ２，証人嶋津暉之）がある。」と認定しながら，「上記 

	 	 	 	 主張は，流量の実測がない昭和２８年より前の流量を除くことが前提となってい 

	 	 	 	 るところ，証拠（乙７ ２，７３の１・２）によれば，思川乙女地点の流域の降雨 

	 	 	 	 量データは昭和１１年から存在しており，降雨量データから推定流量を算定する 

	 	 	 	 ことができるというのであるから，原告らの上記主張はその前提において採用で 

	 	 	 	 きないというべきである。原告らは，降雨量データから流量を推計することは客 

	 	 	 	 観的でなく科学的でもないとも主張するが，そもそも基本高水のピーク流量は洪 

	 	 	 	 水防御の目標とする規模の最大流量を求めるものであることからすれば，流量の 

	 	 	 	 実測がないことから，直ちにそれを考慮すべきでないということはできない。」と 

	 	 	 	 して排斥している。 
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（２）原判決の判示が誤りである理由 

ア	 原判決は，実測がないものは推定値を用いればよいとするが，基本高水のピー

ク流量が洪水防御の目標とする規模の最大流量を求めるものであるから，実測が

ないものでも「直ちにそれを考慮すべきでないということはできない」としても，

降雨量データから推定した流量の算定結果の数値が，実測データと同列に扱える

だけの合理的な数値といえるかが問われなければならないのは当然である。原判

決が「降雨量データから推定流量を算定することができるというのであるから」

というのは，単に「国交省ができるといっているからそれでいい」ということで，

全くの裁判所としての判断の放棄としかいいようがない。	 

	 	 	  イ	 最終準備書面その２でも述べたところであるが，次のとおり基本高水のピーク	 	  

	 	 	 	 流量４０００㎥／Ｓは過大である。 

	 	  （ア）４０００㎥／Ｓの洪水が起こり得るかどうかは，過去の実績流量から統計確率 

	 	 	 	 計算で確認することができる。 

	 	  （イ）統計手法（財団法人国土技術センター「水文統計ユーティリティー」２００３	 	  

	 	 	 	 （平成１５）年１２月，甲Ｃ５６）を使って，１／１００確率の流量を計算する 

	 	 	 	 と，１０の統計手法による計算結果は手法によって差があって，最小値が２６９ 

	 	 	 	 １㎥／Ｓ，最大値が３５７８㎥／Ｓで，平均値は３０４６㎥／Ｓであるが，この 

	 	 	 	 最大値をとっても，基本高水流量４０００㎥／Ｓを大きく下回り，計画高水流量 

	 	 	 	 ３７００㎥／秒をも下回っている。計画高水流量は河川改修（堤防嵩上げ・補強 

	 	 	 	 と河床掘削）で対応できる流量であるから，この計算結果は，思川では上流ダム 

	 	 	 	 群が全くなくても，１００年に１回の洪水に対応できることを示している。 

	 	 （ウ）田中茂信・宝馨「水文頻度解析における確率分布モデルの評価基準」（土木学会 

	 	 	 	 論文集１９９８（平成１０）年５月）（甲Ｃ５７）により統計手法の計算結果を評 

	 	 	 	 価して最も妥当な値を選ぶと，最も妥当な値は３１７０㎥／Ｓとなる。この値か 

	 	 	 	 ら判断すれば，２００２（平成１４）年の実績洪水３１３０㎥／Ｓはほぼ１／１ 

	 	 	 	 ００確率に相当する流量である。 

	 	 （エ）したがって，思川・乙女地点の１／１００洪水流量は上流ダムなしで，３７０ 

	 	 	 	 ０㎥／Ｓ以下の値になることは確実である。計画高水流量３７００㎥／Ｓは河川 

	 	 	 	 改修によって達成できる河道の流下能力を示しているから，思川においては治水 

	 	 	 	 面では南摩ダムをはじめ，上流ダムは全く不要である。 
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	 	 	 	 	 思川の治水計画において南摩ダム等の上流ダム群が必要とされているのは，基 

	 	 	 	 本高水流量が過大に設定されているからであって，１／１００に相当する洪水流 

	 	 	 	 量が科学的に求められれば，河川改修だけで対応可能な計画高水流量３７００㎥ 

	 	 	 	 ／Ｓを下回る値になるのである。 

	 	 	 ウ	 国交省は，この控訴人らの指摘に対し，「昭和２８年以前の明らかに大きな洪水 

	 	 	 	 を検討の対象とせず，１９５３（昭和２８）年から２００６（平成１８)年の５３ 

	 	 	 	 年間の実績流量データを用いて確率統計処理により算出した１／１００確率流量 

	 	 	 	 は，恣意的に過小評価した結果であり，計画規模の検証にはほとんど意味がなく， 

	 	 	 	 思川・乙女地点の基本高水のピーク流量４０００㎥／Ｓは過大であるという根拠 

	 	 	 	 には到底なり得ない。また，河川管理者の立場として，明確な根拠もなく，基本 

	 	 	 	 高水のピーク流量(洪水防御の目標とする規模の洪水の最大流量)を減少させ，地 

	 	 	 	 域の安全を疎かにすることなど論外である。」というのであるが，国交省の反論は， 

	 	 	 	 実績流量データを用いて，流量確率法により１／１００確率流量を求めることの 

	 	 	 	 意味を何ら理解しないものである。理由は次のとおりである。 

	 	 （ア）国交省は１／１００確率流量を雨量確率法で求めることを基本としている。す 

	 	 	 	 なわち，最初に，流域の１／１００確率雨量を求め，それを過去の洪水データに 

	 	 	 	 当てはめて雨量を引き伸ばした上で，貯留関数法の流出計算モデルにより洪水流 

	 	 	 	 量を計算する。そして，各洪水のピーク流量計算結果から１／１００確率流量を 

	 	 	 	 選択する。この雨量確率法は流出計算モデルの係数の設定が妥当か否かなど，計 

	 	 	 	 算者の判断要素が入るので，客観的なものではない。 

	 	 （イ）そこで，雨量確率法による１／１００確率流量の妥当性を計算者の判断要素が 

	 	 	 	 一切入らない方法で科学的に検証するのが流量確率法である。それに使う実績流 

	 	 	 	 量はあくまで観測値に基づいた確かな数字でなければならない。そこで，控訴人 

	 	 	 	 らは思川・乙女地点については観測が開始された１９５３年以降の実績流量デー 

	 	 	 	 タを用いて流量確率法により，１／１００確率流量を求め，３１７０㎥／Ｓ程度 

	 	 	 	 の値を得，４０００㎥／Ｓという設定は異常に過大であると主張しているのであ	  

	 	 	 	 る。 

	 	 （ウ）国交省は，１９５３（昭和２８）年より前の実績流量も入れるべきだと主張し 

	 	 	 	 ているが，その実績流量とは観測値ではなく，雨量確率法の計算でも使用した流 

	 	 	 	 出計算モデルで推定した値であるから，モデルの問題点を含み，不確かなもので 
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	 	 	 	 ある。流出計算モデルの妥当性を検証するのに，同じモデルで求めたデータを使 

	 	 	 	 ってはならないことは自明のことであって，国交省は科学的な計算を行う際の基 

	 	 	 	 本ルールを無視している。 

	 	 （エ）このように非科学的な計算を国交省が平気で行うのは，思川・乙女の基本高水 

	 	 	 	 流量４０００㎥／Ｓが最初から決まっていて，あとは辻褄合わせをしているに過 

	 	 	 	 ぎないからに他ならない。 

	 	 	 エ	 このように，国交省は，不都合な数字は科学的な算定手法を曲げてでもダム 

	 	 	 	 推進の結論が出るような数字を導き出している。控訴審におかれては，こうし 

	 	 	 	 た国交省の欺瞞に惑わされることなく，裁判所の職責を果たして正当な判断を 

	 	 	 	 されるよう期待するものである。 

 

２	 思川乙女地点における計画高水流量１３０㎥／Ｓが過大ではないかという

点について 

（１）原判決の判示 

ア	 原判決は，南摩ダムの治水効果についてみても，同ダム地点の計画高水流量毎

秒１３０㎥は，１９３６（昭和１１）年から１９９１（平成３）年までの２００

降雨を対象として，２４時間雨量の１／１００雨量確率計算を行い，計画降雨を

３５９．５㎜と設定し，この計画降雨を基に，１９３６（昭和１１）年から１９

９１（平成３）年までの６４洪水について，貯留関数法による流出計算結果から，

総合確率法による確率流量を計算して，１／１００確率規模の流量を求めた結果

であって，この計算結果についても，昭和５２年から平成１７年までの南摩ダム

建設予定地地点の最大流量を基に「水文統計ユーティリティ」を用いた確率流量

の計算を行った検証によると，ＳＬＳＣが０.０４以下のものは，毎秒９５㎥か

ら毎秒１７１㎥になることを根拠として掲げる。	 

イ	 そして，控訴人らの，「南摩ダムヘのこれまでの計画流入量は最大で毎秒６４

立方メートルでしかなく，計画流入量を流量確率法によって試算すれば，ＳＬＳ

Ｃが０.０３より小さく，統計学的に最も妥当な値は毎秒１００㎥にとどまるか

ら，毎秒１３０㎥は過大であり，また，引き伸ばし率が２倍以上という不合理な

計算がされている」との主張に対しては，「南摩ダム地点の計画流入量の最大値

が毎秒６４㎥であるとの点については，原告らの主張は実測のない１９９１（平
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成３）年８月２０日における最大流量を除いたものであるところ，証拠（甲Ｃ５

２，乙７２，７３の１・２）によれば，同日における最大流量は，河川から溢水

したために実測がなく，洪水痕跡から流量を推定することができることが認めら

れる。また，統計学的に最も妥当な値が毎秒１００㎥であるとの点については，

証拠（甲Ｃ５７）によれば，適当なＳＬＳＣの値は０.０４以下であるとの見解

があり，これを前提とすれば原告らの計算によっても適合する値は毎秒９５㎥か

ら毎秒１４４㎥の範囲内にあるのであるから，原告らの主張は，適合する値のう

ちで最も妥当な値を指摘するにすぎない。さらに，引き伸ばし率が２倍以上のも

のが含まれているとの点については，既に判示したとおりこれを不合理というこ

とはできない。」として控訴人らの主張を排斥している。	 

（２）原判決の判示が誤りである理由 

	 	 ア	 まず，実測のない１９９ 

	 	 	 １（平成３）年８月２０日 

	 	 	 の流量推定については，洪 

	 	 	 水痕跡から流量を推定でき 

	 	 	 るかどうかが問題ではなく， 

	 	 	 推定できたとしてそれが観 

	 	 	 測数値と同一に扱い得るだ 

	 	 	 けの合理的な推定と言える 

	 	 	 か否かが問われるべきであ 

	 	 	 る。 

	 	 	 	 そして，洪水痕跡水位か 

	 	 	 らの推定が不確かなだけで 

	 	 	 なく，その結果として示さ 

	 	 	 れている数値は，観測値の 

	 	 	 実績から桁外れに大きな値 

	 	 	 となっており，およそ合理 

	 	 	 的な推定とは言い得ないも 

	 	 	 のである。 

	 	 	 	 これは最終準備書面その２でも掲げた思川・乙女地点と南摩ダム予定地の年最大 
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	 	 	 流量の関係図から明らかである。南摩ダム予定地の流域は思川の流域の一部を構成 

	 	 	 するので，それぞれの年最大流量の観測値はある程度の対応関係が見られるにもか 

	 	 	 かわらず，１９９１（平成３）年の南摩ダム予定地の推定値９０㎥／秒は思川・乙 

	 	 	 女の観測流量との関係では突出しているのである。これを無批判に受け入れて「洪 

	 	 	 水痕跡から流量を推定できるから合理的」というのでは裁判所の職責放棄と言われ 

	 	 	 ても仕方がないであろう。 

	 	 イ	 原判決は，甲Ｃ５７の田中・宝論文を「ＳＬＳＣが０．０４以下でよい」とする 

	 	 	 見解として掲げているが，同論文をよく読めばわかるように，その主旨は「本来は 

	 	 	 ＳＬＳＣ０.０３以下のモデルを使うべきであるが，そのルールを適用すると，適合 

	 	 	 するモデルが一つもなくなってしまうことが多々あるので（甲Ｃ５７の１２９頁の 

	 	 	 右側），その場合はＳＬＳＣ０.０４以下というルールにする」ということである。 

	 	 	 	 したがって，ＳＬＳＣ０.０３以下のモデルがあれば，そのモデルを優先して選択 

	 	 	 するのは当然のことである。原判決は甲Ｃ５７の趣旨を誤解した上ではあるが，「原 

	 	 	 告らの主張は，適合する値のうちで最も妥当な値」と正しく理解しているのであり， 

	 	 	 それなのに何故計画上の推定値がおよそ合理的と言い得ない値であると評価できな 

	 	 	 いのか理解に苦しむところである。 

 

３	 治水効果量の算定の合理性の問題 

（１）原判決の判示 

	 	 ア	 原判決は，次のように認定した。 

	 	 	 	 「平成１４年３月の株式会社建設技研による『思川開発事業検討業務報告書』で 

	 	 	 も検証されたとおり，思川流域の流出計算モデルを構築し，昭和１１年から平成３ 

	 	 	 年までの間の同地点上流域の３日雨量で１００ミリメートル以上の６３洪水を対象 

	 	 	 とし，３日雨量が１／１００確率規模（３２６．５ミリメートル）と合致するよう 

	 	 	 に，各時間降雨を一定率増加させ（引き伸ばし率といい，対象洪水の約半分に当た 

	 	 	 る３２洪水において２倍以上の値が採用された。「建設省河川砂防技術基準（案）同 

	 	 	 解説」によれば，引き伸ばし率は２倍程度にとどめることが望ましいとされている。）， 

	 	 	 これが降雨として生じたものとして，流出計算モデルにより洪水流量を計算した。」 

	 	 	 (５０頁) 

	 	 イ	 しかし，次の理由によりその算定を是認している。 
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	 	 	 	 「南摩ダムの治水効果の算定は，平成１４年３月の株式会社建設技研による「思 

	 	 	 川開発事業検討業務報告書」でも検証されていることに加え，引き伸ばし率も２倍 

	 	 	 以内にとどめることが望ましいとされているにとどまること，また，南摩ダムの治 

	 	 	 水効果の算定に当たり治水容量比を用いた点についても，現時点において南摩ダム 

	 	 	 のほかに思川乙女地点上流城の洪水調節施設の建設等が決定されていないこと」（５ 

	 	 	 ３頁⑶③） 

 

（２）原判決の判示が誤りである理由 

ア	 まず，思川開発事業検討業務報告書での検討内容自体の合理性が問われている

のに，そこで検証されていることを検討内容が合理的であることの根拠に掲げる

は明らかに自己矛盾である。そして建設省河川砂防技術(案)同解説で２倍以内に

とどめることが「望ましい」とあるだけだからそれ以上の引き伸ばし計算をして

もかまわないと何故言えるのか，全く論証されていない。また，計画の是非自体

が問われている南摩ダムの治水効果の算定について，現時点でほかに洪水調節施

設の建設が予定されていないから非現実的な仮定を元にした治水容量比を基に

したものでよいはずがない。	 

これらを吟味することなく「不合理ということはできない」というのでは，

裁判所がどのような判断の枠組みを設定したところで，全く無意味である。控

訴人らは科学的な根拠を示して明らかに合理的でないことを指摘しているので

ある。控訴審におかれては，ダムを造りたいがための計画上の恣意的数値操作

を無批判に是認することなく，司法として厳正な判断を下していただきたい。	 

イ	 治水効果量の算定が不合理だという根拠を改めて述べる。	 

（ア）第１は，１００年に１回の降雨量を過去の洪水に当てはめて引き伸ばし計算

を行う際に使う洪水流出計算モデルの精度の問題である。	 

使用されている貯留関数法というモデル式においては，係数の設定の仕方

によって計算結果が変わるから，当該流域に合った係数を設定することが必

要である。そして，その検証のためには実際の洪水について実績降雨量によ

り計算した流量が観測流量にどの程度一致するか確認することが不可欠であ

るところ，そのような検証を行ったデータは国土交通省の開示資料にも水資

源機構の開示資料にも見当たらない。机上で設定したモデル式による計算で
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は，思川等の洪水流出を正しく再現できるものではない。	 

これに対し，国交省回答では，「貯留関数法は，国土交通省が管理する河

川の洪水流出計算で一般的に用いられている手法の一つであり，その手法に

よって構築された流出計算モデルにより，思川等の洪水流出を再現すること

は十分可能である。」と反論するが，控訴人らは，雨量から流量を計算する

手法として貯留関数法そのものを否定しているのではない。控訴人らが問題

にしているのは，現実の洪水を再現できない机上の貯留関数法のモデルが使

われていることであって，国交省の反論はまったくの筋違いである。	 

貯留関数法はあくまで計算手法であるから，現実の洪水の流出状況を再現

できるように係数を適切に定めなければならない。具体的には，流域をいく

つかに分けて，各小流域ごとにＫ，ｐ，ｆ，Ｒsa，各河道ごとにＫ，ｐとい

った係数を定める必要がある。流出量の計算結果が観測結果に合うように，

これらの係数の組み合わせを幾通りも変えて，最もよい組み合わせを試行錯

誤で求めていくことによって，現実の洪水を再現できるモデルがつくられる。

ところが，国土交通省の開示資料にも水資源機構の開示資料にもそのような

係数の検証を行ったような記述はまったく見当たらなかった。このように国

交省が用いた貯留関数法は机上で設定したモデル式に過ぎないから，国交省

が示す南摩ダムの治水効果は現実と遊離したものであると判断されるのであ

る。	 

（イ）第２の問題は，引き伸ばし率（計画降雨量／実績降雨量）の上限を設けるこ

となく，引き伸ばし計算が行われていることである。「改定新版建設省河川砂

防技術基準（案）同解説	 計画編（平成９年発行）」（甲Ｃ第５３）によると，

「引き伸ばし率(計画降雨÷実績降雨)は２倍程度に止めるのが望ましい」と明

記されており，その範囲を超えるものは不適切とされている（１４頁）。これ

は，引き伸ばし率を大きくしすぎると，現実と遊離した降雨の時間分布や地域

分布が作られる懸念があるからである。	 

ところが，南摩ダムの治水効果の計算では，甲Ｃ４９各表「引伸ばし率」

欄のとおり，思川・乙女地点では６３洪水のうち，３２洪水が２倍を超える

引き伸ばし率計算になっているのである。計算した半分の洪水が「望ましく

ない」引き伸ばし率によっているのである。これを正当な計算と言えるので
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あろうか。国交省回答でも，「引き伸ばし率が２倍以上となる洪水を選定し

ても基準を反するものではない」とし，具体的な結果も示さず，「例え，引

き伸ばし率の上限を２倍にして，対象となる３１洪水で検討したとしても，

南摩ダムの治水効果量の結果に差はほとんどなく，引き伸ばし計算に問題は

ない。」と強弁するのみである。	 

（ウ）第３の問題は，思川ダム群の各ダムがどこにあろうが，治水容量あたりの治

水効果は同じだという非現実的な仮定をおいて流量削減効果の比例計算を行

っていることである。	 

思川において最近１０年間で発生した大きな洪水は１９９８（平成１０）

年９月，２００１（平成１３）年９月，２００２（平成１４）年７月である。

この３洪水における南摩ダム予定地及び思川・乙女地点の流量の時間変化は，

国土交通省と水資源機構への情報公開請求によって入手した流量観測データ

（甲Ｃ５４，甲Ｃ５５）により計算すると，南摩ダム予定地から思川・乙女

地点までの距離は約４５㎞（標高差１３５ｍ）で，洪水時の流速はこの区間

の平均で毎秒４～６ｍ程度と推測されるので（河川の流速を求めるマニング

の公式から計算），洪水の到達時間は２～３時間と考えられるから，到達時

間を２．５時間として，「この３洪水において仮に南摩ダムがあった場合に

思川・乙女地点の洪水流量がどの程度変わるか」の計算を行ってみると，南

摩ダムがあってもなくても思川・乙女地点の洪水ピーク流量はほとんど変わ

らず，南摩ダムの有無による差がきわめてわずかであることが判明する。実

際のピーク流量と，南摩ダムによる洪水調節を考慮した計算流量のピーク値

を整理すると，次のとおりである。	 

(単位	 ㎥／秒)	 
実績ピーク流量

（A）	 

南摩ダム調節後のピ

ーク流量（B）	 

差	 

(C)	 
C／A	 

９８年９月洪水	 １８４７	 １８２６	 ２１	 １．１４％	 

０１年９月洪水	 １７４６	 １７２８	 １８	 １．０３％	 

０２年7月洪水	 ３１３１	 ３０８８	 ４３	 １．３７％	 

平均	 	 	 	 １．１８％	 

	 	 	 	 	 	 思川の治水計画では，乙女地点における上流ダム等による洪水調節がない場 

	 	 	 	 	 合の最大想定流量，すなわち，基本高水流量は４０００㎥／Ｓで，そのうち， 
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	 	 	 	 	 南摩ダムで約６５㎥／Ｓを削減することになっているから，その削減比率は６ 

	 	 	 	 	 ５／４０００＝１.６３％と微々たるものであるが，実際の洪水においては，さ 

	 	 	 	 	 らにそれを大きく下回る効果しか得られないのである。 

	 	 	 	 	 	 前記国交省回答では，「南摩ダムの治水効果の検討にあたっては，南摩ダム以 

	 	 	 	 	 外の洪水調節施設についても想定の上，思川・乙女地点における洪水調節効果 

	 	 	 	 	 量を算出し，治水容量比で南摩ダムの洪水調節効果量を算出する手法が用いら 

	 	 	 	 	 れている。・・・・南摩ダムを含め想定される上流のダム地点からは一様に遠く 

	 	 	 	 	 離れており，同地点における個々のダムの洪水調節効果量の低減割合に大きな 

	 	 	 	 	 差はないと考えられる。・・・・南摩ダム以外に具体的な施設が決まらない中で 

	 	 	 	 	 は，現実的かつ合理的な方法である。」と反論する。しかし，国交省は思川のダ 

	 	 	 	 	 ム群一括の計算結果から，治水容量比の按分で南摩ダムの効果を求めているが， 

	 	 	 	 	 各ダムの効果は治水容量だけでなく，集水面積も大きく影響するから，治水容 

	 	 	 	 	 量比だけで按分するのは誤った計算であり，集水面積がごく小さい南摩ダムの 

	 	 	 	 	 効果を過大評価するものになっている。そして，ダム群というけれども，思川 

	 	 	 	 	 においては南摩ダム以外のダム計画は現実に存在しない。かつては県営の東大 

	 	 	 	 	 芦川ダム，旧思川開発事業計画に位置づけられていた行川（なめがわ）ダムの 

	 	 	 	 	 計画があったが，いずれも中止となっており，それ以降，新たなダム計画はな 

	 	 	 	 	 く，今後とも南摩ダム以外の新規ダムの計画が作られる可能性は皆無である。	 	  

	 	 	 	 	 すなわち，国交省が想定している南摩ダム以外のダムは架空のものなのである。 

	 	 	 	 	 国交省によるダム群の治水効果の計算はそのようにいくつかの架空のダム計画 

	 	 	 	 	 を前提にしたものであるから，現実性がまったくないものである。そのように 

	 	 	 	 	 架空のダム計画を前提とした計算を行って何の意味があるのだろうか。 

	 	 	 	 	 	 国交省が南摩ダム単独の治水効果を計算しない理由は，集水域がわずかな南 

	 	 	 	 	 摩ダムだけでは，その効果がきわめて小さくなってしまうからであり，それを 

	 	 	 	 	 覆い隠すためにダム群の計算に代えているのである。実際，国交省回答では， 

	 	 	 	 	 既に原告準備書面１３で示していた上記観測流量から見た南摩ダムの実際の治 

	 	 	 	 	 水効果が国交省の計算結果を大幅に下回ることに対する反論はなく，国交省は 

	 	 	 	 	 この事実を認めざるを得なかったと判断されるのである。 

	 	 	 	 	 	 裁判所におかれては，思川上流ダム群は，南摩ダムの過大な治水効果量を算 

	 	 	 	 	 出するための魔術のトリックであり，国による治水効果量の計算が偽装にすぎ	  
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	 	 	 	 	 ないことを裁判所は見抜き，違法な公金の支出を阻止する責務を果たしていた 

	 	 	 	 	 だきたい。 

	 	 	 	 ウ	 小括 

	 	 	 	 	 	 原判決は，国による南摩ダムの治水効果の算定について，①平成１４年３月 

	 	 	 	 	 の株式会社建設技研による「思川開発事業検討業務報告書」でも検証されてい 

	 	 	 	 	 ること，②引き伸ばし率も２倍以内にとどめることが望ましいとされているに 

	 	 	 	 	 とどまること，③南摩ダムの治水効果の算定に当たり，思川上流ダム群との治 

	 	 	 	 	 水容量比を用いた点についても，現時点において南摩ダムのほかに思川乙女地 

	 	 	 	 	 点上流城の洪水調節施設の建設等が決定されていないこと，を理由に是認した 

	 	 	 	 	 （５３頁）。 

	 	 	 	 	 	 しかし，①「思川開発事業検討業務報告書」における検討内容の合理性につ	  

	 	 	 	 	 いて疑問が提示されているときに，合理性があることの根拠として同報告書で 

	 	 	 	 	 検証されていることを挙げることは矛盾しており，理由にならない理由を挙げ 

	 	 	 	 	 ているので理由不備である。 

	 	 	 	 	 	 ②確かに実績降雨から計画降雨への引き伸ばし率は２倍程度という原則は 

	 	 	 	 	 「望ましい」とされているにすぎないが，計算に用いた洪水の過半数がこの原 

	 	 	 	 	 則から外れた望ましくない降雨量の引き伸ばし率を用いていたとなれば，流出 

	 	 	 	 	 解析の結果もまた半分以上は望ましくないものと判断するのが経験則にかなっ 

	 	 	 	 	 ているが，原判決が流出解析のマニュアルに「望ましい」と書かれていること	 	  

	 	 	 	 	 以外の理由も論証せずに，過半数の対象洪水において原則を超えた引き伸ばし 

	 	 	 	 	 率を用いることを是認したことには，経験則違反又は理由不備の違法がある。 

	 	 	 	 	 	 ③国が，南摩ダムの治水効果の算定に当たり，思川上流ダム群との治水容量 

	 	 	 	 	 比を用いた点について，南摩ダム単独での治水効果量の計算をせず，わざわざ 

	 	 	 	 	 回りくどく，架空のダム群を想定した上でダム群全体の効果を計算して，治水 

	 	 	 	 	 容量比から南摩ダムの効果を割り出すことは欺まんであるとの指摘に対し，「現 

	 	 	 	 	 時点において南摩ダムのほかに思川乙女地点上流城の洪水調節施設の建設等が 

	 	 	 	 	 決定されていない」との説明は，単に「架空のダム群は実在しない」と言って 

	 	 	 	 	 いるにすぎないので，国の計算を是認する理由になっておらず，理由不備であ 

	 	 	 	 	 る。 

	 	 	 	 	 	 以上により原判決は，国による南摩ダムの治水効果量の計算を是認している 
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	 	 	 	 	 が，理由にならない理由を示すのみで，事実に対する評価が明らかに合理性を 

	 	 	 	 	 欠き違法である。 

 

４	 渡良瀬遊水地が考慮されていないという点について原判決の判示 

	 	 （１）原判決は，「 南摩ダムの利根川に対する治水効果の算定に当たっては， 渡良瀬 

	 	 	 	 遊水地の貯水効果が無視されており， 渡良瀬遊水地の貯水効果を前提とすれば，  

	 	 	 	 南摩ダムによって思川の洪水調節を図る必要はないと主張する。しかし， 利根川 

	 	 	 	 河川整備基本方針においては， 渡良瀬川， 思川及び巴波川の利根川への合流量 

	 	 	 	 は， 渡良瀬遊水地の洪水調節を加味して， 利根川本川の計画高水流量に影響を 

	 	 	 	 与えないこととされているのであって， 利根川水系全体としてバランスよく治水 

	 	 	 	 安全度を向上させる必要があることも考慮すると， 利根川本川の計画高水流量に 

	 	 	 	 影響を与えないとしたことが不合理ということはできない。」（５５頁ウ）とする。 

	 （２）原判決の判示が誤りである理由	 

ア	 原判決は何の根拠もなく国交省の主張を鵜呑みにし，控訴人らの主張を否定し

ている。しかし，控訴人らはただ漠然と主張しているのではなく，国交省の計画

を踏まえて具体的に根拠を主張しているのである。	 

イ	 これも改めて述べる。	 

（ア）南摩ダムによる利根川の栗橋地点の洪水ピーク流量の削減効果は約５０㎥／

秒である。	 

（イ）甲Ｃ５１表－２．４．３栗橋地点流出計算結果（栗橋地点1／２００）によ

ると，①	 過去の３１洪水（昭和１２～４９年）に２００年に１回の栗橋上流

域の３日降雨量３２８．１ｍｍをあてはめて，思川のダム群がある場合とない

場合について流出解析を行ったところ，栗橋地点における思川ダム群の洪水ピ

ーク流量削減効果は平均で２７４㎥／秒であった。②	 思川ダム群の治水容量

は２７４０万㎥，南摩ダムの治水容量は５００万㎥であるから，栗橋地点にお

ける南摩ダムの洪水ピーク流量削減効果は２７４㎥／秒×５００万㎥÷２７

４０万㎥＝５０㎥／秒である。ということであるが，この計算にも，前述の計

算方法の３つの問題点がそのまま当てはまる。	 

（ウ）そもそも，このように意味のない計算であるが，それによって算出された結

果はじきだされた効果が，わずか５０㎥／秒の効果であり，利根川・栗橋地点
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の洪水流量想定値と比べれば，０.３％程度の微々たるものである。	 

（エ）そして，南摩ダムの利根川・栗橋地点への治水効果に関しては，さらに重要

な問題がある。それは，思川と利根川との間に巨大な洪水調節池，渡良瀬遊水

地が存在していることである。	 

渡良瀬川，思川，巴波川の最下流に渡良瀬遊水地があって，それら支川の

洪水が利根川の洪水ピーク流量に影響しないように，渡良瀬遊水地内の３つ

の洪水調節池に越流させる仕組みがつくられている。渡良瀬遊水地は洪水調

節容量が現状で１億７１８０万㎥もある，巨大な洪水貯留施設である。	 

（オ）利根川の治水計画では，渡良瀬川，思川，巴波川の計画高水流量，それぞれ

４５００㎥／秒，３７００㎥／秒，１２００㎥／秒が渡良瀬遊水地で調節され，

利根川・栗橋地点の洪水ピーク流量への影響をゼロにすることになっている

（甲Ｃ５０）。国土交通省及び水資源機構の開示資料にある「利根川・栗橋地

点に対する思川ダム群の治水効果」（甲Ｃ４９，甲Ｃ５１）はこの巨大な洪水

貯留施設がないという前提で計算したものであるから，現実と遊離したものと

なっている。	 

（カ）渡良瀬遊水地の洪水調節効果を考慮して，「利根川・栗橋地点に対する思川

ダム群の治水効果」を計算したデータは見当たらないが，渡良瀬川，思川，巴

波川の洪水ピークは渡良瀬遊水地の巨大な洪水調節容量に吸収されてしまう

ので，思川ダム群の治水効果が利根川の洪水ピーク流量の削減に寄与すること

はないと思料される。	 

（キ）これに対し，前記国交省回答で，「渡良瀬川(思川等の支川を含む)では，草

木ダム等の洪水調節施設により渡良瀬遊水地に流入する洪水流量を計画高水

流量以下に低減し，さらに渡良瀬遊水地の洪水調節により，渡良瀬川の利根川

への合流量が，利根川本川の計画高水流量に影響を与えないようにする計画と

している。すなわち，ダム等の洪水調節施設と渡良瀬遊水地により利根川への

合流量を洪水調節するものであり，南摩ダムは草木ダム同様，その一翼を担う

洪水調節施設である。」と反論する。	 

しかし，利根川への南摩ダムの治水効果は国交省の主張でも前記のとおり

栗橋地点の計画高水流量に対する南摩ダムの効果の割合はたった０．５％と

微々たるものであるが，それも渡良瀬遊水地の存在を無視した場合であって，
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実際には渡良瀬遊水地による大きな洪水調節作用があるので，ゼロと見るべ

きである。国交省の反論は，具体的に数字を示した反論ではなく，単に治水

計画の考え方を述べるだけにとどまっている。	 

国交省が利根川にも南摩ダムの治水効果があると強弁するならば，渡良瀬

遊水地の存在を前提とした治水効果の計算を行った結果を示すべきである。

利根川に対する南摩ダムの治水効果がないからこそ，国交省はその計算結果

を示すことができないのである。	 

ウ	 このような何の根拠も示さない国交省の計算結果を全く無批判に「国交省がそ

ういう計画を立てたのだから合理性がある」と認定するのが原判決である。何度

も繰り返すが，控訴審裁判所におかれては裁判所の役割を果たし，合理性を吟味

していただきたい。	 

 

５	 県と国の治水計画が矛盾しているという点について 

（１）原判決の判示 

	 	 	 	 原判決は，控訴人らは，「栃木県の思川圈域河川整備計画における計画流量配分 

	 	 	 図（甲Ｃ５８）によれぱ，思川乙女地点における計画高水流量は毎秒３７００立方 

	 	 	 メートルであるが，その算定方法は１／５０確率流量によるものであって，県と国 

	 	 	 の治水計画は矛盾しており，これは治水計画がずさんであることの根拠であると主 

	 	 	 張する。しかし，証拠（甲Ｃ５８）及び弁論の全趣旨によれば，原告ら主張の事実 

	 	 	 が認められるが，これは，県が，国の計画高水流量との整合性を保つために合理式 

	 	 	 により確率評価を行った結果であるから，県の計算方法自体が不合理ということは 

	 	 	 できないから，この点をもって国の計算方法までが不合理であると認めることはで 

	 	 	 きない」とする（５５頁エ）。 

（２）原判決の判示が誤りである理由 

	 	 ア	 原判決の「県が，国の計画高水流量との整合性を保つために合理式により確率評 

	 	 	 価を行った結果」という認定には全く根拠がなく，裁判所の誤解か恣意的認定とし 

	 	 	 か思われない。 

	 	 イ	 国交省回答では，「昭和５５年に改定された利根川水系工事実施基本計画では， 

	 	 	 思川・乙女地点の基本高水のピーク流量は１／１００確率流量の４０００㎥／秒と 

	 	 	 なり，洪水防御の目標とする規模の洪水流量は増大された。これに対処するため， 
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	 	 	 様々な治水対策を比較検討するとともに，逼迫した水需要の増加等に対処するため 

	 	 	 の水資源開発が必要なことも考慮のうえ，総合的に判断した結果，思川の治水対策 

	 	 	 は上流のダム群により３００㎥／秒の洪水調節を行い，河道への配分流量は３７０ 

	 	 	 ０㎥／秒とされた。その後，平成１８年２月に策定された利根川水系河川整備基本 

	 	 	 方針においても同じ流量とされた。」と述べる。 

	 	 	 	 しかし，思川は乙女地点より約１㎞下流の地点から下流が国の直轄区間で，それ 

	 	 	 より上流は栃木県の管理区間（指定区間）となっているので，栃木県が河川法に基 

	 	 	 づく河川整備計画（思川圏域河川整備計画）を２００７（平成１９）年７月に策定 

	 	 	 したが，それによる乙女地点の計画高水流量は５０年に１回の洪水を想定して３７ 

	 	 	 ００㎥／Ｓである。 

	 	 ウ	 県は，５０年に１回の洪水を想定したものであるが，基本高水流量は定めておら 

	 	 	 ず，計画高水流量３７００㎥／Ｓなどの算出根拠データは保有していないとのこと 

	 	 	 であり，河川整備計画の乙女地点の３７００㎥/秒の根拠を何も示していない。治水 

	 	 	 計画の基本となる数字が根拠もなく定められていることは疑いがない事実である。 

	 	 	 	 一方，国の利根川水系河川整備基本方針による乙女地点の計画高水流量も同じ３ 

	 	 	 ７００㎥／Ｓであるが，これは１００年に１回の洪水を想定したものである。 

	 	 エ	 原判決のいう「整合性を保つために合理式により確率評価」ということがあると 

	 	 	 すれば，単に「国が３７００だから県も３７００にした」というだけのことである。 

	 	 	 	 しかし，方や１００年に１回の洪水，方や５０年に１回の洪水を想定したにもか	  

	 	 	 かわらず，なぜ同じ数字になるのか，というのが「矛盾」の理由である。それにつ 

	 	 	 いて「何の算出根拠もない」というのが県の回答である。国交省の回答は専ら国の 

	 	 	 治水計画の経過を述べるだけで，その矛盾についての答えとはなっていない。ダム 

	 	 	 建設を正当化するための根拠とするための数字として３７００㎥／Ｓや４０００㎥ 

	 	 	 ／Ｓの数字を決め，国も県もその数字を使っているだけであって，その数字に科学 

	 	 	 的な根拠があってのことではない。それゆえこのような矛盾が生じ，それに対して 

	 	 	 無回答となるのである。裁判所までこの矛盾を無批判に是認してはならない。 

	 	 オ	 そして，原審最終準備書面でも述べたとおり，控訴人らにおいて１／５０洪水流 

	 	 	 量を前述の１／１００洪水流量と同様に，実績流量からの統計確率計算で求めると， 

	 	 	 １０統計手法の平均は２６０４㎥／Ｓであり，１／１００の場合よりも，４４０㎥ 

	 	 	 ／Ｓも小さい。このように，南摩ダムが治水上必要だという計画は，杜撰な根拠で 
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	 	 	 過大な想定洪水流量が設定されていることによるものであって，実際の必要性は皆 

	 	 	 無である。 

 

６	 まとめ 

	 （１）以上述べたとおり，原判決が「不合理ということができない」とする論拠はい 

	 	 	 ずれも誤りであり，矛盾だらけの非科学的根拠を無批判に是認したにすぎない。科 

	 	 	 学的具体的根拠により不合理性を指摘している控訴人らの主張の正当性は否定でき 

	 	 	 ないはずである。 

	 （２）原判決は，「利根川河川整備基本方針，ダム建設に関する基本計画又は独立行政 

	 	 	 法人水資源機構法施行令２２条１項の判断のいずれかが著しく合理性を欠き，その 

	 	 	 ためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということは 

	 	 	 できず，被告による独立行政法人水資源機構法２１条３項に基づく負担金の支出が 

	 	 	 違法ということはできない。」（５３頁）と結論づけているが，第２章第３で述べ 

	 	 	 たとおり，被控訴人は，思川開発事業によって治水上利益を受けることがない場合， 

	 	 	 あってもその負担が受益に見合ったものでない場合には，負担金の納付通知は違法 

	 	 	 であり，それに従った支出は拒まなければならない。 

	 （３）しかるに，これだけ多岐にわたる非合理性や矛盾が生じるのは，すべてはこの場 

	 	 	 所にダムを造りたいがための数字合わせの産物であり，客観的にその必要性を吟味 

	 	 	 した結果によらず計画が策定されていることは明らかであり，実際には南摩ダム建 

	 	 	 設によりその負担する莫大な費用に見合う治水上の利益が得られる見込みはない。 

	 	 	 	 したがって，仮に，原判決の掲げる「看過し得ない瑕疵の存在」という判断基準 

	 	 	 によったとしても，それが存在するというべきであるから，納付通知に基づく負担 

	 	 	 金を支出することは許されず，差止めが認められるべきである。 

 

第３	 思川開発事業における環境影響評価義務違反について 
１	 原判決の判示 

	 	 原判決は次のように判示して，思川開発事業については，環境影響評価義務はなく， 

	 栃木県による独立行政法人水資源機構法２１条３項に基づく負担金の支出が違法という	  

	 ことはできないと結論づけた。しかし，この判断は，後記２で述べるとおり誤りである。 

	 	 「思川開発事業は，環境影響評価法施行前にその建設計画が告示された事業であり， 
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	 環境影響評価法に基づく環境影響評価を行う必要がない上，条理又は生物多様性条約を 

	 根拠にして，環境影響評価義務が生ずるとは解し得ないものであるし，平成１３年に公 

	 表された『南摩ダム周辺の環境調査結果』と比べ，平成５年１２月にまとめられた環境 

	 影響評価書は，評価の前提として把握した動植物の種類が少ないなど調査内容が不十分 

	 ではあったが，独立行政法人水資源機構は，平成５年以降も，環境影響評価法において 

	 環境影響評価項目とされた事項についての環境調査も継続して行っており，原告らが指 

	 摘するクマタカやオオタカの存在や，水質の状況についても調査結果によって把握した 

	 上で，今後は『思川開発事業生態系保全委員会』における検討を経て，環境保全措置の 

	 検討もしていく予定となっていることが認められ……違法ということはできない。」（５ 

	 ３頁） 

 

２	 原判決の判示が誤りである理由 

（１）条理上の環境影響評価義務 

	 	 環境影響評価とは，ダム建設にように環境に著しい影響を与えるおそれのある行為に 

	 ついては，これを未然に防止するため，その実施・意思決定に当りあらかじめ環境への 

	 影響について適正に調査，予測又は評価を行い，その結果に基づき，環境の保全につい 

	 て適正に配慮する仕組みである。 

	 	 この環境影響評価は，１９６９（昭和４４）年にアメリカのＮＥＰＡ（National  

	 Environmental Policy Act：国家環境政策法）によって世界で初めて制度化されたもの 

	 であるが，日本においても，１９７２（昭和４７）年６月には「各種公共事業に係る環 

	 境保全対策について」の閣議了解による取組が始まり，同年７月の四日市公害訴訟の判 

	 決理由中では，事前に環境に与える影響を総合的に調査研究し，その結果を判断して立 

	 地する注意義務があるとされ，司法によって，条理法上，事案に則した環境影響評価義 

	 務が存在することが確認された。 

	 	 国による立法化は１９９７（平成９）年６月になってやっと実現したが，その間も， 

	 日光太郎杉事件判決等で条理上の環境影響評価義務の存在が裁判所によって確認され， 

	 また，地方公共団体では次々と環境影響評価条例が制定され，環境に著しい影響を与え 

	 るおそれのある行為については，これを回避するために環境影響評価をすべきことが当 

	 然のことと認識されるようになった。国土交通省（旧建設省）でも，１９８５（昭和６ 

	 ０）年９月２６日事務次官通知等によって，環境影響評価を実施するようになった。 
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	 	 このように，法律が制定されていなくとも，裁判例で環境影響評価義務が認められ， 

	 国も各省庁独自に環境影響評価制度を設けたのは，環境影響評価が条理上の当然の義務 

	 と認識されたからに他ならない。 

	 	 そして，予測，評価の結果に基づき環境保全について要求される環境配慮については， 

	 影響の大きさと損ねられる環境の重要性との比較から，影響の回避，最小化及び代償措 

	 置の３段階からなるミティゲーションとされている。 

	 	 したがって，条理を根拠にして，環境影響評価義務が生ずるとは解し得ないとする原 

	 判決は，法解釈を誤ったものである。 

（２）生物多様性条約に基づく環境影響評価義務 

	 ア	 生物多様性条約とは 

	 	 	 生物の多様性に関する条約（以下「生物多様性条約」という，甲Ｂ３５）は，１９ 

	 	 ９２（平成４）年６月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境開発 

	 	 会議（地球サミット）で条約に加盟するための署名が開始され，１９９３（平成５） 

	 	 年１２月２９日に発効した。日本は１９９３（平成５）年５月２３日に署名，批准し， 

	 	 平成５年条約第９号として成立している。絶滅のおそれのある動物の輸出入等を規制 

	 	 する「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（いわゆる『ワシ 

	 	 ントン条約』）」，湿地保全のための「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地 

	 	 に関する条約（いわゆる『ラムサール条約』）」，自然遺産等を保護する「世界の文 

	 	 化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（いわゆる『世界遺産条約』）」など，野生 

	 	 生物等の自然環境の保護を目的とする国際条約が既に存在しているが，特定の野生生 

	 	 物の保護政策だけでは世界的に進行している自然破壊に対処できなかったことから， 

	 	 個別の種や特定の生態系に限らず，地球規模の包括的な生物の多様性そのものを保護 

	 	 するためにと制定された国際条約が，生物多様性条約である。 

	 イ	 生物多様性条約の直接適用の可能性 

	 	 	 日本では，日本国憲法９８条によって，条約が優位する一元論にたち，その国内法 

	 	 的効力については条約をそのままの形で国内法として一般に受容し執行するという一 

	 	 般的受容方式を採用していることに争いはない。条約は，そのままの形で，天皇の公 

	 	 布により国内的効力をもつのであって（日本国憲法７条１号），法律制定という国内 

	 	 法化のための特段の手続を経る必要はない（一般的受容のうちでも自動受容を採用し 

	 	 ている）。 
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	 	 	 また受容された条約の国内における序列については，条約は憲法には優先しないが 

	 	 個々の法律には優先するとするのが通説である。 

	 	 	 条約が国内効力を有し法律に優先するとしても，特定の条約の条文規定が国内で何 

	 	 の措置もとらずに直接適用されるかどうかはさらに検討しなければならない。一般に 

	 	 は，その判断は各国が行う，とされるものの，実際には各国とも共通している。現在 

	 	 の世界の国々では，条約に国内効力を認める場合には直接適用力があると推測され，	 	  

	 	 	 特にその条約の条文規定が明確である場合には直接適用力があるとされている。日 

	 	 本の実務でも少なくとも条文規定が明確であれば条約の規定に直接適用力を認めてい 

	 	 る（以上，甲Ｂ第３７の１１及び１２頁）。以上から，次のことを指摘できる。 

	 	 	 まず，①この条約は法律に優先することから，種の保存法や自然公園法を解釈する 

	 	 際に，その解釈の基準を条約に求めることができる他，不十分な法律については生物 

	 	 多様性条約によってその内容，解釈が補完されること，及び②条約の条文規定が明確 

	 	 であることによって直接適用力を肯定できる場合には，本条約の条文規定を直接に適 

	 	 用して，国の義務を確定することができること，である。 

	 ウ	 生物多様性条約による環境影響評価義務 

	 	 	 生物多様性条約は，生物多様性を保全するため，締約国に様々な義務を課している 

	 	 が，その一つに環境影響評価義務がある（１４条）。 

	 	 	 条約８条（生息域内保全措置義務）や９条（生息域外保全措置義務）が規定する具 

	 	 体的・積極的施策をとることは，対外的に日本国家に課せられた義務ではあるが，そ 

	 	 れを根拠に国内において国民が具体的請求権として特定の施策をとる権利があるとす 

	 	 ることはできないであろう。 

	 	 	 しかし，日本国家には条約に規定する生物多様性を保全する義務が課せられること 

	 	 の意義を考えれば，国が積極的に生物多様性を破壊するような場合には，国民がその 

	 	 破壊行為をもって生物多様性保全義務に違反していると主張して，裁判所に救済を求 

	 	 めることは可能でなければならない。また条約１４条の環境影響評価義務についても，	  

	 	 国内手続における環境影響評価が条約に即した十分な評価がなされていない場合に， 

	 	 その違法性を主張して同じく裁判所に救済を求めることも可能でなければならない 

	 	 （甲Ｂ３７の１２ないし１３頁）。 

	 	 	 特に本件のように，控訴人らが個人の国家に対する請求の根拠として本条約を挙げ 

	 	 るものではなく，国家の行為であるダム建設行為を違法と認定する根拠として本条約 



99 
 

	 	 を挙げる場合には，このような解釈はより妥当性を有する。一般に，後者の場合には，	  

	 	 前者の場合に比べて，条約が直接適用されるための要件（例えば明確性）は緩やかで 

	 	 あるとされ，同一の条約であっても，前者の場合には直接適用が不可能であるが，後 

	 	 者の場合には可能とされる場合があり得るといわれているからである（岩沢雄司「条 

	 	 約の国内適用可能性」有斐閣１９８５年）。 

	 エ	 小括 

	 	 	 以上のとおりであるから，日本が生物多様性条約を批准した１９９３（平成５）年 

	 	 ５月２３日以降は，国及びその機関は同条約１４条に基づき，国際的のみならず国内 

	 	 的にも，同条に則した適正かつ実効的な環境影響評価義務を負うに至り，これに反す 

	 	 る場合には当該行為はこの義務を怠った違法な行為となるとみるべきであり，これに 

	 	 反する原判決の判示は訂正されなければならない。 

（３）環境影響評価義務違反の効果 

	 ア	 このように，環境影響評価は，これが制度化されている場合は勿論のこと，そうで 

	 	 ない場合であっても，事案に即して条理法上の義務として要求されるものであり，環 

	 	 境影響評価が必要であるのに実施されなかった場合や，形式的には実施された場合で 

	 	 あっても，事案に即した適切なものでない場合には，この条理法上の義務違背として 

	 	 その行為は違法とされなければならない。 

	 イ	 原判決は，「独立行政法人水資源機構は，平成５年以降も，環境影響評価法におい 

	 	 て環境影響評価項目とされた事項についての環境調査も継続して行っており，原告ら 

	 	 が指摘するクマタカやオオタカの存在や，水質の状況についても調査結果によって把 

	 	 握した上で，今後は『思川開発事業生態系保全委員会』における検討を経て，環境保 

	 	 全措置の検討もしていく予定となっていること」を肯定的に評価している。 

	 	 	 しかし，環境影響評価義務は，あくまでも事業実施の前に環境への影響を評価する 

	 	 ものであるから，それが不十分である以上，いくら事後的に調査を継続して保全措置 

	 	 を検討するといっても，環境に対して影響を及ぼさないと認められる場合は別として， 

	 	 環境影響評価義務を尽くさなかった瑕疵を治癒するものではない。	  

（４）思川開発事業における環境影響評価の実状 

	 ア	 思川開発事業における環境影響評価 

	 	 	 思川開発事業の現計画は２００２（平成１４）年３月に確定されたものであるが， 

	 	 現計画については，環境影響評価は実施されていない。 
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	 	 	 大谷川からの導水と行川ダム建設も予定されていた旧計画（訴状３頁及び４頁）に 

	 	 ついては，旧建設省関東地方建設局長において，「建設省所管ダム，放水路及び道路 

	 	 事業環境影響評価技術指針について」（昭和６０年９月２６日建設事務次官通知，甲 

	 	 Ｂ１１５）に基づき，環境影響評価を行い，その結果を１９９３（平成５）年１２月 

	 	 「利根川水系思川開発事業環境影響評価書」（以下「１９９３年評価書」という）に 

	 	 まとめている（甲Ｃ６０）。次官通知に基づく環境影響評価が，評価項目が公害や自 

	 	 然環境に限定されている上，代替案との比較検討や内容の適正を審査する制度的手当 

	 	 がないといった根本的な問題点があり，この通達に従っただけの環境影響評価では， 

	 	 到底，適正な環境影響評価がなされたものと評価することができないことは，最終準 

	 	 備書面その８の１１頁で述べたとおりである。八ッ場ダムなど環境影響評価（アセス）	  

	 	 法の成立（１９９７年）以前に計画されたダムは，ほとんどまともな環境アセスがな 

	 	 されていない（甲Ａ１０）のが実情である。 

	 イ	 １９９３年評価書について 

	 	 	 １９９３年評価書（甲Ｃ６０）の内容は，思川開発事業の事業実施区域及びその周 

	 	 辺の区域における環境の現状を把握するために，１９７８（昭和５３）年度から１９ 

	 	 ９２（平成４）年度にかけて実施した環境調査の結果をもとに，なされた予測や評価 

	 	 を行ったものをまとめたものである（甲Ｃ６２「南摩ダム周辺の環境調査結果」のは 

	 	 じめに）。 

	 	 	 １９９３年評価書は，生物多様性に関する予測については科学的・客観的にしてい 

	 	 るものの，その他の項目の予測及び評価結果については，生物多様性に関するものを 

	 	 含め，その判断は非科学的・主観的で，事業実施に都合がいいように変容されてしま 

	 	 っており，「アワスメント」と揶揄される類のものであって，環境影響評価の名に値 

	 	 しないものである（甲Ｃ８１ １２ないし１４頁）。 

	 ウ	 ２００１年環境調査結果について 

	 	 	 「南摩ダム周辺の環境調査結果」（以下「２００１年環境調査結果」という）は， 

	 	 １９９３年評価書を受けて，本件南摩ダム建設を前提にした環境保全対策を具体化す 

	 	 るにあたり，新たな事業計画案に基づく事業実施区域及びその周辺の区域における環 

	 	 境（水質，地形及び地質，植物，動物）について，これまで実施してきた調査の結果 

	 	 をまとめたものである（甲Ｃ６２はじめに）。 

	 	 	 ２００１年環境調査結果においても，市民団体の調査により水没地域内で生息確認 
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	 	 が確認されたトモンハナバチ（レッドデータブックとちぎではＢにランクされている） 

	 	 が確認されておらず，またこの地域で確認されてしかるべきミドリシジミ類，ヒオド 

	 	 シチョウ，クモガタヒョウモン，サトキマダラヒカゲ，ジャノメソウ，コマダラチョ 

	 	 ウ，オオムラサキ等が確認されていないなど調査が不十分といわなければならない。	 	  

	 	 	 それでも，２００１年環境調査結果は，１９９３年評価書よりも，水生昆虫以外の 

	 	 すべての動植物種において，確認された種数が著しく増加している。これは，１９９ 

	 	 ３年評価書の調査が不十分だったことを示すと共に，本件南摩ダム周辺地域の生物多 

	 	 様性が極めて高いこと，および丁寧に調査すればするほど確認される種数が増えるこ 

	 	 とを物語っている。この地域には未確認の貴重種が生育・生息している可能性が高い 

	 	 のである。 

	 エ	 生物多様性条約と本件思川開発事業 

	 	 	 思川開発事業の中核である南摩ダム建設予定地及びその周辺地域は，生物多様性が 

	 	 極めて豊かである。 

	 	 	 したがって，生物多様性条約を１９９３（平成５）年５月２３日に批准した日本政 

	 	 府は，同条約に基づき，その国際的義務として，南摩ダム建設予定地周辺地域の生物	  

	 	 多様性を保全すべき義務を負っており，これを侵害するおそれのある事業については， 

	 	 環境影響評価を行い，生物多様性に対する影響が大きいと予測される場合には，事業 

	 	 を中止する義務がある。 

	 	 	 しかしながら，前述のとおり旧建設省の実施した環境影響評価（その内容は１９９ 

	 	 ３年評価書）は，調査，予測，評価結果とも，極めて杜撰であり，同条約１４条１項 

	 	 にいう環境影響評価義務を尽くしたとみることはできない。 

	 	 	 南摩ダム建設予定地周辺には，種の保存法による国内希少野生動植物種の指定を受 

	 	 けた猛禽類として，クマタカ，オオタカ，ハヤブサが確認されている。クマタカは， 

	 	 １９９９（平成１１）年３月に飛翔が確認されたのを受けた調査により，同年４月～ 

	 	 ６月に約８０回，同年１１月～２００１（平成１３）年８月に約４７０回確認されて 

	 	 おり，南摩川に隣接する粟野川流域で１番の営巣が確認され，２０００（平成１２） 

	 	 年～２００１（平成１３）年の繁殖期には繁殖の成功が確認されている（甲Ｃ６２）。	 	  

	 	 南摩ダム建設によるノウサギなど餌となる哺乳類の生息地の消滅，ダム建設に伴う騒 

	 	 音，振動の影響による営巣放棄の可能性等を考慮すれば，南摩ダム建設行為は，クマ 

	 	 タカの繁殖行為，採餌行為に重大な悪影響を与えるものとして種の保存法９条にいう 
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	 	 損傷として違法となり得るものである。 

	 	 	 オオタカについては調査がなされ，南摩ダム建設予定地周辺では４番が生息してお 

	 	 り，そのうち２番が湛水予定地を縄張りにしていることが判明している。なお，ハヤ 

	 	 ブサについては，クマタカやオオタカのような調査は行われていない（甲Ｃ６２）。	 	  

	 	 いずれにせよ，南摩ダム建設によって，オオカタやハヤブサの生息地そのものが消失 

	 	 し，あわせて餌である中小型鳥類も著しく減少し，採餌行為が制限されることは明ら 

	 	 かである。これまた，南摩ダムの建設は，種の保存法９条にいう損傷に該当し違法な 

	 	 行為となり得ることは明らかである。 

	 オ	 南摩ダム湖の水質の問題 

	 	 	 全チッソについては，すべての流入水が特別な基準をも上回っており，また，全リ 

	 	 ンについては，いずれも特別の基準はクリアーしているものの，一般的基準について 

	 	 はぎりぎりクリアーしているという状態である。 

	 	 	 したがって，本件南摩ダム湖の貯留水が富栄養化して，カビ臭の原因となる植物プ 

	 	 ランクトンを増殖させる蓋然性は高いと言わなければならない。また，水質の悪化は， 

	 	 カビ臭の問題の外にも，トリハロメタンの生成をも引き起こすおそれもあるのであり， 

	 	 南摩ダムに貯留された水は，飲料用に適した水ではなく，これを浄化するためにさら 

	 	 に膨大な費用を要することは確実である。 

（５）小括～思川開発事業は環境影響評価義務を怠った違法な事業 

	 	 	 以上のとおり，思川開発事業は，南摩ダム建設予定地およびその周辺地域に生息す 

	 	 る国内希少野生動植物種であるクマタカ，オオタカおよびハヤブサの生息地を減少さ 

	 	 せ，これらの生存を断ち切ることは確実であり，このままダム建設を続行してこのよ 

	 	 うな結果を生じさせることは種の保存法９条に反する違法な行為となるであろうこと 

	 	 もまた確実である。 

	 	 	 にもかかわらず，そのことをまったく考慮せずにダム建設工事を実行することは， 

	 	 生物多様性に対する影響について，事前に，適正に調査，予測又は評価を行い，その 

	 	 結果に基づき生物多様性の保全について適正に配慮しなければならないという，条理 

	 	 法上及び生物多様性条約１４条１項に基づく環境影響評価義務に反する違法な行為と 

	 	 なることは明らかである。 

	 	 	 また，思川開発事業の実施は，水質問題についても，事前に，適正に調査，予測又 

	 	 は評価を行い，その結果に基づき環境の保全について適正に配慮しなければならない 
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	 	 という，条理法上の行政上の環境影響評価義務に反する違法な行為となることは明ら 

	 	 かである。 

 

第 4	 思川開発事業の治水負担金についてのまとめ 
	 	 	 上記で述べたとおり、栃木県は、思川開発事業によって、治水上の利益を受けるこ 

	 	 とはないのであるから、思川開発事業に係る独立行政法人水資源機構法２１条３項に 

	 	 基づく負担金の納付通知は、要件を欠き違法である。また、上記第３で述べたとおり、 

	 	 思川開発事業は、条理上及び生物多様性条約上の環境影響評価義務を行なった違法な 

	 	 事業でもあるから、この点でも上記負担金の納付通知は違法である。 

	 	 	 したがって、栃木県は、この違法な納付通知にしたがった支出を拒むことができる 

	 	 というだけでなく、その予算執行の適正確保の見地から、これを拒むべきである。 

	 	 	 しかしながら、栃木県は、これを怠り、納付通知に唯々諾々として従い、支出を続 

	 	 けているのであり、これに対しては、違法な行為として、その差止が認められなけれ 

	 	 ばならない。 

 

第４章	 湯西川ダム建設事業にかかる建設負担金支出の違法性	 

第１	 湯西川ダムの治水上の必要性 
１	 治水計画上の湯西川ダムの必要性 

⑴	 控訴人の主張 

控訴人は、湯西川ダムが治水計画上は必要でなかったことについて、次のとおり

主張した。	 

湯西川ダム計画が浮上する前の１９７３年度治水計画と湯西川ダム建設計画後に

変更された１９９２年度治水計画の二つの治水計画を比較してみると、いずれの計

画でも、石井地点の基本高水流量は８８００㎥／秒であり、それを上流ダム群で調

節して２６００㎥／秒カットし、計画高水流量を６２００㎥／秒にするという点は

何ら変わっていない。変わったのは、１９７３年度の計画では湯西川ダムを除く３

ダムで調節していたのに対し、１９９２年度の計画では湯西川ダムを含めた４ダム

で調節することにしている点である。しかし、石井地点における洪水のカット量は

両方の計画でまったく同じなのであるから、湯西川ダムを入れる必要性は無く、鬼

怒川の治水計画は既設の３ダムだけで完結していた。すなわち、湯西川ダムは鬼怒
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川の治水計画として本来は必要がなかったものである。	 

⑵	 原判決の判断 

原判決の判断は次のとおりである。	 

湯西川ダムを除いた既設の３ダムによる洪水調節効果と湯西川ダムを加えた４ダ

ムによる洪水調節効果はともに毎秒２６００立方メートルで変更がなかったものの、

湯西川ダムの建設に併せて湯西川ダム下流の五十里ダムの計画放流量を当時の河道

流化能力に合わせて毎秒１０００立方メートルから毎秒５００立方メートルと改定

した上でのことであり、原告らの主張は前提を欠き採用できない（原判決６４頁）。	 

	 	 ⑶	 原判決の判断の誤り 

	 	 控訴人の主張に対する原判決の批判は必ずしも明らかでないが、湯西川ダム以外

の３ダムで２６００㎥／秒調整できたものを、湯西川ダムを加え４ダムに増やして

同じく２６００㎥／秒調整するというのであるから、この２つの計画を比較する限

り、治水上、湯西川ダムの必要性がないことは否定できない。原判決の判断は極め

て不当であり、誤っていることが明らかである。	 

	 

２	 数字操作により作出された治水効果 

⑴	 控訴人の主張 

控訴人は、２００６年度基本方針の治水効果が数字操作により作出されたもので

あることについて、次のとおり主張した。	 

ア	 石井地点の計画高水流量の縮小	 

１９９２年度治水計画と改定後の２００６年基本方針を比較すると、石井地点の

基本高水流量（ダム調整前の流量）が８８００㎥／秒というのは変わっていないが、

同地点の計画高水流量（ダム調整後の流量）は、１９９２年度治水計画では６２０

０㎥／秒であったのが、２００６年基本方針では５４００㎥／秒となり、８００㎥

／秒小さくなっている。	 

イ	 計画高水流量の変更には合理的理由がない。	 

石井地点の計画高水流量６２００㎥／秒というのは、１９７３年度の工事実施基

本計画で「石井上流の流下能力等により判断して」設定されたものであり、その後

３３年間変更されていない。	 

計画高水流量は基準地点における計画流下能力を示すもので、計画河道断面を確
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保すれば流下が可能という計算に基づいて定められている。したがって、計画河道

断面が変わったならともかく、甲６３号証の図５のとおり、２００６年基本方針の

計画河道断面は従来の基本計画のそれとほとんど変わっていない（石井地点の川幅

は同じ５９０ｍのままであり、計画高水位は１０２.０９ｍと１０２.０３ｍであり、

ほとんど差がない）のであるから、この時期にこれを変更する客観的・合理的理由

は何もない。	 

ウ	 湯西川ダムの治水効果創出のための数字操作	 

この時期（２００６年）に計画高水流量を縮小変更したのは、本件訴訟が２００

４年に宇都宮地方裁判所に提起され、訴状のなかで、湯西川ダムの治水効果がない

こと（湯西川ダムが建設されてダムが３基から４基に増えても洪水カット量が同じ

であること）が指摘されたため、湯西川ダムに治水効果をもたせる必要に迫られ、

計画高水流量の数字操作をしたとしか考えられない。	 

	 	 エ	 河道貯留による洪水流量の減少が１／３に変わる不可解さ	 

２００６年基本方針が計画高水流量を変更したのは中流部の石井地点だけで、下

流部の水海道地点については従前の基本計画の値５０００㎥／秒を踏襲した。その

ため、新たな矛盾が生じることになった。	 

石井地点から水海道地点までの間では、川幅が広がって河道内の貯留効果が働く

ため、洪水ピーク流量が小さくなる。従来の基本計画では、石井・水海道間の洪水

ピーク減少量は６２００㎥／秒から５０００㎥／秒への減少ということで１２０

０㎥／秒としていた。ところが、２００６年基本方針では、石井・水海道間の洪水

ピーク減少量は５４００㎥／秒から５０００㎥／秒への減少ということで４００

㎥／秒となってしまった。つまり、石井・水海道間の洪水ピーク減少量が従前の１

２００㎥／秒から４００㎥／秒へと１／３に大幅に減少するということになって

しまった。	 

これは、前述のように、２００６年基本方針が、中流部の石井地点だけ計画高水

流量を変更し、下流部の水海道地点の計画高水流量は従前の基本計画の値を踏襲し

たため生じたものである。しかし、河道内貯留効果は、本来は科学的な計算により

算出されるもので、合理的理由もなく大幅に変わるはずがない。洪水ピーク減少量

が１／３に激減してしまったことは明らかに不合理であり、辻褄合わせで治水計画

の数字操作をした結果生じた新たな矛盾である。	 
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⑵	 原判決の判断 

	 	 	 原判決の判断は次のとおりである。	 

	 	 河道貯留効果は河道の状況により変化するものであり、昭和４５年以降、鬼怒川

の河床が減少傾向にあること、他方、昭和５５年当時と平成１８年当時で鬼怒川下

流の計画水位にほとんど変更がないことが認められ、昭和４５年以降鬼怒川の河床

が低下しているなど現実に河道内の形状にも変化があったことをも考慮すれば、河

道状況により変化する河道貯留効果が３分の1になったことをもって、直ちに不合

理ということはできない（原判決６４頁～６５頁）。	 

	 ⑶	 原判決の判断の誤り 

原判決は、河床低下が河道貯留効果減少の原因であるかのように言う。しかし、

河道貯留効果は河道勾配によって左右されるものであり（勾配が緩くなれば貯留効

果が大きくなり、勾配が急になれば貯留効果が小さくなる）、河床低下が全体的に進

んだのであれば、河床低下は河道貯留効果と関係がない。	 

また、原判決は、河道内の形状に変化があったことを強調する。しかし、１９７

３年の基本計画策定時と２００６年の基本方針策定時では、計画河道の状態が基本

的に同じであり、河道貯留効果が大きく変わることはあり得ない。前述したように、

河道内貯留効果は、本来は科学的な計算によるものであるが、それが１／３になる

というのは極めて大幅な減少である。このような大幅な減少を合理的に説明できる

ような根拠・証拠はなにも示されていない。そのような根拠・証拠もなく１／３と

いう大幅な減少を認めるのは明らかに不合理であり、これを不合理でないとする原

判決の判断は誤りである。	 

	 

３	 過大に設定された基本高水流量と湯西川ダムの必要性 

⑴	 控訴人の主張 

控訴人は、石井地点の基本高水流量８８００㎥は過大に設定された数字であり、

それを正しく見直せば、湯西川ダムは鬼怒川の治水上、必要性のないものになるこ

とについて以下のとおり主張した。	 

	 	 ア	 石井地点の基本高水流量は過大に設定されていること	 

	 ２００６年度基本方針の石井地点の基本高水流量８８００㎥／秒は、１９７３年
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度の工事実施基本計画の数値をそのまま引き継いでいるが、基本計画策定時の作成

資料は残っておらず、計算根拠の詳細は不明である。	 

２００６年基本方針は８８００㎥／秒という数値を引き継ぐにあたり、一応の検

証を行っているが、この検証で使われた石井地点の流量データのほとんどは、流量

観測にもとづくデータではなく計算流量や推測流量で、その数字に問題がある。流

量年表の石井地点の観測値をみると、水海道の観測値を上回っていることが多いが、

水海道の観測値の１.５倍以下の範囲にとどまっている。鬼怒川の治水計画でも、石

井地点と水海道地点の比は１.５倍以下である。ところが、計算推測流量の石井地点

の値を見ると、水海道地点の１.５～２倍になっているものが数多くあるし、２.４倍

になっているものもあり、水海道地点の観測値から見て明らかに過大である。	 

このように、石井地点の基本高水流量が８８００㎥／秒というのは、実績流量と

して実際よりかなり過大な値の流量データを使っており、科学的な根拠が希薄であ

るといわざるをえない。石井地点の基本高水流量を科学的な値に修正すれば、８０

９３㎥／秒となり、約７００㎥／秒も小さい値になる。	 

	 	 イ	 基本高水流量を正しく見直せば湯西川ダムは不要であること 

工事実施基本計画では石井地点の基本高水流量８８００㎥／秒のうち、上流ダム群

でカットする量は２６００㎥／秒で、そのうち、湯西川ダムの効果は３７０㎥／秒と

されていた。これは石井地点の計画高水流量が６２００㎥／秒である場合である。	 

河川整備基本方針では、石井地点の計画高水流量が５４００㎥／秒に変更され、上

流ダム群によるカット量が３４００㎥／秒に増加している。そのうち、湯西川ダムの

効果を、比例計算すれば、３７０×３４００÷２６００＝約４８０㎥／秒が湯西川ダ

ムの効果となる。	 

一方、石井地点の基本高水流量８８００㎥／秒は過大であって、過去の実際の流

量に基づいて正しく計算すれば、前述のように８１００㎥／秒以下になる。石井地

点の基本高水流量は７００㎥／秒以上も過大となるから、それを正しく見直すだけ

で湯西川ダムの効果約４８０㎥／秒は不要となる。	 

このように、鬼怒川の基本高水流量を正しく見直せば、湯西川ダムは鬼怒川の治

水上、必要性のないものになる。過大な基本高水流量の設定によって湯西川ダムの

必要性がつくり出されているのである。	 
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⑵	 原判決の判断 

原判決の判断は次のとおりである。	 

原告らがその根拠とするのは、石井地点における限られた観測流量であって、こ

れをもって、石井地点における流量が水海道地点の流量の１.５倍以下にとどまると

まで認めることはできない。また、流量計算について採用すべきＳＬＳＣの値は０.

０４程度とすることが適当であるとの研究報告もあるから、原告の主張は、他の値

がありうることを指摘するに過ぎない（原判決６５頁）。	 

⑶	 原判決判断の誤り 

石井地点における観測データが限られたものであっても、そのデータがすべて水

海道地点の流量の１.５倍以下にとどまっており、１.５倍を超える観測データが全

くないこと、鬼怒川の治水計画でも、石井地点と水海道地点の比は１.５倍以下にな

っていることからして、石井地点における流量が水海道地点の流量の１.５倍以下に

とどまるということが合理的に推認できるというべきである。なお、「ＳＬＳＣの値

は０.０４程度とすることが適当であるとの研究報告もある」との点についての反論

は、思川開発事業の治水について前述したとおりである（８４頁）。したがって、こ

の点についての原判決の判断も誤りであるといわざるをえない。	 

	 

	 ４	 まとめ 

	 	 	 以上のように、原判決の判断はいずれも誤りである。控訴人が原審で明らかにした 

	 	 ように、鬼怒川の治水計画は既設の３ダムだけで完結しており、湯西川ダムはもとも 

	 	 と治水計画上必要でなかったものである。また、治水計画上の石井地点の基本高水流 

	 	 量は過大に設定されており、これを科学的な値に修正すれば、湯西川ダムは不要とな 

	 	 る。 

	 	 	 よって、湯西川ダムの治水上の必要性は認められない。 

	 

第２	 湯西川ダム建設事業における環境影響評価義務違反について 
１	 原判決の判示 

	 	 原判決は次のように判示して、湯西川ダム建設事業については、環境影響評価義務は 

	 なく、栃木県による河川法６０条１項に基づく負担金の支出が違法ということはできな 

	 いと結論づけた。しかし、この判断は、後記２で述べるとおり誤りである。 
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	 	 「湯西川ダム建設事業は、環境影響評価法施行前にその建設計画が告示された事業で 

	 あり、環境影響評価法に基づく環境影響評価を行なう義務がない上、条理又は生物多様 

	 性条約を根拠として環境影響評価義務が生ずると解することはできず、また、昭和６０ 

	 年の環境影響調査は、湯西川ダム建設予定地付近に存在する、地形・地質、動植物の存 

	 在などを看過しており、現時点において収集されたデータからして、その内容が不十分 

	 であったことが認められるものの、国土交通省は、昭和６０年６月以降も環境調査を継 

	 続して行い、環境影響評価法において環境影響評価項目とされた事項についての環境調 

	 査も追加して行い、環境保全措置の検討を継続していることが認められる。」（６３頁）	  

	 

２	 原判決の判示が誤りである理由 

⑴	 条理上及び生物多様性条約に基づく環境影響評価義務について 

ア	 国は、条理上及び生物多様性条約に基づき、環境影響評価義務を負うことにつ

いては、既に、第３章、第３で述べたとおりである。	 

イ	 原判決は、「国土交通省は、昭和６０年６月以降も環境調査を継続して行い、環

境影響評価法において環境影響評価項目とされた事項についての環境調査も追加

して行い、環境保全措置の検討を継続していること」を肯定的に評価している。

しかし、環境影響評価は、あくまでも事業実施の前に環境に対する影響を評価す

るものであるから、それが不十分である以上、いくら事後的に調査を継続して保

全措置を検討するといっても、環境に対して影響を及ぼさないと認められる場合

は別として、環境影響評価義務を尽くさなかった瑕疵を治癒するものではない。	 	 

⑵	 湯西川ダム建設事業における環境影響評価の実状 

	 	 	 ア	 １９８５年環境影響評価の問題点 

湯西川ダム建設事業についても、国交省は、「建設省所管事業に係る環境影響

評価に関する当面の措置方針について」（昭和５３年７月１日建設次官通知、甲

Ｂ第１１３号証）に基づき環境影響評価（以下「１９８５年環境影響評価」とい

う）を実施し、１９８５（昭和６０）年６月にその結果をまとめた「湯西川ダム

環境影響評価書」（以下「１９８５年評価書」という）を作成した（甲Ｄ第１０

号証）。	 

この次官通達に基づく環境影響評価は、評価項目が公害や自然環境に限定され

ている上、代替案と比較検討や内容の適正を審査する制度的手当がないといった
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根本的な問題点があり、この通達に従っただけの環境影響評価では、到底、適正

な環境影響評価がなされたものと評価することができないことは、第３章、第３

で述べたとおりである。	 

現に、１９８５年評価書には、湯西川ダム建設事業で最大の影響を受ける建設

予定地及びその周辺地域の人の生活環境についての記載がまったくなく、また、

全体でもＢ５判サイズで６６頁しかなく、そのうち環境に及ぼす影響（第２章）

と環境保全対策（第３章）について記載されているのは、その半分以下の３０頁

で、環境影響評価の最重点項目である「環境の予測と評価」と「環境保全対策」

については、前者がわずか６頁、後者に至っては２頁しかない。	 

内容的にも、後述のとおり、ダムサイトの赤下地区には、地形上極めて希少な

風穴が存在し（甲Ｃ第５９号証７７頁）、エゾヒョウタンボク等の生育地となっ

ているにもかかわらず、「湯西川ダム湛水区域及びその周辺には、貴重な地形・

地質は分布しない。」（４０頁）として、これを見落としている。	 

また、生物関係では、最も配慮が要求されるイヌワシやクマタカについて、後

述のとおり、湯西川ダム湛水区域及びその周辺には、少なくともイヌワシが１番、

クマタカが４番も生息しているにもかかわらず、これを見落とし、イヌワシにつ

いては、「イヌワシの営巣地となるような急峻な地形はない」（５１頁）、「イヌワ

シ営巣地は水没地にはない。」（６１頁）との記述しかなく、また、クマタカにつ

いては、「山頂付近ではクマタカやハリオアマツバメが飛翔し」（５０頁）との記

載しかされていない。	 

さらに、渓谷美に富む自然景観の破壊については、「湛水により、ダム周辺の

景観構成は一変するがダム湖の出現により湖面に映える新緑や紅葉は新たな景

観が形成されることになる。」（６２頁）として一顧だにしていない。	 

以上のとおり、１９８５年環境影響評価は、質・量とも古くて不十分なデータ

を用い、非論理的で不合理な予測を行うなど科学的なものとは言えず、保全対策

も中身がなく、環境影響評価の名に値しないものである（甲Ｄ第２２号証１６頁）。	 

	 	 	 イ	 湯西川ダム建設予定地周辺地域の生物多様性 

１９８５年環境影響評価が余りにもお粗末で、湯西川ダム建設予定地周辺地域

の自然環境を適正に把握していなかったことから、国交省では、その後も、多額

の費用と時間をかけて、生物多様性、風穴の状況、水質等について調査を継続し
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ている。	 

その結果、ダム湛水予定地区周辺部は、これまでの調査によって、実に多様な

野生動植物の宝庫となっていることが明らかとなった。しかも、調査をすればす

るほど新たな種が確認されている。	 

１９８５年評価書（甲Ｄ第１０号証）ではこのような詳細な調査報告はなされ

ていなかったのであり、このことは、湯西川ダム建設事業の計画決定にあたって

行われた１９８５年環境影響評価が極めて杜撰であり、環境保全のために実効性

あるものとは到底言えないものであったことを示している。	 

	 	 	 ウ	 生物多様性条約と湯西川ダム建設事業 

	 (ｱ)	 このようにダム湛水予定地区周辺部が多様な野生動植物の宝庫となってい

ることが明らかになったのであるから、生物多様性条約が発効した１９９３（平

成５）年１２月２９日以降においては、日本政府は、同条約に基づき、その国

際的義務として、その生物多様性を保全すべき義務を負っていることから、そ

のための方策として、改めて同条約１４条１項に基づき、事案に即した実効性

ある環境アセスメントを行い、その結果に基づき、影響の回避（湯西川ダム建

設事業計画の中止）、影響の最小化（湯西川ダム建設事業計画の変更）、代償（植

物については移植）の３段階からなるミティゲーションを検討しなければなら

なくなったといわなければならない。	 

しかしながら、前述のとおり旧建設省の実施した１９８５年環境影響評価

（その内容は１９８５年評価書）は、調査、予測、評価結果とも、極めて杜撰

であり、同条約１４条１項にいう環境影響評価義務を尽くしたとみることはで

きない。	 

(ｲ)	 １９８５年環境影響評価以降も環境に対する影響が検討不足であること	 

赤下地区の風穴近辺に生育するスルガヒョウタンボクやオニヒョウタンボク

については、ダム湖によって生育地が消失することから、近隣の日陰地区の風

穴近辺に移植することが予定されているようである（甲Ｄ第１１号証の本編

2.1-66）が、これについては、近隣地区の風穴であるにもかかわらず、日陰地

区の風穴近辺にはこれらの種が生育していなかったことがまったく考慮されて

いないといった問題点を指摘できる。	 

また、猛禽類については、湯西川流域猛禽類調査検討業務が行われ、また、
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２００４（平成１６）年３月４日より、「事業の進捗に対応したプレモニタリン

グを行い、保全対策の妥当性、プレモニタリング手法の妥当性、保全対策の評

価等を実施することにより、『地域に調和した豊かな生態系』の保全を実現して

いくため『湯西川ダム希少猛禽類プレモニタリング検討委員会』」を設置してい

るが、「実は猛禽類のことだけを考えているとダム建設はほとんど進まないこと

になると思います。ここはいわゆるアセス法が通る前からの事業ですので、事

業を行いながら猛禽類を保護するということで、両方が歩み寄りながらやるこ

とは一つ大事な点だと思いますので、なんとか折り合いがつくように、なおか

つ繁殖がうまくいくように、最善の努力をお願いしたいと思います。」との２０

０６（平成１８）年３月３０日に開催された第５回湯西川ダム希少猛禽類プレ

モニタリング検討委員会における委員長挨拶にもあるとおり（甲Ｄ第１５号証

の委員会資料・２－２－１～２）、これらは湯西川ダム建設事業を前提にした上

での対策を検討するものに過ぎない。	 

そもそも環境影響評価は、環境に影響を与えるおそれのある行為の実施・意

思決定に当りあらかじめ環境への影響について適正に調査、予測又は評価を行

い、その結果に基づき、環境の保全について配慮しようとする方策であり、環

境保全について要求される環境配慮については、影響の回避、最小化及び代償

措置の３段階からなるミティゲーションが要求されるものである。	 

しかるに、湯西川流域猛禽類調査検討業務及湯西川ダム希少猛禽類プレモニ

タリング検討委員会は、湯西川ダム建設事業を前提にした上での対策を検討す

るものでしかなく、真の環境影響評価とは言えないのである。	 

	 	 	 エ	 小括 

上記イで引用した第５回湯西川ダム希少猛禽類プレモニタリング検討委員会に

おける委員長挨拶は、裏を返せば、猛禽類の保護を真摯に検討するのであれば、

また、アセス法（１９９７年制定の環境影響評価法のこと）に基づく環境影響評

価を実施していたなら、湯西川ダム建設事業は中止になっていたということを意

味している。	 

以上のとおりであるから、事案に即した実効的な環境影響評価がなされないま

ま事業計画が決定、実施されている湯西川ダム建設事業は、生物多様性条約１４

条１項に違反する違法な事業というほかない。	 
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⑶	 種の保存法との関係について 

ア	 湯西川ダム建設予定地周辺において、種の保存法により国内希少野生動植物種

として指定されている、イヌワシ、クマタカ、オオタカ、オジロワシ、オオワシ、

ハヤブサの６種の生息が確認されている。うちクマタカとオオタカについては繁

殖も確認されており、ダム建設予定地周辺は、これら指定種の重要な生息地とな

っている。湯西川ダム建設事業は、これら指定種をして営巣を放棄せざるを得な

い状態に陥らせるなど、その生息環境に著しい影響を与えるであろうことは必至

であるが、国交省は、現在大規模な周辺工事を行っている。国交省によるダム工

事が進行することは、種の保存法に反する違法な行為となることが確実である。	 

イ	 湯西川ダム建設事業による国内希少野生動植物種への影響	 

湯西川ダム予定地周辺に生息する国内希少野生動植物種の指定を受けた猛禽類

として、イヌワシ、クマタカ、オオタカ、オジロワシ、オオワシ、ハヤブサの６

種の生息が確認され、このうちこれまでに繁殖が確認されているのはクマタカ及

びオオタカだけであるが、イヌワシについては成鳥・雄個体による枝をつかみな

がらの飛翔やペアによる交尾も確認されており（甲Ｄ第１４号証の本編６２頁）

付近で繁殖をしている可能性もある。	 

①	 イヌワシ（甲Ｄ第１７号証の１０２頁）	 

種の保存法４条３項、施行令１条、別表第１で、国内希少野生動植物種とし

て指定されている。イヌワシは大型の猛禽類で全国で５００羽以下といわれて

おり、そのため番（つがい）数としては２００から３００番程度ではないかと

推測される。営巣場所は急峻地の岩棚や大木であり、主にノウサギ、テン、ヤ

マドリ、シマヘビなど中型の哺乳類、鳥類や爬虫類を採餌する。翼開長は２ｍ

前後ある。生物学的特性としては、険しい山岳地帯に雌雄２羽で生活し、季節

による移動はあまりしない。番ごとに大きい行動圏を有し、２０から６０㎢の

範囲に及ぶとされている。環境省の絶滅危惧種情報によれば、近年、森林伐採、

スキー場建設などによる生息環境の減少、ダム建設や林道工事による撹乱が生

じ、存続を脅かす原因となっているそうである。	 

ダム建設予定地周辺は、ノウサギをはじめとするテン、イタチなどの小型、

中型哺乳類も多数生息し、ヤマドリ、キジバトなどの鳥類やシマヘビも多く、

イヌワシの採餌環境としても整っている（甲Ｄ第１０号証の４９～５６頁）。	 
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では、ダム建設によるイヌワシへの影響はどうなるのか？	 

ダム建設によって、ノウサギは、生息地を広範囲にわたって失い、ダム周辺

では絶滅する可能性さえ存在する。テン、イタチなどの哺乳類も、数が減少し、

ダム建設によってその生息地を奪われる。つまり、イヌワシの生息環境として、

まず採餌行為が著しく制限される。餌の存在しない場所にイヌワシが生息する

はずはない。	 

また、ダム建設行為に伴う騒音、振動、広大なダム湖が出現することによっ

て繁殖行為に影響が及ぶ可能性もある。実際に、付帯工事が始まっているため

か、交尾等が確認されるものの繁殖までは確認されていない。このままダム本

体工事が始まれば、イヌワシの繁殖行動が困難ないし不可能になる危険性が高

い。環境省ですら、イヌワシは「繁殖期初期には人間の接近や騒音に敏感とな

り、人為撹乱による営巣放棄が起こりやすい」と警告しているほどである。	 

このような事情からは、湯西川ダム建設事業は、イヌワシの繁殖行動、採餌

行動に重大な悪影響を及ぼし、生息環境の著しい悪化を招来することは確実で

あって、その遂行は種の保存法９条にいう損傷に該当する違法行為となってし

まうと断ずることができる。	 

②	 クマタカ（甲Ｄ第１７号証の１００頁）	 

クマタカの生態等については、上記第２の７⑶①で詳述したイヌワシと同じ

く大型の猛禽類で、急傾斜地の大木、特に針葉樹に営巣する。	 

湯西川ダム建設周辺では４番の生息が確認されているが、繁殖が確認された

のは１９９５（平成７）年から２００５（平成１７）年までの１１年間で合計

１０回に過ぎない。	 

餌となるノウサギなどの哺乳類が周辺から絶滅する危険性、ダム建設に伴う

騒音、振動の影響による営巣放棄の可能性、営巣木の大部分がダム湖に沈む結

果、営巣できる可能性の消滅のおそれ等を考慮すれば、湯西川ダム建設事業は、

クマタカの繁殖行為、採餌行為に重大な悪影響を与えるものとして種の保存法

９条にいう損傷として違法となり得るものである。	 

③	 オオタカ（甲Ｄ第１７号証の１５４頁）	 

オオタカについても、クマタカ同様、餌となるノウサギなどの哺乳類が周辺

から絶滅する危険性、ダム建設に伴う騒音、振動の影響による営巣放棄の可能
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性、営巣木の大部分がダム湖に沈む結果、営巣できる可能性の消滅のおそれ等

を考慮すれば、湯西川ダム建設事業は、その繁殖行為、採餌行為に重大な悪影

響を与えるものとして種の保存法９条にいう損傷として違法となり得るもので

ある。	 

④	 ハヤブサ（甲Ｄ第１７号証の１６０頁）	 

湯西川ダム建設予定地周辺は崖地形が多く、このような崖地にハヤブサが生

息している。おそらくダム湖予定地内にも生息していると推測される。したが

って、湯西川ダム建設事業によって、生息地そのものが消失し、あわせて餌で

ある中小型鳥類も著しく減少し、採餌行為が制限されることは明らかである。

これまた、湯西川ダム建設事業は、種の保存法９条にいう損傷に該当し違法な

行為となり得ることは明らかである。	 

⑤	 オジロワシ（甲Ｄ第１７号証の９６頁）、オオワシ（同１５２頁）	 

オジロワシは、北海道の海岸や湖沼周辺で繁殖する大型のワシで、翼開長は

２００～２４５㎝、魚類や水鳥を餌にし、北海道や本州北部で越冬する。冬期

北海道と本州北部で越冬するのは５５０～８５０羽と推定されるが、極東全体

の正確な個体数は不明とされる。	 

オオワシは、ロシア極東に分布する大型のワシで、翼開長は２２０～２５０

㎝、ロシアのオホーツク海周辺地域で繁殖し北海道が主要な越冬地となってい

る。魚類と水鳥を主な餌とするが越冬地での餌不足により、漁業活動から供給

される魚に大きく依存している。総個体数は６０００～７０００と推定されて

いるが、１９９０年代はスケトウダラ漁獲量の減少とともに越冬個体数も減少

し、最近では１４００～１７００羽が北海道東部を中心に各地に分散して越冬

している。	 

オジロワシ及びオオワシが湯西川ダム建設予定地周辺で越冬しているとい

うことは、これらの地域に餌となる魚類や水鳥が沢山生息していることを示す

ものであるが、湯西川ダム建設事業によって、これらの餌となる魚類や水鳥の

生息地が消失し、採餌行為が制限されることは明らかである。	 

これまた、湯西川ダム建設事業は、種の保存法９条にいう損傷に該当し違法

な行為となり得ることは明らかである。	 

	 	 	 ウ	 小括 
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以上のとおり、湯西川ダム建設事業は、ダム建設予定地およびその周辺地域に

生息する希少野生動植物種であるイヌワシ、クマタカ、オオタカおよびハヤブサ

の生息地を減少させ、またオジロワシ及びオオワシの採餌行為を制限し、これら

の生存を断ち切ることは確実であり（高松意見書－甲Ｄ２３）、このままダム建設

を続行してこのような結果を生じさせることは種の保存法９条に反する違法な行

為となるであろうこともまた確実である。	 

にもかかわらず、そのことをまったく考慮せずにダム建設工事を実行すること

は、生物多様性に対する影響について、事前に、適正に調査、予測又は評価を行

い、その結果に基づき生物多様性の保全について適正に配慮しなければならない

という、条理法上および生物多様性条約１４条１項に基づく環境影響評価義務に

反する違法な行為であるといわなければならない。	 

⑷	 湯西川ダム建設による景観上の影響 

湯西川ダム建設予定地周辺地には、湯西川の流れが作った自然豊かな渓谷が存在

している（甲Ｄ第１号証、甲Ｄ第１８号証）。	 

しかし、ダム建設はその景観を喪失させてしまう。ダムの存在は、水没を免れた

他の渓谷部分の景観をも損ねる。また、湯西川ダム建設は、水没を免れた部分の渓

谷美に重大な悪影響を与える。すなわち、湯西川渓谷は、時折やってくる洪水によ

ってその岩肌の表面が洗い流されることにより美しい岸壁美が維持されてきたので

ある。ところが、ダム建設により水の流れが堰き止められてしまい、渓谷の岩肌を

洗い流す水が流れなくなり、その結果、渓谷の岩肌にはコケが生じ、やがては草木

が生い茂り、渓谷の様相は大きく変わり、現在の渓谷美が失われてしまう。	 

しかるに、１９８５年評価書（甲Ｄ第１０号証）では、「湯西川ダムの建設により、

日光国立公園内の一部分が改変されるが、湛水により新たな自然景観が出現し、ま

た自然と人工の組み合わされた景観が形成される。さらに、ダム堤体及び周辺道路

は、これまでと違った眺望点を提供することとなる。」（６６頁）とするのみであり、

これ以外に景観の破壊について調査検討した形跡はない。	 

湯西川ダム建設事業については、景観問題についても、事前に、適正に調査、予

測又は評価を行い、その結果に基づき環境の保全について適正に配慮しなければな

らないという、条理法上の環境影響評価義務を尽くさない、違法な行為である。	 
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⑸	 ダム湖の水質の問題 

湯西川ダムについても、湯西川温泉の下流部に計画されていることから、ダム湖

には湯西川温泉から排出される栄養塩類（窒素とリン）が流れ込むことになる。「平

成１７年度湯西川水質検討業務報告書」（甲Ｄ第１９号証）によると、２００５（平

成１７）年度においては、湯西川温泉の直下流部で年平均の総窒素が０．４７㎎／ℓ、

総リンが０．０３１㎎／ℓと、いずれも水道の特別な基準(１８頁参照)を上回る値が

検出されている。２００６（平成１８）年度もほぼ同様である（「平成１８年度湯西

川水質検討業務報告書」～甲Ｄ第２０号証）。	 

これほど栄養塩類濃度が高いと、ダム湖における藻類の異常増殖が必ず進行し、

ダム湖の水質が悪化する。その結果、水道水の異臭問題が生じる蓋然性が極めて高

いのである。	 

また、主としてフミン質等の有機物によって、発ガン性の疑いのある有害物質で

あるトリハロメタンを発生させるおそれもある。	 

以上のとおりであるから、湯西川ダムに貯留された水は、飲料用に適した水では

なく、これを浄化するためにさらに膨大な費用を要することは確実である。	 

これまた、湯西川ダム建設事業は、水質問題についても、事前に、適正に調査、

予測又は評価を行い、その結果に基づき環境の保全について適正に配慮しなければ

ならないという、条理法上の環境影響評価義務を尽くさない、違法な行為であると

いわなければならない。	 

⑹	 小括～湯西川ダム建設事業は環境影響評価義務を怠った違法な事業 

以上のように、湯西川ダム建設事業については、自然環境に極めて重大な影響を

及ぼすおそれが大きく、また、生物多様性の破壊に関しては生物多様性条約に反す

るとともに、種の保存法で国内希少野生動植物種として指定されたイヌワシ、クマ

タカ等に対しては同法９条に違反する結果となること、さらには景観を損ね水質も

悪化することが確実であるにもかかわらず、条理法上及び生物多様性条約に基づく、

事案に即した適切な環境影響評価が実施されておらず、環境影響評価義務を怠った

違法な事業というほかない。	 

	 

第３	 湯西川ダム建設事業の治水負担金についてのまとめ 
	 	 	 上記第１で述べたとおり、湯西川ダム建設事業は治水上の効果はなく、栃木県は、 
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	 	 湯西川ダム発事業によって、治水上の利益を受けることはないのであるから、河川法 

	 	 ６０条１項に基づく負担金の納付通知は、要件を欠き違法である。また、上記第２で 

	 	 述べたとおり、湯西川ダム建設事業は、条理上及び生物多様性条約上の環境影響評価 

	 	 義務を怠った違法な事業でもあるから、この点でも上記負担金の納付通知は違法であ 

	 	 る。 

	 	 	 したがって、栃木県は、この違法な納付通知にしたがった支出を拒むことができる 

	 	 というだけでなく、その予算執行の適正確保の見地から、これを拒むべきである。 

	 	 	 しかしながら、栃木県は、これを怠り、納付通知に唯々諾々として従い、支出を続 

	 	 けているのであり、これに対しては、違法な行為として、その差止が認められなけれ 

	 	 ばならない。 

	 

第５章	 八ッ場ダム建設事業に係る治水負担金の支出について	 

第１	 八ッ場ダムには治水上の利益がないこと 
	 １	 はじめに 

控訴人らが、詳細な理由を挙げて八ッ場ダムには治水上の効果はなく、栃木県は八

ッ場ダムによって河川法６３条１項の「著しく利益」を受けることもないと主張した

のに対し、原判決は、控訴人らの主張をことごとく退けた。しかし、原判決の判示は、

以下に述べるとおり、誤りである。	 

	 

２	 利根川水系河川整備基本方針等の策定手続の瑕疵について 

	 	 ⑴	 原判決の判示 

	 	 「八ッ場ダムは、（中略）カスリーン台風と同程度の規模の降雨が利根川上流域

にあった場合に、吾妻川流域で唯一の洪水調節機能を有するダムとして、利根川流

域で生じる水害の発生を防止するために計画され、利根川水系河川整備基本方針の

策定手続及び八ッ場ダムの建設に関する基本計画においてもそれが確認されてき

たことが認められ、その手続について著しい瑕疵があることを認めることはできな

い」（９１頁～９２頁）。	 

	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 国土交通大臣が基本高水ピーク流量の検証の不十分さを認めたこと	 
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馬淵澄夫国土交通大臣（当時）は、２０１０（平成２２）年１１月２日の記者会

見において、以下のとおり、「基本となる基本方針で定められた基本高水について

しっかりと平成１７年に検証を行っていなかった」旨明確に述べた。現行の利根川

の基本高水ピーク流量の「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」の検証が行われていな

かったという信じがたい事実が明らかにされたのである。 

	 	 	 	 「……私はそもそもダムによらない治水のあり方というものを問うきっかけとな

った八ッ場ダム、あるいは利根川水系というものについて、当然国民の多くの方々

が注視しているわけですから、その基本となる基本方針で定められた基本高水につ

いてしっかりと平成１７年に検証を行っていなかったということについては国土交

通省として大変問題であると思っておりますので、それに対しては責任も含めて、

私自身、当時行わなかったことに対しては大変遺憾であると、こうしたことの反省

に立って改めて検証を行うことが必要だと申し上げてきたわけでして、まずは利根

川水系の基本高水の検証を行うべきであると、これが第一歩であるというふうに思

っております。」（甲Ｂ１５４） 

	 	 八ッ場ダムの建設に関する基本計画の根拠となる利根川水系河川整備基本方針

の策定手続には、「基本高水についてしっかりと平成１７年に検証をしていなかっ

た」という、その根幹にかかわる重大な問題点があったことが判明したのである。	 

イ	 河川整備基本方針検討小委員会の審議の中で虚偽の説明があったこと	 

	 	 (ｱ) はじめに 

利根川水系の基本高水ピーク流量「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」は、２００

５（平成１７）年度の社会資本整備審議会河川整備基本方針検討小委員会（以下「検

討小委員会」という）において審議の上、策定された利根川水系河川整備基本方針

の中で基本高水ピーク流量として位置づけられたものである。 

検討小委員会での利根川水系整備基本方針の審議は、２００５（平成１７）年１

０月３日から同年１２月１９日までの５回行われたが、基本高水のピーク流量に触

れた審議がなされた場面は、極めて限られており、審議で「基本高水のピーク流量

の妥当性・相当性」について、河川工学や水文学の観点や、既往洪水との関係で検

証される場面は見当たらない（甲Ｂ１５６～１６１）。 

その上、後記(ｲ)のとおり、カスリーン台風の洪水は既往最大洪水でそのピーク

流量は毎秒２万２０００㎥であったと誤った情報を用いて審議会で説明するなど
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しており、特に、①「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」の洪水が来襲するという流

出計算の前提には、群馬県内の八斗島上流部で利根川本川や主要支川において、少

なくとも７法線で１～５ｍの堤防高の嵩上げ等の改修工事（甲Ｂ１２３「関東地整

に対する調査嘱託の回答」）が前提とされているところ、そうした改修工事は、国

土交通省においても、群馬県においても存在しない仮想条件であること、そして、

②現時点での河川管理施設の下では、計画降雨規模の降雨があっても、八斗島地点

でのピーク流量は毎秒１万６，７５０㎥に止まり（甲Ｂ６５の２）、同地点には毎

秒２万２０００㎥の洪水が襲うことはあり得ないという基礎事実についても、一言

の説明もなかった。 

検討小委員会の審議は、到底、適切に行われたものとは認められないものであっ

たのである。 

	 	 (ｲ)  配布資料の「基本高水」についての記述と担当者の説明 

	 	 	 	 利根川水系の基本高水の審議の初日である２００５（平成１７）年１０月３日に、 

	 	 	 １９９５（平成７）年３月に作成された「利根川水系工事実施基本計画」（甲Ｂ６） 

	 	 	 が配布された。そこには基本高水のピーク流量に関しては、「基本高水のピーク流量 

	 	 	 は、昭和２２年９月洪水を主要な対象洪水とし、さらに利根川流域の降雨及び出水 

	 	 	 特性を検討して、基準地点の八斗島において２２，０００㎥／S とし、このうち上 

	 	 	 流のダム群により６，０００㎥／Ｓを調節して、河道への配分流量を１６，０００ 

	 	 	 ㎥／Ｓとする。」（６頁）とだけあった。 

	 	 	 	 もう一つの配布資料「資料２－①利根川水系の治水に関する特徴と課題」には、 

	 	 	 「観測史上最大の昭和２２年カスリーン台風の実績降雨から推定される流量」とい 

	 	 	 う記述があった（甲Ｂ１５６）。 

	 	 	 	 事務局の担当者は、こうした資料等に基づいて、基本高水に関しては次のような 

	 	 	 説明を行った。 

	 	 	 	 「昭和２４年の計画のところをご覧いただきたいと思いますが、昭和２２年、先 

	 	 	 ほど申し上げたカスリーン台風が起きます。それで上流部で氾濫が生じていた状態 

	 	 	 ではございますが、そのときの実績流量が１７，０００㎥／Ｓぐらいでございまし 

	 	 	 たので、これを対象に計画を練り直すということをしております。ただ、先ほどか 

	 	 	 ら増えた分の処理でありますが、流域全体でみんなで負担しようというようなこと 

	 	 	 がありまして、下流の掘削、上流のダム、利根川の大規模な引堤というようなこと 
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	 	 	 をやります。 

	 	 	 	 昭和５５年になりまして、だんだん川の整備が進んできています。これも本川だ 

	 	 	 けでなくて、例えば群馬県、栃木県などの上流の県の中は、洪水どんどんあふれて 

	 	 	 いていいということはございませんので、こうした上流部の河川改修をしてきてご 

	 	 	 ざいます。そういう上流部の安全度がアップいたしますと、その分、下流へ流れて 

	 	 	 くるということがございますので、こういう点を勘案してみますと、実際のカスリ 

	 	 	 ーン台風の洪水は大体、２２，０００㎥／Ｓという洪水が流れてくる。」 

	 	 	 	 「次のページでございますが、この流れの中で、結果的に現在の計画を少し改め 

	 	 	 て書いております。基本高水のピーク流量というのを決めておりますが、この図の 

	 	 	 左下の黄色い枠のところに書いてございますように、これは観測史上最大の昭和２ 

	 	 	 ２年カスリーン台風の実績が大体２２，０００㎥／ｓであります。」（甲Ｂ１５７の 

	 	 	 ３頁） 

	 	 	 	 この「実際のカスリーン台風の洪水は大体、２２，０００㎥／ｓという洪水が流 

	 	 	 れてくる。」という説明からすれば、カスリーン台風の洪水は既往最大洪水であると 

	 	 	 共に、同洪水の実績ピーク流量が「２万２０００㎥／Ｓ」ということになる。 

	 	 	 	 しかし、後述のとおり、利根川の既往最大洪水のピーク流量はカスリーン台風時 

	 	 	 の１万７０００㎥／Ｓとされており、基本方針の中で定められている基本高水ピー 

	 	 	 ク流量「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」は、カスリーン台風時の降雨を用いて貯 

	 	 	 留関数法により算出された計算流量である。 

	 	 	 	 カスリーン台風が再来しても、現況の断面、現況の洪水調節施設では、八斗島地 

	 	 	 点でのピーク流量は毎秒１万６７５０㎥に過ぎない（甲Ｂ第６５号証の２）のであ 

	 	 	 り、「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」が来襲するには、八斗島上流域の河道の大改 

	 	 	 修が前提である（さいたま地裁の調査嘱託に対する関東地整の「回答」・甲Ｂ１２３）。 

	 	 	 	 したがって、この説明が虚偽であることは明らかである。	  

	 	 ウ	 国土交通大臣が基本高水ピーク流量の再検証を指示 

	 	 	 	 馬淵国土交通大臣は、１１月５日の記者会見において、次のように述べて、探し 

	 	 	 ていたピーク流量の検証資料は確認できなかったこと、２００５（平成１７）年度 

	 	 	 のピーク流量の検証作業は、「２２，０００トンありきの検討」で、こうした事態は、 

	 	 	 「利根川の治水計画の基本である基本高水の信頼性が揺らぎかねない問題である」 

	 	 	 こと、及び「国土交通省は、大変ずさんな報告をした」を認めるとともに、「モデル 



122 
 

	 	 	 の検証を行って基本高水について検証するよう河川局に指示」した旨報告した。 

	 	 	 「現時点でこの資料一括としての資料は確認できませんでした。また、１１月２日 

	 	 	 の会見でお答えをしたとおり、平成１７年度に現行の利根川水系河川整備基本方針 

	 	 	 を策定した際の、昭和５５年度に定めた基本高水のピーク流量については、飽和雨 

	 	 	 量などの定数に関してその時点で適切なものかどうか十分な検証が行われていなか 

	 	 	 ったと考えております。結果から見れば、『２２，０００トンありき』の検討を行っ 

	 	 	 たということであります。 

	 	 	 	 私としては、これは大変問題であると思っておりました。過去の資料が無いとい 

	 	 	 うことを私は問題にしているのではなく、利根川の治水計画の基本である基本高水 

	 	 	 の信頼性が揺らぎかねない問題であるということをかねがね申し上げてきたわけで 

	 	 	 あります。 

	 	 	 	 この件につきましては、国土交通省、当時でありますが大変ずさんな報告をした 

	 	 	 と、このように思っておりまして、率直に所管する大臣としてお詫びを申し上げま 

	 	 	 す。 

	 	 	 	 このため、今後、過去の資料の調査というのはこれにて打ち切ります。 

	 	 	 	 私は改めて、従来の流出計算モデルにとらわれることなく、定数の設定、あるい 

	 	 	 	 はゼロベースにおけるモデルの検証を行って基本高水について検証するよう河川 

	 	 	 	 局に指示をいたしました。この基本高水の検証に当たりましては、『八ッ場ダム建 

	 	 	 	 設事業の関係地方公共団体からなる検討の場』におきまして、逐次情報公開など 

	 	 	 	 をするなど考えておりますが、学識経験者、あるいは科学的知見といったところ 

	 	 	 	 からの評価を頂いて、透明性を確保しながら、私としてはできる限り早い段階で 

	 	 	 	 御提示をしてまいりたいと思っております。」（甲Ｂ１５５） 

	 	 	 	 	 このように、検討小委員会で審議した上で策定した利根川水系河川整備基本方 

	 	 	 	 針中の基本高水ピーク流量「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」は、国土交通大臣	 	 	  

	 	 	 	 が再検証の指示をせざるを得ないものであったのである。 

	 	 	 	 	 なお、後記８で詳述するとおり、この再検証結果も不当である。 

	 	 	 エ	 小括～基本方針の審議には重大な瑕疵があり違法である。	 

	 	 	 	 	 以上のとおり、利根川水系河川整備基本方針の基本高水ピーク流量策定は、到 

	 	 	 	 底、適法、適切に行われたなものと認められない。 

	 	 	 	 	 よって、「八ッ場ダムは、カスリーン台風と同程度の規模の降雨が利根川上流に 
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	 	 	 	 あった場合に、吾妻川流域で唯一の洪水調節機能を有するダムとして、利根川流 

	 	 	 	 域で生じる水害の発生を防止するために計画され、利根川水系河川整備基本方針 

	 	 	 	 の策定手続及び八ッ場ダムの建設に関する基本計画においてもそれが確認されて 

	 	 	 	 きたことが認められ、その手続について著しい瑕疵があることを認めることはで 

	 	 	 	 きない。（９１頁～９２頁）」との原判決の判示は、事実誤認というほかない。 

	 

３	 八斗島における基本高水流量が２万２０００㎥／Ｓとされている点につい

て 

	 ⑴	 原判決の判示 

ア	 「毎秒２万２０００立方メートルとの数値は、昭和５５年１２月の利根川水系工

事実施基本計画改定時に採用されたものであるが、これは、カスリーン台風の後八

斗島上流にある支川が災害復旧工事や改修工事に伴い河道が整備された結果、従来

上流で氾濫していた洪水が河道に入りやすくなり、また、都市化による流域開発及

び支川の改修と併せて流出量が増大したことにより治水安全度が低下したこと、他

方、カスリーン台風による洪水の氾濫区域内で人口及び資産が増大して、カスリー

ン台風が再来した場合には被害が増大することが予想されたことから、八斗島上流

域における河川の氾濫があったことを前提とした八斗島地点の洪水流量である毎

秒１万７０００立方メートルを見直すこととした上で、八斗島上流の将来的な河道

状況を考慮して算定された将来的な計画値であることが認められる。」（９２頁）	 

イ	 「河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河

川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図って、

水系に係る河川の総合的管理が確保できるよう定めなければならない旨定められ

ており（河川法１６条２項）、河川整備基本方針に定められる基本高水は、洪水防

御に関する計画の基本となる洪水をいう（河川法施行令１０条の２参照）のである

から、基本高水流量の算定に当たっても多様な事情を考慮することが想定されてい

るというべきである。また、河川管理が上流及び下流を含めて総合的な観点から計

画されていくものであり、河川法上も河川整備基本方針及びこれを基にした河川整

備計画の変更が予定されている（河川法１６条６項、同法１６条の２第７項）。」（９

３頁）	 

ウ	 「八斗島地点の基本高水流量の算定に当たり、従来生じていた上流での氾濫の減
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少や将来的な河道の状況を考慮した上で、基本高水流量を算定したことが不合理と

いうことはできず、また、河川管理が上流及び下流を含めて総合的な観点から計画

されていくもので、法律上計画の変更も予定されていることからすれば、現時点に

おいて河道改修計画が存在しないとしても、将来的な計画値として採用された毎秒

２万２０００立方メートルの値が直ちに不合理ということはできない。」（９３頁）	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 判示アについて	 

(ｱ)	 「利根川改修改訂計画」において上流の氾濫は考慮されていないこと	 	 	 

原判決は、カスリーン台風洪水を受けて１９４９（昭和２４）年に決定された八

斗島地点の基本高水流量を１万７０００㎥／Ｓとする「利根川改修改訂計画」は、

八斗島上流域で氾濫があったことを前提としたものであるとしているが、「利根川

改修改訂計画」決定時の治水調査会でも、その後、この基本高水流量を引き継いだ

１９６５（昭和４０）年の工事実施基本計画策定の際にも、八斗島上流域での氾濫

が話題に上った形跡はない。	 

したがって、原判決のこの判示は事実誤認である。	 

(ｲ)	 利根川上流域の改修工事はわずかであること	 

また、「カスリーン台風の後八斗島上流にある支川が災害復旧工事や改修工事に

伴い河道が整備された結果」とある点についても、控訴人ら弁護団による堤防調査

（甲Ｂ６６、甲Ｂ１２４、甲Ｂ１４５）、嶋津暉之氏作成の「利根川支川『烏川・

神流川・鏑川・碓氷川』（直轄区間）の築堤年の調査結果」（甲Ｂ８４）及び大熊孝

新潟大名誉教授（以下「大熊証人」という）作成の「利根川調査報告書」（甲Ｂ８

５）並びに「利根川支川『烏川・神流川・鏑川・碓氷川』（直轄区間）の築堤年の

調査結果（嶋津暉之氏作成）への補足」（甲Ｂ８６）を見れば、改修工事はごくわ

ずかであり、利根川上流域の流出機構を変えるほど大きいものではなかったことが

判る。	 

原判決の判示は、利根川１００年史（甲Ｂ１２８）の記述を引写したに過ぎず、

証拠の検討を十分に行ったものではない。	 

(ｳ)	 八斗島上流の将来的な河道を考慮して算定されたものでないこと	 

	 	 「八斗島上流の将来的な河道を考慮して算定された将来的な計画値」という点も、

①さいたま地裁の調査嘱託の回答（甲Ｂ１２３）で明らかになった上流域での「計
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画断面」においては、「計画堤防高」などの表記は存在したが、国の河道改修計画

であるとの説明はなく、群馬県の管理区間の断面については、注記に、「群馬県の

河道計画ではなく、国土交通省が計算に使用した断面です。」とされていたこと、

②関東地整の河崎元河川部長も「河道整備の目標年次はないと思う。」（甲Ｂ１２５

の６０頁）と証言していること、③控訴人ら弁護団らの実地調査でも、そうした上

流域での堤防の嵩上げや新堤の築堤は認められなかったこと、④関東地方整備局で

は、上流域での改修を想定した１３断面のうち群馬県管理区間内の３断面について

は、当時の計算資料さえ保管していないという状態にあること、⑤関東地方整備局

が東京新聞社からの質問に対して、「断面図は計算上の仮設定である」との趣旨の

回答をしていること（甲Ｂ１２９）等の事実からは、甲Ｂ第１２３号証の「計画断

面」は、計算上便宜的に作成された「河道断面」と見るべきであり、断じて、将来

的な河道を考慮して算定された計画値と見るべきものではない。	 

イ	 判示イについて	 

(ｱ)	 基本高水流量の算定に当たって「水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の

状況」等の考慮はなされるべき事項ではないこと	 

原判決は、河川整備基本方針が、「水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開

発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整

を図って、水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定めなければならない

旨定められており（河川法１６条２項）」、洪水の防御に関する計画の基本となる洪

水である基本高水（河川法施行令１０条の２）流量の算定に当たっても「多様な事

情を考慮することが想定されているというべきである。」とするが、これは誤りで

ある。	 

河川整備基本方針には、「当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基

本方針」と「河川の整備の基本となるべき事項」が定められなければならないとさ

れているところ、基本高水は「河川の整備の基本となるべき事項」の１項目であり

（河川法施行令１０条の２）、同施行令１０条１号の「洪水、高潮等による災害の

発生の防止又は軽減に関する事項」に該当する。基本高水流量の算定に当たって考

慮すべき事項は、「過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況

並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等」（河川法

施行令１０条１号）であり、「水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況」
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等の考慮はなされるべき事項ではない。これらが考慮されるべきは、「当該水系に

係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針」の中でというのが、現河川法下

での建前なのである。	 

したがって、原判決のこの判示は、法令の解釈を誤ったものである。	 

なお、一般的な基本高水流量の算定は、まず河川の重要度に応じて計画規模（対

象降雨の降雨量の超過確率年）を決め（利根川本川の場合は、その重要度に鑑み１

／２００年とされている）、既往洪水等を検討して選定した対象降雨について流出

モデルを用いて洪水のハイドログラフを求め、これを基に既往洪水、計画対象施設

の性質等を総合考慮してなされることになっている（河川砂防技術基準）。河川の

重要度に応じた計画規模（対象降雨の降雨量の超過確率年）の決定は、政策的にな

されるが、それ以降の算定手続は、基本的には科学的知見に基づいてなされ	 るこ

とになっているのである。	 

(ｲ)	 利根川本川の基本高水流量は１/２００確率流量と観測史上最大流量のいずれか

大きい値を取ることとされていること	 

	 	 	 	 ２００６（平成１８）年２月に策定された利根川水系河川整備基本方針では、利

根川本川の基本高水流量は１/２００確率流量と観測史上最大流量のいずれか大き

い値を取ることとされている。	 

	 	 	 	 八斗島地点の基本高水流量２万２０００／Ｓは次の手順で決定されたものである。

（「利根川の治水について」－甲Ｂ１５)。	 

	 	 	 	 

①	 基本高水流量設定の考え方	 

利根川の基本高水流量は、既往最大洪水をもたらした実績降雨から推定される

ピーク流量と、２００年に１回の最大流量（１／２００の確率流量）を比較し、

いずれか大きい値を採用するものとする。	 

②	 既往最大洪水の流出計算	 

八斗島上流域における既往最大洪水は、カスリーン台風によってもたらされた

洪水である。この洪水の実績降雨を用いて、八斗島上流域について、河川整備等

の進展を考慮し、貯留関数法により、洪水調節施設がない場合の流出計算を行う

と、八斗島地点の計算最大流量は２万２０００㎥／Ｓとなった。	 

③	 １／２００の確率流量の計算	 
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利根川水系の確率流量の算定にあたっては、｢総合確率法｣を採用する。	 

総合確率法とは、任意の超過確率とそれに対応するピーク流量の関係式を作り、

この関係式を用いて計画の治水安全度（利根川本川では１／２００）の超過確率流

量を求める方法である。総合確率法では、雨量から洪水流量を算定する第１段階と、

これに基づき、洪水流量→雨量→超過確率という流れで検討する第２段階がある。	 

Ⅰ	 １９３７年から７４年までの間で八斗島地点上流域の平均３日雨量が１００

㎜以上の３１洪水を代表洪水

として選定する。そして、こ

の３１洪水を１／２００豪雨

である３１９ｍｍ豪雨（３日

間平均雨量）にまで引き伸ば

し計算する。	 

Ⅱ	 次に、引き伸ばし計算で作

成した３１個の３１９ｍｍ豪

雨に対応する３１洪水のピー

ク流量を貯留関数法により計

算する。以上が、雨量から洪

水を算定する第１段階である。	 

Ⅲ	 この結果、１／２００豪雨

である３日間雨量３１９ｍｍに対し、ピーク流量は３１与えられている。この

算定をもとに、超過確率と洪水流量の関係を整理するのが第２段階である。	 

把握すべきは、任意のピーク流量（例えば１０，０００㎥／秒洪水）は、何

ｍｍ豪雨により発生して、その該当豪雨の超過確率はいくつかという把握であ

る。この「任意のピーク流量と豪雨、対応する超過確率」の関係も３１個ある

わけだが、これを１つに整理することが必要である。この時、既に雨量統計の

処理である雨量における対応する超過確率が決まっていることを利用する（つ

まり、雨量と超過確率の関係は既に１対１関係が成立している）。	 

具体的には、任意のピーク流量に対応する超過確率が３１個あるから、その

平均をもって、当該流量に対する超過確率とする。	 
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Ⅳ	 上記Ⅲの方法で、様々

な洪水ピーク流量とそれ

に対応する超過確率の関

係が得られれば、それを

グラフ上にマッピングす

ることにより、両者の理

論式が得られる。	 

Ⅴ	 以上より、ある超過確

率流量とその時のピーク

流量を算定する関係式が

得られたので、あとはこの数式に１／２００を代入すると、ピーク流量２万１

２００㎥/Ｓという値が得られるというわけである。	 

④	 基本高水ピーク流量の決定	 

上記②の既往最大流量の計算結果と上記③の総合確率法による１／２００確

率流量を比較して、より大きい値である２万２０００㎥/Ｓを基本高水流量とし

た。	 

なお、この２万２０００㎥/Ｓが過大であることについては、後記５で詳述す

る。	 

（ｳ）小括	 

	 	 	 以上のとおり、基本高水流量の算定に当たって「水資源の利用の現況及び開発

並びに河川環境の状況」等は考慮すべき事項ではなく、また、利根川本件の基本

高水流量は１/２００確率流量と観測史上最大流量のいずれか大きい値を取るも

のとして定められているのであるから、「多様な事情を考慮することが想定されて

いるというべきである」との原判決の判示は事実誤認である。	 

ウ	 判示ウについて	 

後記のとおり、カスリーン台風時における八斗島上流域の氾濫量は１０００㎥／

Ｓに止まり、また、上記のとおり、八斗島地点の基本高水流量２万２０００㎥／Ｓ

は将来的な河道を考慮して算定された計画値とは認められないものである。したが

って、カスリーン台風時における八斗島上流域の氾濫量や将来的な河道の状況を考

慮して、将来的な計画値として採用された毎秒２万２０００立方メートルの値が直
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ちに不合理とは言えない、との原判決の判示は重要な事実について誤認したもので

ある。	 

なお、基本高水流量「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」が著しく過大であること

は、後記５で詳述する。	 

	 

４	 計画規模の洪水があっても八斗島地点には１万６７５０㎥／Ｓしか流れな

いことについて 

	 ⑴	 原判決の判示 

「上記②の点（計画降雨規模の降雨があっても、八斗島地点においては計画高水

流量である毎秒１万６５０００立方メートルをわずかに超える毎秒１万６７５０

立方メートルの洪水しか来襲しないのであるから八ッ場ダムは不要であるとの主

張）については、既に判断したとおり、毎秒２万２０００立方メートルは将来的な

河道状況を前提に計算されたものであり、これを不合理ということはできない」（９

４頁）	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 基本高水流量２万２０００㎥／Ｓは将来的な河道状況を前提に算定されたもの

とは認められないこと	 

	 	 	 上記３、⑵、アのとおり、八斗島地点の基本高水流量２万２０００㎥／Ｓは、将

来的な河道状況を前提に算定されたものとは認められないから、原判決の判示は、

事実誤認である。	 

イ	 基本高水流量「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」は過大であること	 

	 	 基本高水流量「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」は過大であることについては、

別に項を起こして後記５で詳述する。	 

	 

５	 基本高水流量「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」が過大であることについて 

	 ⑴	 はじめに 

上記３、⑵、イで述べたとおり、利根川水系河川整備基本方針中の八斗島地点の

基本高水流量２万２０００㎥／Ｓは、カスリーン台風時の降雨状況を前提に貯留関

数法によって算出されたもので、実績流量によるものではない。しかし、貯留関数

法は、洪水防御に関する計画の基本となる洪水である基本高水流量の算出のために
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用いられるものであるから、実績と乖離した流量を算出するものであってはならず、

常に実績流量によってその精度が検証されるべきものである。	 

このような観点から、控訴人らは、カスリーン台風時における八斗島地点の流量

及び上流域での氾濫量を詳細な根拠に基づき主張した。その概要は、後記⑵及び⑶

のとおりである。	 

⑵	 カスリーン台風時における八斗島地点の実績流量 

ア	 カスリーン台風時の実測流量の記録について	 

カスリーン台風は、１９４７（昭和２２）年９月１３日～１５日にかけて利根川

流域に戦後最大の洪水をもたらした。このときの八斗島地点での実測流量は不明で

あったが八斗島の上流部や下流部の実測流量から八斗島の流量を推測する方法がと

られた。上流部における実測流量は、①利根川本川では「上福島」で１５日１９時

に９２２２㎥／秒、②烏川では「岩鼻」で１５日１８時３０分に６７４７㎥／秒、

③神流川では「若泉」で１５日１８時に１３８０㎥／秒の各地点での計測記録があ

る。	 

そして、これら３地点の観測流量がそのまま単純に流下したものとして合成した

のが、１５日１９時の１万６８５０㎥／秒であった。	 

これら「上福島」「岩鼻」及び「若泉」の３地点から八斗島までの距離は、それぞ

れ約５．７ｋｍ、８．２ｋｍ、１５．４ｋｍである。そして、この区間において、

大幅な流量変動をもたらす有力河川の流れ込みはない。したがって、「論理的に」八

斗島において１万６８５０㎥／秒以上が流下したことはあり得ないのである（大熊

証人調書－甲Ｂ９４の４頁～７頁）。	 

イ	 河道貯留効果を考えた場合には最大でも毎秒１万５０００㎥が妥当	 

しかしながら、上記の１万６８５０㎥／秒は、河道貯留効果を全く考えずに単純

な足し算をした結果であった。河道貯留効果とは、河川が合流した際、河川流量が

低減する現象のことで、通常１０％～２０％は低減するとされている。これは、河

川工学の一般的な常識である（甲Ｂ９４の８頁）。	 

安芸皎一東京大学教授も、昭和２５年の群馬県の「カスリン颱風の研究」（甲Ｂ１

８）において、次のように述べている。	 

「（三河川の合流点において）約１時間位１６９００㎥/s の最大洪水量が続いた

計算になる。しかし之は合流点で各支川の流量曲線は変形されないで算術的に重ね
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合わさったものとして計算したのであるが、之は起こり得る最大であり、実際は合

流点で調整されて１０％～２０％は之より少くなるものと思われる。川俣の実測値

から推定し、洪水流の流下による変形から生ずる最大洪水量の減少から考えると此

の程度のものと思われる。」（甲Ｂ１８の２８８頁）	 

また、末松栄元建設省関東地方建設局長が監修した「利根川の解析」（昭和３０年

１２月、上巻１１２頁、１３２頁）においても、同様の記述がなされている（大熊

意見書－甲Ｂ８１の９頁）。なお、末松栄の「利根川の解析」は、九州大学の博士論

文となっている（甲Ｂ９４の８頁）。	 

さらに、富永正義元内務相技官も、雑誌「河川」（昭和４１年４月、６月、７月）

における「利根川に於ける重要問題（上）（中）（下）」において、以下のとおり述べ

ている。	 

「利根川幹線筋は上福島、烏川筋は岩鼻、又神流川筋は渡瀬（大熊注：若泉村の

大字名）に於いてそれぞれ、8,290ｍ3/sec、6,790ｍ3/sec、1,380ｍ3/sec となる。

今上記流量より時差を考慮して八斗島に到達する最大流量を推定すると、15110ｍ

3/secとなり、起時は9月15日午後8時となった。	 

之に対し八斗島に於ける最大流量は実測値を欠くから、流量曲線から求める時は

13,220ｍ3/sec となり、上記に比し著しく少ない。しかし堤外高水敷の欠壊による

横断面積の更正をなす時は最大流量は 14,680ｍ3/sec に増大し、上記の合同流量に

接近する。	 

次に川俣における最大流量は実測値と流量曲線式より求めたものとにつき検討し

た結果 14,470ｍ3/sec を得た。而して八斗島より川俣に至る区間は氾濫等により流

量の減少が約1,000ｍ3/secに達するが、一方広瀬川の合流流量として約500ｍ3/sec

が加算されるものとすれば、川俣に達する最大流量は 14,460ｍ3/sec となり、上記

のそれに酷似する。	 

更に栗橋に於ける最大は流量曲線式より 13,040ｍ3/sec、又部分観測より推定し

たものとして13,180ｍ3/secを得た。	 

之を要するに昭和22年9月の洪水に於ける最大流量は八斗島、川俣、栗橋に於い

て夫々15,000ｍ3/sec、14,500ｍ3/sec、13,000ｍ3/secに達したものと考えられる。」

（「河川（昭和４１年７月号）」－甲Ｂ２１の３４頁）	 

利根川治水の研究の第一人者である大熊証人は、以上の河川工学の先達の見解を
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支持するとともに、とりわけ、上記富永正義の指摘については、以下のように述べ

る。	 

「（昭和４１年という）17000ｍ3/秒が定着した時期に出されたものであり、それ

なりの確信をもって公表されたのではないかと考える。また、富永が示した数値は、

下流の川俣（八斗島から約32km）と栗橋（八斗島から約51km）の流量と比較してお

り、信憑性が高いといえる。17000㎥/秒とされた理由は、利根川改修改訂計画を立

案するに当たって安全性を高めるとともに、利根川上流域に戦前から要請の高かっ

た水資源開発を兼ねたダム群による洪水調節（3000 ㎥/秒分）が計画されたからで

はないかと考える。」（大熊意見書－甲Ｂ８１の９頁～１０頁）	 

このように、大熊証人も、富永と同様、カスリーン台風時の八斗島地点の最大流

量は、毎秒１万５０００㎥／秒が妥当であるとしている。	 

以上のとおり、カスリーン台風時の八斗島地点の最大流量は、１５０００㎥／Ｓ

程度と考えられる。	 

ウ	 政治的に決定された１万７０００㎥／Ｓ	 

１９４９（昭和２４）年の改修改訂計画では、計画洪水流量（基本高水流量と同

じ）は１万７０００㎥／Ｓとされた。その決定過程について、１９８７（昭和６２）

年に発行された建設省の「利根川百年史」では、１９４９年当時の議論をふまえて、

次のように述べられている（甲Ｂ７の９０６頁～９０９頁）。	 

「計画洪水流量の決定方法には、起り得べき雨量と流出率、合流時差等を種々勘

案して決定する方法もあるが、利根川のような広大な流域と多くの支川を有する河

川では、その組合せが極めて複雑で、評価が困難なこと等から昭和２２年９月洪水

の実績最大流量によって決定することとした。しかしながら、八斗島地点は実測値

がないため、上利根川（上福島）、烏川（岩鼻）及び神流川（若泉）の実測値をもと

に時差を考慮して合流量を算定することにした。」	 

①	 関東地方建設局の推算	 

「関東地方建設局では、上福島・岩鼻・若泉の最大流量を、流出係数による方

法、既往洪水の流量曲線式による方法、昭和２２年９月洪水の流量観測結果によ

る方法及び昭和１０年９月洪水の流量曲線式による４種類の方法により求め、こ

れらの結果を総合的に判断し、上福島７５００ｍ3/s、岩鼻６７００㎥/s、若泉１

４２０㎥/sと決定した。」	 
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「これより、３川合流量の最大値を１５日１９時、１５０００㎥/sとした」	 

②	 土木試験所での推算	 

「土木試験所では上福島・岩鼻・若泉における流量について、流量観測の状況、

断面・水位・浮子の更正係数等を検討し、時刻流量の算出を行った。その結果、

岩鼻・若泉の最大流量は関東地方建設局の推算とほぼ同じ値となったが、上福島

については、浮子の更正係数を０．９４として用いたため、関東地方建設局の推

算より約１７００㎥/s多い９２２２㎥/sと算出している。３川合流量については、

各観測所から３川合流点までの流下時間を考慮して求めた結果、最大流量は１５

日１９時に１６８５０ｍ3/sと算出された。」	 

「以上の検討結果より両者の間には断面積及び浮子の更正係数のとり方等に違

いが見られたが、その後関東地方建設局において再検討した結果、３川合流量は

１６８５０㎥/sになったとの報告があった。」	 

③	 政治的に決定された１万７０００㎥／Ｓ	 

「この検討結果について小委員会で審議した結果、１７０００㎥/sは信頼でき

るという意見と、烏・神流川の河幅は非常に広いため河道遊水を考慮すれば、１

６０００㎥/sが妥当ではないかとの意見があった。結局小委員会としては、八斗

島の計画流量を１７０００㎥/s とする第１案と１６０００㎥/s とする第２案の

２案を作成し、各都県に意見を聞いた結果、各都県とも第１案を望んでいること

もあって、本委員会には第１案を小委員会案として提出し、第２案は参考案とし

て提出することとした。」	 

以上の１万７０００㎥／Ｓに至る決定経過は、実際には何㎥／Ｓが流れたのか

という科学的研究をふまえて決定されたというよりは、むしろ、政治的に決定さ

れたものである。	 

なお、当時はまだ基本高水という考え方はなかったものの、その決定された１

万７０００㎥／s という流量の性格は、まさしく基本高水としての流量にほかな

らない（甲Ｂ８１の９頁）。	 

エ	 小括～実測流量からは毎秒１万５０００㎥／Ｓが妥当	 

以上のとおり、カスリーン台風時の八斗島地点の最大流量は、上流３地点におけ

る実測流量の合成及び下流における実測流量による検証の結果から、毎秒１万５０

００㎥/Ｓ程度と考えられる。	 
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⑶	 八斗島上流域の氾濫量について 

ア	 大熊意見書（甲Ｂ８１）から	 

前記のとおり、カスリーン台風時の八斗島地点の最大流量は毎秒１万５０００㎥/

Ｓ程度と考えられるが、基本高水流量を決める場合に、カスリーン台風時、八斗島

地点上流に氾濫はあったのか、あった場合にどの程度のものであったかが問題にな

る。氾濫があった場合、カスリーン台風後に八斗島上流で河川改修が行われ、氾濫

していた雨水が河道に流入するようになったとしたら、その分最大流量が増大する

からである。	 

この点、大熊意見書によれば、カスリーン台風時の上流部での氾濫面積と氾濫量

は、せいぜい数百ｈａであり、数百万㎥であるとされ、カスリーン台風再来時の氾

濫状況は、１９４７年当時と現在とでは変わりはないはずとされている。即ち、「現

地調査によれば、烏川の聖石橋～鏑川合流点間の右岸の氾濫域は現在でもそのまま

遊水地として残されている。また、昭和２２年以降築堤されたところは、利根川本

川では棚下（左岸）、敷島（左岸）、大正橋下流から坂東橋付近までの右岸、烏川で

は城南大橋上流右岸、碓氷川合流点付近などであり、氾濫が防止された面積はせい

ぜい数百ｈａであり、氾濫防止量も数百万㎥といったところであろう。すなわち、

昭和２２年当時と現在の利根川上流域での氾濫状況はほとんど変化なく、八斗島地

点の流量を増大させる要因はほとんどないと考えられる。」（甲Ｂ８１の１３頁）と

されている。	 

なお、大熊証人の「氾濫量」は、１９４７年時点と現在との比較であるから、１

９４７年時点での絶対的な氾濫面積としては、烏川の聖石橋～鏑川合流点間の右岸

の氾濫域４１０ｈａを加えることになるが、これらからしても、１９４７年当時、

毎秒４０００㎥～５０００㎥などという大氾濫は考えられず、もとより今日におい

てもそうなのである。	 

イ	 利根川百年史より	 

前述のとおり、「利根川水系河川整備基本方針」で利根川の基本高水のピーク流量

が２万２０００㎥／Ｓと決められたのは、観測史上最大であったカスリーン台風を

対象洪水として、「この洪水の実績降雨データを用いて、河川整備の進展を考慮し、

洪水調節施設がない場合を想定すると、基準地点八斗島におけるピーク流量は約２

２，０００㎥／Ｓとなる。」からだとされている。	 
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この「河川整備の進展を考慮し、」とあるのは、カスリーン台風時には、上流部で

氾濫があって、その後の河川整備の進展で氾濫量は減少し、その分河道への流下量

が増加しているのでそのため基本高水流量が増大した、という趣旨が含まれている。	 

国土交通省の主張からすれば、カスリーン台風時における八斗島地点の実績流量

と２万２０００㎥／Ｓの差の毎秒５０００㎥から７０００㎥の氾濫があったことに

なる。	 

「利根川百年史」で当たると、このような説明がなされるようになったのは、１

９６９（昭和４４）年頃のことであることが分かる。	 

１９４９年の「改修改訂計画」で計画洪水流量を１万７０００㎥と定めた事情に

ついて、次のように説明されている。	 

「……昭和２２年９月洪水の実績最大流量によって決定することとした。しかし

ながら、八斗島地点は実測値がないため、上流側（上福島）、烏川（岩鼻）及び神流

川（若泉）の実測値をもとに時差を考慮して合流量を算定することとした」（甲Ｂ７

の９０６頁）	 

この説明によれば、「実績最大流量」とあり、河道のピーク流量を基本高水に採用

しているから、明らかに「既往最大流量」を採用しているといってよい。当時は「既

往最大流量」を採用するのが大勢であったが、この説明でみる限り、上流域の氾濫

量は考慮されていない。	 

関東地方整備局は、１９６０（昭和３５）年６月、工事実施基本計画の見直しを

行うために「建設省利根川上流洪水調節計画委員会」を設置し（１１２６頁）、この

委員会をさらに発展させた「利根川流量検討会」が、１９６９（昭和４４）年に至

って、「昭和４４年計画案」というのを作成した。	 

その成果とは以下のようなものであるとされている（１１２８～２９頁）。即ち、	 

①	 昭和２２年９月洪水は上流域で氾濫しており、氾濫戻しすると八斗島の流量は

従来推定されていた１万７０００㎥／sをかなり上回るものとなった。	 

②	 治水計画の規模は１／２００程度とするのが適当である。	 

③	 八斗島における計画高水流量は既定計画と同じ１万４０００㎥／	 

Ｓとし、その超過確率を１／２００とする。	 

④	 上記のためには、既設ダムや事調中のダムのほかに新たなダムが必要で、岩本

ダムのほか烏川流域に重点的に配置する必要がある。	 
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⑤	 治水計画案は、いろいろのパターンの洪水を対策としてダム調節後の流量１万

４０００㎥／Ｓを１／２００以下とするため、流量値を特定した基本高水の概念

は必要ないと思われる。	 

この記述によると、「改修改訂計画」が策定された１９４９年当時は、上流域での

氾濫を見過ごしていたため、八斗島地点の流量１万７０００㎥をそのまま基本高水

流量に採用したが、その後の上流域の氾濫状況の検証の結果、「従来推定されていた

１万７０００㎥／sをかなり上回る」氾濫に気づいた、ということになる。	 

カスリーン台風時に上流でかなりの氾濫があったという見直しは、岩本ダムその

他のダム建設促進と共に登場してきているという事実を知ることができる。	 

「昭和４４年計画案」は、基本高水流量を決めないまま、上流域でのダム建設を

進める考え方であった。こうした治水方針があったということは、現在のように、

「２万２０００㎥」案と上流のダム建設案が不即不離のものとはされていなかった

ことが理解できる。要するに、基本高水流量を決めないままに、ともかく上流での

ダム建設を進めたいとの方針であったことが理解できるのである。	 

ウ	 河崎証言も５０００㎥／Ｓの氾濫を否定	 

関東地方整備局河川部長であった河崎和明証人は、カスリーン台風当時、八斗島

地点よりも上流の、どの地点でどれくらい溢れたかという資料が存在するかについ

ては、「昭和２２年当時、具体的に何トンあふれていたというのは、書いたものはな

い」とし（証人尋問調書（甲Ｂ１２５）１６～１７頁）、また、「残念ですが、そう

いう資料は見たことがありません。」と答えている（同２８頁）。	 

そして、河崎証人は、「別のプログラムを作れば氾濫量は出てくる」（同５３頁）

というのに、関東地方整備局は、現在までに、そうしたデータも収集していない。

そうした事実を解明する気が国土交通省にはまったくないのである。	 

そして、河崎証人は、カスリーン台風時の出水量について、原告代理人から「カ

スリーン台風の八斗島地点での実測が毎秒１万７０００㎥で、貯留関数法を使って

計算したら毎秒２万２０００㎥というのだから、同台風では上流域で５０００㎥溢

れたということになるのではないか」と質問されたが、同証人は、そうした結果は

「認めません」と答えた（同４３頁）。	 

この場合、貯留関数法の計算結果自体からは毎秒５０００㎥の氾濫が算出できな

いとしても、カスリーン台風時の降雨があり一定の河道整備がなされていれば基準
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地点の河道にピーク流量で毎秒２万２０００㎥の洪水が流れるという事実が存在し、

一方現実には、そうした河道が未整備の状況で毎秒１万７０００㎥しか到達しなか

ったのであれば、その差は「氾濫流量」と考えるのが常識であろう。河崎証人がこ

のような常識を持ち合わせていないとは考えがたいところであるから、同証人の答

弁は、「カスリーン台風時には、毎秒５０００㎥もの氾濫は認められなかった」とい

う趣旨に理解すべきこととなろう。そう理解することが全体の状況に整合する。	 

ところで、河崎証人は、カスリーン台風時には、群馬県内の八斗島地点上流域に

おいて、１万町歩以上の田畑が冠水しているとし、仮に田んぼで８０ｃｍの冠水が

あったとしたら、水田だけでも６４００万～８０００万㎥の氾濫があったことにな

ると証言している（同３９頁）。	 

たしかに、群馬県の「昭和二十二年九月大水害の實相」（甲Ｂ６８）によれば、八

斗島地点上流域での水稲や畑、桑園等の流失・埋没・冠水などの被害面積は１万町

歩以上に及ぶとされている。しかし、これらの被害面積はすべて深く冠水したとい

うことではない。山間部の傾斜地では、大雨による表流水が田畑を流したり埋めた

りすることでも被害は起こるわけであるから、これらの面積がすべて８０ｃｍの冠

水状態にあったと推計するのは専門家らしからぬ軽率な推算である。	 

エ	 八斗島上流部に大氾濫は認められない	 

利根川の上流域をくまなく丹念に現場調査をした大熊証人は、氾濫面積は、数百

ｈａの範囲内であると明言している。これに、烏川の聖石橋～鏑川合流点間の右岸

の氾濫域４１０ｈａを加えても、１９４７年当時でも、毎秒４０００㎥～５０００

㎥などという大氾濫は考えられず、もとより今日においてもそうなのである。	 

利根川水系河川整備基本方針によれば、１９８０年に基本高水のピーク流量が毎

秒２万２０００㎥と改訂されたのは、カスリーン台風後に河川整備が進展し、上流

域での氾濫の減少が下流部の流量を増加させたためであるとされている。しかし、

利根川百年史には、「氾濫戻しすると八斗島の流量は従来推定されていた１万７００

０㎥／Ｓをかなり上回るものとなった。」とあるように、１９４９年の「改修改訂計

画」が作成された時点では、上流では大きな氾濫はなかったとの認識が一般的であ

ったと推認できる。カスリーン台風時に相当の氾濫があったという見解は、１９６

９年頃、岩本ダムなどダムの増設の動きと共に、事実とは無関係に浮上したもので

ある。また、「氾濫戻し」の計算をしておきながら、具体的な数値を示していないこ
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と、記録も残されていないことなど、「氾濫戻しを行った」との記述の信憑性は著し

く低い。	 

河崎元河川部長の証言によれば、関東地方整備局は、利根川の基本高水設定の基

礎となっているカスリーン台風洪水の際の利根川上流域の氾濫流量を記録した資料

も持っておらず、見たことがないという。これまでの長い間、国土交通省が、氾濫

調査をしたことがないということは、それ自体、氾濫がそれほどの規模ではなかっ

たことを推認させる。	 

群馬県の田畑の冠水被害調査などは行われているが、氾濫流量調査は行われてい

ないようである（甲Ｂ１２５の１７頁、３９～４０頁）。前述のとおり、田畑の被害

面積をすべて冠水面積とみてこれに水深を乗じて氾濫量を推計するのは誤りである。	 

かかる状況からすると、カスリーン台風時に、烏川水系を含む利根川上流域に、

毎秒４０００～５０００㎥というような大きな氾濫自体が存在しなかったと見るべ

きである。	 

オ	 八斗島上流域での実際の全氾濫流量は毎秒１０００㎥にとどまる	 

以上述べたとおり、八斗島上流域は谷合を流れており、河道の流量の３０％とか

５０％もの河道に戻らない氾濫があるはずがなく、大熊証人らによる現地調査結果

を踏まえれば、カスリーン台風時に河道からの大規模な氾濫によって被害を受けた

地域は、高崎から下流の烏川右岸のみである。その面積は約４１０haに過ぎず、氾

濫量は氾濫水深を２ｍと「大きく見積もって９００万㎥程度」（甲Ｂ８１の１２～１

３頁）であり、９００万㎥の氾濫量に相当する最大氾濫流量は毎秒４５０㎥以下で

ある。実際の氾濫水深は２ｍよりもずっと小さいから、氾濫量では９００万㎥、全

氾濫流量では毎秒４５０㎥よりもずっと小さくなるはずである。しかし、安全側に

立って、上記以外の氾濫地の氾濫量などをかなり大きめに加味しても、実際の氾濫

は、どんなに多くても氾濫量では２０００万㎥、全氾濫流量では毎秒１０００㎥に

とどまると見るべきである。	 

カ	 氾濫量に関する原判決判示の誤り	 

原判決は、カスリーン台風時における八斗島上流域の氾濫量について、次のよう

に判示している。	 

「八斗島上流域の氾濫量について見れば、上記大熊孝の調査結果及びその後の現

地調査を前提としたとしても、カスリーン台風による八斗島上流域における広範な
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田畑の冠水被害が報告されていることからすると、八斗島上流域において氾濫が起

こり得ることは否定し難いものであり、	 	 また、上記基本高水流量の算定に当た

っては、カスリーン台風時における実績降雨を前提にしつつも、多様な降雨パター

ンを想定した上で基本高水流量の算定がされているものであって、カスリーン台風

とは異なる降雨パターンにおいても八斗島上流域の氾濫量が毎秒１０００立方メー

トル程度に過ぎないとまで認めることはできない。また、カスリーン台風時の八斗

島地点の洪水流量については、毎秒２万２０００立方メートルが当時の洪水流量を

前提とするものでないことも上記説示のとおりである。」（９４～９５頁）	 

	 	 「上記基本高水流量の算定に当たっては、カスリーン台風時における実績降雨を

前提にしつつも、多様な降雨パターンを想定した上で基本高水流量の算定がされて

いる」との判示及び「カスリーン台風時の八斗島地点の洪水流量については、毎秒

２万２０００立方メートルが当時の洪水流量を前提とするものでないことも上記

説示のとおりである。」との判示は、前記３、⑵、イ、(ｲ)で述べた利根川本川の基

本高水流量の設定の方法、すなわち、①既往最大洪水をもたらした実績降雨から推

定されるピーク流量と、②２００年に１回の最大流量（１／２００の確率流量）を

比較し、いずれか大きい値を採用するものとされ、具体的には①によって算定され

た２２，０００㎥／Ｓが採用された事実を知らないものである。	 

	 	 ①の既往最大洪水をもたらした実績降雨から推定されるピーク流量が、多様な降

雨パターンを想定したものでないことは火を見るより明らかであるし、毎秒２万２

０００立方メートルが、カスリーン台風時の実績降雨を前提にした八斗島地点の洪

水流量の推定値であることもまた同様だからである。	 

八斗島上流域の氾濫量を問題にするのは、カスリーン台風時における実績ピーク

流量がどの程度であったかを把握し、これと実績降雨から貯留関数法によって算定

されるピーク流量を比較して、流出モデルの精度を検証するためであるから、問題

とされるべきはあくまでカスリーン台風時における氾濫量なのである。	 

	 	 しかるに、原判決は、「八斗島上流域において氾濫が起こり得ることは否定し難

いものであり」とだけ述べて、カスリーン台風時における八斗島上流域での氾濫量

を確定することもせず、また、カスリーン台風とは異なる降雨パターンにおける八

斗島での氾濫量についても、何ら具体的な検討もせずに、「カスリーン台風とは異

なる降雨パターンにおいても八斗島上流域の氾濫量が毎秒１０００㎥に過ぎない
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とまで認めることはできない。」と判示しており、論理の体をなした判断とは言い

難いものである。	 

原判決には上記の事実誤認だけでなく、カスリーン台風時における氾濫量の判断

を怠った判断の脱漏もあるのである。	 

⑷	 カスリーン台風洪水のピーク流量 

以上のとおり、カスリーン台風時の八斗島地点の推定流量は毎秒１万５０００㎥

に過ぎず、且つ、実際の全氾濫量は毎秒１０００㎥に止まる。八斗島上流部でのこ

うした氾濫量を考慮しても、洪水ピーク流量は、計画高水流量とほぼ同等の毎秒１

万６０００㎥程度にしかならない。	 

基本高水流量「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」はこのような合理的に推定され

る実際のピーク流量に比して明らかに過大であり、このことは、この値そのものに

重大な瑕疵があることを推測させるものである。	 	 	 

そして、カスリーン台風時の出水状況と今日のそれでは、大差があるわけではな

く、現在は既設６ダムで毎秒１０００㎥程度の流量調節が可能となっているのであ

るから、「既往最大洪水」としての同台風を対象として治水対策を講ずるのであれば、

現在以上のダムは不要だということになることは明らかである。八ッ場ダムは要ら

ないのである。	 

	 

６	 流出計算モデル（貯留関数法）及び総合確率法による計算が非科学的である

ことについて 

	 	 ⑴	 原判決の判示 

	 「原告らが主張するとおり、平成１４年に国土交通省が開示した資料と比べて平

成１７年１２月の国土交通省社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検

討小委員会における資料では、昭和３３年及び昭和３４年の実績流量と計算流量の

値が一致すること、流出計算モデルの検証に用いた昭和３３年、昭和３４年、昭和

５０年及び平成１０年の降雨量が計画降雨３１９ミリメートルの５２パーセント

ないし６２パーセントであることが認められるほか、上記認定事実によれば、流出

計算モデルによって過去に八斗島地点の基本高水流量が毎秒２万６０００立方メ

ートルと算定されたことが認められる。しかし、原告らが主張する上記各事実をも

っても、国土交通省の計算過程において数字操作がなされたとまで認めることはで
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きず、数字操作が行われる可能性を指摘するに過ぎないと言わざるを得ないし、ま

た、八斗島上流域の氾濫量が毎秒１０００立方メートルであったとも認めることは

できないから、流出計算モデルによる計算結果が客観的状況と矛盾するということ

はできないものであって、流出計算モデル（貯留関数法）が非科学的だということ

はできない。そうすると、流出計算モデル（貯留関数法）が非科学的であることを

前提にして、総合確率法が非科学的であるということもできない。」（９６頁）。	 	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 数字操作が行なわれる可能性を指摘しながら、数字操作がなされたとまで認める

ことはできないとする判示の不当性	 

原判決は、国土交通省が２００２（平成１４）年１月に衆議院議員に提出した資

料（甲Ｂ７０）では、昭和３３年、３４年洪水の実績流量と計算流量は乖離があり、

実績流量を計算で再現できたとは到底言えるものではなかったが、２００５（平成

１７）年１２月の国土交通省社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討

小委員会の資料（甲Ｂ７２）では、昭和３３年、３４年洪水の実績流量と計算流量

はぴったり一致していることや、貯留関数法という同じ手法で流出計算を行っても、

係数や定数を若干変えることによって、ピーク流量が「２万６０００㎥／Ｓ」とさ

れたことがあることを認めた。これに対して、被控訴人や国土交通省からは合理的

な説明はなされなかった。しかも、国土交通省は、当時、控訴人らが、これを国民、

住民の立場でチェックするに必要な流域分割図や河道分割図の開示も拒否してい

た。このような事実関係のもとでは、国土交通省の計算過程において数字操作がな

されたと認定するのが、通常の裁判実務でなされている事実認定である。	 

しかしながら、原審裁判官らは、何故かこのような当たり前の事実認定すら回避

した。行政に対するチェック権限の放棄であり、司法権の自殺にもつながりかねな

い行為であって許されるべきではない。重ねて、控訴審においては、現憲法下にお

ける司法の役割を認識し、予断を排し、法と事実のみに従った判断をされるよう望

む次第である。	 

イ	 貯留関数法も総合確率法も非科学的な計算手法であること	 

そして、このような数字操作を可能とする流出計算モデル（貯留関数法）は非科

学的であり、この非科学的な流出計算モデル（貯留関数法）を使用する「総合確率

法」もまた非科学的な計算手法であるとするのが、これまた合理的推論である。す



142 
 

なわち、国土交通省のもう一つの検証手段とされる「総合確率法」は、科学的根拠

が不明である上に、統計処理の基礎に置かれている流出計算は、同じ貯留関数法を

用いているのであるから、「総合確率法」によって別の側面から「カスリーン台風

再来計算」の信頼性が上がるというものではない。そして、「流量確率法」も、一

般論としては否定されるべきものではないとしても、統計処理の基礎資料たる個々

の流量データは、「実績流量」ではなく、国土交通省の問題のある計算流量である

から、これも「カスリーン台風再来計算」の信頼性を上げる資料とはなっていない。	 

	 	 八斗島地点基本高水流量２万２０００㎥／Ｓが、前記４、⑵、エで述べた実績流

量と乖離しているのも、非科学的な手法によって算出されたからに他ならない。こ

のような非科学性、恣意性のある計画手法によって作出されている「２万２０００

㎥／Ｓ」計画は、「カスリーン台風の実績最大洪水流量１万７０００㎥／Ｓ」を改

訂するだけの合理性を持ち得ないものである。	 

前記２、⑵で述べた八ッ場ダムの建設に関する基本計画の根拠となる利根川水系

河川整備基本方針の策定手続において、「基本高水についてしっかりと平成１７年

に検証をしていなかった」ということの理由には、このような流出計算モデル（貯

留関数法）の精度の問題もあったのである。	 

ウ	 氾濫量が毎秒１０００㎥であったとも認めることはできないとする点について	 

また、「八斗島上流域の氾濫量が毎秒１０００立方メートルであったとも認める

ことはできない」とする点については、前記４、⑵、ウで述べたとおり、事実誤認

がある。	 

	 

７	 森林土壌が有する貯留効果について 

	 ⑴	 原判決の判示 

「国土交通省が八斗島地点の基本高水流量を算定するに当たって採用した飽和

雨量４８ミリメートル及び一時（ママ）流出率０．５という値は、森林のない土壌

を前提とした数値であることが認められる。しかし、証拠（甲Ｂ１２７）によれば、

カスリーン台風をはじめとする治水上問題となる洪水においては、森林土壌が有す

る貯留効果に顕著な効果は期待できないとも指摘されていることが認められるこ

とからすると、森林土壌が有する貯留効果が流量に与える影響は不確定であること

が認められる。したがって、洪水防御に関する計画の基本と基本高水の流量の算定
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に当たって、その効果が不確定な森林土壌の貯留効果を考慮しなかったことが、不

合理ということはできない。」（９６頁～９７頁）	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 貯留関数法とは	 

八斗島地点基本高水流量２万２０００㎥／Ｓの算出に使われた貯留関数法とは、

以下のような流出解析手法である（甲Ｂ１３４）。	 

	 	 	 「貯留関数法とは、流域内に降った雨がその流域に貯留され、その貯留量に応じて

流出量が定まると考えて、流出量を推計する流出解析の手法である。具体的には、

流出量を求めようとする地点（利根川では八斗島地点）の上流を支川の合流などを

考慮して幾つかの小流域と河道に分割する。分割した小流域や河道をつなげていっ

てモデル化し、このモデルに降雨を与え、小流域や河道での貯留量に対して、それ

らの時間差を考慮しながら流出量を計算していき、その流出量を上流から下流へと

引き渡し、合流させていく。このような計算を各時間毎に行い、最終的に求めよう

とする地点の流出量を計算するという手法である。」	 

貯留関数法による流出解析においては、「飽和雨量」と「一次流出率」などが重

要なパラメータとなる。	 

「飽和雨量」とは、流域の森林土壌がどれくらいの水分を保留することができる

のかという水分保留量の大きさのことであり、「雨が降り始めてから、流域が飽和

状態になるまでの累加雨量」である。	 

「一次流出率」とは、降った雨が地表面や地中を通って河道へ向かう割合のこと

であり、「降った雨に対する流出量の割合」ということになる。	 

飽和雨量が大きいと、降った雨は森林土壌へ貯留されて河道への流出が遅れるか

らピーク流量を低減させる効果を持つ。そして、一次流出率が低い流域では、初期

の降雨の河道への流出を遅らせるから同様の効果を持つ。降った雨は流域でも、ま

た河道でも貯留されるから、貯留関数法では、流域での貯留分と河道での貯留分と

を分けて計算する。	 

「飽和雨量」と「一次流出率」のほかに、河道への流出を規定する定数として、

「Ｐ」、「Ｋ」そして、「遅滞時間」という定数が組み込まれている（甲Ｂ１２３）。	 

	 	 	 	 このように、貯留関数法には流域の森林土壌の機能を反映させるべくパラメータ 

	 	 	 が折り込まれている。	  
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イ	 国土交通省も、森林土壌の貯留効果を算定可能なものと見ていること	 

控訴人らは、原審が結審した時点においては、さいたま地裁の調査嘱託に対する

関東地方整備局の回答（甲Ｂ１２３）しか情報がなかったことから、国土交通省が

八斗島地点の基本高水流量２万２０００㎥／Ｓ算定の流出計算モデルの検証に用

いた「飽和雨量」と「一次流出率」はそれぞれ、４８㎜、０．５であると認識して、

主張立証を行った。	 

ところが、結審後である２０１０（平成２２）年１０月１２日の衆議院予算委員

会において政府委員は、流出計算モデルの検証に用いた昭和３３年、昭和３４年、

昭和５０年及び平成１０年の４洪水の流出流量の再現計算においては、飽和雨量の

値は、それぞれ、３１㎜、６０㎜、１１５㎜、１２５㎜である旨答弁した。	 

この値の是非は別として、このように、飽和雨量を年々増加させてきたことは、

国土交通省も、森林土壌の貯留効果は、不確実なものではなく算定可能なものであ

ること、森林の生長にしたがって森林土壌の貯留効果が高まること、しかもその効

果は近年では相当な値となっていることを認めていることを示している。	 

したがって、原判決の「森林土壌が有する貯留効果が流量に与える影響は不確定

であることが認められる。」との判示も、「洪水防御に関する計画の基本と基本高水

の流量の算定に当たって、その効果が不確定な森林土壌の貯留効果を考慮しなかっ

た」との判示も、事実に反したものであることが明白である。	 

	 	 ウ	 飽和雨量の上昇がピーク流量の低減に直結することについて 

国土交通省や日本学術会議は、飽和雨量が大きくなっても、ピーク流量に変化は

及ばないというが、これは誤りである。以下では、飽和雨量の上昇は、ピーク流量

の低減に直結する流域の貯留能力を大きく上昇させる重大な要因であることを論証

する。	 

	 流域に降った雨が森林土壌に一時貯留される。ではどれくらい貯留されるのか、

以下検討する。	 

	 貯留関数法による河川流出量の計算では、対象流域（小流域）を、「浸透域」と「流

出域」に２区分して処理する方式が一般的である。現に、利根川でも現行モデルは、

この浸透域・流出域に二分するモデルを採用していた。この浸透域・流出域モデル

を示すと、次のとおりである。	 



145 
 

流出域
A１

浸透域A2

降雨

飽和
雨量

斜線部が、
タンク貯留量

	 

	 モデルの意味は、「流出域」ではタンク下部に流出口がついているから、降った雨

は直ちに河道へ出ると扱い、流出量を計算する。他方、「浸透域」では飽和雨量を超

えた地点に流出口がついているから、浸透域に降った雨は飽和雨量に達するまでは

流出せず、流域に貯留されると扱われる。	 

	 このように、スタンダードな貯留関数法では流域を立体２槽タンクにモデル化す

るから、このモデルに基づけば、流域貯留量を定量的に把握することが可能になる。

すなわち、浸透域のタンク貯留部分は「底面積×高さ」として算出される。そして、

図にあるとおり、飽和雨量がこの高さに相当する。	 

	 では、底面積はどうか。貯留関数法では、流出域が当該流域の総面積に占める割

合を１次流出率ｆ１と呼ぶ。従って、他方の浸透域が当該流域の総面積に占める割

合は（１－ｆ１）となる。この浸透域の比率を同流域の総面積にかければ、流域内

の浸透域面積、つまり貯留タンクの底面積がわかる。なお、以降の議論ではこの浸

透域の面積率を「保水率」とよぶ。	 

	 以上より、上で示したタンク貯留部（斜線部）の大きさは、	 

	 	 	 	 	 	 流域面積×（１．０－ｆ１）×飽和雨量＝流域貯留量	 

として計算されることがわかる。	 

	 このようにして計算された容量は、流域の貯水プールの大きさを表す指標と理解

してよい。そして、この大きさは飽和雨量の大きさに規制されることも自明のこと

である。	 
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８	 日本学術会議による「八斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」の検証について 

	 	 ⑴	 日本学術会議の回答 

	 	 ア	 日本学術会議の検討経過 

前記２で述べた馬淵国土交通大臣の指示によって、「八斗島地点２万２０００㎥／

Ｓ」の検証が開始され、国土交通省河川局長から、２０１１（平成２３）１月、利

根川水系の基本高水ピーク流量の検証を依頼された日本学術会議は、内部に河川流

出モデル・基本高水評価検討等分科会を設けて審議を行ってきたが、同年６月２０

日、同分科会は、約半年間の検証結果を、「回答骨子４（案）」（第１１回分科会配付

資料１２）として公表し（甲Ｂ１６８、以下「回答骨子」という）、同年９月１日、

日本学術会議名で、「回答	 河川流出モデル・基本高水の検証に関する学術的な評価」

（甲Ｂ１６７、以下「回答」という）を公表した。学術会議は、この「回答」に対

する一般からの質問を受け付け、同年９月２8 日、一般説明会を開催した。この説

明会では、関係資料（甲Ｂ１８２、回答「河川流出モデル・基本高水の検証に関す

る学術的な評価―公開説明（質疑）－」以下「公開説明（質疑）」という）の配付も

なされ、分科会の小池俊雄委員長をはじめとする分科会委員の「回答」執筆陣が自

己の担当部分について回答にあたった（甲Ｂ１８３、公開説明会「河川流出モデル・

基本高水の検証に関する学術的な評価」議事録、以下「議事録」という）。	 

イ	 日本学術会議の検討結果	 

その結論は、現在のピーク流量「八斗島地点毎秒２万２０００㎥」を追認するに

等しいものであり、かつ、八斗島地点における実績流量と計算流量とが大幅に乖離

する判断を示しながら、その乖離について説明はないに等しいというものであった。	 

すなわち、「回答」では、「５	 結論」において、利根川の基本高水のピーク流量

の算定を検証した結果として、「国土交通省の新モデルによって計算された八斗島地

点における昭和２２年の既往最大洪水流量の推定値は、21,100㎥／Ｓの－０．２％

～＋４．５％の範囲、２００年超過確率洪水流量は22,200㎥／Ｓが妥当であると判

断する。」（２０頁）とした。しかし、その一方で、後記⑵のとおり、昭和２２年洪
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水の八斗島地点での実績流量は毎秒１万７０００㎥と推定されているとしたが、計

算流量との差、毎秒４０００㎥の乖離については、ごく一部の計算事例をもってピ

ーク流量の低下の解説を行ったものの、毎秒４０００㎥の説明はなされなかった。

計算流量に対する唯一最良の検証手段たる実績流量の究明作業はもともと作業予定

に組まれていず、計算流量と実績流量との対比という検証は行わないというもので

あり、両者の間の大きな乖離の説明もなし得ないままの報告となったのである。	 

ウ	 日本学術会議の検討の前提	 

なお、国土交通省や「回答」のピーク流量の貯留関数法に基づく推計方式（新モ

デル）は、利根川上流域を４区分し、吾妻川流域を除いて、３流域（奧利根、烏川、

神流川）の飽和雨量を１３０～２００ｍｍと設定し、これを超えた雨量は全量河道

へ流出するという条件の下に流出計算が行われている。その結果が「八斗島地点毎

秒２万１１００㎥」なのである。	 

	 

  ⑵ 日本学術会議の「回答」の不合理さ～あり得ない「河道貯留で毎秒４０００

㎥のピーク低減」 

  ア 計算流量と実績流量との差についての説明 

	 	 	 過去の大洪水の流出解析を行うという場合には、当該洪水時の降雨量から流出計算

を行うと共に、その計算結果と実績流量と比較対照して流出モデルの検証が行われる

のが常である。通常は、降雨からの計算流量と基準点での観測流量とは概ね一致する

はずである。この両者に大きな乖離があるときは、上流部に大きな氾濫があったか、

あるいは計算流量に誤りがあったか、ということになる。利根川水系の基本高水は、

既往最大洪水であるカスリーン台風洪水のピーク流量を想定して設定されているので

あるから、利根川の基本高水のピーク流量の検証であってみれば、計算流量と実績流

量とを整合的に認定し、もし、乖離があるときは、その乖離の説明が合理的になされ

るのでなければ、検証の名に値しないことは言うまでもないことである。 

計算流量「２万１１００㎥／Ｓ」と実績流量「１万７０００㎥／Ｓとの差について、

回答の「６	 附帯意見」では、次のように述べられている。	 

「既往最大洪水流量の推定値は、上流より八斗島地点まで各区間で計算される流量

をそれぞれの河道ですべて流しうると仮定した場合の値である。一方、昭和２２年洪

水時に八斗島地点を実際に流れた最大流量は 17,000 ㎥／Ｓと推定されている[６]。
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この両者の差について、分科会では上流での河道貯留（もしくは河道近傍での氾濫）

の効果と考えることによって、洪水波形の時間遅れが生じ、ピーク流量が低下する計

算事例を示した。既往最大洪水流量の推定値、およびそれに近い値となる２００年超

過確率洪水流量の推定値と、実際に流れたとされる洪水の推定値に大きな差があるこ

とを改めて確認したことを受けて、これらの推定値を現実の河川計画、管理の上でど

のように用いるか、慎重な検討を要請する。」（２１頁）	 

以上の記述を分科会の結論であるとするならば、分科会は、昭和２２年９月のカス

リーン台風洪水の八斗島地点の実績洪水は毎秒１万７０００㎥と推定されているが、

分科会の計算流量である毎秒２万１１００㎥との差、毎秒約４０００㎥は、「河道貯

留（もしくは河道近傍の氾濫）の効果」と説明するものである。	 

イ 「河道貯留（もしくは河道近傍の氾濫）の効果」とはどのようなものか 

９回分科会配布の資料５「氾濫に伴う河道域の拡大がハイドログラフに	 

及ぼす影響の検討」（甲Ｂ１７６）に掲示されている「図２－増水	 

期における水位と流水断面の関係」という河道断面図（５頁）を下に示す。	 

同図は、烏川下流部の概念図的な断面図である。この図は洪水時には、低	 

水敷の水位が上昇し増水して高水敷に及び、さらに増水すると堤防を越え	 

るなどして氾濫域に溢れる、という状況を示している。	 

	 

	 

	 	 前記「氾濫に伴う河道域の拡大がハイドログラフに及ぼす影響の検討」（甲Ｂ１
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７６）では、次のように解説している。	 

	 	 	 	 「増水期においては、水位が現況堤防高（８２ｍ）に達するまでは、河道域（低

水敷、高水敷）だけが河道になるが、その後、氾濫域が河道の一部となり、氾濫域

の水位が現況堤防に達した後は、河道域と氾濫域が一体となって河道を形成するも

のとした。」（２頁）とされている。	 

下の図は、控訴人ら代理人において、上の図に若干の加工を施したものである。

図に①と表示した部分の増水分は、貯留関数法で通常の河道貯留分として織り込

まれている部分であり、②の部分（斜線部分）は分科会がいう「河道域の拡大と

河道貯留」ということになる。	 

	 

	 	 	 	 

一般説明会において、田中丸治哉委員は、「貯留関数法で織り込み済みの河道貯留

と、分科会が附帯意見でいうところの河道貯留はどこが違うのか」（議事録－甲Ｂ１

８３の１７頁）について、解説を行っている（同１８頁）。要するに、河道に沿って

の氾濫流を想定し、そこでの氾濫流を「河道域の拡大」と呼び、この河道の拡大域

での流量を「河道域の拡大と河道貯留」としている扱いを説明したものであろう。	 

結局、分科会の主張するメカニズムといえども、河道外での氾濫であることに変

わりはないということである。	 	 

ウ 「回答」では毎秒約４０００㎥もの乖離を説明できない	 

計算流量よりも毎秒４０００㎥も小さくなったというのであれば、それは上流部

① ② 
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で大きな氾濫があったという以外には考えがたいのであるが、「回答」は、「この両

者の差について、分科会では上流での河道貯留（もしくは河道近傍での氾濫）の効

果と考えることによって、洪水波形の時間遅れが生じ、ピーク流量が低下する計算

事例を示した。」（２１頁）とし、その「計算事例」については、次のように説明し

ている。即ち、「昭和２２年の洪水事例について、データの利用が可能な一部河道に

ついて、河道域の拡大と河道貯留が洪水ピーク流量に与える影響を分析した。図７、

表３に示すように、ある河道（Ｋ）での河道域の拡大と河道貯留によって洪水ピー

ク流量が低下し、時間遅れが発生するために、別河道（Ｍ）と合流後の岩鼻地点の

洪水ピーク流量が低下し、その結果八斗島地点の流量も低下することが示された。

この感度分析結果より、昭和２２年の洪水では、大規模氾濫とまではいかなくても、

河道域の拡大と河道貯留によって、八斗島での実績流量が計算洪水流量よりも低く

なることが示唆された（詳細は参考資料１３を参照）。」としている（１５頁）。	 

「回答」がここで説明しているのは、烏川下流部右岸での河道近傍での氾濫であ

るが、ここでの氾濫によるピークの低減効果は毎秒６００㎥に過ぎない（「回答」１

５頁の「表３	 各地点の計算ピーク流量」）。「詳細は参考資料１３を参照」とあるが、

参考資料１３（甲Ｂ１７６－第９回分科会配付資料５「氾濫に伴う河道域の拡大が

ハイドログラフに及ぼす影響の検討―河道Ｋ（烏川・碓氷川合流点～烏川・鏑川合

流点）」３頁「表―１」）を参照しても、毎秒４０００㎥もの乖離を説明するもので

はない。これ以外には、「河道貯留（もしくは河道近傍の氾濫）の効果」は説明がな

いのである。	 

第９回の分科会の審議でも、担当委員からは、同配付資料５（「回答」の参考資料

１３と同じ）の説明があった後、「この結果は、八斗島地点の実際のピーク流量が

17,000㎥／Ｓとなった原因のひとつとして、氾濫にともなう河道域の拡大と河道貯

留の増大が挙げられることを示している。」（甲Ｂ１７９－第９回分科会議事録３頁）

と説明されていた。そして、６月２０日付の「回答骨子」（甲Ｂ１６８）では、「昭

和２２年の洪水について、データの利用が可能な一部河道について、河道貯留（も

しくは河道近傍の氾濫）の効果を考えると、算定された洪水波形が時間的に遅れ、

またピークも低下して、観測流量に近くなることが示された。（中略）八斗島では実

績流量が計算流量より低くなることは十分に考えられることが示された。」（５～６

頁）などと記述し、烏川右岸の一例の氾濫の検討で、毎秒４０００㎥のピーク流量
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の低下がすべて説明されたかのように解説していたが、その実態は最大限度の説明

として、４０００分の６００しか説明ができないのである。このような経過を経て、

「回答」では、先のとおり、「この感度分析結果より、昭和２２年の洪水では、大規

模氾濫とまではいかなくても、河道域の拡大と河道貯留によって、八斗島での実績

流量が計算洪水流量よりも低くなることが示唆された」（１５頁）との説明に変わっ

ており、「河道貯留の効果」は、大幅に後退、縮小している。「河道貯留の効果」は、

ピーク流量が低くなることを示唆するに過ぎないというのであるから、ピーク流量

が低くなる本当の原因はまだ模索中だということなのであろう。これでは、計算流

量と実績流量との乖離については説明したことにならない。	 

 	 以上は実績流量を１万７０００㎥／Ｓを前提とした話しであったが、前記５、⑵

のとおり、実績流量は１万５０００㎥／Ｓ程度と見るのが相当であるから、実績流

量と計算流量との乖離は６０００㎥／Ｓに及ぶ流量だということになる。日本学術

会議のいう「河道域の拡大と河道貯留」で説明のつく乖離ではないのである。 

  エ ピーク流量毎秒４０００㎥の差は氾濫量で７０００万㎥を越す	 

河道貯留というのは、洪水時に河道の水位が上がりその分河道がプールのような

役割を果たして貯留量が増大することを言うのであり、その分洪水の流下も遅れる

ことになる。しかし、このことは、貯留関数法の計算の中に当然に織り込まれてい

る。それ故、河道貯留が起こるから実績流量は計算流量よりも大幅に（２０～３０％）

小さくなるなどということはあり得ないことである。 
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「回答」の計算流量

である毎秒２万１１０

０㎥、あるいは国土交

通省がいう毎秒２万２

０００㎥と、八斗島地

点での実績流量・毎秒

１万７０００㎥との差

がどれだけあるのかに

ついて、ハイドログラ

フを点検すると次のよ

うになる。毎秒１万７

０００㎥と毎秒２万２

０００㎥との八斗島地

点でのハイドログラフ

は右図のようになる

（嶋津氏作成）。 

その流量差は、少な

く見積もっても７０００万～９０００万㎥となるものである（甲Ｂ１８１、大熊新

意見書２～３頁）が、これが「河道貯留の効果」で説明がなし得る流量であるはず

がない。 

分科会はこうしたハイドログラフの違いが示す事実についても、何の検証も行っ

ていないのである。分科会は自己が目指す方向に不都合な事実には審議を回避する

意図があるのではないか、との疑いを払拭することができない。「回答」は、上流域

での「大氾濫」には否定的である。しかし、総氾濫量では、先に見たとおり、７０

００万㎥を超える水量となる。だから、計算流量の毎秒２万１０００～２万２００

０㎥が間違いないものならば、八斗島上流域には大氾濫が起きていなければならな

いのである。	 

 	 ⑶	 日本学術会議の「回答」の不合理さ～未確認の流出計算手法で算出された

２万１１００㎥／Ｓ 

	 	 ア	 カスリーン台風洪水のパラメータは中規模洪水のデータを転用したもの 
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	 日本学術会議の毎秒２万１１００㎥というピーク流量は、前述したように実績流

量の確認という事実面からの裏づけを欠いたものであったが、それだけでなく、以

下に述べるとおり、計算手法そのものに重大な欠陥があるのである。	 

	 分科会のカスリーン台風洪水のピーク流量「毎秒２万１１００㎥」という計算は、

利根川の過去の最大流量が毎秒５０００㎥程度以上の洪水の再現計算から取り出さ

れたパラメータ（特に、「ｋとｐ」）を、そのままカスリーン台風降雨規模の洪水に

適用して計算したものである。 

	 利根川では、八斗島地点でピーク流量・毎秒５０００㎥程度から毎秒１万㎥程度

の洪水は、カスリーン台風後で１０例を数える。過去の洪水での実績があると貯留

関数法による流出計算において、取り込むパラメータ（飽和雨量。そして「ｋ」、「ｐ」

など）は、計算結果から検証が可能であるから一定の信頼性を備えることができる。 

	 しかし、観測データがない規模の洪水については、用いたパラメータは観測流量

からの検証ができないのであるから、そうした洪水の予測計算や再現計算結果の信

頼性は容易には担保されない。小流域単位では、計画降雨規模の降雨が降ることは

珍しくはない。そうした単位での降雨と流出の関係をたどっていけば降雨の河道へ

の流出状況のデータも探れるのである。学術会議は、こうした努力はしなかった。 

	 	 イ	 学術会議の計算技法は適用できるか未確認の手法である 

このように中規模洪水から得られたパラメータ（特にｋ、ｐ）を２倍以上の降雨

規模の洪水にそのまま採用することについては、「回答」自身がその正当性を主張す

ることを留保している。即ち、「１０，０００㎥／Ｓ程度のチェックのみでは、昭和

２２年の２０，０００㎥／Ｓ程度の洪水に対して適用可能かどうかの確認はできて

いないことを附記する。」（１６頁）としているのである。 

そして、ほぼ同旨の評価は、９月２８日の一般説明会での「公開説明（資料）」（甲

Ｂ１８２）にも記述されている（９頁）。即ち、「既存のデータを用いて構築した流

出モデルやパラメータの値が、異なる規模の洪水、特にこれまで経験したことのな

いような大洪水を信頼性をあわせて予測することは極めて重要な課題ですが、世界

的にも未解決の課題です。」（９頁	 論点６・スライド１８）としている。 

日本学術会議は、世界的にも未確認の技法で流出解析を行ったことを臆面もなく

宣言しているのである。 

	 こうした分科会のやり方に対しては、第８回の分科会では、委員の中からも問題
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点が指定されていて、小池委員長は、「国土交通省、分科会委員のいずれかが検討し

なくてはならない。」（６頁）と発言していたのである。しかし、その検討をしない

まま、結局、適用可能かどうか「確認はできていないことを附記する」としたので

ある。	  

	 	 ウ	 中規模で推定したパラメータで大洪水を計算すると過大な流量となること 

一般説明会で説明に当たった立川康人委員は、第９回分科会配布の補足資料とし

て提出されていた国土交通省の「資料２」の「表３	 八斗島地点の相対的なピーク

流量の差異」（甲Ｂ１８６）に搭載されているデータについて、「この資料は国土交

通省で、中規模洪水でｋ、ｐを推定して、それを用いて大洪水を設定したとき、ど

のようなピーク流量になるかということを試算された結果です。この結果を見ます

と、中規模洪水で計算したときのｋ、ｐを使うと、少し洪水流量を過大に評価する

という傾向が見えます。」（議事録－甲Ｂ１８３の１６頁）と述べた。 

この「表３」を下に示すが、立川委員が説明している「洪水流量を過大に評価す

る」という事例は次のようである。即ち、この表には、「③中規模程度の洪水による

ＫＰ」を用いて毎秒１万㎥クラスの１９９８（平成１０）年９月洪水の再現計算を

行うと「実績流量９７６９㎥／Ｓが１０，６９９㎥／Ｓ」となって「９．５％増」

（⑤の欄）となる事実が示されている。そして、同様に、毎秒８千㎥クラスの洪水

の１９８２（昭和５７）年９月洪水の再現計算を行うと、同洪水では「実績流量８

２５４㎥／Ｓが９０４７㎥／Ｓ」となって「９．６％増」（⑤の欄）となるとの事実

が示されている。 

立川委員は、こうした例について解説したものであるが、この事例で「中規模洪

水」とされているのは、解析地点ごとに最大流量の半分程度の流量を目安とした洪
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水で、こうした規模の洪水で定数を定めて、最大流量規模の洪水の再現計算を行っ

た場合に１０％程度の過大な計算結果が出ているのである。そこで、八斗島地点で

の実績流量毎秒１万７０００㎥としているカスリーン台風の再現計算を中規模程度

の洪水で得た「ＫとＰ」の値で行えば、この過大に出る傾向はさらに増幅すること

になるのではないか。まして、毎秒２万２０００㎥クラスとなれば、一層増幅する

のではないか。分科会ないし学術会議は、こうした疑問には具体的な回答を示して

いない。 

	 こうした手法の欠点は、小池委員長も認めるところである。即ち、同委員長は、

新モデルについて、「再現性は非常によいという結果となり、新モデルの頑健性が確

認された次第です。ただし、私たちが確認できるのは、１万㎥／Ｓの洪水のみでし

て、昭和２２年、２万㎥／Ｓを超えるというような洪水に対して、使用可能である

かどうかの直接の確認はできておりません。」（議事録－甲Ｂ１８３の８頁）として

いるのである。	 	  

このような状況にあるのに、「１０，０００㎥／Ｓ程度のチェックのみでは、昭和

２２年の２０，０００㎥／Ｓ程度の洪水に対して適用可能かどうかの確認はできて

いない」（回答１６頁）と明示して、中規模洪水のパラメータを用いて流出解析を行

うなどは、およそ科学的手法に反することは改めて指摘するまでもない。 

	 日本学術会議は、京都大学モデル、東京大学モデルを用いても同様な値が出てい

て補強されていると言うが、両モデルとも中規模洪水程度の実績洪水で得たパラメ

ータを用いているのであり、学術会議が検証したモデルと基本的に同じやり方を採

っているのであるから、何ら補強されたことにはならない。 

	 このように、ピーク流量「八斗島地点毎秒２万１１００㎥」は、学術的に効用が

未確認な流出計算手法を用い、かつ、その計算結果は事実面からは全く検証されて

おらず、実績流量との乖離、毎秒４０００～６０００㎥に及ぶピーク低減について

は、国土交通省の立場からも、日本学術会議からも説明ができず、検証の責任者で

ある小池委員長ですら、「可能性の指摘のみにとどめております。」と弁明せざるを

得ない作業であったのである。 

	 	 ⑷	 小括～日本学術会議の検討結果は不当であり、新モデルの計算結果は信頼で

きないこと 

小池委員長は、ピーク流量２万１１００㎥という推定値の信頼性への疑問や、計
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算流量と実績流量との大きな乖離について質問に対して、総括的に次のように答え

た。 

	 	 「１万トン程度のチェックで２万トンクラスのものが本当に適用できるかどうか。

これは立川委員からお話がありましたように、これはまだ明確に確認できておりま

せん。 

河道貯留、河道周辺域の氾濫の効果も検討しましたが、今申し上げましたように、

それから、田中丸委員からありましたように、そういう、どれだけ河道幅が広がっ

たかというようなデータがない限りにおいて、ある程度の算定をすることはできて

も、それがほんとうに定量的に起こっているかということを見積もることはできな

いと考えております。ですから、私どもは、こういうメカニズムが働いた可能性が

あるということにとどめております。」（議事録２４頁） 

「国土交通省の新モデルによって計算された八斗島地点における昭和２２年の既

往最大洪水流量の推定値は、21,100㎥／Ｓの－０．２％～＋４．５％の範囲、２０

０年超過確率洪水流量は22,200㎥／Ｓが妥当であると判断する。」との日本学術会

議による利根川の基本高水のピーク流量の算定の検証結果は、以上のとおり、実績

流量の確認という事実面からの裏づけを欠いたものであるだけでなく、計算手法そ

のものも、世界的未解決の課題があるものという重大な欠陥があるもので、極めて

不当なもので、信頼できないものである。 

	 	 	 	 このように、日本学術会議によってもその妥当性が検証されない基本高水流量「八 

	 	 	 斗島地点２万２０００㎥／Ｓ」は、控訴人らの主張とおり、極めて過大なものであ 

	 	 	 ると言わなければならない。	 

 
	 ９	 関准教授の鑑定計算結果―推計ピーク流量は毎秒１万６６００㎥程度 

⑴	 関准教授への鑑定計算の依頼 

	 	 控訴人ら弁護団は、分科会の審議状況から、谷・窪田提案の流出計算モデルに則

し、かつ、国土交通省が新モデルで採用しているデータに極力即して、カスリーン

台風洪水の降雨パターンで再現計算を行うことを目指した。	 

即ち、神流川については一次流出率を０．６、飽和雨量を１３０ｍｍ、吾妻川で

は、最終流出率を０．４として飽和雨量を設定しない、奧利根流域と烏川流域にお

いては最終流出率を０．７として飽和雨量は設定しないという条件でのカスリーン
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台風洪水の再現流出計算による流出計算である。	 

弁護団は、この流出計算を関良基拓殖大学准教授に依頼したところ、関准教授か

ら、２０１１（平成２３）年９月、谷・窪田委員らの流出モデルに対する積極的な

評価と鑑定計算結果を受領した（以下「関意見書３」という、甲Ｂ１６６）。	 

⑵	 関准教授の計算作業と計算結果 

	 	 ア	 関准教授の４つの流域の最終流出率についての判断 

谷・窪田委員が分科会へ提出した論考である「利根川源流流域への流出解析適用

に関する参考意見―第１部	 有効降雨分離と波形変換解析について」（甲Ｂ１７５）

の中の「図７」は、利根川上流部の１０観測地点における総降雨量と総洪水流出高

との相関、即ち、総降雨の河道への流出率を示したものである。関准教授は、これ

に基づいて次のように流出率を読み取り、計算を行った（前「図７」は、関意見書

３では「図１	 利根川の各流域における流出率」）。	 

即ち、神流川流域では、「岩盤の固い中古生層の多い神流川流域は最も流出率が高

く、１．０８という大きな値になっている。」（１２頁）とし、吾妻川流域について

は、「第四紀火山岩層は土壌の透水性が高いため降雨をどんどん地下方向に浸透させ

るので、結果として保水機能が高い土壌ということになる。……国土交通省の新モ

デルでも、吾妻川流域のこの特性が踏まえられ、流出率は０．４で、土壌は飽和状

態に達しない（つまり飽和雨量は無限大）という計算モデルが採用された。」（１２

頁）とする。そして、烏川および奧利根流域については、「主として第三紀火山岩と

花崗岩層からなり、その流出率は０．５５から０．８４とばらつきがあるものの、

１．０にはならないことは明瞭である。学術会議の谷・窪田委員によれば、「やや安

全側になるように考えて、おおむね、第三紀火山岩、花崗岩が０．７」として良い

であろうということである。しかるに国土交通省の新モデルにおいては、第三紀火

山岩と花崗岩の最終流出率は１．０とされている。差額の０．４５から０．１６が

過大に計算される。」とする（１２頁）。	 

	 	 イ	 ３００ｍｍ超の降雨についての最終流出率についての判断 

	 	 	 	 関准教授は、３００ｍｍ超の降雨についての利根川上流域での最終流出率につい

ても、「１．０」とはならないとの判断を示している。	 

即ち、谷・窪田委員の前出の論考の「図７」、即ち関意見書３の「図１」（甲Ｂ１

６６の１１頁）の降雨と流出の相関図を点検して、「図１の左上にある宝川流域の観
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測事例では、４００ｍｍ以上の降雨が記録されているが、４００ｍｍの雨をもって

してもなお流出率は０．６８程度に留まり、１．０にはなっていない。『データが存

在しない』わけではない。この図を読み解く限り、３００ｍｍ程度の降雨では、や

はり流出率は神流川流域を除けば１．０以下であることが明瞭に読み取れるだろう。

本意見書でも、第三紀火山岩と花崗岩の多い流域では０．７という値を採用する。」

と、流出計算で代入されるパラメータを解説されている（１２頁）。	 

	 	 ウ	 「中規模洪水のモデルが大規模洪水には当てはまらない理由」について 

	 	 	 	 関准教授は、「中規模洪水のモデルが大規模洪水には当てはまらない理由」につい

て次のように解説している。	 

「国土交通省は、本来０．７程度の流出率であるものを１．０として計算してい

る。その乖離があるが故に、国土交通省の計算値は過大になるのである。実際に国

土交通省のモデルは、総雨量が２００ｍｍ程度の中規模洪水には比較的当てはまっ

ているように見えるが、３００ｍｍ規模のカスリーン台風では乖離が大きくなる。	 

これは下記の理由による。総降雨２００ｍｍ程度の中規模洪水は、飽和雨量と同

じかそれを少し超える程度である。このため過大な流出率１．０で計算される降雨

時間帯が少なく、計算結果は誤差の範囲に収まる。一方で、飽和雨量を大幅に超え

る大規模洪水の場合、本来は０．７であるものを１．０にして計算している時間帯

の寄与度が大きくなり、その誤差が積み重なって、計算値は実績値から上方に乖離

していく。」（１３頁）	 

	 	 エ	 国土交通省の「ｆ１．Ｒｓａの設定」に関するデータでも、上流域の流出率は０． 

	 	 	 ７以下 

国土交通省が調査した降雨・流出率に関するデータでも、２５０ｍｍ以上の降雨

を観測した全観測地点での流出率の総平均は６８％であり、この中から下久保ダム

と万場の神流川流域を除くとさらに減じて６５％となることは、上述したとおりで

ある。国土交通省は、この度の分科会での審議には手持ちの降雨資料等はすべて提

出しているであろうから、現時点で流出率を論ずるとすれば、資料で見る限り流出

率をこれ以上低くも高くも設定することはできないと考えられる。関准教授が、最

終流出率を「０．７」と設定したことは全く相当、正当な判断であったということ

を示している。	 
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⑶	 関准教授の鑑定計算条件と計算結果 

	 	 ア	 計算条件 

関意見書３によれば、控訴人ら弁護団が依頼した流出計算の主たる計算条件は、

別表のとおりである。国土交通省の新モデルに基づき、流域は３９分割とし、神流

川は一次流出率は０．６で飽和雨量を１３０ｍｍ、吾妻川は一次流出率０．４で飽

和雨量は設定しないという設定は国土交通省のモデルと同じであり、異なるのは奧

利根流域と烏川流域について一次流出率は新モデルと同じくし、飽和雨量を設定せ

ずにこの両流域の最終流出率を０．７と設定したことである。これらの流域定数の

各パラメータは、次の表（甲Ｂ第１６６号証１４頁より）のとおりである。同表で

黄色に着色した欄の設定データだけが異なるのである。	 
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流域

面積

一次

流出率

飽和

雨量

初期

損失

雨量

遅滞

時間

開始

基底

流量

A

(km2)
f1

Rsa

(ｍｍ)

fsa

(国交省)

fsa

(学術会議

谷・窪田)

Ｒ0

(mm)

Ｔｌ

(分)
Ｋ Ｐ

Qb1

(m3/S)

1 165.48 0.4 150 1.0 0.7 12.0 30 7.587 0.528 7.3

2 60.59 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 6.252 0.656 2.7

3 165.77 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 9.480 0.592 7.3

4 103.07 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 9.480 0.592 4.6

5 81.80 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 9.480 0.592 3.6

6 110.19 0.4 150 1.0 0.7 12.0 40 10.591 0.655 4.9

7 79.19 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 9.480 0.592 3.5

8 226.00 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 9.480 0.592 10.0

9 252.05 0.4 150 1.0 0.7 12.0 90 13.487 0.530 11.1

10 161.64 0.4 150 1.0 0.7 12.0 90 13.487 0.530 7.1

11 78.78 0.4 150 1.0 0.7 12.0 90 13.487 0.530 3.5

12 182.31 0.4 150 1.0 0.7 12.0 50 9.480 0.592 8.0

13 144.49 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 6.4

14 269.24 0.4 - 0.4 0.4 14.0 100 29.321 0.305 11.9

15 289.00 0.4 - 0.4 0.4 14.0 100 29.321 0.305 12.8

16 153.20 0.4 - 0.4 0.4 14.0 100 29.321 0.305 6.8

17 38.30 0.4 - 0.4 0.4 14.0 100 29.321 0.305 1.7

18 164.22 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 7.2

19 157.01 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 6.9

20 188.37 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 8.3

21 97.12 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 4.3

22 93.33 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 4.1

23 24.68 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 1.1

24 23.88 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 1.1

25 155.13 0.6 200 1.0 0.7 14.0 30 29.519 0.428 6.8

26 110.02 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 4.9

27 121.39 0.6 200 1.0 0.7 14.0 60 10.765 0.680 5.4

28 165.39 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 7.3

29 43.27 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 1.9

30 190.64 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 8.4

31 158.74 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 7.0

32 201.63 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 8.9

33 75.00 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 3.3

34 94.85 0.4 - 0.4 0.4 14.0 50 35.239 0.300 4.2

35 70.05 0.6 200 1.0 0.7 14.0 40 18.623 0.572 3.1

36 269.56 0.6 130 1.0 1.0 22.0 80 29.976 0.476 11.9

37 53.25 0.6 130 1.0 1.0 22.0 80 29.976 0.476 2.4

38 51.68 0.6 130 1.0 1.0 22.0 80 29.976 0.476 2.3

39 37.50 0.6 130 1.0 1.0 22.0 80 29.976 0.476 1.7

流

域

No

係数
最終流出率

	 

	 

	 	 イ	 計算結果 

関准教授は、「図２	 奥利根・烏川両流域の最終流出率を０．７にした場合の計算

結果」と題するハイドログラフとして示した。関准教授は、この図を示しながら、

次のように解説した。上記のように設定して行った流出計算の結果は、八斗島地点

毎秒１万６６６３㎥ということであった。	 

「計算結果をグラフにしたものが図２である。青い線は、国土交通省新モデルと

全く同じパラメータを用いて、カスリーン台風の再来計算を行ったものである。国
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土交通省の計算流量よりも約５００㎥／秒低い２万６０５㎥／Ｓと計算された。計

算ハイドログラフは図２の青線のようになる。ついで奥利根・烏川両流域を０．７

に変更して計算を行った。この計算結果は、16,663㎥／秒となった。計算ハイドロ

グラフは、図２の赤線のようになる。国土交通省のパラメータを用いたハイドログ

ラフと、奥利根・烏川の最終流出率を０．７とするハイドログラフは途中まで全く

一致している。飽和雨量（奥利根150ｍｍ,	 烏川200ｍｍ）を超えるまでは全く同じ

計算をしているためである。累積雨量が１５０ｍｍを超えてからの流出率１．０と

０．７の差が両ハイドログラフの差となる。」（１５頁）とされている。	 	 	 	 	 

	 

図2	 	 奥利根・烏川両流域の最終流出率を0.7にした場合の計算結果	 

	 

	 

⑷	 関流出計算モデルは中規模洪水の再現計算でも適合した 

	 	 ア	 中規模１０洪水の再現テストの結果は良好 

関意見書４（甲Ｂ１８４）は、同意見書の課題について、「前回残された問題は、

最終流出率を0.7とするモデルで、カスリーン台風以外の他の洪水の流出計算にも

適用できるかどうかという点でした。今回の意見書ではこの点を確認すると共に、

国交省モデル定数	 

奥利根・烏川の fsa を 0.7	 

ピーク：20,605 ㎥／秒	 

ピーク：16,663 ㎥／秒	 →	 	 

yajirus	 

ピーク：20,605

㎥／秒	 
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当方のモデルでカスリーン台風以外の主要10洪水を検討してみました。」（１頁）と

する。	 

そして、１０個の中規模洪水について、前回の意見書で報告されたと同じ流出計

算方式で再現計算を行った結果について、「十分な再現計算結果が得られた」として

いる。	 

①	 最終流出率0.7の当方のモデルで、過去の主要な10洪水も十分に再現でき、国

土交通省のモデルよりも再現性は高いことが明らかになった。	 

②	 国土交通省の新モデルを用いて昭和 30 年代の洪水から近年の洪水まで実績流

量の変化を経年的に分析すると、飽和雨量の増加による実績流量の低減傾向は明

らかに確認できる。1960 年から 2000 年までにかけて洪水時の実績ピーク流量は

１３.７％程度減少してきていることが確認できた。これは森林保水力の向上の結

果と考えられる。	 

③	 国土交通省の新モデルは、洪水の波形の再現性も悪いなど不審な点が多い。（２

頁）	 

	 	 以下、①及び②を中心に詳述する。	 

	 	 イ	 中規模１０洪水の再現計算結果の詳細	 

	 	 	 	 関意見書４（甲Ｂ第１８４号証）は、中規模１０洪水の再現計算結果について、

実績流量と国土交通省の計算結果、そして、国土交通省の流出計算モデルを使用し

ての再現計算結果並びに、奧利根流域と烏川流域の最終流出率だけを「０．７」に

変更した各流出計算結果の対照表を作成した。この「表１	 国土交通省新モデルに

よる11洪水の計算ピーク流量と当方の計算ピーク流量」を下に示す。	 

	 

表１	 国土交通省新モデルによる11洪水の計算ピーク流量と当方の計算ピーク流量	 
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出所：ＡとＢの数値は、国土交通省	 関東地方整備局「新たな流出計算モデルの構築

（ 案 ） に つ い て 」 2011 年 6 月 1 日 よ り 。	 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000040333.pdf	 

上記「表１」の「Ａ	 実績流量」と「Ｂ	 国土交通省計算」との対比であるが、

関意見書４は、「ご覧の通り、それほど相関は高くなく、２つの変数の間の相関の高

さを示す決定係数（Ｒ２）は0.71にとどまっている。実績洪水を再現できるモデル

が構築されたはずであったが、その程度の再現性にとどまっている。」（３頁）とす

る。	 ここでいう「決定係数」とは、どの程度の精度で近似できるか否かを表す指

標で計算値が実績値に近似できていることを意味する。	 

上の表の「Ｃ欄」は、関准教授が、国土交通省の新モデルと全く同じパラメータ

を用い，国土技術研究センターの流出解析プログラムを用いて流出計算を行った結

果の値が表示されている。ほぼ同様な手法とデータを用いてはいるのだが、国土交

通省の計算と関准教授との計算の完全な一致はみられない。しかし、関准教授は、

「両者の数値は概ね一致している」としている（３頁）。これにより、関准教授は、

新モデルの流出解析手法を取得したことになる。	 

最終流出率（fsa）０．７のモデルでの再現計算の値は、上の表の「Ｄ欄」に表示

されている。関准教授は、「おおむねよい精度で再現できている。」（４頁）としてい

る。そして、「決定係数（R2）は 0.81 となった。」（４頁）としている。国土交通省

の新モデルでの再現計算よりも近似率が高い。そして、結論として、「国土交通省新

モデルの決定係数が0.71であるから、実績洪水の再現性は国土交通省の計算結果よ

り明らかに高くなった。カスリーン台風のような大規模洪水を高い精度で再現でき

るfsa=0.7	 モデルは、流量6,000～10,000㎥／秒程度の中規模洪水も十分な精度で

再現できる。」としている。	 

⑸	 最終流出率０．７の明確な優位性 

	 関意見書４（甲Ｂ１８４）の作業により、意見書３（甲Ｂ１６６）がカスリーン

台風洪水のピーク流量再現計算で毎秒１万６６６３㎥とした「最終流出率０．７」

モデルが、中規模洪水の再現計算でも十分に高い精度を示したことが証明された。	 

	 国土交通省の再現計算よりも、fsa=0.7	 モデルの計算結果の方が近似率が高く出
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ている理由であるが、それは、奥利根と烏川流域においては、3日間雨量･300㎜程

度の大規模な降雨が発生しても、最終流出率（fsa）は大目に見ても0.7程度に留ま

る（神流川流域は fsa=1.0、吾妻川流域は fsa=0.4 である）ことが、谷・窪田委員

により示されている。そうであるのに、国土交通省は全量流出（流出率１．０）す

るとして計算するために、飽和雨量を超えた大規模洪水になればなるほど計算ピー

ク流量が上方に乖離していくことになる。これを、実際の観測データに基づき「最

終流出率０．７」と修正して計算すると、規模の増加に対する上方乖離の弊害を緩

和できるのは当然というべきである。このことが近似率の「０．７１」と「０．８

１」という値に表れているのである。	 

	 こうした事実を基礎に、関准教授は、「以上、fsa=0.7モデルは中規模洪水の再現

性も高く、それを大規模洪水に当てはめても上方乖離が発生しないため、大規模洪

水の再現性も高くなるのである。すなわち、日本学術会議の谷・窪田委員が述べた

ように、最終流出率は 0.7 として計算した方が実績流量をよく再現できるのであ

る。」（５頁）と結論付けている。控訴人らは、これを援用し、最終流出率を「０．

７」とした流出計算が利根川の洪水流出の実態をより正確に把握する計算手法であ

ると主張する。	 

⑹	 流出計算に影響を与える飽和雨量の増大 

関准教授は、国土交通省や学術会議が森林の保水力の増大によるパラメータの変

化を否定していることについて厳しく批判を行っている。関准教授は、約４０年間

の中規模１０洪水の流出計算において、飽和雨量の設定値が過去から近年にかけて

大きくなっていることに着目した。即ち、吾妻川と神流川は変わらないが、奧利根

流域では、１９５８（昭和３３）年洪水で９０ｍｍであったのが２００７（平成１

９）年洪水までには１８０ｍｍと倍増していること、烏川流域では同じくその間に

１１０ｍｍが１７０ｍｍとなっている（甲Ｂ１８４－意見書４「表２」参照）、とい

う事実である。	 

	 こうした事実が存在しているのに、「回答」（甲Ｂ１６７）では、「流出モデル解析

では、解析対象とした期間内に、いずれのモデルにおいてもパラメータ値の経年変

化は検出されなかった。」（１８頁）と断定している。関准教授は、これは明らかに

おかしいと疑問を投げかけられた。飽和雨量の増大は明白に流域貯留能力を増大さ

せており、このことは少なからず河道流出を抑える役割を果たすはずである。	 
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	 そこで、関准教授は、「日本学術会議が『森林変化がパラメータに与える影響は認

められない』と主張するならば、昭和30年代の洪水に適用できたパラメータで近年

の洪水も再現できなければならない。それが学術会議の見解の論理的帰結である。

そこで昭和33年当時の飽和雨量のパラメータを固定したまま、近年の洪水を計算し

たらどのような結果が得られるのかを試算してみることにした。もし計算値より実

績値が低くなる傾向が経年的に見られるようであれば、それは森林の生長による実

績流量の低下と考えるのが妥当である。」（９～１０頁）として、「表３	 飽和雨量を

Ｓ33年の値で固定した場合の計算結果」を作成された。それが、次表である。	 

表３	 飽和雨量をＳ33 年の値で固定した場合の計算結果	 

　
Ｓ33
(1958)

Ｓ34
(1959)

Ｓ56
(1981)

Ｓ57-7
(1982)

Ｓ57-9
(1982)

Ｈ10
(1998)

Ｈ11
(1999)

Ｈ13
(2001)

Ｈ14
(2002)

Ｈ19
(2007)

Ａ	 	 実績流量　 9,504 8,701 7,164 8,220 8,005 9,710 5,507 6,557 5,980 8,126

Ｂ　国交省計算
（飽和雨量可変）

8,766 8,943 7,776 7,981 8,843 9,613 6,823 5,179 5,349 8,711

Ｃ	 	 当方計算（S33年
の飽和雨量で固定）

9,467 8,702 8,621 8,157 9,241 11,529 7,325 6,147 6,558 9,228

Ａ／Ｃ 1.00 1.00 0.83 1.01 0.87 0.84 0.75 1.07 0.91 0.88
	 

	 関准教授が指摘するように、１９５８（昭和３３）年洪水以降、森林蓄積が進ん

でも流域の貯留能力に変化が及ばないのなら、１９５８（昭和３３）年に設定され

ている低い飽和雨量のパラメータを使って２００７（平成１９）年洪水の解析を行

っても、うまく実績流量が再現できるはずである。しかし、「表３」の「Ａ」の流量

と「Ｃ」の流量、その乖離を示す「Ａ／Ｃ」の値を経年的に追うと、昭和５７年洪

水あたりから、昭和３３年洪水の小さな飽和雨量で計算したピーク流量（「Ｃ当方計

算」）は、実績流量（「Ａ」の欄）より、概ね１０数％程度大きくなっていることが

明瞭に読み取れる。このような結果になることは考えれば当然であり、だからこそ、

国土交通省は飽和雨量の値を、奧利根流域では９０→１８０に、烏川では１１０→

１７０に増大させてきたのである。関准教授は、この項の結論として、「１９５０年

に比べ２０１０年には洪水の実績ピーク流量は 86.3％に低減していることになる。

１３．７7％減である。」（１０頁）としている。	 

⑺	 関意見書４の結論―最終流出率０．７モデルの再現性は良好である 

	 関意見書４（甲Ｂ１８４）は、この他、①京大モデル、東大モデルでもピークの

低減は明らか、②カスリーン台風洪水の計算ハイドログラフの形状がおかしい、③
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新モデルは飽和雨量の変化に対する感度が異常に低い、などの論点について、国土

交通省ないし学術会議の流出解析を厳しく批判している。	 

	 関意見書４（甲Ｂ１８４）で何よりも重要なのは、「最終流出率0.7モデルで、カ

スリーン台風以外の主要な１０洪水も十分に再現でき、国土交通省モデルよりも再

現性が高い」との結論部分である。そして、当然のことながら、実績洪水の再現性

の観点から評価すれば、カスリーン台風洪水のピーク流量は、最終流出率０．７モ

デルによる毎秒１万６６６３㎥との結論に至るとの事実である。	 

	 

10	 八ッ場ダムの効果について 

	 ⑴	 原判決の判示 

「証拠（甲Ｂ９）によれば、カスリーン台風と同様の降雨状況の場合には、八ッ

場ダムが顕著な治水効果を有していないことが認められるが、治水効果を検証する

に当たっては様々な降雨パターンを前提に検証がされるのであって、上記事実をも

って、八ッ場ダムに治水効果がないと認めることはできず、また、最大流入量毎秒

３９００立方メートルが過大という点についても、原告らが上記最大流入量が実績

とかい離した理由としてその根拠とするのは、吾妻川下流にある村上地点の観測流

量によって検証された結果であるところ、証拠（甲Ｂ９０）によれば、八ッ場ダム

予定地に近い岩島地点における流量観測が開始されたのが昭和５６年からである

ことが認められることからすると、岩島地点の観測結果を用いずに、流量観測デー

タが多い村上地点の観測流量によって上記最大流入量を維持することも、ダムへの

流入量を算定するに当たってより多くのデータを用いる必要があるという観点か

ら見て、不合理ということはできない。」（９７頁）	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 控訴人らの指摘について判断していないこと	 

	 	 	 控訴人らが問題にしたのは、「降雨集中度の違いを除いても、計画値３９００㎥

／Ｓを算出した洪水計算モデルは２００１年と２００７年の実績洪水流量の約２

倍にもなる過大な値を算出したモデルになっている。」（最終準備書面その４の８３

頁）との記述からも明らかなように、「最大流入量毎秒３９００立方メートル」を

算出した流出計算モデルが実態と合わない精度の低い手法であるということであ

る。	 
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	 	 	 原判決の「原告らが上記最大流入量が実績とかい離した理由としてその根拠とす

るのは、吾妻川下流にある村上地点の観測流量によって検証された結果であるとこ

ろ、証拠（甲Ｂ９０）によれば、八ッ場ダム予定地に近い岩島地点における流量観

測が開始されたのが昭和５６年からであることが認められることからすると、岩島

地点の観測結果を用いずに、流量観測データが多い村上地点の観測流量によって上

記最大流入量を維持することも、ダムへの流入量を算定するに当たってより多くの

データを用いる必要があるという観点から見て、不合理ということはできない。」

との判示は、この点についてまったく判断していない。	 

ここでも、原審裁判官らの予断に満ちた態度が見て取れよう。	 

村上地点の観測流量を用いたとしても、流出計算モデルの精度が高ければ、実態

とかけ離れた流量となるはずはないからである。	 

	 	 	 そして、村上地点の観測流量を用いた流出計算モデルでは精度が低いというので

あれば、控訴人らが主張したように、岩島地点の観測流量を用いた流出計算モデル

に改めるべきなのである。	 

	 イ	 精度の低い流出計算モデルによって算出された八ッ場ダム地点の最大流量３９

００㎥／Ｓは過大であること	 

「八ッ場ダムの計画最大流入量３，９００㎥／秒の検討」（甲Ｂ９０）によると、

平均３日雨量が３４１㎜（平成１３年９月１０日洪水）と３２４㎜（平成１９年９

月７日洪水）という計画降雨に近い雨量であったにもかかわらず、八ッ場ダム地点

の流量が１２０５㎥／Ｓ、９５７㎥／Ｓと計画値３９００㎥／Ｓの１／４～１／３

以下にとどまっているのであり、国土交通省の流出計算モデルの精度は極めて低い

ものである。	 

精度の低い流出計算モデルによって算出された八ッ場ダム地点の最大流量３９

００㎥／Ｓは過大であり、八ッ場ダムの効果を過大に示す根拠となっているのであ

る。	 	 	 

ウ	 八ッ場ダムなしでもカスリーン台風洪水に対応可能であること	 

	 甲Ｂ第６５号証の２の「ハイドログラフ」は、カスリーン台風と同規模の降雨が

あった場合に、現況の堤防断面、現況の洪水調節施設を前提にして八斗島地点の流

出流量を計算したところ、１万６７５０㎥／Ｓとなったことを示す資料である。	 

２００６（平成１８）年２月策定の「利根川水系河川整備基本方針」の案（甲Ｂ
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２８）によれば、利根川の堤防整備状況について、「利根川中流部（八斗島～取手）

では大規模な引堤を実施したほか、堤防の拡築、河道掘削等を実施するとともに」

（６頁）とし、また、その資料でも「明治改修以来数度にわたる引堤工事等により

堤防は概成している」（甲Ｂ２９）とし、２００５（平成１７）年３月末の堤防は完

成堤防が４９．２％、暫定堤防が４６．１％で９５％が概成している（甲Ｂ７７）

ことになっている。	 

そして、関東地方整備局が作成したもう一つの資料である「利根川の整備状況（容

量評価）」によれば、利根川の中流部に当たる河口から８５ｋｍ～１８６ｋｍまで

については、堤防の容量（堤防内での流下能力）についての整備率は９９％に達し

ていると報告されている（甲Ｂ７６）。そして、河口から８５ｋｍまでの整備率は

８８．４％、江戸川では河口から約６０ｋｍまでは９０．０％であるとされている

（甲Ｂ７６）。	 

このことは、八斗島地点から取手までは、計画高水流量規模の洪水であれば、溢

れないということであり、ほぼオーバーフローの心配はないということになる。し

かも、「昭和５５年工事実施基本計画」によれば、八斗島地点下流部での堤防の余裕

高は、２．０ｍあるとされている（甲Ｂ６の１７～２１頁）。	 

	 	 大熊証人も、甲Ｂ第６５号証の２の「ハイドログラフ」が、カスリーン台風と同

規模の降雨があった場合に、現況の堤防断面、現況の洪水調節施設を前提にして八

斗島地点の流出流量を計算したところ、１万６７５０㎥／Ｓとなったことを示す資

料であることを確認された上で、こうした洪水の流出状況から判断した場合、上流

部に現在以上のダムの新設が必要であるかについて、「ダムを造らなくても対応が

できると考えます。」と明快な回答をしている（甲Ｂ９４の３１頁）。	 	 

エ	 国土交通省もカスリーン台風洪水が再来した場合における八ッ場ダムの治水効

果がゼロであることを認めていること	 

	 利根川の治水計画は、カスリーン台風洪水の再来に対応するために策定されてい

るが、このカスリーン台風洪水が再来した場合における八ッ場ダムの治水効果がゼ

ロであることを国土交通省自身が認めている。	 

国土交通省は、カスリーン台風洪水が再来した場合に既設６ダムおよび八ッ場ダ

ムがあった場合にそれらがどの程度の治水効果を有するかについて計算を行ってい

る。それによると、八斗島地点における八ッ場ダムの洪水流量削減効果はゼロであ
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る（「国会議員への国土交通省の回答	 ２００４年３月」甲Ｂ９の表－５－（１）

の７～９頁）。	 

カスリーン台風再来時における八ッ場ダムの治水効果がゼロである理由は、吾妻

川の八ッ場ダム予定地上流域の雨量が少なかったことと、その降雨の時間がずれて

いたことによるものであるが、これはカスリーン台風だけに見られる特異な現象で

はない。利根川流域では南からきた台風の雨雲が榛名山と赤城山にぶつかって大雨

を降らせるため、吾妻川上流域には利根川上流域に対応するような大雨が降らない

ことが結構ある。このような地理的・地形的特質によるものであるから、たとえば、

カスリーン台風に次いで大きな洪水である１９４９年のキティ台風においても同

様な傾向がみられる（甲Ｂ９の表－５－（１）の７～９頁）。国土交通省の計算で

は同洪水の八ッ場ダムの効果は２２４㎥／Ｓにとどまっており、利根川の大きな洪

水に対して八ッ場ダムの効果はゼロか、あっても小さなものなのである。	 

オ	 ２倍以下の引き伸ばし率の洪水における八ッ場ダムの効果	 

控訴人らが原審準備書面５の６０～６７頁で述べたように、上記表には、根本的

な問題として、計算時（２００４年３月以前）に依拠すべきであった当時の建設省

河川砂防技術基準案（改定新版	 建設省河川砂防技術基準（案）同解説・計画編	 １

９９７年１０月）のルールを無視して、２倍を超えて降雨量を大きく引き伸ばした

ものが数多く含まれている。	 

２倍にとどめる理由は降雨量の引き伸ばし率を大きくしすぎると、対象洪水の降

雨条件を反映しない異質の洪水を計算してしまう恐れがあるからである。ルールど

おり２倍以下の引き伸ばしになる洪水のみ（12洪水）を取り出し、さらに、八ッ場

ダムがない場合の洪水流量が計画高水流量１万６５００㎥／Ｓを超えてしまう洪水

を拾い上げると、１９４７年、１９４９年、１９５８年９月１６日、１９５９年９

月、１９６６年６月の５洪水だけである。しかも、それらの５洪水における八ッ場

ダムの効果はそれぞれ０、２２４、１６４、１３６９、１㎥／Ｓであり、４洪水に

ついての効果はゼロまたは基本高水流量２万２０００㎥／Ｓの１％以内（流量観測

の誤差以内）しかない小さなものである。	 

このように八ッ場ダムが意味を持つのは１９５９年９月洪水の計算値だけであっ

て、計算上も２００年に1度の降雨量があっても、そのうち、八ッ場ダムが役立つ

のは１２回に1回の割合でしかなく、確率的にきわめて小さいレアケースなのであ
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る。いわば、１／２００の1／１２であるから、ほとんど起こりえないケースであ

り、このように八ッ場ダムは計算上も利根川の治水対策としてほとんど意味を持た

ないダムなのである。	 

⑶	 八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討「費用便益比算定」の内容は非現実

的なものであること 

ア	 国土交通省による八ッ場ダムの費用便益比の試算結果	 

	 国土交通省による八ッ場ダムの費用便益比の試算結果は次のとおりである（甲Ｂ

１８８）	 

八ッ場ダムの費用便益比（２０１１年の計算）	 

	 	 	 Ⅰ	 便益	 ①洪水調節便益	 	 	 	 	 	 	 21,925億円	 

②流水の正常な機能維持の便益	 139億円	 

③残存価値	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100億円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 計	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 22,163億円	 

	 	 	 Ⅱ	 費用	 ①建設費	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,417億円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②維持管理費	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 86億円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 計	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,504億円	 

	 	 	 Ⅲ	 費用便益比(Ⅰ／Ⅱ)	 	 	 	 6.3	 

	 	 イ	 洪水調節便益計算の方法と結果 

国土交通省関東地方整備局による八ッ場ダムの洪水調節便益計算の方法と結果の

概要は次のとおりである（甲Ｂ１８８、甲Ｂ１９７）。	 

	 	 (ｱ)	 氾濫被害額の計算の仕方 

八ッ場ダムの洪水調節便益は、八ッ場ダムがない場合と八ッ場ダム完成後のそれ

ぞれの洪水氾濫想定被害額の差から求められる。洪水氾濫想定被害額は想定洪水の

規模により変わってくるので、１年に１回（１/１）から200年に1回の洪水（1/200）

までの８段階の流量規模（1/1、1/2、1/5、1/10、1/30、1/50、1/100、1/200）を想

定し、それぞれの洪水被害額を算出している。また、洪水被害額は洪水の雨の降り

方によって異なるため、【表１】に示す過去の８洪水を取り上げて、それぞれの洪水

ごとに計算を行っている。	 
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洪水年月
実績３日雨量
（ｍｍ）

観測最大流量
（㎥／秒）

Ｓ２２．９ 309 --
Ｓ２３．９ 207 --
Ｓ２４．８ 201 --
Ｓ３３．９ 172 8,730
Ｓ３４．８ 208 8,280
Ｓ５７．７ 222 7,990
Ｓ５７．９ 214 8,190
Ｈ１０．９ 186 9,220

〔注〕観測最大流量は流量年表による。 	 

【表１】	 計算対象８洪水の実績雨量と観測流量	 

以上のように、計算対象８洪水の雨量を８段階（1／1～1／200）の洪水規模に変

えて、それぞれの想定被害額を計算する。この計算を八ッ場ダムなしと八ッ場ダム

完成後の２通り行うので、合計８洪水×８規模×２通り＝128パターンの洪水氾濫

被害額を計算することになる。	 

	 	 (ｲ) 想定破堤地点 

氾濫被害額を算出するにあたって、【図１】の対象流域（利根川・江戸川本川）を

12ブロックに分割し、ブロックごとに想定破堤地点を設定し、その地点での破堤で

生ずる水害被害額を算出している。この計算は、「治水経済調査マニュアル（案）」

（国土交通省河川局	 平成17年4月）に沿って行われている。この計算で国土交通

省が想定した破堤地点は【図１】のとおりである。想定破堤地点は、各ブロックで

破堤した場合に氾濫被害額が最大になると見込まれる地点である。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【図１】利根川・江戸川流域１２ブロックの想定破堤地点（甲Ｂ第169号証）	 
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【図１】	 利根川・江戸川流域１２ブロックの想定破堤地点（甲Ｂ１８８）	 

	  

	 	 (ｳ) 氾濫被害額の計算 

上記の想定破堤地点で破堤した場合の各ブロックの氾濫被害額を計算していく。

この計算を計算対象８洪水について８流量規模（1／1洪水～1／200洪水）ごとに「八

ッ場ダムなし」と「八ッ場ダムあり」の２ケースについて行う。国土交通省による

計算結果は【表２】のとおりである。同表は流量規模ごとに計算対象８洪水の計算

結果の平均を示している。この計算では1/5規模の洪水で早くも一部のブロックで

破堤が始まり、規模が大きくなるにつれて、破堤ブロックが多くなり、氾濫被害額

も拡大していくことになっている。	 

【表２】	 洪水調節便益計算による利根川・江戸川の想定氾濫被害額（億円）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （計算対象８洪水の平均）	 

	 

	 

	 

	 

	 

流量規模１／２００の場合における八ツ場ダムによる被害軽減率は、ブロック全

体で８％にも満たない。栃木県の一部が含まれるAブロックの、八ツ場ダムなしの

場合の被害額は３兆１７０３億５８００万円であり、八ツ場ダムありの場合の被害

額は３兆０２３５億８２００万円であるから、被害軽減率は約４．６％にすぎない。	 

	 	 (ｴ) 年平均被害額の計算 

国土交通省が【表２】から各規模の洪水の発生確率も勘案して全体的な年平均被

害額を計算した結果を整理したのが【表３】である。同表は想定する洪水規模の上

限を６段階に変えた場合のそれぞれの年平均氾濫被害額を示している。	 

	 

【表３】	 洪水調節便益計算による利根川・江戸川の年平均氾濫被害額	 

（億円）	 

流流量量規模 1/3 1/5 1/10 1/30 1/50 1/100 1/200

⼋八ッ場ダムがない場合 0 7,516 16,199 45,632 115,177 278,508 463,483

⼋八ッ場ダムがある場合 0 6,464 15,082 36,925 96,435 215,972 426,989
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八ッ場ダムの洪水調節便益は同表において1／200規模の洪水まで想定した年平均

氾濫被害額から求められている。1／200規模の洪水まで想定した場合の年平均氾濫被

害額は八ッ場ダムなしが8,643億円で、八ッ場ダムありの年平均氾濫被害額が7,300

億円である。両者の差が八ッ場ダムの洪水調節効果であるから、八ッ場ダムの年平均

洪水被害軽減期待額は1,343億円となる。	 

ダム完成後50年間、毎年1,343億円の洪水氾濫被害額の軽減が期待されるとして、

各年度の値を現在価値化〔注〕して集計すると、21,925億円になる。これが八ッ場ダム

の洪水調節便益である。	 

〔注〕年度によって貨幣価値が異なるので、基準年度（２０１１年度）での評価値

に換算することを現在価値化といい、年４％の社会的割引率を用いて換算する。	 

ウ	 この計算結果は非現実的なものであること	 

(ｱ)	 現実乖離の洪水氾濫被害額から求められていること	 

	 八ッ場ダムの洪水調節便益の計算根拠となっている年平均氾濫被害額はきわめて大き

い超巨額の金額になっている。1/200洪水が来ることまでを想定すると、八ッ場ダム

がない場合では、利根川・江戸川本川の破堤により、毎年平均で8,643億円の被害が

発生する。八ッ場ダムが完成しても、毎年平均で7,300億円である。最大想定洪水を

1/50洪水に下げても、八ッ場ダムがない場合とある場合はそれぞれ毎年平均で4,820

億円、4,131億円の被害額が見込まれている。このような超巨額の被害が毎年発生す

るというのは、あまりにも現実から遊離している。八ッ場ダムの洪水調節便益とはこ

のような現実乖離の洪水氾濫被害額から求められているのであって、全く仮想の数字

に過ぎない。	 

(ｲ)	 実際の氾濫被害額はゼロなのに毎年平均で何千億円の氾濫被害が発生することにな

っていること	 

	 	 八ッ場ダムの洪水調節便益の計算で対象とした利根川・江戸川本川では、１９４９

（昭和２４）年のキティ台風時に江戸川下流部が破堤したのを最後に、その後は最近

想定する最⼤大流流
量量規模

1/5洪⽔水
まで想定

1/10洪⽔水
まで想定

1/30洪⽔水
まで想定

1/50洪⽔水
まで想定

1/100洪⽔水
まで想定

1/200洪⽔水
まで想定

⼋八ッ場ダムがない
場合 501 1,687 3,748 4,820 6,788 8,643

⼋八ッ場ダムがある
場合 431 1,508 3,242 4,131 5,693 7,300
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60年間、破堤は全く起きていない。このことは国会の質問主意書に対する政府答弁書

でも認めていることである。実際の氾濫被害額がゼロであるにもかかわらず、洪水調

節便益の計算では毎年平均で何千億円の氾濫被害が発生することになっている。	 

(ｳ)	 ５年に１回の洪水で早くも破堤し、氾濫が起きることになっていること	 

利根川は1/30～1/40洪水に対応できるだけの河川整備が終了していると、政府答

弁書が認めているにもかかわらず、八ッ場ダムの洪水調節便益の計算では、５年に１

回の洪水で早くも破堤し、氾濫が起きることになっている。	 

(ｴ)	 水害統計の被害額からも遊離した被害額であること	 

国土交通省の水害統計によれば、利根川の過去50年間の水害被害は累計で8,758

億円（２００５年価格換算）であり、年平均でみると175億円である。これは利根川・

江戸川本川の氾濫ではなく、支川での氾濫、内水氾濫、土石流等による被害額である

けれども、一つの目安として比較しても、想定被害額は実際の被害額とかけ離れて大

きい。	 

(ｵ)	 中小洪水では氾濫の兆しもないこと	 

八ッ場ダムの洪水調節便益計算では八ッ場ダムがあってもなくても、大半のブロッ

クにおいて中小洪水で氾濫がはじまることになっている。一方、最近60年間で最大

の洪水である1998（H10）年洪水について利根川・江戸川本川での流下状況を見ると、

ほとんどの区間で痕跡水位（最高水位の痕跡の調査結果）は堤防の天端から4～5ｍ下

になっている。利根川堤防の必要余裕高は2ｍであるから、十分な余裕をもって流れ

ており、破堤氾濫の兆しさえもない。	 

(ｶ)	 現実とかけ離れた洪水氾濫を想定していること	 

①	 	 洪水流量が過大に想定されていること	 

現実とかけ離れた氾濫想定がされる第一の要因は洪水流量の過大な想定である。過

去60年間の実績流量の最大値が9,220㎥/秒であることを踏まえれば、かなり過大な

洪水流量が想定されている。	 

②	 	 スライドダウン堤防高で現況堤防高を過小評価していること	 

非現実的な氾濫想定の第二の要因はスライドダウン堤防高という方法で現況堤防

高を過小評価していることである。スライドダウン評価は現況堤防断面が計画堤防断

面をみたさない部分は、国土交通省独特の方法で高さに換算して存在しないものとし、

ゼロ評価してしまうもので、まことに不合理な評価法である。利根川中流部左岸を例
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にとると、このスライドダウン評価により、流下能力が5,000㎥/秒程度小さくなっ

ている。	 

③	 	 各ブロックにおいて堤防高の評価値が特異的に小さい地点で全体を代表させてい

ること	 

非現実的な氾濫想定の第三の要因は、各ブロックにおいて堤防高の評価値が特異

的に小さい地点を取り出して、ブロック全体を代表させ、その特異地点の流下能力を

想定破堤地点の流量が超えると、破堤が始まるという奇妙な計算を行っていることで

ある。	 

④	 	 同時多発的に氾濫するという仮定をしていること	 

実際の洪水では上流側ブロックで氾濫すれば、河川内の洪水の一部が外に逃げて

洪水位が下がるため、下流側ブロックでの氾濫は起きにくくなる。ところが、洪水調

節便益の計算では、各ブロックの氾濫はそれぞれ独立して進行するという前提になっ

ているため、上流側ブロックで氾濫しても、それとは無関係に下流ブロックでも氾濫

することになっている。同時多発的に氾濫するという仮定が氾濫被害額を大きく膨ら

ませる要因になっている。	 

	 ⑤	 	 過去60年間、破堤による氾濫はないこと	 

八ッ場ダムの洪水調節便益計算では、上述の①～④の要因により、現実にはあり

えない洪水氾濫が想定され、氾濫被害額が大きく膨れ上がっている。現実の利根川・

江戸川本川は過去60年間、破堤による氾濫はなく、その兆しさえもないのである。	 

(ｷ)	 小括	 

八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討「費用便益比算定」中にある八ッ場ダムの洪

水調節便益は、このように現実から全く遊離した氾濫被害額から求めたものであるか

ら、非現実的な仮想の数字に過ぎないのである。	 

⑷	 まとめ	 

以上のとおり、①八ッ場ダムの治水効果はないかあってもごくわずかであり、八ッ

場ダムが役立つのは確率的にきわめて小さいレアケースであること、②カスリーン台

風洪水が再来しても、現況の堤防断面及び現況の洪水調節施設を前提にした場合、八

斗島地点には１万６７５０㎥／Ｓしか流れず、既にそれに対応できる堤防がほぼ整備

されていること、及び③八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討「費用便益比算定」中

にある八ッ場ダムの洪水調節便益は、非現実的であること等に照らせば、八ッ場ダム
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は利根川の治水対策としてほとんど意味を持たないダムなのである。	 

	 

11	 栃木県の負担割合について 

	 ⑴	 原判決の判示 

「原告らは、『利根川水系利根川浸水想定区域図』（甲Ｂ６３）による栃木県の浸

水区域は、『想定氾濫区域図』（乙６４）に比べて１０分の１以下であり、『利根川

水系利根川浸水想定区域図』によれば栃木県の負担割合は現在の１０分の１以下に

なること、『利根川水系利根川浸水想定区域図』による浸水区域の想定も実際より

も過大な範囲を浸水区域とすることから、栃木県の負担割合１．４４パーセントは

過大であると主張する。しかし、上記認定のとおり、『利根川水系利根川浸水想定

区域図』と『想定氾濫区域図』は、いずれもその作成目的が異なっており，『想定

氾濫区域図』は，利根川の計画高水位より地盤の高さが低い利根川沿川の区域を氾

濫が想定される区域として示したものであり，多様な洪水パターンにより変化せず，

また，各都県に共通して使用できる図面というのである。そうすると，カスリーン

台風の時の栃木県藤岡町洪水被害についてその大部分が渡良瀬遊水池の氾濫によ

るものであるとの調査結果のあること（原告伊藤武晴）を考慮しても，浸水想定区

域図を前提としてその氾濫の広狭をいう原告らの上記主張を採用することはでき

ない。」（９８頁～９９頁）	 

⑵	 原判決の判示が誤りである理由 

ア	 ダム完成の前後で効果を比較しないことは不合理であること	 

判断枠組みに関する第２章、第４で述べたとおり、本件に先行する八ッ場ダム東

京訴訟・控訴審判決（甲Ｂ２１６）では、河川法６３条１項の「『著しく利益』を受

ける場合」を「利根川～江戸川の右岸で破堤した場合、浸水区域が東京都にまで達

し、多大の被害をもたらす可能性があること、八ッ場ダムが利根川上流域における

洪水調節によってこのような災害を防止することに有効であれば･･････」（５１頁）

という考え方で把握しようとしている。	 

求められているのは当該治水施設の効果を把握することであるから、このように

八ッ場ダム完成以前と完成後の被害の程度の比較によることは常識である。前記10、

⑶で述べた八ッ場ダムの検証における費用対効果計算でも、具体的な内容には問題

はあるものの、「八ッ場ダムなし／あり」の比較で洪水調節便益を求めている。この
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ような考え方では、八ッ場ダムが完成後の水害被害状況を示した定量的な評価資料

があってはじめて「著しい利益」の有無が評価しうるのである。	 

しかし、国は「利根川の洪水により浸水被害を被る可能性があるとした栃木県の

区域は、八ッ場ダムを含め利根川上流域ダム群の洪水調節によって利根川の洪水流

量の低減が図られることにより、水害発生が防除され、また、水害が発生した場合

は被害軽減されることから、治水上の利益を受けることになります。」（宇都宮地方

裁判所の調査嘱託に対する回答である２００８年４月９日付け「調査嘱託書につい

て（回答）」）と言うのみで、何ら具体的な軽減効果を示す資料を提示しない。こう

した“ダムは水害を防御・軽減します”という一般的・抽象的な根拠では、著しい

利益の有無は認定できない。	 

第２章、第４で述べたとおり、河川法６３条１項に基づく下流都県への治水負担

金の請求は、５９条が定める１級河川の管理原則の例外なのであって、「ダムの完成

以前／以後を比べ、その軽減効果を見る」という方法論のレベルで瑕疵がある国の

判断は著しく不合理である。	 

イ	 栃木県は八ッ場ダムの効果を受けないこと	 

前記10で述べたとおり、そもそも八ッ場ダムには治水効果はない。	 

後記ウ以下で述べるとおり、カスリーン台風時における栃木県内での氾濫が、利

根川本川の洪水によるとの証拠はない。加えて、栃木県は、群馬県、埼玉県、東京

都、千葉県及び茨城県の１都４県とは異なり、県内を利根川本川が貫流しておらず、

また利根川本川に接してもいない。利根川本川に最も近いところでも５キロメート

ルは離れており、その周辺は、首都圏と異なり人口が密集している訳ではない。こ

のような栃木県が、利根川上流に建設される八ッ場ダムにより治水上の恩恵を受け

ることは基本的にない。	 

八ッ場ダム東京訴訟・控訴審判決（甲Ｂ２１６）では、前記アのとおり、「利根

川～江戸川の右岸で破堤した場合、浸水区域が東京都にまで達し、多大の被害をも

たらす可能性があること、八ッ場ダムが利根川上流域における洪水調節によってこ

のような災害を防止することに有効であれば、東京都は、他の都府県が一般的に受

ける利益を超える特別の利益がある、すなわち、同項所定の『著しく利益を受ける』

ものと認められる」と判示した。	 

その当否はひとまずおくとしても、栃木県が、同控訴審判決が指摘するような「他
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の都府県が一般的に受ける利益を超える特別の利益」を受けるとは言えないことは

明らかである。	 

したがって、栃木県が、八ッ場ダムによって、河川法６３条１項にいう「著しく

利益を受ける場合」に該当することなどありえないのである。	 

ウ	 利根川の氾濫水が栃木県に及んだことを証拠に基づかずに認定していること	 

	 	 原判決は、控訴人伊藤の証言によって、「カスリーン台風の時の栃木県藤岡町洪

水被害についてその大部分が渡良瀬遊水池の氾濫によるものであるとの調査結果

のあること」という結論を導き出しているが、事実誤認である。	 

「大部分が渡良瀬遊水池の氾濫によるもの」ということは、藤岡町の洪水被害の

一部分は利根川の氾濫によるものであることを前提としていることになるが、控訴

人伊藤は、調査した範囲では、藤岡町洪水被害は渡良瀬遊水地の堤防が決壊したこ

とによる氾濫であるとしているのであり、「大部分」という限定はしていない（原

審伊藤武晴本人調書３１～３６項）。そして、本件においては、利根川の氾濫水が

旧藤岡町をも含む栃木県に到達したことの証拠は、一切提出されていないのである

から、原審は証拠に基づかないで事実を認定していることになる。	 

エ	 「想定氾濫区域図」（乙６４）は「著しく利益を受ける場合」の根拠とならない

こと	 

前記アないしウのとおり、栃木県が治水分として八ッ場ダムの建設費を負担する

必要性は、本来ないはずである。しかし、栃木県は、「想定氾濫区域図」（乙６４、

下記図１はその一部）を根拠に、治水負担金のうち１．４４％の負担を求められて

いる。	 
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図１	 利根川水系図（利根川上流ダム群建設費都県別分担比率算定資料）	 

	 原判決は、この「想定氾濫区域図」（乙６４）について、「利根川の計画高水位よ

りも地盤の高さが低い利根川沿川の区域を氾濫が想定される区域として示したも

のであり，多様な洪水パターンにより変化せず，また，各都県に共通して使用でき

る図面」というが、この図面が想定する氾濫は、現実的にあり得ない洪水氾濫であ

る。	 

すなわち、「想定氾濫区域図」（乙６４）では、計画堤防高よりも低い場所は全て

浸水するという想定となっているが、越流氾濫の場合は、計画高水位以下の地域で

あっても浸水するのはより低い一部の地域のみである。また、破堤した場合には、

越流氾濫に比べて氾濫流量は増えるが、氾濫によって河道の水位が低くなること、

河道の水位が氾濫水の水位よりも低くなれば氾濫水が河道に逆流する現象が起き

ること、氾濫水は氾濫区域が水を貯留する地形でない限り河道と平行に下流方向に

流下することから、計画高水位以下の地域全部が浸水することはあり得ない。この

ように、「想定氾濫区域図」（乙６４）は、実際にはありえない氾濫を前提としてお

り、到底各都県に共通に使える図面などということはできないものである。	 

そもそも国が治水負担金の負担割合を算定するに当たって、「想定氾濫区域図」

（乙６４）を用いた理由は、２００８年４月９日付け「調査嘱託書について（回答）」

によれば、「想定氾濫区域」は、河川法施行規則１条の２第２号において「洪水、
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高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域」と定

義され、また、「河川管理に関する国と地方の役割分担について」中間答申（１９

９９年８月５日河川審議会）において、より具体的に「洪水時の河川の水位（計画

高水位）より地盤の高さが低い沿川の地域等河川からの洪水氾濫によって浸水する

可能性が潜在的にある区域」と定義されていること、及び「既知で固定された計画

高水位と地盤高を元に作成しているため様々な洪水パターンにより変化しないこ

と、各都県共通の指標であること」という特徴を持っていることであるとされる。	 

しかし、１９８０年に作成された図の根拠を１９９９年の河川審議会答申に求め

ることのおかしさはさておくとしても、河川法施行規則１条の２は単に国土保全上

又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準とし

て「想定はん濫区域」という概念を用いるにすぎないのであるから、実際に氾濫が

想定されない区域を含んでいても特段の支障はないと考えられるところ、受益者負

担金制度は架空の利益に対して課金する制度ではないから、その差を無視して、河

川法施行規則に規定された概念をそのまま河川法６３条１項の適用場面に流用す

ることは誤りである。	 

また、「想定氾濫区域図」（乙６４）が「様々な洪水パターンにより変化しないこ

と、各都県共通の指標であること」という特徴を持つことも、実際に利益を受ける

という前提条件を満たさない限り意味を持たないのであり、受益者負担金の算定資

料として是認することは誤りである。	 

加えて、「想定氾濫区域図」は浸水の可能性は示すものの、その程度は全く示し

ていない。	 

第２章、第４で述べたとおり、河川法６３条１項にいう「著しく利益を受ける場

合」、利益が「現実かつ具体性のあるものであって」かつその「程度が際立ってい

て目立つ」と場合と解すべきところ、「想定氾濫区域図」では利益の前提となる被

害そのものが現実かつ具体性のあるものとは言えないことは明らかである。	 

よって、「想定氾濫区域図」を根拠に、栃木県に「著しい利益」があるとして、

治水負担金を負担させることはできない。	 

オ	 １．４４％負担の根拠もないこと	 

	 	 前述したとおり、栃木県は八ッ場ダムの治水にかかる費用のうち１．４４％の負

担を求められている。	 
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第２章、第４で述べたとおり、河川法６３条１項にいう「その受益の限度にお

いて」とは、文字どおり、負担の程度が受益の程度を超えることがないという意

味であると解すべきである。	 

したがって、栃木県の受益の程度が明らかになっていなければ、栃木県の負担

割合である１．４４％が受益の限度の限度内か否かを判断できないことになると

ころ、百歩譲って「想定氾濫区域図」が八ッ場ダムがない場合に想定される浸水

区域ないしは被害額を表象するものだとしても、八ッ場がある場合に当該浸水区

域ないしは被害額がどの程度縮小できるのかを示す資料は存在しないのであるか

ら、「想定氾濫区域図」だけでは栃木県が八ッ場ダムによってどの程度の治水上の

利益を受けるのか全く不明である。	 

よって、「想定氾濫区域図」を根拠に、栃木県に「受益の限度」として八ッ場ダ

ムの治水に係る費用の１．４４％を負担させることはできない。	 

カ	 「利根川浸水想定区域図」（甲Ｂ６３）も過大な想定であること	 

	 	 ２００５（平成１７）年３月に関東地方整備局はカスリーン台風が再来した場

合の利根川水系利根川浸水想定区域図（甲Ｂ６３）を発表した。同図に栃木県と

群馬県の県境を記入したのが図２である。藤岡町の一部に利根川本川の氾濫が及

ぶことになっているが、この想定も机上の計算によるものであって、実際は過大

な想定である。	 
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図２	 利根川水系利根川浸水想定区域図	 ２００５年３月	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

控訴人伊藤武晴は、２００５（平成１７）年１０月に藤岡町の現地を歩いてカスリ

ーン台風時に利根川の氾濫が同町に及んだ範囲が存在するか否かを確認するために

調査した（前記伊藤武晴本人調書）。その結果を図３に示す。これを見ると、浸水の

範囲が２００５（平成１７）年３月作成の利根川浸水想定区域図（甲Ｂ６３）より小

さく、浸水想定面積の半分以下である。しかも、前記ウのとおり、当時の同町の浸水

は渡良瀬遊水地の氾濫によるものであり、利根川の氾濫によるものではないことが判

明した。戦後最大規模のカスリーン台風時にも利根川の氾濫水は栃木県に及ばなかっ

たのであるから、利根川浸水想定区域図（甲Ｂ６３）もまた机上の計算でしかないの

である。	 

このように、栃木県が利根川本川の氾濫によって実際に受ける影響はおよそ想定で

きないものなのであり、また、この区域には首都圏のように資産が集中している訳で

図３ 栃木県藤岡町の浸水想定区域図 （伊藤武晴作成 2005 年 10 月） 
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はないので、到底、八ッ場ダムによって著しい利益があるとは言えないし、負担割合

の１．４４％が「受益の限度」内であることも証明されていない。	 

百歩譲って、栃木県が２００５（平成１７）年３月作成の利根川水系利根川浸水想

定区域図（甲Ｂ６３）における藤岡町の浸水面積の分は負担するとしても、その面積

は「想定氾濫区域図」（乙６４）に示された面積の１０分の１程度にとどまるので、1．

44％よりも一桁低い負担割合にならなければならない。その場合は八ッ場ダム建設事

業への栃木県の負担額は1億円程度にとどまり、負担額を９億円も軽減することがで

きるのである。	 

	 キ	 小括	 

以上のとおり、栃木県に賦課された八ッ場ダム治水負担割合１．４４％の算定方法

には、①ダム完成以前と以後の被害の程度を比較しなければ、当該ダムにより「著し

く利益を受ける」か否かを判断できないにもかかわらずその比較をしていないという

「方法論」の基礎における重大な瑕疵があること、②ダム完成以前の水害被害把握で

も現実にはあり得ない被害を想定していること、③そのため、受益者負担金制度は架

空の利益に課金する制度ではないにもかかわらず、本件では架空の利益に賦課してい

ること、④他の１都４県とは異なり、利根川本川から５㎞も離れて位置する栃木県は、

そもそも八ッ場ダムによって治水上の利益を受けることはなく、ましてや他の都府県

が一般的に受ける利益を超える特別の利益があるものとは言えないこと、⑤百歩譲っ

て、計画洪水が襲来した場合に相当する利根川浸水想定区域図（甲Ｂ６３）に従って

栃木県が負担することを認めるとしても、その受益の程度は当初決定の１０分の１程

度であるから、１．４４％という負担割合は「受益の限度」に収まらない過大請求で

あるという看過できない問題があり、栃木県に賦課された八ッ場ダム治水負担金は、

河川法６３条１項に違反するものといわなければならない。	 

	 

12	 結論 

以上のとおりであるから、栃木県が八ッ場ダムによって河川法６３条１項にいう

「著しく利益を受ける場合」に該当することなどあり得ないし、その負担割合（１．

４４％）も、受益の限度を超えたものであるから、控訴人らの主張を排斥した原判決

は法解釈、適用を誤ったものである。	 
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第２	 建設事業負担金(河川法負担金)(ダムサイト危険性関係) 
１	 はじめに 

⑴	 控訴人らの第一審最終準備書面第５章において述べたように、ダムにとって、基

礎岩盤に割れ目などがなく、安定した堅硬なものであることは必須である。その理

由は、①ダムの巨大な重量に耐えられるだけの耐久性がなければならない、②ダム

の上流側に貯留される水の膨大な水圧に耐えるだけの水平方向の力に対する抵抗

性がダム本体や基礎岩盤になくてはならない、③ダム本体の底に浮力を生じさせな

いような透水性の低さがなければならない、④ダムから水が漏れるような割れ目や

構造があってはならない、という性状が求められることにある。	 

⑵	 ダムに上記の各性状が求められるのは、これらの要件はダムが正常に機能するた

め、あるいはダムの安全性にとって不可欠、必須の条件であるからである。そして、

こうした要件を備えないダムは、正常に機能せず、あるいは安全性が保証されない

のであるから、瑕疵のあるダムだということになり、この種の最低限、必須の要件

を備えないダムは、それは、単なる欠陥ではなく、ダムサイト周辺やダム下流の住

民に対して重大な損害を及ぼすことになるから、重大な瑕疵があるものというべき

である。	 

以下、詳述する。	 

	 

２	 原判決の判断枠組みの誤り 

⑴	 控訴人らの主張の骨子 

控訴人らのダムサイトの危険性に関する主張の骨子は、本件ダムのダムサイト周

辺の岩盤・地質は、ダムを建設するための適格性を欠き、河川法３条２項に定める

河川管理施設としての客観的効用性を備えておらず、このようなダム計画に負担金

を支出することは違法である、というものであった。	 

⑵	 原判決のダムサイトに関する判断枠組み 

原判決は、八ッ場ダム建設事業に係る被告の負担金支出が違法な公金の支出にあ

たるか否かについて、河川法施行令３８条１項の通知「の前提となった河川整備基

本方針、河川整備計画、ダム建設に関する基本計画自体又は都府県が河川管理施設

から利益を受けるとの国土交通大臣の判断のいずれかが著しく合理性を欠き、その

ためこれに予算執行の適正確保の見地から看過しえない瑕疵の存する場合でない限
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り、同通知を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を取るべき義務があり、こ

れを拒むことは許されないと解するのが相当である」と判断枠組みを設定した（６

８頁）。	 

⑶	 原判決の誤り 

ア	 上記のような原判決の判断枠組みが誤っていることについては、第２章、第５

で述べたとおりである。八ッ場ダム建設計画等が著しく合理性を欠いているか、

及び栃木県が八ッ場ダム建設によって著しく利益を受けることがあるかどうか

が、判断基準とされるべきである。	 

イ	 また、原判決は、個々の問題点について、原告らの科学的根拠に基づく指摘に

ついて、原告の主張に一定の根拠が認められる場合、有効な反証がなされなけれ

ば、原告の主張する事実が認定されるのが通常であるにもかかわらず、被告が有

効な反証をしているかという点について、何らの検討がなされていない。原判決

は、「国土交通省が調査を行った」との事実から直ちにその調査が不十分とはい

えないとしており、事実評価に不備がある。	 

ウ	 そもそも、原判決は、単に国土交通省が「技術的な問題については対応可能と

している」という認定を行っただけで、実際に同省が技術的な問題について対応

する意思や能力を有しているということまで認定していない。しかしながら、原

判決は、その後の記載においても、あたかも同省が技術的な問題について的確に

対応することが可能であることを当然の前提とするかのごとき論旨を展開してい

る。これは明らかに論理の飛躍であり、論理の不備である。	 

国土交通省が「技術的に対応可能」と述べたからといって、本当に技術的に対

応可能であることや実際に対応することについての保証は全くない。奈良県の大

滝ダムでの湛水試験時点での地すべりの発生、同じく、埼玉県の滝沢ダムでの同

様な地すべりの発生などが示すように、国交省の地すべりや岩盤の安全性に関し

ての知見が極めて乏しいことは明白である。	 

国の「安全である」、「問題がない」といった言葉が、何らの裏付けのない空虚

な言葉であったことは、福島第一原発の事故を見ても明らかである。ダム等の巨

大な人工物の安全性については、原判決のような他人任せの安易な判断が許され

ないことは明らかである。	 

以下、ダムサイトの危険性に関する原判決の誤りを個々に詳述する。	 
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３	 基礎岩盤の脆弱性について 

⑴	 控訴人らの主張の骨子 

控訴人らの基礎岩盤に関する主張は、	 

①国土交通省は、ダムサイトの基礎岩盤は岩級区分で言えばＢ級が主体であるとし

ているが、本件ダムサイト周辺は多くの割れ目が存在するし、非常に複雑な割れ

目が発達しやすい火山性の地層である、	 

②現地で行われたルジオン試験の結果を参照すれば、岩級区分は見直されるべきで

ある、	 

③ダムサイト周辺の吾妻川左岸にはかつて擾乱帯と呼ばれた箇所があるが、それは

断層破砕帯であり、ダムサイトの直下に延びている可能性がある上、それと平行

する断層も新たに発見されている、	 

というものである。	 

⑵	 基礎岩盤の岩級区分について 

ア	 原判決の判断	 

原判決は、八ッ場ダムダムサイトの岩級区分について、「国土交通省は、……

本件ダムサイトは全体にＢ級岩盤を主体として、地表に近づくに従いＣＨ級、Ｃ

Ｍ級、ＣＬ級岩盤からなっていると評価し、ダム高が最も高く、水深が最大とな

り、最も大きなせん断強度が必要となる、渓谷中央部の河床から両岸の斜面にか

けては、概ねＢ級の岩盤が広がっていると評価している」として、国土交通省が

このように述べていると指摘している(７９頁)。	 

しかしながら、本件ダムサイト周辺は多くの割れ目が存在するし、非常に複雑

な割れ目が発達しやすい火山性の地層であるという控訴人らの主張については、

特に判断を示していない。	 

そして、原判決は、ルジオン値を参照すれば上記岩級区分は見直されるべきで

あるという控訴人らの主張に対して、「八ッ場ダムサイトの岩級区分は岩塊の硬

軟、コア形状（割れ目間隔）及び割れ目の性情等の要素によって区分されている

もので、ルジオン値にのみよるものではないことから、原告の主張は採用できな

い」とした（９９頁～１００頁）。	 

イ	 原判決の誤り	 
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(ｱ)	 国土交通省の主張自体の曖昧さ	 

控訴人らの第一審最終準備書面第５章においても述べたことであるが、国土交

通省のダムサイト基礎岩盤に対する考えの基本は、「今後も継続して実施される

地質調査や設計作業により精度向上が図られ、ダムサイト地質に対する評価や図

面等に修正が加えられていくものであることを申し添える。」ということである

（甲Ｂ１００・１頁）。	 

国土交通省自体、ダムサイトの基礎岩盤について不明な点・曖昧な点が残され

ていることを自認しているのである。そして、国土交通省の判断が、それまでに

行われた調査や、当該判断後の資料と照らし合わせて矛盾しないのかどうか、改

められなければならないのかどうかが、厳しく検討されなければならないのであ

る。	 

(ｲ)	 多数の開口割れ目の存在について	 

控訴人らが岩級区分についてまず指摘したことは、多数の開口割れ目の存在と

国土交通省の岩級区分とが矛盾するということである。	 

「Ｈ１４ダムサイト地質解析業務報告書」の表４・１－３「岩級区分基準」に

は、Ｂ級は「ほとんど割れ目がない新鮮堅硬岩盤」「割れ目は少なく、ボーリン

グコアでは１ｍにつき１～２本程度である。割れ目沿いは若干褐色部が認められ

るものの密着していることが多く、軟質化は認められない。開口割れ目も認めら

れるが少ない」とされている(甲Ｂ４８・８６頁)。	 

まず、上記報告書には、Ｂ級と判断したボーリングのコアがすべて示されてい

るわけではないので、国土交通省がＢ級と判断した岩盤が本当にＢ級で正しいと

いうことを裏付ける証拠はない。次に、上記報告書８７頁には、Ｂ級と判断され

たボーリングコア３本の写真が例示されている。この３本は例として挙げられて

いるくらいだから、本件ダムサイトのボーリングコアの中から最も良質のものが

選定されて掲載されているものと考えられるところ、一番上のＢＬ-７及び真ん

中のＢＲ-１２は、何れも河床部のものではなく、それぞれ、左岸部・右岸部の

ものである(甲Ｂ４８・７４頁)。一番下の６０-Ｂのみが、河床部のものである(同

上)。これらのボーリングコアを見ると、１ｍにつき３本以上の割れ目が入って

いるものが散見される(ＢＲ-１２の５４～５５ｍ、６０-Ｂの６０～６１ｍ、６

２～６３ｍ)。割れ目は、開口しているものが多い(ＢＬ-７の７０～７１ｍ、７
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２～７３ｍ、７３～７４ｍ、７４～７５ｍ、ＢＲ-１２の５２～５３ｍ、５４～

５５ｍ、６０-Ｂの６０～６１ｍ、６２～６３ｍ、６４～６５ｍ)。河床部の６０

-Ｂの割れ目が特に大きな割れ目となっている。また、６０-Ｂは、コアが白色な

いし赤褐色となっており、変質作用を受けていることが看取される。ＢＬ-７の

７０～７１ｍ、ＢＲ-１２の５０～５１ｍ、６０-Ｂの６０～６１ｍの箇所等には、

岩盤が風化して砕けていることが看取できる箇所がある。	 

このようなことからするならば国土交通省が行ったＢ級との判断は、上記のＢ

級の定義と整合していないことが分かる。しかも、最良のものとして例示されて

いるものがこの体たらくなので、その余の部分のＢ級という判断も推して知るこ

とができる。さらに、国土交通省の判断は、河床部において最も甘いことが窺え

る。	 

このように、国土交通省のＢ級との判断は、実際のボーリングコアの割れ目や

岩の状態と矛盾するのであり、合理性がない。	 

(ｳ)	 ルジオン値との整合性について	 

まず、控訴人らの第一審最終準備書面第５章、１５頁においても述べたように、

透水性が高いということは、岩盤中に割れ目が存在することを示す。即ち、ルジ

オン値が大きい箇所は、岩級区分のランクは、当然のことながら、低く評価され

るべきことになる(甲Ｂ９５・３頁)。	 

原判決は、岩級区分とルジオン値とは必ずしも連動しないかのごとく述べてい

るが、甲Ｂ４８号証、８７頁に示された岩級区分の基準は、一見して分かるよう

に、視認による区分である。一方、ルジオン値は、ルジオン試験によって明らか

にされる数値であり、それによって岩盤中の割れ目や風化などの水を通しやすい

脆弱な部分の存在が示される。ルジオン試験によって高いルジオン値が示された

場合は、岩盤の脆弱性が示されたものと考えなければならない。特にＢ級につい

ては、「ルジオン値は概ね２以下」とされているのであって、ルジオン値と岩級

区分との対応は比較的明瞭である。従って、ダムサイトの安全性を考えた場合、

１０を超えるようなルジオン値が示された場合、特に２０を超える値が示された

場合は、岩級区分の見直しをすることは必須であると考えなければならない。	 

本件ダムサイトの基礎岩盤は、控訴人らの最終準備書面その５、１５頁以下に

おいて詳細に述べたように、ルジオン値が１０以上２０未満、あるいは２０以上



189 
 

を示す箇所が多々あって、概ねＢ級との判断は誤りであり、多くの部分がＣＭ級

やＣＬ級に変更されなければならないことは明らかである。	 

このようなルジオン値にも拘らず、岩級区分Ｂ級との判断、評価は不合理とは

いえない、とする原判決の判断は、明らかに不合理である。	 

(ｴ)	 小括	 

以上から、本件ダムサイトの基礎岩盤について、Ｂ級主体と判断した国土交通

省の判断は合理性があるとはいえないことは明らかである。	 

⑶	 擾乱帯について 

ア	 原判決の判断	 

原判決は、上記平成１４年報告書において擾乱帯と呼ばれた部分について、そ

れが「ダムサイト直下まで延長していると認めることはできない」（１００頁）

とし、また、断層については、「八ッ場ダムの右袖部又はその近傍を通過し、か

つ、ダム建設に影響を与えるような断層の存在を認めることはできない」として

（１０３頁）、控訴人らの主張を排斥した。	 

イ	 原判決の誤り	 

(ｱ)	 断層の存在	 

原判決は、ダム建設に影響を与えるような断層は存在しないとするが、擾乱帯

とよばれているものの正体が断層であること、本件ダムサイトには、それに平行

して走る断層が存在することは、証拠上明らかである。	 

すなわち、控訴人らの第一審最終準備書面第５章、１８頁以下に述べたように、

「Ｈ１７川原畑地区他地質調査報告書」作成の前提となった横坑調査では、２条

の断層の存在が明記されている(甲Ｂ９５・６頁、添付図・図－４、図－５)。ま

た、当該「擾乱帯」付近で行われた水平ボーリングＮｏ．１３には、「１６．４

５～１６．５ｍ付近が褐色に変色し、２条の断層の一部であると考えられる」と

されている。同じく水平ボーリングＮｏ．１２にも「２条の断層の一部であると

考えられる」とされているのである(甲Ｂ９５・６頁、添付図・図－５)。Ｈ１４

報告書で擾乱帯とよばれていたものが、２条の断層に挟まれた断層破砕帯である

ことは、証拠上明らかである。	 

さらに、やはり控訴人らの最終準備書面その５、１８～１９頁において述べた

ように、上記「Ｈ１７川原畑地区他地質調査報告書」では、横坑調査の結果、坑
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奥・「擾乱帯」の西側にこれと並行した新たな断層が見つかったことが明記され

ている(甲Ｂ９５・７頁)。	 

以上のように、証拠上擾乱帯が２条の断層であること、それに平行した断層も

存在していることが証拠上明らかであり、断層又は断層破砕帯が存在するとは認

められない、などとした原判決の誤りは明らかである。	 

(ｲ)	 断層のダムサイト直下への延長	 

これもまた、控訴人らの第一審最終準備書面第５章、１８頁において述べたこ

とであるが、上記擾乱帯は、吾妻川左岸河床部で河道方向一１軸から２軸(ダム

軸の上流側約４０ｍ～下流側約８０ｍの範囲)まで連続していることが、上記「Ｈ

１７川原畑地区他地質調査報告書」作成の前提となった横坑調査、それ以前のＨ

１４報告書等において確認されている。	 

また、原判決は、国土交通省が安山岩貫入岩体の中で行ったボーリングＮｏ．

１７を踏まえて、上記のような「ダムサイトには断層が認められない」などと言

う判断を行ったのではないかと思われるのである。しかしながら、このボーリン

グのコア部分には、他のコア部分と比べて異常な赤色変質部分が認められる。こ

れは、割れ目への水の浸潤に伴う酸化帯であると考えられるため、直近に割れ目

が存在することが明らかである。加えて、安山岩貫入岩体はその周囲の八ッ場層

よりも形成が新しい。上記の擾乱帯は八ッ場層の中に認められるのであるから、

擾乱帯の存否を確認するためには、安山岩貫入岩帯の中だけではなく、周囲の岩

盤についても詳細な調査を行う必要がある。国土交通省はそのような調査を行っ

ていないし、被控訴人も、このような調査を行ってダムサイトの岩盤中に擾乱帯

が存在しないことを主張・立証していない。	 

のみならず、本件では、八ッ場層よりも新しい貫入安山岩体の、しかもダムサ

イト上流部分の擾乱帯の延長部に位置する部分に、上記のような赤色変質が認め

られることから、擾乱帯(＝断層）と関連すると思われる割れ目が存在する可能

性がある。この可能性は、相当程度の科学的根拠を持った可能性であり、原判決

が想定したような、ＡもあればＢもあるかもしれない、といった程度の可能性で

はない。さらに、この擾乱帯一赤色変質帯の延長のダムサイト０軸の右岸側標高

４４０ｍ付近に高いルジオン値を示す部分がある。	 

これらの事実及び被控訴人がこれに対して何らの主張・立証も行っていないこ
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とも併せ考えるならば、擾乱帯は、ダムサイト直下に延長しているものと認める

のが相当である。	 

(ｳ)	 小括	 

以上のことから、本件ダムサイトには、ダムサイト直下に延びる擾乱帯とかつ

て呼ばれた断層破砕帯が存在することが認められ、本件ダムサイトの基礎岩盤

は、ダム堤体を建設するためには安全な岩盤とは到底いえない。	 

この点に関する原判決の判断の誤りは明白である。	 

	 

４	 基礎岩盤の高透水性について 

⑴	 控訴人らの主張の骨子 

控訴人らの主張は、	 

①吾妻川の河床標高以深にも高いルジオン値を示す地点が多々あり、河床付近の基

礎岩盤は難透水性とはいえない、	 

②吾妻川の左岸側は高透水性の水平の割れ目が山側に向かって発達している、	 

③現場の透水試験からも「限界圧あり型」や「目詰まり型」の箇所が多々あり、一

見強固な岩盤に見えても、ダムが湛水すればその水圧によって隠されていた岩盤

の脆弱性が露わになる可能性がある、	 

④新グラウチング指針は国土交通省のお手盛り基準である可能性が高く信用性が低

い上、新グラウチング指針の基準によっても対応不可能なルジオン値を示す箇所

もあるし、グラウチング工法では剪断抵抗を補強できない、	 

というものである。	 

⑵	 基礎岩盤の高透水性について 

ア	 原判決の判断	 

原判決は、本件ダムサイトの基礎岩盤の透水性について、特に理由を示すこと

なく、「証拠（・・・）をみても、・・・、国土交通省が水深が最大となる河床

付近の基礎地盤ではルジオン値は小さく難透水性であり、砂岩では、おおむね地

下水位以深ではルジオン値が小さく、右岸では、基礎水位よりも深い箇所でもル

ジオン値の大きい箇所があると判断したことが不合理であるとまで認めることは

できない。」と判断している（１０１頁）。	 

イ	 原判決の誤り	 
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原判決は、右岸のルジオン値が大きいことを認める一方、河床付近及び左岸・

右岸の岩盤についてのルジオン値が小さいという国土交通省の評価について、こ

の評価が不合理であるとまではいえないとしているが、大きな誤りである。	 

具体的なことは、控訴人らの第一審最終準備書面第５章、２３頁以下に詳細に

述べたが、①「Ｈ１７川原畑地区他地質調査報告書」に添付された左岸側のルジ

オン値と標高の関係図(甲Ｂ９５・添付図・図－１０の左図)において、現実に、

吾妻川河床付近や左右両岸側に高透水性の箇所が多数見られるし、②ダムサイト

０軸(ダム堤体が建設される位置)のルジオンマップには、河床標高以深において、

ルジオン試験の結果「目詰まり型」「限界圧あり型」を示す地点がかなりあり(甲

Ｂ９５・添付図－１１、１２等)、これらの箇所は、ルジオン値が低いように見え

ても、一定以上の水圧がかかると岩盤が亀裂破損する可能性がある、等の点を指

摘することができる。	 

そして、原判決は、これらの点について、何らの批判・検討もできていない。

もとより、被控訴人もこれらの点について反駁する主張・立証を行っていない。	 

河床付近、左岸及び右岸の基礎岩盤ではルジオン値が小さいという国土交通省

の評価は、不合理な点だらけというべきである。この点に関する原判決の判断の

誤りは明らかである。	 

⑶	 グラウチング工法について 

ア	 原判決の判断	 

原判決は、ルジオン値が高く遮水性に問題がある箇所について、国土交通省が、

カーテングラウチング工事及びコンソリデーショングラウチング工事によって対

処可能と判断していることに言及し、「グラウチング技術指針に採用されている

基準が国土交通省によるお手盛りであると認めることはできないし、・・・現時

点において、カーテングラウチング又はコンソリデーショングラウチングによっ

て対処するとしていることが不合理であるということはできない」と判断してい

る（１０１頁）。	 

イ	 原判決の誤り	 

(ｱ)	 グラウチング指針改定作業について	 

グラウチングに関しては、原審最終準備書面第５章、２９～３０頁でも述べた

ように、もともと、本件ダムサイトのような高い透水性のある岩盤には対応がで
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きなかった。ところが、国土交通省がグラウチング指針について、お手盛的な改

正を行い、高い透水性のある箇所においても対応することを可能ということにし

てしまったのである。	 

このグラウチング指針の改定作業については、どのような者らによって、どの

ような手続で行われたのか、改定作業を行った者らの人選はどのような基準で誰

が行ったのか、等の点についても全く明らかにされていない。このような点から

も、現行のグラウチング指針が適切な内容を有しているという前提で判断をする

ことはできない。	 

(ｲ)	 新グラウチング技術指針に準拠しても問題がある基礎岩盤	 

また、控訴人らの原審最終準備書面第５章、３０頁においても指摘したことで

あるが、旧技術指針の基準ではコンクリートダムを造る際のカーテングラウチン

グでは、ルジオン値が１以下のところに施してやっと効果があるといわれていた

ものを、新基準では、ルジオン値１０以下というように基準を甘くした。しかし

ながら、本件ダムサイトの基礎岩盤は、ルジオン値が１０を超える箇所、２０を

超える箇所でさえも存在する。甲Ｂ９５・添付図・図－１０のグラフによると、

特に右岸側には、河床標高以下の場所でも３０超、４０超のルジオン値を示す箇

所もある。さらに、前項で述べたように、河床標高以下の岩盤には、一見堅硬に

見えても一定程度の水圧下においては急激に水の流出量が増える(＝ルジオン値

が上がる)限界圧あり型、目詰まり型の岩盤もある。従って、新指針に従ったと

しても、本件ダムサイトの基礎岩盤は、なおグラウチング工法では対処不可能な

箇所が多々ある。	 

原判決は、このような点を全く考慮していない。	 

(ｳ)	 グラウチング工法では剪断抵抗を補強できない	 

さらに、岩盤が高透水性であることは、単に水が抜けてしまうという問題だけ

ではなく、剪断力に対して脆弱であることを意味している。このような点につい

ても、控訴人らは、原審最終準備書面５章、３０～３１頁において述べた。	 

一方、グラウチング工法というのは、割れ目を充填材で埋めて水の通りを悪く

するという工法であり、水の流出を防止するための工法にしか過ぎない。従って、

割れ目を挟んだ両方の岩盤の機械的な強度を上げるという効果はない。この工法

を用いたとしても、高透水性の剪断抵抗の脆弱な岩盤の剪断抵抗を上げるという
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効果は期待できない(甲Ｂ１０１・１４～１５頁)。	 

(ｴ)	 場当たり的な費用増大という点について	 

仮にグラウチング工法が技術的に可能であったとしても、場当たり的に対応し

ていると費用が増大するということは、誰が見ても明らかなことである。必要に

応じてグラウチングを適用するということは、その都度その都度、費用が新たに

増えていくということになるからである。	 

原判決は、この点について何ら触れておらず、行政追随の不当な判断と言わざ

るを得ない。	 

⑷	 小括	 

以上のとおり、本件ダムサイトの基礎岩盤は高透水性であることを認めるのが相

当であり、グラウチング工法に関する新基準を以てしても、これに十分に対処する

ことができるとは認めることができない。	 

この点に関する原判決の判断の誤りは明白である。	 

	 

５	 熱水変質帯について 

⑴	 控訴人らの主張の骨子 

控訴人らの主張は、新たな調査を行うたびに熱水変質帯の新たな分布域が見つか

っているし、熱水は地下深部から岩盤中の割れ目・亀裂に沿って上がってくるので、

島状に分布するから、未調査の箇所から新たに熱水変質帯が発見される可能性もあ

り、本件地域は火山性の地質であることや熱水変質帯の分布は八ッ場層の分布とほ

ぼ重なること等も考えれば、本件ダムサイトは、熱水変質帯の中に位置しているも

のと考えるのが相当である、と言うものである。	 

⑵	 原判決の判断 

原判決は、「国土交通省は、熱水変質帯の分布状況について、継続して調査を行

って、熱水変質帯がダムサイト付近には存在しないことを確認していることを考慮

すると、・・・、ダムサイトの基礎岩盤に広く熱水変質帯が分布することを認める

ことはできない」と判断している。（１０２頁）。	 

⑶	 原判決の誤り 

ア	 熱水変質帯の分布状況	 

控訴人らの第一審最終準備書面第５章、３３頁以下に指摘したように、Ｈ１４
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ダムサイト地質解析業務報告書の時点におけるよりも、Ｈ１７川原畑地区他地質

調査報告書や、Ｈ１８ダムサイト地質調査報告書の調査を続けることにより、次

第に、より広範囲の、しかもダムサイトを取り巻くような熱水変質帯の分布が明

らかにされてきている。	 

また、熱水変質帯は島状に分布するので、未調査の部分に熱水変質帯が存在す

る可能性も高い。	 

さらに、国土交通省がＨ１７川原畑地区他地質調査報告書において、ダムサイ

トは良好岩盤であるとした根拠となった横坑調査は杜撰且つ粗雑であり、この調

査に信頼性はない。寧ろ、上記のような熱水変質帯の分布状況を見ると、ダム軸

に変質帯が延びてきているものと考えるほうが自然である。	 

翻って、Ｈ１４ダムサイト地質解析業務報告書に掲載された、ダム軸直下の６

０-Ｂというボーリングのコアを見ると、第３、２、⑵、イにおいて既に述べたよ

うに、他のＢＬ-７に見られるような新鮮な岩盤であることを示す青色ではなく、

赤褐色変質、白色変質を受けている上、大きな亀裂の存在が確認できる(甲Ｂ９

５・８７頁)。ダムサイト直下の岩盤にも、熱水変質帯が伸びていることがはっき

りと分かる。	 

イ	 更にその後の調査でも発見された熱水変質帯	 

国土交通省は、平成１９年にも熱水変質帯の調査を行ったようであるが、その

結果を添付する(図－１、２	 本書面本第５部末尾参照)。図－１を見ると、ダム

サイト直下に、⑦～⑨の間、⑩～⑳の間に、標高４８０m±５mの範囲に熱水変質

が認められたボーリングがあったことが記されている。ダムサイト下流側の㊧～

⑳の間にも、同様に熱水変質が認められたボーリングが存在する。	 

この点、国土交通省は、それらの熱水変質が認められたボーリングは、下方か

らの変質帯が連続しない、としている。しかし、変質帯は、熱水の通過した場所

であり、岩盤中では割れ目分布に規制される。ボーリングのコアの中で変質帯が

下方から連続しないとしても、変質帯の存在自体が、下方から熱水が上昇してき

たこと、及びそのような上昇を許す連続した割れ目が存在することを意味してい

る。	 

また、平成１９年に行ったとされる調査では、熱水変質が認められなかったボ

ーリングも多数存在するため、国土交通省は、熱水変質が存在するとしても僅か
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に過ぎないということを言いたいようである。しかし、同省が熱水変質が認めら

れなかったとしているのは、ボーリングコア中の１０ｍの幅でしかない。それ以

外の深度については何の言及もない。その上、熱水変質帯は、砂岩等空隙の多い

岩体や地表部の開口割れ目の密度が高いところでは面的分布を示すようになるが

深部での割れ目の幅は大きいもので数ｍｍ程度であることから、このようなとこ

ろでは変質帯の幅もせいぜい数ｃｍから数１０ｃｍ程度と推定される。ところで、

ダムサイト岩盤で実施されたボーリング密度は多いところでも４０ｍ間で１～２

本程度である。仮に４０ｍに１本のボーリングで、変質帯幅４０ｃｍの変質帯を

見つけるとすると、その確率は４０／４０００、すなわち１００分の１なのであ

る。変質帯がないとしたボーリングをもって、その周囲に変質帯が及んでいない

と断定するのは誤りである。	 

ウ	 小括	 

以上から、本件ダムサイトには熱水変質帯が及んでいることが明らかである。

この点に関する原判決の判断の誤りは明白である。	 

	 

６	 まとめ 

ダムが正常な機能を有すること、ダムサイトに危険性がないこと等は、被控訴人に

主張・立証責任があるところ、被控訴人は、それらの責任を果たしていない。	 

上記のとおり、八ッ場ダムのダムサイトが脆弱であり、危険であることは明らかで

ある。	 

	 

第３	 地すべりの危険性 
１	 控訴人らの主張の骨子 

⑴	 国土交通省による従来の調査でも、貯水池周辺で地すべり発生の可能性があると

ころは２２地区に及んでいた。ところが、国土交通省が地すべり対策を具体化した

のはわずか３地区のみであり、しかも、コスト縮減のため、合わせて５．８億円の

対策費で済ませるというものであった。その余の地すべり問題については「ダム貯

水池の湛水にあたっては、見落としのない様に、事前に貯水池全域を対象に再検討

を行う」というもので、問題を先送りするものであった。地すべりの危険性はダム

の安全性の根幹に関わることであり、さらに、その対策の内容によってはダム事業
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費が少なからず増額され、そのことはダム参画予定者の参画是非の判断にも影響す

ることであるから、問題先送りで済ませられることではないことは言うまでもない。	 

国土交通省が予定している対策は、その対象範囲についても、また防止策につい

ても、きわめて不完全である。	 

⑵	 八ッ場ダム貯水池の湖岸斜面において、少なくとも次の４箇所の地区では湛水地

すべりの危険性が現在している。	 

ア	 川原畑地区二社平の地すべり	 

川原畑地区の二社平とその周辺（三平、上の平など）の地層は、基盤は「八ッ

場層」であるが、この地では、そこへ後から「温井（ぬくい）層」と呼ばれる溶

岩が割り込んで（貫入）きたことと、それに伴って酸性の高温温泉が上昇したこ

とにより、八ッ場層は熱水変質を受け、粘土化したり風化が早まってひどく脆弱

化し、斜面の下方へ移動する地すべりを起こしている。	 

二社平の尾根筋全体が地すべり地で、激しい崩壊が起こっていることは争いが

ないが、国土交通省が設定している「すべり面」は、地すべりの進行を示す滑落

崖も分離丘もその周辺の空洞帯も含まれていない。このように過小評価した「す

べり面」を前提に現計画の容量の押え盛土工法が設計されているから、「すべり面」

が拡大した場合には、極めて効果が小さく、安全の確保は到底期待できない。	 

イ	 林地区勝沼の地すべり	 

林地区勝沼では、１９８９（平成元）年１０月、ＪＲ吾妻線の路盤が沈下し、

国道が押し出されるという、幅と奥行きが４００ｍという大きな地すべりが起き

た。群馬県は、地下水を抜くための井戸（集水井）を９箇所つくり、下流側の斜

面の下部にはアンカーボルトも設置して、地すべりの動きを止めた。	 

国土交通省は、勝沼については３つの地すべり地を想定したが、そのうち、最

も大きな中央部の地すべり地は、「地すべり面が確認されておらず、滑動する可能

性は極めて小さいと判断される。」として、対策は採らないとし、残り２箇所だけ

を押え盛土工で対処するとした。しかし、１９８９(平成元)年の大きな地すべり

は中央部の大きな地すべり面で起きた可能性が高く、国土交通省はそのことを無

視して安上がりの対策で済まそうとしている。群馬県が設置した集水井のほとん

どはダム湛水後は水面下になり、機能しなくなるので、安易な地すべり対策で終

わらせるのは危険である。	 
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ウ	 横壁地区白岩沢右岸の地すべり	 

横壁地区の白岩沢右岸について、国土交通省は、７つの地すべりブロックを想

定し、そのうち、吾妻川よりの「ブロック７」だけを湛水によって不安定化する

地区としている。国土交通省は、そのブロックは湛水すると地すべりを起こす危

険を認めているものの、ここで滑っても守らなければならない財産がないので、

対策は採らないとしている。しかし、そのブロックが滑れば山側へ連鎖して地す

べりが拡大する恐れは十分にある。この連鎖の危険性は奥西一夫京都大学名誉教

授も証言(甲Ｂ１０５)で指摘しており、この危険度は極めて高いと言わざるを得

ない。	 	 

エ	 横壁地区小倉の地すべり	 

地質調査会社の委託調査報告書でも、夏季、ダムの水位が下がったとき、造成

盛土層の下部の土石流堆積物などの層から川側の斜面へ地下水が流れ出し、一緒

に土砂を運ぶから、上部の宅地造成地盤が沈下するおそれがあると警告している。

宅地地盤の下の土石流堆積物などの層から地下水が流れ出していることは、冬季、

この崖面一帯に巨大なつららのカーテンができることで明らかである。	 

なお、同地区については１９９８（平成１０）年の集中豪雨で小倉集落周辺で

亀裂が発生し、緊急の地すべり対策が実施されたが、上記の委託調査報告書が指

摘した問題とは別の現象への対策であり、問題は解消されていない。	 

	 

２	 原判決の判断 

⑴	 原判決は、１０３頁以下で「八ッ場ダム周辺の地すべりの危険性」についての判

断を示している。その手法は、まず、国土交通省が講じたとする貯水池地域の地す

べりについての検討・対策を前提に、周辺地の地滑りの危険性について著しく合理

性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過しえない瑕疵がある

といえるか検討するというものになっている。	 

⑵	 その上で原判決は、次のように判示し、国土交通省の見解を追認した。	 

「上記認定事実によれば、国土交通省は、文献等の調査に基づいて地すべりの危

険のある地域を選定し、地すべりの危険のある地域とされた横壁地区、林地区、二

社平について、個別に地すべりの危険性の有無について調査を継続した結果、林地

区及び二社平については地すべりの危険性があることが確認され、さらに調査を継
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続し、同調査によれば、林地区のうちの中央部（⑲）はボーリング調査の結果地す

べりの危険性がないことが確認されたが、その両側（⑲－１、⑲－２）及び二社平

については地すべりの危険性があったことから、対策工として押さえ盛り土を実施

すると判断したこと、当初地すべりの危険性がないとした後に地すべりが発生した

横壁・西久保の小倉においては、既に対策を実施したことが認められる。	 

以上の事実によれば、国土交通省は、八ッ場ダム周辺の地すべりの危険性につい

て、地すべりの危険性がある場所につき、継続的な調査に基づき判断しており、し

かも、仮に現時点で把握されていない地すべりが発生した場合でも、横壁地区・西

久保の小倉と同様に対処することが可能であるといえるから、国土交通省の上記調

査、検討及び対策が不合理であるということはできず、また、地すべりの危険性が

ある箇所の危険を放置していると認めることもできない。」（１０３～１０４頁）	 

⑶	 また、控訴人らが地すべりの危険性を具体的に指摘した箇所についても、一部よ

り慎重な検討と対策が望ましいとしながらも、次のように判示し、控訴人らの主張

を排斥した。	 

①	 二社平地区において、国土交通省が調査をし、それを前提として押さえ盛り土

によって対応が可能としているので、重要な要素を見落としていると認めること

はできない（１０４頁）。	 

②	 林地区について、原告らの主張は可能性を指摘するにすぎず、国土交通省が調

査をしていることから、調査結果が不十分ではないとして、地すべりの危険性が

あることを認めるに足りる証拠はない（１０４頁～１０５頁）。	 

③	 横壁白岩沢右岸地区については、地すべりの安全面からして問題のある試料が

採取されており、ボーリング調査により安全率を検証し直すことが望ましい（原

判決１０４頁）、また、当初地すべりの危険性がないと判断された横壁地区・西

久保の小倉において地滑りが発生したことにつき、国土交通省の事前の調査検討

が結果として不十分であった（１０５～１０６頁）。	 

しかしながら、上記①については、国が対応が可能であると述べていることと、

現実に対応が可能であることがまったく別の問題であるのに、具体的な検討なしに

国の主張を丸飲みにする不当な判断であり、上記②についても、科学的根拠に基づ

いて可能性が指摘されたとすれば、それに対する有効な反証がなされなければ、可

能性があるものと認定されるのが通常であろうし、さらに上記③についても、この
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ような事実は、地すべりの危険性に対する調査検討が不十分であり、具体的な対策

が確立していないことを明らかにするものであるというべきである。	 

⑷	 このように原判決は、問題先送りの国土交通省の無責任な見解を追認するという

不当な判決であり、地すべりの危険性についての実質的な判断を回避するものであ

った。	 

	 

３	 国土交通省が示した新たな地すべり対策 

⑴	 八ッ場ダム検証報告の地すべり対策 

八ッ場ダム貯水池周辺の地すべりの危険性がマスコミでも度々取り上げられ、地

元住民から災害発生への不安の声が出されたことにより、ようやく国土交通省も重

い腰を上げざるをえなくなった。そこで、平成２２年１０月から開始された八ッ場

ダム建設事業の検証において、国土交通省は地すべり対策を検討し直し、その結果、

１０地区において約１１０億円の費用をかけて対策を行うことを明らかにした（対

策済みの１地区も含めると、対象地区は１１地区）。さらに、国土交通省は、地元住

民が移転しつつある代替地の地すべり対策も新たに検討し、約４０億円の費用をか

けて５地区で対策を講ずるとした。合わせて約１５０億円の対策費である。	 

新たな地すべり対策および代替地地すべり対策の内容は次に示す図表のとおりで

ある。（甲Ｂ２０４「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書『４．八ッ場ダム

検証に係る検討の内容』、２０１１（平成２３）年１１月、国土交通省関東地方整備

局」）。	 
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⑵	 従来の地すべり対策との比較 

新たな地すべり対策と従来の計画による地すべり対策を比べると、以下の点が変

更となっている。	 

ア	 対策検討地区の増加	 

下表のとおり、対策地区が大幅に増えた。地すべり対策地区は従来は３地区で

あったのが、１１地区に増え、代替地の地すべり対策地区も含めると、１６地区

になった。その中には、湛水で地すべりが起きても保全対象物がないことなどの

理由で、国土交通省が地すべり対策の必要性がないと判断していた横壁地区白岩

沢、林地区久森沢も含まれている。	 
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地区名 対策工法　(案) 従来の計画の対策工法

二社平（川原畑） 排土工、押さえ盛土工 押さえ盛土工、捨石工

勝沼（林） 排土工、押さえ盛土工 押さえ盛土工、捨石工

小倉（横壁） 排土工、押さえ盛土工、鋼管杭工 H21迄に実施済

白岩沢（横壁） 排土工、押さえ盛土工 なし

久森沢（林） 押さえ盛土工 なし

久々戸（長野原） 押さえ盛土工 なし

川原畑① 押さえ盛土工 なし

川原畑② 押さえ盛土工 なし

川原湯 押さえ盛土工 なし

横壁 押さえ盛土工 なし

林 押さえ盛土工 なし

川原湯① 杭工 なし

川原湯② 杭工 なし

川原湯③ 杭工 なし

川原湯④ 杭工 なし

長野原 アンカー工 なし

未固結堆積物

代替地安全対策

種別

⼋八ッ場ダム事業検証による新たな地すべり対策と従来の計画

地すべり等対
策

地すべり地形

	 

	 

イ	 費用の増大	 

対象地区の増加により、対策費用も従来の５．８億円から約１５０億円に跳ね

上がっている。	 

また、従来の計画でも対象になっていた川原畑地区二社平、林地区勝沼も対策

の内容が大きく変わっている。林地区勝沼について見れば、従来の計画では押え

盛土工２０.３万㎥、捨石工４.０６万㎥の対策で良しとしていたが、新たな対策

は、頭部排土の掘削工８９万㎥、法面工（簡易吹付法枠、植生工）１１.７万㎥、

押え盛土工３９万㎥、	 リップラップ工３.０１万㎥と、大幅に増強されている（甲

Ｂ第２０５号証「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討『地すべり等の対策工』

２０１１（平成２３）年１１月、国土交通省関東地方整備局」）。それが十分な対

策であるかどうかはさておき、国土交通省は従来はコスト縮減最優先で極力安上

がりの対策で終わらせていたのが、今回の検証では地すべり問題への姿勢を変え

て、全面見直しを行ったのである。その結果、代替地安全対策も含めて、地すべ

り対策で約１５０億円の増額が必要となった。	 
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⑶	 対策地区激増の意味 

このように、対策を講ずべき地区（斜面）は激増し、湛水湖周辺のほとんどの地

区が要対策地区（斜面）となっているといっても過言ではない。	 

このような検証結果自体が、八ッ場ダムが地すべり地につくる「極めて危険な湛

水湖」であることを裏付けているといえる。	 

⑷	 このように、地すべりの危険性についての国土交通省の認識は大きく変わり、八

ッ場ダムをつくれば、ダム貯水池周辺で地すべりが多発する危険性を認め、大急ぎ

でその対策計画をつくったのである。この点で、これまでの原告・控訴人らの主張

の正当性は裏付けられたところであり、被控訴人らの主張を鵜呑みにし形式的な判

断しかせず実質的な判断を行わなかった原審の判断は誤りであったと言わねばな

らない。	 

それとともに、国土交通省が地すべりの危険性について見直しを行い新たな対策

を打ち出したことにより、八ッ場ダム貯水池地すべりの危険性の訴訟上の論議、審

議は、ほとんど振り出しから始めなければならない状況になった。	 

	 

４	 国土交通省が示した新たな地すべり対策の問題点 

⑴	 はじめに 

八ッ場ダムの検証で示された新しい地すべり対策が実施されたとしても、貯水池

周辺での地すべりの危険性が解消されるわけではない。以下では検証の概要資料で

ある「八ッ場ダム建設事業の検証に係る報告書」（甲Ｂ２０４）及びその元資料であ

る委託調査報告書「Ｈ２２年八ッ場ダム周辺地状況検討業務報告書」（甲Ｂ２０７、

以下「Ｈ２２年業務報告書」という）を検討した地すべり問題の専門家の意見書に

基づき、浮かび上がった問題点について以下に述べる。	 

Ｈ２２年業務報告書は、上記国土交通省関東地方整備局の報告書の基礎資料とし

て作成されたものであり、「八ッ場ダム建設事業の検証に係る報告書」は、これを踏

まえて作成されたものである。そこで、国土交通省の新たな政策が適正なものと言

えるか否かを検討するためには、「Ｈ２２年業務報告書」に即して検討することが必

要である。	 

「Ｈ２２年業務報告書」は、下記の４章からなっている。	 

第１章	 業務内容	 
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第２章	 基本事項検討	 

第３章	 安定解析	 

第４章	 対策工法の比較	 

そして、控訴人らは、「Ｈ２２年業務報告書」の内容について検討した専門家の意

見書（甲Ｂ２０８）を受け取ったので、同書に基づいて国土交通省が発表した新た

な地すべり対策の問題点について、「Ｈ２２年業務報告書」の各章に添って以下に述

べる。	 

⑵	 第２章	 基本事項検討について 

ア	 「Ｈ２２年業務報告書」の概要	 

(ｱ)	 本章では、「現時点で得られている技術情報をもとに、地すべり等の対策工を

必要とする可能性がある地区について現時点で考えられる最大限の地すべり等の

範囲を想定し、地すべり等の対策工の概略検討を行う。」	 

上記の検討を行うにあたっては、「『貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する

技術指針（案）・同解説』（Ｈ２１.７）に基づいて」行う。	 

「従来の手法に対する主な追加、変更点」として、①レーザープロファイラ図

（ＬＰ図、地形平面図）の作成、②高品質ボーリングの調査結果利用、③未固結

堆積物斜面の調査、評価の実施がある（同書ｐ２.１-１）。	 

(ｲ)	 ＬＰ図の判読から、地すべり地形等として「５０地区８４箇所を推定。」。「現

地踏査を実施。岩の露頭の有無等から５地区５箇所は健全斜面と推定。」。その結

果、「推定される地すべり等の可能性がある箇所は４５地区７９箇所となった。」。	 

上記の地すべり等可能性がある箇所のうち、湛水の影響を受けない箇所として

１２地区２０箇所を検討対象から除外する。	 

残りの３３地区５９箇所の地すべり地形は、推定される地すべりの可能性があ

る箇所（１８地区３７箇所）と、地すべりの可能性はないが精査が必要となる可

能性のある未固結堆積物からなる斜面（１５地区２２箇所）とに区分する（同書

ｐ２.１-７）。	 

(ｳ)	 地すべりの可能性有りとされた１８地区３７箇所は、①精査を実施する箇所

（３地区５箇所）、②必要に応じて実施する箇所（４地区１２箇所）、③原則とし

て精査を実施しない箇所（１１地区２０箇所）に分類し、最終的に①と②の合計

として重複地を考慮し、６地区（久森沢、白岩沢、横壁小倉、勝沼、二社平、久々
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戸）の１６箇所を精査する。（同書ｐ２.１-１０）ただし、横壁小倉は対策実施済

みのため除外し、実際には５地区となる。	 

(ｴ)	 未固結堆積物斜面の１５地区２２箇所については、湛水の影響を受ける地区６

地区（川原畑①、川原畑②、林、中棚、川原湯、横壁）の１９ブロックについて

調査を行う（同書ｐ２.３-３１、ｐ２.３-４０）。	 

「土石流堆積物は、未固結堆積物の中でも一度水締めを経験していることから、

湛水の影響が小さいと推定されるので、評価対象から除外した。」という（同書ｐ

２.３-３１）。	 

(ｵ)	 既存ボーリングコアについて、推定すべり面付近の詳細なコアスケッチまたは

破砕区分等を３６孔で実施し、観察結果を述べている（同書ｐ２.２-１）。	 

イ	 問題点	 

(ｱ)	 上記ア、(ｱ)において、レーザープロファイラ図（ＬＰ図）を作成利用するこ

とにより、従来の航空写真を用いた地すべり地形判読の精度が向上し、新たな知

見が加わったかのごとく期待させているが、それはまったくの期待はずれと言わ

ねばならない。何故ならば、ＬＰ図で示されている調査対象域は、今回の新たな

対策以前の従来の地すべり検討対象として抽出した２２箇所を対象としているの

みであって、対象域の拡大は行われていないからである。したがって、従来どお

りの２２箇所について、地すべり地の細分化を行ったものにすぎない。	 

控訴人らは、奥西一夫鑑定意見書「八ッ場ダム湛水域斜面の地すべり危険度と

地すべり対策の評価」（甲Ｂ１０２）を提出し、林地区および上湯原地区の古期大

規模地すべり地形について、その危険性を指摘してきたが、今回の新たな調査の

対象として取り上げられてはいない（甲Ｂ２０８・２頁）。	 

(ｲ)	 上記ア、(ｲ)において、岩の露頭の有無等から５地区５箇所を健全斜面と推定

しているが、その箇所は位置図から外されており、図面から健全性を判断するこ

とができない。また、健全性の判断理由も、岩の露頭の有無等と記載されている

に過ぎず、正当性を判断するには不十分である。わざわざＬＰ図判読を採用した

と述べているのであるから、その判定結果と現地調査の結果とが一致しない理由

について具体的に記載すべきである（甲Ｂ２０８・３頁）。	 

また、地すべり等の可能性がある箇所のうち、湛水の影響を受けない箇所とし

て１２地区２０箇所を検討対象から除外している点は、大問題である（甲Ｂ２０
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８・１０頁）。当該地すべり地が湛水しないとしても、湛水に伴い貯水池周辺の水

文環境は大きく変化する。湖水面が上昇するのに伴って、非湛水地域の地すべり

地内においても地下水位の上昇が予想されるのであり、そのため非湛水地域にお

ける地すべりの危険性は高まることになる。そして、「Ｈ２２年業務報告書」で除

外された１２地区２０箇所の位置についても、上述した５地区５箇所の健全斜面

と同じく、位置図上に表示されておらず、読みとることができない（甲Ｂ２０８・

３頁）。	 

さらに、残りの３３地区５９箇所の地すべり地形は、推定される地すべりの可

能性がある箇所（１８地区３７箇所）と、地すべりの可能性はないが精査が必要

となる可能性のある未固結堆積物からなる斜面（１５地区２２箇所）とに区分さ

れているが、これは２００９（平成２１）年７月に改訂された指針に基づき今回

初めて行われたものである。一般的にいって、現に地形判読により地すべりの地

形が見られると判定された箇所について、現地踏査だけで地すべりの可能性がな

いと判断することはきわめて難しい作業と言わねばならない。しかも、５９箇所

にも上る対象地について、短期間の現地調査で判定することは困難である。加え

て、「Ｈ２２年業務報告書」には、地すべりの可能性がないと判断した理由が記載

されておらず、その判定結果は検証不能であり、信頼性を欠くものであると言う

べきである。このような重要な事項について、理由も示さずただ結論だけを述べ

ると言うことは、初めから答えが用意されていたのではないかとの疑念を抱かせ

るものである（甲Ｂ２０８・３頁）。	 

(ｳ)	 上記ア、(ｳ)において、地すべりの可能性有りとされた１８地区３７箇所は、

調査対象が６地区（久森沢、白岩沢、横壁小倉、勝沼、二社平、久々戸）の１６

箇所に絞り込まれている。また、(１)のエでは、未固結堆積物斜面の１５地区２

２箇所について、６地区（川原畑①、川原畑②、林、中棚、川原湯、横壁）の１

９ブロックについて調査を行うこととされている。	 

「Ｈ２２年業務報告書」の流れを見ると、この調査業務がダム湛水地周辺にあ

る多くの地すべり地の中から、既知の地すべり地点と整合性を持つように、地す

べり地及び未固結堆積物斜面を選定しようとしていることが分かる。しかし、こ

のような意図は、従来から国土交通省が進めてきた地すべり対策の延長線を出る

ものではなく、同省が２０１１（平成２３）年８月に作成した「八ッ場ダム貯水
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池周辺地すべり等検討資料」に記載された「ダム建設凍結か再開かの議論のなか

で改めて八ッ場ダム周辺地すべりの危険度評価を真摯に検討する」という態度と

はほど遠い代物である（甲Ｂ２０８・４頁）。	 

(ｴ)	 上記ア、(ｴ)において、「土石流堆積物は、未固結堆積物の中でも一度水締めを

経験していることから、湛水の影響が小さいと推定されるので、評価対象から除

外した。」（同書ｐ２.３-３１）としているが、問題がある。	 

土石流堆積物と崖錐堆積物との区分は、堆積物や土砂運搬距離から見て漸移的

なものが存在するか否かである。「Ｈ２２年業務報告書」の図２.３.３３未固結堆

積物斜面優先評価図（同書ｐ２.３-４３）に示されている土石流堆積物について

は、崖錐堆積物と見なせるものが少なくない。特に、上湯原の地すべり地形では

土石流堆積物とされて調査対象から外されているが、これは土石流堆積物ではな

く崖錐堆積物と見るべきである。従って、「土石流堆積物が水締めを経験している

から対象から除外する」というのは乱暴な議論と言うべきである。さらに、上湯

原地区での応桑層の分布を見ると湛水域にあるのに、これを調査対象地域から外

しており、二重の意味で誤っている（甲Ｂ２０８・５頁）。	 

この上湯原では、結局、報告は、対策が必要な崖錐堆積地区においても、何ら

対策を執らないという結果を生じているのであるから、湛水時に地すべりを引き

起こす危険性が高いということになる（甲Ｂ２０８・１０頁）。	 

(ｵ)	 上記ア、(ｵ)において、ボーリングコアについて記載しているが、記載されて

いる内容自体はきわめて一般的な地すべりの調査方法であり、特別なものでもな

んでもない。高品質のボーリング調査を利用したと言いたいところなのであろう

が、これまでの調査結果を再度まとめたものにすぎず、あえて高品質と言えるも

のではない（甲Ｂ２０８・４頁）。	 

⑶	 第３章	 安定解析について 

ア	 「Ｈ２２年業務報告書」の概要	 

(ｱ)	 地すべりの精査実施箇所についての安定計算を行っている。計算に必要な数値、

すなわち安全率、単位体積の重量、地下水位、残留間隙水圧、粘着力などについ

て、設定値を検討している（同書ｐ２.１-１から１-７）。	 

例えば、初期安全率、孔内傾斜率が設定されている斜面では、変動があるもの

は０.９５、変動がわずかなものは０、変動なしは１.０５を設定している。傾斜
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計を設置していないところでは、現地の状況から判断する。	 

計画安全率は、指針に基づき、保全対象の重要度から１.０５～１.２０の数値

が設定されているが、１.０５と１.２０が採用されている。	 

地下水位の設定については、観測水位の値、近隣の観測水位から推定し、水位

記録がない場合には、すべり面より下に設定している。	 

土の単位体積重量は、室内試験、現場密度試験から参照して平均値を採用して

いる。	 

すべり面強度の設定は、指針に基づき粘着力の値を採用している。	 

(ｲ)	 地すべりの精査対象５地区の箇所は、１１の複数ブロックに分けられ、各ブロ

ックでは更に複数の測線が選ばれ（合計で２５ケース）、各測線について湛水時に

おける安定計算を行った。	 

このうち、「Ｈ２２年業務報告書」には各ブロックで必要最大抑止力が最大とな

るものについて１４の試算結果が記載されている（同書ｐ３.１-１０）。いずれの

ケースでも５地区の最小安全率は全て１未満となっており、必要抑止力は１７２

４～１６８２２（ｋＮ／ｍ）となっている（同書ｐ３.１-８）。	 

(ｳ)	 未固結堆積物斜面についての安定計算を行っている。ここでは、すべり面を①

円弧すべり（試行すべり法によって得られる最小の安全率を与える円弧）と②下

底面すべり（未固結堆積物と基盤との境界すべり）において計算を行う。	 

計算に必要な土塊の単位体積重量、土質強度定数、初期安全率、計画安全率を

検討している。（同書ｐ３.２-１以下）	 

例えば、土塊の単位体積重量については、応桑岩屑流堆積物について１９.０ｋ

Ｎ／ｍ２、崖錐堆積物については１８.０ｋＮ／ｍ２と設定している。	 

土質強度定数はＮ値から算出し、堆積物の区分により下記のとおりの数値とな

っている。	 

応桑岩屑流堆積物	 	 粘着力０、内部摩擦角３５度、Ｎ値１５	 

崖錐堆積物	 	 	 	 	 粘着力０、内部摩擦角３０度、Ｎ値５～１０	 

初期安全率は、現地踏査から未固結堆積物では亀裂等からの変動兆候はないので

安全率を１以上としている。計画安全率は、崩壊が発生したときの影響度から判

定し１.２０と１.０５を採用している。	 

(ｴ)	 ６地区１９箇所の未固結堆積物斜面の精査対象地の合計２８測線での安全率



210 
 

算定結果によると、試行円弧すべりでは６測線で１以上、２３測線が１以下とな

った。抑止力は２２４２～４５００.９ｋＮ／ｍであり、４０００ｋＮ／ｍを超え

るのが１測線ある（同書ｐ３.２-３以下）。	 

イ	 問題点	 

(ｱ)	 上記ア、(ｱ)において、各種の計算値が記載されているが、これらの安定解析

に必要な数値の設定は、すべて２００９（平成２１）年７月改訂の指針に基づい

ている。しかし、この指針は、日本全体を対象として設定されたものであって、

そこに掲げられた数値は、あくまで一般値、参考値にすぎない。従って、個別の

場面で設定する場合には、その場所、地域の特殊な地形、地質条件を考慮して計

算しなければならない。八ッ場ダム周辺地域は、温泉変質を受けた地盤が存在し、

火山岩屑流が堆積する地盤も存在し、また新しい地質時代の隆起による崖錐堆積

物が発達する地盤も存在するなどの特色が見られるのであるから、これらを考慮

した数値の設定をする必要があり、形式的に２００９（平成２１）年７月改訂の

指針にしたがって数値を決めるのは間違っている。	 

また、地下水位については、安全率が高くなるように、すべり面より下に設定

するなど、設定条件が甘く定められているし、地震に対する安全率の考慮も欠い

ており、この面でも正当とは言い難い（甲Ｂ２０８・６頁）。	 

(ｲ)	 上記ア、(ｲ)において、試算結果が示されているが、今回計算された１４ケー

スの抑止力についてみると、４０００ｋＮ／ｍを超えるものが７ケースも存在し

ている。	 

道路土工指針（社団法人日本道路協会編）によると、抑止力（Ｐ）については、

２０００ｋＮ／ｍ＜Ｐ＜４０００ｋＮ／ｍの場合には大規模土工（排土、押え盛

土）や大規模抑止工、あるいはこれらの組合せが必要とされている。そして、４

０００ｋＮ／ｍを超えると、通常の対策工では抑制、抑止することが困難と言わ

れている。このことからみると、４０００ｋＮ／ｍを超えるものが７ケースも存

在している八ッ場ダムの地すべり対策は、元来きわめて困難であることを示して

いるのである（甲Ｂ２０８・６頁）。	 

このことは、この７ケースにおいては、「道路土工指針」のレベルで見ても、地

すべりの抑制・抑止が困難であるということに帰着する。言い換えれば、この７

ケースは湛水時に地すべりが起こる可能性が高いことを意味していることになる
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のである（甲Ｂ２０８・１１頁）。	 

(ｳ)	 上記ア、(ｳ)において、未固結堆積物斜面について安定計算を行うため、各種

の数値を検討している。	 

しかし、応桑岩屑流堆積物の層相は極めて不均質である。そこに、一般の砂質

土で得られたＮと内部摩擦の関係式（これ自体も、かなりばらつきのあるデータ

からの推定式にすぎない）を用いて、単純に強度定数の値を適用することは問題

だと言わねばならない。その意味で、設定条件が甘くなっていると言うほかない。

また、安全率についても、八ッ場ダムの地形、地質を考慮せず、２００９（平成

２１）年７月改訂の指針にしたがって形式的に数値を設定しているだけであるし、

地震に対する安全率の考慮も欠いているのは、先に地すべりについて述べたとこ

ろと同様である。（甲Ｂ２０８・７頁）。	 

(ｴ)	 上記ア、(ｴ)において、抑止力についての検討結果が述べられている。試行円

弧すべり法・下底面すべりでの安定計算に用いられた数値は、大胆な仮定に基づ

いたものであり、その結果得られた安全率についても安全側に立った結果とも言

うことができる。にもかかわらず、抑止力（Ｐ）については、２０００ｋＮ／ｍ

を超えるものが４例存在し、そのうち１例は４０００ｋＮ／ｍを超える対策困難

箇所となっている。	 

また、「Ｈ２２年業務報告書」では応桑岩屑流堆積物を通常の土質、砂層として

扱っているが、これは問題である。応桑岩屑流の岩層はきわめて複雑であり、水

侵下では強度低下が起きる可能性も考慮しなければならない。したがって、応桑

岩屑流堆積物は特殊土と見なした扱いが必要と言える。荒砥沢地すべりや和歌山

県での深層すべり事例に鑑みるなら、応桑岩屑流堆積物の深層崩壊の可能性も考

慮すべきこととなろう（甲Ｂ２０８・７頁）。	 

応桑岩屑流堆積層は、吾妻川沿いの表層で常時と言ってよいほどに崩壊を繰り

返している。これが深層で水浸した場合、荒砥沢地すべりや和歌山県での深層す

べり事例が再現する可能性を否定できない。ここでも深層地すべりの危険性を否

定できないのである（甲Ｂ２０８・１１頁）。	 

⑷	 第４章	 対策工法の比較について 

ア	 「Ｈ２２年業務報告書」の概要	 

(ｱ)	 まず、地すべり精査対象となっている５地区（二社平、勝沼、白石沢、久森沢、
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久々戸）の６ブロックについて、①押え盛土工、②頭部排土工、③アンカー工、

④鋼管杭工、⑤シャフト工の各工法を比較検討し、①の押え盛土工と②の頭部排

土工が選定されている（同書ｐ４.１-５、４.１-７）。	 

(ｲ)	 上記選定工法に基づき、地すべり精査対象となっている５地区の６ブロックに

ついて、概算工事費が算定されており、合計で５８.５億円が計上されている（同

書ｐ４.１-１７）。	 

概算工事費
(億円)

二社平 ２

勝沼 18.3

白岩沢 33.9

久森沢 3.9

久久戸 0.4

小計 58.5

川原畑① 2.5

川原畑② 5.7

林 5.7

川原湯 20.2

横壁 17.1

小計 51.2

109.7

地
す
べ
り
地
形

未
固
結
堆
積
物
層

合計

地すべり対策の概算工事費

	 

(ｳ)	 次に、未固結堆積物斜面６地区１９ブロックのうち、中棚地区は試行円弧すべ

り計算による湛水時安全率が１以上であることから、中棚地区を除いた５地区（川

原畑①、川原畑②、林、川原湯、横壁）１７ブロックについて、各地区ごとの代

表断面５ブロックが選び出され、これについて①押え盛土工、②アンカー工、③

鋼管杭工の各工法を比較検討した結果、いずれも①の押え盛土工が選定されてい

る（同書ｐ４.２-１、４.２-４）。	 

(ｴ)	 上記の押え盛土工の選定に基づき、未固結堆積物斜面５地区の５ブロックにつ

いて概算工事費が算定されており、合計で５１.２億円が計上されている（同書ｐ

４.２-１２）。	 

イ	 問題点	 
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(ｱ)	 上記ア、(ｱ)において、地すべり対策として５つの対策工法を比較検討してい

る。アンカー工、鋼管杭工の抑止力の目安は２０００ｋＮ／ｍ、シャフト工の抑

止力の目安は４０００ｋＮ／ｍ程度であることから、これ以上の抑止力が必要と

される場合には押え盛土工、頭部排土工、もしくはその併用しかない。そこで、

工法としては押え盛土工と頭部排土工、もしくはその併用が採用されているが、

抑止力が４０００ｋＮ／ｍをこえる箇所が７箇所もある八ッ場ダム周辺地の地す

べり対策として妥当なものと言えるかは疑問が残る。	 

押え盛土工法の対象となる白石沢（Ｒ１２-２）では一部が常時満水位時におい

ても水面上にあるが、勝沼（Ｌ３２-２）、白石沢（Ｒ１２-１）、久森沢、久々戸

では制限水位時（夏期の洪水調節のため水位が低下する時期）にのみ、その一部

が水面上に現れることになる。二社平と勝沼（Ｌ３２-１）では常時制限水位より

も深くなる。	 

押え盛土では、盛土による貯水量の減少や波浪浸食、貯水位下降時における土

砂流出の恐れがある。また、大規模盛土は、地すべり本体の末端部に設置される

ため、地すべり土塊の排水性の低下をもたらし、残留間隙水圧の増加をもたらす

恐れもある。さらに、一般に、押え盛土のメリットとしてダム本体基礎や原石山

の掘削土の利用があげられているが、八ッ場地域の地山岩盤は熱水変質の影響を

受けているものが多く、一見堅固な岩石も風水にさらされると強度低下を起こす

ものが少なくない。水面下の押え盛土については、表面保護工にリップラップ工

法（一般に、フィルダムの堤体を保護するために用いられる工法で、堤体の一番

外側をロック材（岩塊）で覆う工法。５００ｍｍ～１０００ｍｍの岩を並べ、さ

らにその間隙を小さい石で間詰めされている。）を採用するとされているが、用い

るロック材（岩石材料）は掘削土塊を用いるのであれば、同様なことが起こりう

る（甲Ｂ２０８・７～８頁）。	 

ダム湖底は押え盛土で埋まる観があるが、これらの押え盛土に全くメリットが

認められない状況が想定されるとすれば、ダム湖斜面の地すべり対策は根本的な

見直しが必要となるはずである。それ故、計画されているダム湖での押え盛土工

法は極めて不十分な対策であり、地すべりを防止するに足る工法との判定は困難

と言わざるを得ない。	 

それにしても、これだけ重大な対策工が、これまで看過されてきたということ
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自体、いかに地すべり対策が軽視されてきたかを示すものである（甲Ｂ２０８・

１１頁）。	 

(ｲ)	 上記ア、(ｳ)において、未固結堆積物斜面について３つの対策工法を比較検討

し、いずれも押え盛土工を選定している。	 

その結果、未固結堆積物斜面の５地区全てが、いずれも満水時には水面下にな

り、制限水位時にはその一部が水面上に表れることになる。	 

確かに、採用された押え盛土工については、「押え盛り土より上位に湛水するこ

とに伴う地すべりは（円弧すべり計算では安全率が１以下となり）発生しないと

されている。	 

しかし、応桑岩屑流の現在の堆積状況を考えると、その結論には疑問が残るの

である。応桑岩屑流堆積物は、２．４万年前に吾妻川を数１０ｍの厚さで埋め尽

くしている。その後、河川作用によりその大部分が急速に浸食された。現在、河

岸で見られる応桑岩屑流堆積物の分布は、この河川浸食を免れて残ったことを示

しているのである。このことは、応桑岩屑流堆積物は河川浸食に非常に弱い性質

を有していることを表している。このような地形・地質背景を考えると、応桑岩

屑流堆積物がダムの湛水と離水により、洗掘浸食が発生し崩壊に至ることが十分

に考えられるところである。	 

重ねて指摘すれば、八ッ場ダム湖では、このような危険な桑岩屑流堆積物の壁

が連続していると言って過言ではない。現行の計画のままで地すべり対策を行っ

て貯水がはじまれば、これらの危惧が現実化する可能性は否定できない。	 

したがって、「Ｈ２２年業務報告書」が示す円弧すべり解析のみによる安定性判

定は、きわめて一面的な視点と言わねばならない（甲Ｄ第３６号証ｐ８、９、１

１～１２）。	 

(ｳ)	 上記ア、(ｴ)において、未固結堆積物斜面５地区の５ブロックについて押え盛

土工法をとった場合の概算工事費が算定されており、合計で５１．２億円が計上

されている。	 

しかし、この概算工事費は対象５地区の代表的な１ブロックをとりあげて合計

５ブロックについての工事費にすぎず、工事対象となっている残りの１２ブロッ

ク分については、全く計上されてはいないのである。	 

また、各地区の代表として取り上げられたブロックを見てみると、代表ブロッ
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クはその地区の最大抑止力を示すブロックが選ばれているわけではなく、より少

ない抑止力を示すブロックが選ばれている地区が存在する。それは、川原畑①地

区と林地区であり、川原畑①地区で最大の抑止力を示す箇所は１５２１.１ｋＮ／

ｍであるが、代表ブロックとされている箇所は７３.４ｋＮ／ｍにすぎない。同じ

く、林地区で最大の抑止力を示す箇所は１４１８.２ｋＮ／ｍであるが、代表ブロ

ックとされている箇所は４９６.７ｋＮ／ｍにとどまっている。抑止力が小さいと

いうことは、押え盛土の規模が小さくなるから工事費も低くなることになり、各

地区の代表ブロックを最大抑止力のブロックから選べば、代表５ブロックの工事

費は５１．２億円より増大することは明らかである（甲Ｂ２０８・９頁）。	 

いずれにしても、ここで計上されている概算工事費５１．２億円は、未固結堆

積物斜面５地区全体の対策費用の一部に過ぎず、「Ｈ２２年業務報告書」にはごま

かしが存在する。	 

⑸	 小結 

八ッ場ダム建設事業の検証により、被控訴人が原審で主張していた国土交通省の

危険の認識は大きく変わり、同省は、八ッ場ダムをつくればダム貯水池周辺で地す

べりが多発する危険を認め、大急ぎでその対策計画をつくった。この点で、これま

での控訴人らの主張の正当性は裏付けられたところである。	 

しかし、国土交通省が新たに策定した地すべり対策は未だ不完全、不十分なもの

であって、八ッ場ダム建設凍結か再開かの議論の中で改めてダム周辺地の地すべり

危険性評価を真摯に検討する（甲Ｂ２０４）という態度とはほど遠いものである。

したがって、これによっても八ッ場ダム貯水域周辺の地すべり発生を抑止できる保

証はなく、各所で地すべりが惹起される危険性は高い。	 

地すべりの危険性は、ダムの安全性の根幹に係わることであり、地すべりの危険

性が存在、あるいはその危険性が否定できない状況のまま、巨額の公金を投下して

本件工事を続行すれば、本件八ッ場ダム建設工事は重大な瑕疵を持った構造物とな

る可能性が高い。従って、このような地すべりの危険性、構造物としての瑕疵を放

置したままの巨大ダム建設工事の続行は、明らかに違法である。	 
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第４	 八ッ場ダム建設事業における環境影響評価義務違反について 
１	 原判決の判示 

	 	 	 原判決は次のように判示して、八ッ場ダム建設事業については、環境影	 	 響評価 

	 	 義務はなく、栃木県による河川法６３条１項に基づく負担金の支出	 	 が違法という 

	 	 ことはできないと結論づけた。しかし、この判断は、後記２	 	 で述べるとおり誤り 

	 	 である。 

	 	 	 「八ッ場ダムは、環境影響評価法施行前にその建設計画が告示された事	 	 業であ 

	 	 り、環境影響評価法に基づく環境影響評価を行う必要がない上、条	 	 理又は生物多 

	 	 様性条約を根拠として環境影響評価義務が生ずると解するこ	 	 とはできず、また、 

	 	 昭和６０年１１月の「八ッ場ダム環境影響評価書」が、	 	 それ以降に行われた環境 

	 	 調査と比較するとその内容において不十分であっ	 	 たとしても、その後、植物、動 

	 	 物、ダム下流の生物への影響等について継	 	 続して調査が実施されていることを踏 

	 	 まえると」（１０７頁） 

 

２	 原判決の判示が誤りである理由 

	 ⑴	 条理上及び生物多様性条約に基づく環境影響評価義務について 

	 	 ア	 国は、条理上及び生物多様性条約に基づき、環境影響評価義務を負うことについ 

	 	 	 ては、既に、第３章、第３で述べたとおりである。 

	 	 イ	 原判決は、「その（昭和６０年１１月の「八ッ場ダム環境影響評価書」のこと）後、 

	 	 	 植物、動物、ダム下流の生物への影響等について継続して調査が実施されているこ 

	 	 	 と」を肯定的に評価している。しかし、環境影響評価義務は、あくまでも事業実施 

	 	 	 の前に環境への影響を評価するものであるから、それが不十分である以上、いくら 

	 	 	 事後的に調査を継続して保全措置を検討するといっても、環境に対して影響を及ぼ 

	 	 	 さないと認められる場合は別として、環境影響評価義務を尽くさなかった瑕疵	 	  

	 	 	 を治癒するものではない。 

	 	 ウ	 さらに後記⑵、ケで述べるように、原判決後である２０１２（平成２４）年５月 

	 	 	 から８月にかけて群馬県埋蔵文化財事業団が開催した「東宮遺跡」の展示会におい 

	 	 	 て、八ッ場ダムによる水没予定地に極めて価値のある遺跡群が存在することが明ら 

	 	 	 かにされている。 

環境影響評価法の目的は、「・・事業に係る環境の保全について適正な配慮がな
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されることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資

すること」とされている（１条）。かかる目的によれば、高い文化的価値を有する

遺跡等の文化財についても、環境影響評価の対象とすべきことは明らかである。例

えば栃木県環境影響評価技術指針では、環境影響評価方法書作成における地域概況

の調査において、「関係法令の指定・規制等」の項目として「環境保全を目的とし

て法令等により指定された地域その他の対象に係る規制等の内容その他の状況、文

化財・史跡名勝・天然記念物等」を調査事項として掲げている（甲Ｂ２１８、第６、

２及び表－３）、八ッ場ダムの地元である群馬県の群馬県環境評価技術指針は「環

境影響評価の対象とする環境要素は、群馬県環境基本条例（平成８年群馬県条例第

３６号）の趣旨にのっとり、別表1に掲げる環境要素とし、環境要素の細区分につい

ては、別表２に掲げる環境要素の考え方を踏まえ、対象事業に係る環境影響評価の

項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に影響を及ぼす対象事業の内容及び対

象事業を実施する地域の特性に応じて適切に設定するものとする。」とし（第１章、

第２、１）、別表１において「文化財」を環境影響評価の対象とする環境要素の１

つとして掲げ、別表２において、「指定文化財等」を細区分として掲げ、「指定文

化財又はこれに準じる歴史的資源（に）対する、土地の形状の変更（樹木の伐採含

む）等による直接的影響また、工事、施設の存在等による文化財等周辺の雰囲気そ

の他間接影響さらに、必要に応じ、埋蔵文化財包蔵地に対する土地の形状の変更等

による直接的影響」を考え方として掲げている（甲Ｂ２１９）。また東京都でも、

環境局の環境影響評価技術指針において、環境影響評価の対象は、「対象事業の実

施に伴う土地の改変、建築物その他の構造物の建設等が文化財保護法に規定する文

化財のうち、土地に密接な関係を有する有形文化財、民俗文化財、史跡名勝天然記

念物及び伝統的建造物群並びにこれらと同等の価値を有するもの（以下「文化財等」

という。)に影響を及ぼすと予想される地域並びに内容及び程度を対象とする。」と

規定している。すなわち、文化財保護法上の重要文化財と同等の価値を有する有形

文化財等については、環境影響評価の対象となるとしているのである。その他、多

くの自治体の環境影響評価条例において、遺跡等の文化財が環境影響評価の対象と

されている。	 

本件遺跡群は、事業の実施によって水没するのであるから、消滅、という最大の
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影響を受けることは確実である。そこで、少なくとも当該遺跡が、重要文化財と同

等の価値を有する場合には、環境影響評価の対象となるのであり、それにもかかわ

らず本件では、それが行われていないのであるから、かかる義務を怠った違法な事

業ということになる。	 

⑵	 八ッ場ダム建設事業における環境影響評価の実状 

ア	 １９８５年環境アセスメント	 

「八ッ場ダム建設事業」（甲Ｂ３２）によると、国交省は、「自然環境に関して

も昭和５４年以来、地形、地質、水質、植物、動物、景観についての現地調査を実

施し、昭和６０年１２月『建設省所管事業に係る環境影響評価に関する当面の措置

方針について』（昭和５３年７月１日建設事務次官通達）に基づき、環境アセスメ

ントについては完了し、…その後も八ッ場ダム工事事務所では、環境対策の充実に

向けた各種調査を継続的に取り組んでいます。」（４－１頁）としており、本件八

ッ場ダム建設事業について、事業決定に先立ち、建設事務次官通達「建設省所管事

業に係る環境影響評価に関する当面の措置方針について」に基づく環境影響評価（以

下「１９８５年環境アセスメント」という）が実施されたことがわかる。	 

その結果をまとめたものが１９８５（昭和６０）年１２月付け「八ッ場ダム環境

影響評価書」（以下「１９８５年アセス書」という、甲Ｂ３３）である。	 

１９８５年アセス書には、本件八ッ場ダム建設事業で最大の影響を受ける建設予

定地、水没予定地及びその周辺地域の人の生活環境についての記載がまったくなく、

貴重な遺跡群の存在が明らかになっているが、その記載もない。また、自然環境部

門では、詳細は後述するが、一見しただけでも、最も配慮しなければならないイヌ

ワシについて、「営巣地は、淡水区域内にはない。・・・淡水区域周辺には広大な

森林域が残されているため影響は少ない。」（６９頁）としか評価しておらず、渓

谷美に富む吾妻峡の自然景観についても、「八ッ場ダムの建設により、吾妻峡の一

部は水没することとなるが、下流部の景観は残されることから、自然景観への影響

は問題ない。」（７５頁）とする等の問題を指摘することができるのであり、１９

８５年環境アセスメントが環境保全のために実効性あるものであったとは、到底い

うことはできない。	 

イ	 生活環境に与える影響	 
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八ッ場ダム建設事業は、自然環境の破壊だけでなく、ダム建設予定地、水没予定

地及びその周辺の住民の生活環境の破壊をもたらす。	 

特に、八ッ場ダムについては、建設が構想されてから半世紀以上にわたって、地

元住民は計画に翻弄されてきた。八ッ場ダム建設事業による住民の生活環境の破壊

は、自然環境の破壊以上に甚大で現実的かつ長期間にわたるものなのである。した

がって、事業者である国交省は、自然環境のみならず住民の生活環境の破壊という

影響についても予測・評価をして、ミティゲーション（具体的には、第一に地元住

民の生活破壊を回避することを考え、回避ができないとしても、次いでその影響を

極力最小限のものとすべきであり、それらができない場合にはじめて代わりの措置

による補償をする）を行うべき条理法上の義務があることになるが、１９８５年ア

セスメントではこの義務がまったく尽くされていないことは前述したとおりである。

その結果、以下に述べるとおり、地元住民の生活再建は全く等閑視されてしまって

いるのである。	 

水没予定地で最も問題となるのは川原湯温泉である。川原湯温泉は吾妻渓谷の山

あいにある風情のある温泉街で、かつては同温泉街が八ッ場ダム建設計画反対闘争

の中心であった。川原湯地区は、当初２０１戸あった世帯数が、２００６（平成１

８）年には９０戸足らず、人口約３５０人にまで減少した。そして、同地区につい

ても、生活再建の見通しは付いていない。川原湯地区の代替地とされているのは打

越地区と上湯原地区であるが、国有林があった打越地区こそ代替地造成が進んでい

るものの、民有地が入り組んでいる上湯原地区については用地買収も進捗していな

い。川原湯温泉街は、当初の計画では、主にこの上湯原地区に移転することになっ

ていたが、仮に川原湯温泉街が代替地に移転することができたと仮定しても、同温

泉街の将来は暗い。川原湯温泉の魅力の大きなものは、１つは吾妻渓谷であり、も

う１つは風情のある温泉街というイメージである。しかしながら、ダムが完成する

と最大の観光資源である吾妻渓谷は失われてしまうことが確実である。また、代替

地で経営される新しい温泉街には風情のある温泉街というイメージは乏しい。また、

八ッ場ダムのダム湖は後述するとおり、到底観光資源にはなり得ないところである。

さらに、川原湯温泉における温泉旅館経営者には、土地所有者が少ないという現実

がある。ダムの補償金は専ら土地所有者を対象に交付されることから、多くの旅館
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経営者は旅館の再建に必要な資金が十分に得られないという問題がある。加えて、

上湯原地区は、ダム湖の湛水が始まれば、地すべりの危険性が生じる地区でもある。

他方、造成が進んでいる打越地区は、ＪＲ川原湯温泉の新駅や温泉の泉源から距離

があり、また、土石流を防ぐための巨大な砂防ダムで囲まれた人工的な地区のため、

温泉街の移転地としては条件が悪い。しかも、電気や水道などのライフラインの整

備も未だ手つかずであり、肝心の温泉もない。道路も水道もこれから整備し、温泉

は源泉をポンプアップして１㎞以上パイプで通すというが、温泉街１３軒のうち移

転する旅館はせいぜい５、６軒ともいわれている。さらに、北向きで標高の高い代

替地は、高齢者や農家にとって条件も悪いといわざるを得ない。	 

このように、生活再建を最優先にして事業が進められているとはいえないばかり

か、生活再建の見通しもないのにダム建設事業だけが先行して進められているのが

現在の状況である。上記生活再建上の諸問題の根源は、事業者である国交省が、本

件八ッ場ダム建設事業計画の策定に当たって、地元住民の生活環境の破壊の影響に

ついて、適正に予測・評価をして、ミティゲーションを実施するという条理上の環

境影響評価義務を果たさなかったことにある。今の川原湯温泉にとって望ましい方

向性は、ダム計画に乗って将来像を描くのではなく、ダム計画を中止して温泉街を

現地で復興することである。そして、同温泉街復興のための費用は、現在まで地元

住民に対して有形無形の苦痛を与えてきたダム起業者である国と、ダム計画に相乗

りした関係都県が負担すべきであろう。	 

ウ	 自然環境に与える影響	 

(ｱ)	 八ッ場ダム予定地周辺の自然環境	 

１９８５年環境アセス書及びそれ以降に国交省が行った調査結果をまとめた「八

ッ場ダム建設事業」（甲Ｂ第３２号証）の「第４章	 環境保全対策」によると、八

ッ場ダム建設予定地及びその周辺における植物、動物等の項目毎の概要は、以下の

とおりである。なお、以下において、いわゆるレッドデータブックへの掲載の有無

及びそこでの分類については、特に断らない限り、調査当時を基準としている。	 

①	 植物	 

貯水池周辺地域では１３５科１０３２種の陸上植物と６科７種の大型水生生物が

生育し、発生土造成地周辺地域（工事によって発生する土砂を捨てる土地の意）に
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おいては１１９科８１５種の陸上植物と１３科２７種の大型水生植物が生育してい

る。また、吾妻川では１６６種の付着藻類の生息が確認されている。	 

これらの植物のうち、１９９７（平成９）年８月に環境庁が発表した植物版レッ

ドリストによると、絶滅の危険性があるとされたものは現地調査で確認されたもの

だけでもカザグルマ、ヤマシャクヤク、サクラソウ（以上、いずれも現在は絶滅危

惧Ⅱ類）など９科１２種もあり、文献調査で確認したものを含めれば２７科５２種

にもなる。それに、レッドデータブックには載っていないが、環境庁や日本植物分

類学会等の他の文献に示された重要な植物が、合計で１６科１９種も存在している。	 

また、生息植物が群落をつくり形成している植生は、植林植生、草地植生など合

計４３タイプ存在し、これらの中で人の手が加わっていない植生自然度（植生への

人為の度合いによって定められたランクによって、植生の自然性を測る尺度）の高

いものとして、アカシデ林、イヌブナ林などの落葉広葉樹林やアカマツ林、モミ林

などの針葉樹林、サワグルミ林、フサザクラ林などの山地渓畔林、河畔林のオノエ

ヤナギ林などが存在している。	 

②	 哺乳類	 

貯水池周辺地域では９科１７種、発生土造成地周辺地域では８科１４種の生息が

確認されている。文献調査を加えると、合計で１５科２３種となる。	 

この中には、レッドデータブックに記載されたものとして、希少種（現在は準絶

滅危惧種）のホンドモモンガとヤマネの２種があり、その他重要なものとして国の

特別天然記念物に指定されているニホンカモシカをはじめ、ウサギコウモリ、カヤ

ネズミなどが含まれている。	 

③	 鳥類	 

現地調査では、貯水池周辺地域では３１科８５種、発生土造成周辺地域では２６

科７５種が確認され、文献調査を加えると合計で３７科１４０種が生息している。	 

以上のうち、レッドデータブックに掲載されているものは、オシドリをはじめと

する５科１１種であるが、なかでも絶滅危惧種（現在は絶滅危惧ⅠＢ類）であるイ

ヌワシとクマタカ、危急種（現在は絶滅危惧Ⅱ類）のオオタカの３種は、種の保存

法の「国内希少野生動植物種」でもある。	 

レッドデータブックに記載されてはいないが、環境保全上重要と考えられる鳥類
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として、サシバ、ハヤブサ（現在は絶滅危惧Ⅱ類）などの猛禽類とカワセミ、ヤマ

セミ、イワヒバリなど合計９科１２種が生息している。	 

④	 両生類・爬虫類	 

現地調査では、両生類４科５種、爬虫類３科５種が生息し、文献調査を加えても

両生類５科８種、爬虫類２科５種の生息が確認されている。	 

以上のうち、レッドデータブックに掲載されているものはないが、環境保全上重

要なものとしてハコネサンショウウオ、カジカガエルなど３科４種が存在する。	 

⑤	 魚類	 

現地調査では吾妻川とその支流で４科９種の魚が確認され、発生土造成地周辺で

も２科２種が確認されている。吾妻川は酸性の河川であったことから元々魚の種類

は少ないところであった。	 

生息が確認されたもののうち、レッドデータブックに掲載されたものはないが、

ウグイとカジカの２種は環境保全上重要とされている。	 

⑥	 昆虫類	 

陸上昆虫類については、現地調査により、貯水池周辺地域で９７科１２７３種、

発生土造成地周辺地域で１７３科９３５種の生息が確認されている。これらのうち、

レッドデータブックに掲載されているものは蝶のオオムラサキ１種のみであるが、

その他環境保全上重要なものとしてムカシトンボ、ルリボシヤンマなど２４科４７

種が存在している。	 

水生昆虫類については、現地調査により、吾妻川で１６２種、発生土造成地周辺

の今川で１０３種が確認されている。そのうち、レッドデータブックに掲載されて

いるものはいないが、環境保全上重要と考えられるものがムカシトンボ、ノギカワ

ゲラなど５科７種存在している。	 

(ｲ)	 １９８５年環境アセスメントの問題点	 

以上のように、「八ッ場ダム建設事業」に掲載された国交省の調査によっても、

八ッ場ダム建設地とその周辺地域の自然環境、生態系は多様で変化に富み、生物の

多様性を備えており、これによって美しい景観を形成している。そのような場所に

巨大な八ッ場ダムを建設することが、自然環境、生態系に広範囲の悪影響を及ぼす

ことは明らかなことであろう。特に注目されるのは、八ッ場ダム周辺で繁殖が確認
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されている猛禽類のイヌワシである。イヌワシは、複雑かつ微妙な関係によって形

成される食物連鎖の頂点にたつ鳥であり、広く、深く、豊かな自然生態系が存在し

てはじめて生息が可能な生き物である。現在、生息環境の悪化が進行しているため

全国的にも生息数が減少し絶滅のおそれに直面しており、文化財保護法では「天然

記念物」に指定し捕獲を禁止するなどの措置を講じ、また、種の保存法でも国内希

少野生動植物種として指定している。八ッ場ダムの建設は、イヌワシの生息・繁殖

にとって、極めて悪い影響を及ぼすことは明かである。	 

したがって、八ッ場ダムの建設に当たっては、事案に則した適切な環境影響評価

がなされなければならない。	 

しかるに、１９８５年環境アセスメントは、その結果を記載した１９８５年アセ

ス書の分量だけから見ても、前述した湯西川ダム建設事業についての環境影響評価

と同様、環境影響評価の最重点項目である「環境の予測と評価」及び「環境保全対

策」は、前７５頁のうち前者が９頁、後者が２頁と極めて不十分なものとなってい

る（甲Ｂ第１１６号証６頁）。	 

また、内容的にも、調査については、目的、方法、時期、引用文献、元データ等

の基本的な情報がなく、予測、評価については「湛水域から離れている（ニホンカ

モシカ）、湛水域に巣はない（イヌワシ）、周辺に森がある（鳥類、昆虫類）、支

流に移動可能（両生類・爬虫類）」など到底真面目に予測したものとは言えないも

のとなっている。そして、保全対策については、具体的な内容はなく、中身のない

ものとなっている（甲Ｂ第１１６号証６～１１頁）。	 

１９８５年環境影響評価は、現地調査も文献調査も不十分で、八ッ場ダム建設に

よる自然環境や生物への影響予測は科学的でなく、影響評価も保全対策も合理的で

なく、環境影響評価の名に値しないものである（甲Ｂ第１１６号証１１頁）。	 

ウ	 生物多様性条約と八ッ場ダム建設事業	 

このようにダム湛水予定地区周辺部が多様な野生動植物の宝庫となっていること

が明らかになったのであるから、生物多様性条約が発効した１９９３（平成５）年

１２月２９日以降においては、日本政府は、同条約に基づき、その国際的義務とし

て、その生物多様性を保全すべき義務を負っていることから、そのための方策とし

て、改めて同条約１４条１項に基づき、事案に即した実効性ある環境アセスメント
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を行い、その結果に基づき、影響の回避（八ッ場ダム建設事業計画の中止）、影響

の最小化（八ッ場ダム建設事業計画の変更）、代償（植物については移植）の３段

階からなるミティゲーションを検討しなければならなくなったといわなければなら

ない。	 

しかしながら、前述のとおり旧建設省の実施した１９８５年環境アセスメントは、

調査、予測、評価結果とも、極めて杜撰であり、同条約１４条１項にいう環境影響

評価義務を尽くしたとみることはできない。	 

エ	 １９８５年環境アセスメント以降も環境に対する影響が検討不足であ	 	 ること	 

国交省によると、八ッ場ダム工事事務所では、１９８５年環境アセスメント以降

も環境対策の充実に向けた各種調査に継続的に取り組んでいるという（甲Ｂ３２の

４の１頁）が、その「環境対策の充実に向けた各種調査」等は、極めて不十分で、

かつ環境対策として実効性の極めて小さなものに過ぎないといわざるを得ない。	 

オ	 国内希少野生動植物種への影響	 

「Ｈ１５八ツ場ダム周辺地域猛禽類調査報告書」（甲Ｂ４０）及び「Ｈ１６八ツ

場ダム周辺地域猛禽類調査報告書」（甲Ｂ４１）によれば、本件ダム予定地周辺に

生息する国内野生動植物種の指定を受けた猛禽類として、イヌワシ（番が営巣し、

繁殖活動をしていたことが確認）、クマタカ（複数の番の営巣と繁殖活動が確認）、

オオタカ(生息状況は非開示のため不明)、ハヤブサ（同上）などが確認されている。	 

①	 イヌワシ	 

八ッ場ダム建設予定地周辺では、近辺に柱状節理となった断崖が広く分布してお

り、イヌワシの生息地としての営巣環境は、極めて理想的な環境にある。ノウサギ

をはじめとするテン、イタチなどの小型、中型哺乳類も多数生息し、ヤマドリ、キ

ジバトなどの鳥類も多く、イヌワシの採餌環境としても整っている（甲Ｂ３３の４

９～５６頁）。	 

１９８５年アセス書でもダム建設予定地周辺に複数回目撃され（甲Ｂ３３）、２

００４（平成１６）年８月には番の外に若鳥の飛翔も確認されている（甲Ｂ４１）。	 

ダム建設によってノウサギは、生息地を広範囲にわたって失い、ダム周辺では絶

滅する可能性さえ存在する。テン、イタチなどの哺乳類も、数が減少し、ダム建設

によってその生息地を奪われる。つまり、イヌワシの生息環境として、まず採餌行
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為が著しく制限される。餌の存在しない場所にイヌワシが生息するはずはない。	 

また、繁殖行為に及ぼす影響であるが、ダム建設行為に伴う騒音、振動、広大な

ダム湖が出現することによる影響などは全く考慮されていない。実際に、付帯工事

が始まっている現在、イヌワシの営巣、交尾、育雛は失敗している。このままダム

本体工事が始まれば、イヌワシの繁殖行動が困難ないし不可能になる危険性が高い。

環境省ですら、イヌワシは「繁殖期初期には人間の接近や騒音に敏感となり、人為

撹乱による営巣放棄が起こりやすい」と警告しているほどである。	 

このような事情からは、八ツ場ダム建設事業は、イヌワシの繁殖行動、採餌行動

に重大な悪影響を及ぼし、生息環境の著しい悪化を招来することは確実であって、

その遂行は種の保存法９条にいう損傷に該当する違法行為となってしまうと断ずる

ことができる。	 

②	 クマタカ	 

八ツ場ダム建設周辺では６番の生息が確認されている。２００４（平成１６）年

４月ではうち４番の幼鳥の巣立ちが確認されている（甲Ｂ第４１号証）。これは本

件吾妻渓谷の急傾斜地の存在と針葉樹の大木が比較的多数渓谷に生育しているから

である。	 

しかし、餌となるノウサギなどの哺乳類の周辺からの絶滅の危険性、ダム建設に

伴う騒音、振動の影響による営巣放棄の可能性、営巣木の大部分がダム湖に沈む結

果、営巣できる可能性の消滅のおそれ等を考慮すれば、本件ダム建設行為は、クマ

タカの繁殖行為、採餌行為に重大な悪影響を与えるものとして種の保存法９条にい

う損傷として違法となり得るものである。	 

③	 オオタカ、ハヤブサ	 

２００３（平成１５）年度、２００４（平成１６）年度の調査報告（甲Ｂ４０、

甲Ｂ４１）では、オオタカ、ハヤブサが、どのように生息しているかをすべて非開

示としているため、詳細なデータは明らかではない。しかし、ダム予定地周辺にオ

オタカ、ハヤブサが生息していることは調査事実から明確である。おそらくダム湖

予定地内に生息していると推測される。つまり八ツ場ダム建設によって、生息地そ

のものが消失し、あわせて餌である中小型鳥類も著しく減少し、採餌行為が制限さ

れることは明らかである。これまた、本件八ツ場ダムの建設は、種の保存法９条に
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いう損傷に該当し違法な行為となり得ることは明らかである。	 

以上のとおり、八ツ場のダム建設は、ダム建設予定地およびその周辺地域に生息

する希少野生動植物種であるイヌワシ、クマタカ、オオタカおよびハヤブサの生息

地を減少させ、これらの生存を断ち切ることは確実であり、このままダム建設を続

行してこのような結果を生じさせることは種の保存法９条に反する違法な行為とな

るであろうこともまた確実である。	 

にもかかわらず、そのことをまったく考慮せずにダム建設工事を実行することは、

生物多様性に対する影響について、事前に、適正に調査、予測又は評価を行い、そ

の結果に基づき生物多様性の保全について適正に配慮しなければならないという、

条理法上および生物多様性条約１４条１項に基づく環境影響評価義務に反する違法

な行為であるといわなければならない。	 

カ	 ダム建設による景観上の影響	 

八ッ場ダム建設予定地周辺地は、吾妻川の流れを中心に人と自然が融合した自然

豊かな環境が存在しており、丸岩、不動岩などの奇観や河川の浸食作用によって出

現した渓谷が各所に見られ、これらによって独特の自然景観をつくり出している。

その景観として何よりも重要なのは、吾妻渓谷の存在である（甲Ｂ３２の４の２３

頁、甲Ｂ３３の６４頁）。	 

吾妻渓谷は、吾妻川に沿って長野原町大字川原湯（八ッ場大橋）から東吾妻町大

字松谷（雁ヶ沢）までの約４㎞にわたり存在している峡谷であり、通称「吾妻峡」

と呼ばれている。吾妻渓谷は、この地区の主に溶岩、凝灰角礫岩が吾妻川の流れに

よって浸食されて形成されたものであり、大分県の有名な渓谷である「耶馬渓」を

も凌ぐ美しさをうたわれ、すでに戦前の１９３５（昭和１０）年１２月に「名勝吾

妻峡」として国の名勝地に指定され、戦後制定された文化財保護法に引き継がれて

いる。	 

八ッ場ダム建設は、当初、吾妻渓谷のほぼ中央に当たる「鹿飛橋」付近に予定さ

れていた。しかし、それでは吾妻渓谷が分断されてしまい、その半分がダム湖に沈

んで失われることによって吾妻渓谷の景観が著しく損なわれてしまうことになるこ

とから、文化庁の反対を受けた。そこで、文化庁との協議をふまえて、１９７３（昭

和４８）年に当初計画地よりも約６００ｍ上流地にあたる現在の建設予定地に変更
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となっている。	 

しかし、建設予定地が変更された現在でも、なお吾妻渓谷の約４分の１が水没し

てその景観を喪失してしまうのである。それは、同時に水没を免れた他の渓谷部分

の景観に対しても影響を及ぼし、景観を損なう原因となるものである。	 

また、水没を免れた渓谷部分について、八ッ場ダム建設はその渓谷美に重大な悪

影響を与える。すなわち、吾妻渓谷は、時折やってくる洪水によってその岩肌の表

面が洗い流されることにより美しい岸壁美が維持されてきたのである。	 

ところが、八ッ場ダム建設により水の流れが堰き止められてしまい、渓谷の岩肌

を洗い流す水が流れなくなり、その結果、渓谷の岩肌にはコケが生じ、やがては草

木が生い茂り、渓谷の様相は大きく変わり、現在の渓谷美が失われてしまう。	 

以上のようなダム建設による景観破壊の顕著な例が、同じく群馬県に建設された

下久保ダムである。下久保ダムは、１９６８（昭和４３）年、利根川上流の神流川

に建設されたダムであり、ダムの直下には国指定の「名勝三波石峡」が存在してい

る。同ダムの建設により、ダム直下から３．８㎞が水の不通区間となった結果、三

波石峡から清流が消えて、名勝にまで指定されたほどの貴重な景観が失われてしま

ったのである（甲Ｂ４５の１ないし３）。	 

現在、国交省は、水の一部を三波石峡の最上部に流しているが、本来の景観を取

り戻すには至っていない。	 

八ッ場ダム建設により、吾妻渓谷が三波石峡と同じ運命をたどることは明らかで

ある。	 

しかるに、１９８５年アセス書（甲Ｂ３３）では、前述したとおり、「吾妻峡の

一部は水没することとなるが、下流部の景観は残されることから、自然景観への影

響は問題ない。」（７５頁）とするのみであり、これ以外に景観の破壊について調

査検討した形跡はない。これまた、八ッ場ダムの建設実施は、景観問題についても、

事前に、適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき環境の保全について

適正に配慮しなければならないという、条理法上の行政上の環境影響評価義務を尽

くさない、違法な行為であるといわなければならない。	 

キ	 ダム湖の水質の問題	 

一般に、ダム湖の上流に温泉地や鉱山等が存する場合には、ダム湖に強酸性水が
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流入し、これが飲料水中に混入し残存するおそれがある。	 

八ッ場ダムの場合、酸性の源は草津温泉、万座温泉、白根火山、硫黄鉱山採掘跡

地等であり、河川水の酸性化には自然的要因と人為的要因がある。その対策のため

に、草津温泉の下流に中和工場と中和生成物の沈殿池として品木ダムがつくられて

いるが、この中和工場で中和される酸成分は吾妻川の全酸成分の半分程度であり、

今なお硫黄鉱山跡地から強酸性の水が流出している。	 

国土交通省は、八ッ場ダムの将来水質予測について、八ッ場ダム建設事業（甲Ｂ

３２）は「八ッ場ダムは、流入する吾妻川の河川水が酸性水であるため、藻類の増

殖は抑えられ、富栄養化は生じにくいと考えられます。」（４－１９頁）と述べて

いる。	 

草津中和工場及び香草中和工場における河川の中和事業により、湯川をはじめと

する酸性河川の水質は改善されるもののその割合は全体の４０％程度である（甲Ｂ

第４６号証）。	 

実際、２００３（平成１５）年度における吾妻川上流新戸橋地点の河川水のｐＨ

は年平均５．１程度である（群馬県環境保全課『平成１５年度水質測定結果／大気

環境調査結果』）。	 

なお、ｐＨ４～５は、強酸性ゆえに鯉の生息にも適さない水質であると一般には

いわれている。湖沼は、周囲を陸に囲まれた窪地に静止貯留している水域で、典型

的な閉鎖性水域である。湖沼や内海などの閉鎖性水域に流入する栄養塩類によって、

水質が肥沃化する現象を「富栄養化」というが、この富栄養化が人間活動の結果と

して引き起こされる場合には、実際には湖沼の水質汚濁という否定的意味合いで用

いられることが多い。ダム湖でなくても、閉ざされた水域である湖沼は周辺の環境

変化の影響を受けやすく、一度湖沼が環境悪化の影響を被った場合には、これを原

状に回復させることは困難である。日本では、水質汚濁防止法による規制にもかか

わらず、湖沼の水質が一向に改善されなかったことから、１９８４（昭和５９）年、

新たに湖沼水質保全特別措置法が公布された。	 

これまでに①霞ヶ浦、②印旛沼、③手賀沼、④琵琶湖、⑤児島湾、⑥諏訪湖、⑦

釜房ダム貯水池、⑧中海、⑨宍道湖、⑩野尻湖の１０湖沼が、汚れのひどい湖沼と

して同法上の指定湖沼に指定され、水質の保全が図られることになったが、いずれ
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の湖沼についても、成果はあがっていない（甲Ｂ４７の２頁）。	 

ダム建設により、河川の流水が静水化し、植物プランクトンが増殖を開始する。

この植物プランクトンの増殖の度合いを決定するのは、窒素やリン等の栄養塩類で

ある。自然の湖沼に比較し、ダム湖の方がより速やかに富栄養化が進行する。それ

は、①ダム湖には安定した自然の浅場がなくてヨシ帯や水草帯が形成されることが

少ないため、湖周辺からの汚濁物質の流入が遮られず、かつ浮遊性の栄養塩類が沈

降することもないこと、②ダム湖は水位変動が大きく、水位低下時に湖底が露出し、

湖底に沈積していた窒素とリンが分解して水に溶けやすい状態になることによる。

湖沼の富栄養化等への対策として、窒素とリンに関する環境基準が設定されている。

すなわち、水道の一般的な基準として全窒素０．２ｍｇ／ℓ、全リン０．０１ｍｇ／

ℓという基準が、また水道の特別な基準として全窒素０．４ｍｇ／ℓ、全リン０．０

３ｍｇ／ℓという基準がそれぞれ設定されている（生活環境の保全に関する環境基

準・湖沼〔天然湖沼及び貯水量１、０００万㎥の人工湖〕）。八ッ場ダムは吾妻川

の中流部に計画されているので、同ダム湖には上流域から多量の栄養塩類（窒素と

リン）が流れ込むことになる。	 

上流域の草津町、嬬恋村、長野原町には約３万人が居住し、草津温泉、万座温泉、

北軽井沢等に大勢の客が訪れる。さらに、嬬恋のキャベツ畑には多量の化学肥料が

投入され、三町村で何千頭という牛が飼育されている。これらの生活排水、農業排

水、畜産排水等により、吾妻川に多量の栄養塩類が流入している。	 

実際、群馬県環境保全課「平成１５年度水質測定結果／大気環境調査結果」によ

れば、２００３（平成１５）年度において、吾妻川上流新戸橋地点では年平均で、

全窒素が１．３ｍｇ／ℓ、全リンが０．０４２ｍｇ／ℓ測定されている。環境基準に

おける水道の一般的な基準に比して、窒素が６．５倍、リンが４．２倍となってい

る（水道の特別な基準に比しても、窒素が約３．３倍、リンが１．４倍となってい

る。）。これほど栄養塩類濃度が高いと、河川の酸性度が緩和された場合には、ダ

ム湖における藻類の異常増殖が必ず進行し、ダム湖の水質が悪化する。湖水の富栄

養化により、藻類（植物プランクトン）が異常発生してアオコや淡水赤潮を発生さ

せ、景観上も問題を生じ、さらに水道水の異臭問題を生じさせているダム湖がある。	 

一般に、水道水の異臭には、カビ臭や腐敗臭、きゅうり臭、魚臭等があるが、近
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年、代表的な「臭い」として多発している「カビ臭」は、①植物プランクトンであ

るフォルミディウムやアナベナ等の藍藻類が原因となる２－メチルイソボルネオー

ルや、②ストレプトミセス等の放線菌が原因となるジオスミンが元となっている。

その他、ダム湖に発生する植物プランクトンには、「腐敗臭」を生ずる藍藻類のミ

クロキスティスや、「きゅうり臭」や「魚臭」を生ずる植物性鞭毛虫類のペリディ

ニウム等がある。水道水のカビ臭問題としては、例えば、群馬県の草木ダムにおい

て異常発生したフォルミディウムは、１９８６（昭和６１）年夏に下流の桐生市民

を水道水のカビ臭で悩ませた。なお、上記２－メチルイソボルネオールは、わずか

１滴で２５ｍプールの水がカビ臭くなるといわれている。八ッ場ダムの場合も、流

入水の状況をみるときは、ダム湖の富栄養化により水道水の異臭問題が生じる蓋然

性が極めて高いのである。	 

また、水道水に含まれるといわれているトリハロメタンの人体への影響も懸念さ

れる。トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロ

ロメタン及びブロモホルムの総称で、発ガン性の疑いのある有害物質である。トリ

ハロメタンは、主としてフミン質等の有機物が水道原水の浄化過程で加えられた塩

素と化学反応して生成される。また、植物プランクトンの代謝・分解産物もトリハ

ロメタンの原因物質となる。厚生労働省は、水道法第４条に基づく水質基準として、

①クロロホルムにつき０．０６、②ブロモジクロロメタンにつき０．０３、③ジブ

ロモクロロメタンにつき０．１、④ブロモホルムにつき０．０９、⑤総トリハロメ

タンにつき０．１という基準（単位はいずれもｍｇ／ℓ）を設定している。この基準

は、発ガン率を一定値以下にするという前提で設定されたものであって、その値以

下であれば絶対に安全であることを保障するものではない。そして、「特定水道利

水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」（水道水源

法）の規定に基づき、全国５２０地点の公共用水域において実施された２００４（平

成１６）年度公共用水域水質測定では、トリハロメタン生成能（一定の条件下でそ

の水がもつトリハロメタンの潜在的な生成量のこと）が０．０５ｍｇ／ℓ以下の地点

は全体の約７割を占め、１９９７（平成９）年以降、平均値（全体）は０．０４～

０．０５ｍｇ／ℓで横ばいであるとの結果を得たと述べる（甲Ｂ４７の４頁及び３２

頁）。しかしながら、トリハロメタンの人体に対する懸念を抜本的に解消するため
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には、流入水からの有機物や植物プランクトンの除去が不可欠であるが、流入水の

状況に照らすと、これは極めて困難である。	 

以上のとおりであるから、八ッ場ダムに貯留された水は、飲料用に適した水では

なく、これを浄化するためにさらに膨大な費用を要することは確実である。八ッ場

ダムの建設実施は、水質問題についても、事前に、適正に調査、予測又は評価を行

い、その結果に基づき環境の保全について適正に配慮しなければならないという、

条理法上の環境影響評価義務を尽くさない、違法な行為である。	 

ク	 遺跡に与える影響	 

前記２、⑴、ウで述べたとおり、八ッ場ダム水没予定地に存在する遺跡群は、事

業の実施によって水没するのであるから、消滅、という最大の影響を受けることは

確実であり、少なくとも当該遺跡が、重要文化財と同等の価値を有する場合には、

環境影響評価の対象となるのであり、それにもかかわらず本件では、それが行われ

ていないのであるから、かかる義務を怠った違法な事業ということになる。	 

そこで、以下遺跡発掘の現状を述べた後、その価値について論じる。	 

(ｱ)	 埋蔵文化財発掘事業	 

１９８６（昭和６１）年にダム湖関連地域の文化財総合調査計画が策定され、翌

年から長野原町教育委員会、文化庁の補助事業として、３ヵ年計画で県教育委員会

文化財保護課の指導の下、埋蔵文化財の詳細分布調査が実施された。そして、１９

９０（平成２）年、「長野原町の遺跡－町内遺跡詳細分布調査報告書」（長野原教

育委員会）によって、八ッ場ダム予定地では、埋蔵文化財包蔵地７９（川原畑地区

１３、川原湯地区５、横壁地区１５、林地区２２、長野原地区２４）が確認された。	 

その後、遺跡数が増大し、東宮、尾板、久々戸など大規模な発掘調査が実施され

ることになった遺跡も、新発見の遺跡として発掘調査対象に加わった。	 

１９９４（平成６）年３月１８日、建設省関東地方整備局長と群馬県教育委員会

委員長との間で、「八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施に関する

協定書」が締結され、同年４月１日、最初の発掘調査が長野原一本松遺跡で始まっ

た。	 

ところが、同日、協定書の内容が変更され、発掘調査の受託者が、群馬県教育委

員会委員長から財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団理事長へ変更された。そして、
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２００５（平成１７）年４月１日には、発掘調査の業務完了期日が２００５（平成

１７）年度から２０１０（平成２２）年度に延長され、発掘対象面積が約５７万平

方メートルから約１１０万平方メートルに拡大されるという２回目の協定変更がな

された。さらに、２００８（平成２０）年３月３１日には、業務完了期日が２０１

５(平成２７)年度に延長され、発掘調査事業費が６６億円から９８億円に増額され

るという、３回目の協定変更が行われたのである。	 

このように、発掘調査事業は、八ッ場ダムの関連事業の進行と連動して、１９９

０年代後半から２０００年代にかけて拡大した。２００３（平成１５）年には代替

地に移転した長野原第一小学校の跡地に県埋蔵文化財調査事業団の八ッ場ダム調査

事務所が設置され、ダム事業用地の各所では、地元住民が作業員として多数参加し

た発掘調査が行われてきた。	 

(ｲ)	 発掘調査の成果	 

①	 発掘調査報告書第２集	 

２００２（平成１４）年には、八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書第２集として、「八ツ場ダム発掘調査集成（１）」（以下、「集成１」という。）

が群馬県埋蔵文化財調査事業団により刊行された（甲Ｂ２２０）。	 

集成１は、東宮・石畑・川原湯勝沼・横壁勝沼・西久保Ｉ・山根Ⅲ・下田花畑・

楡木Ⅲ・尾坂・三平Ⅰ・二社平・林の御塚・上原Ｉの各遺跡を発掘調査した結果を

まとめたものである。	 

ここには、まず「序」として、以下のように記載されている。	 

「群馬県の北西部に位置する長野原町は、吾妻峡をはじめとする多くの景勝地を

抱えた豊かな自然環境を持つことで知られております。また、火山県である群馬県

を象徴する浅間山と草津白根山の二つの火山があることでも知られたところです。	 

県内に大きな被害をもたらした噴火として、最も新しいものが天明三年（１７８

３年）の浅間山の噴火です。この噴火の際、長野原町は噴火に伴って発生した泥流

などにより大きな被害を受けております。この噴火の様子は多くの絵図や古文書な

どに残され、当時の様子を今に伝えています。	 

当事業団では八ッ場ダム建設工事に伴って、長野原町の川原畑・川原湯・横壁・

林・長野原の５地区での発掘調査を平成６年度から実施しております。この発掘調
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査は現在も行われております。本書は、平成６年から１２年度までに発掘調査され

た小規模な発掘調査による遺跡を集成した発掘調査報告書の第１集となります。	 

これらの遺跡は吾妻川の両岸に存在する河岸段丘上に点在しております。多くの

遺跡から縄文時代の遺構や遺物が発見されました。発掘された縄文土器には様々な

時期のものが見られるため、長野原町内における縄文時代の集落の変遷を示す資料

になると考えております。	 

また、この地域では遺構の検出例が極めて少ない弥生土器も出土しています。量

的にわずかではありますが、こちらも多くの遺跡で散発的に発見されています。小

規模ながら人々の生活が連綿と続いていた可能性を示しているのでしょう。	 

さらに、吾妻川の河床に近い河岸段丘の下位面からは、天明三年（１７８３年）

の浅間山の噴火に伴って発生した泥流に覆われた近世の畑跡が見つかっております。

畑跡からは、狭腫な平坦面を利用して被災する直前まで耕作していた形跡も見つか

っています。当時の人々が力強く生活している姿を想像させてくれる遺跡でした。」

（下線は代理人。）	 

(ｳ)	 遺跡の評価	 

このように本件遺跡群の発掘調査は、相当に進んではきた。八ッ場ダム関連地域

には、現段階においても、約８０の遺跡が発掘されている。そこで、これらの遺跡

が、文化財保護法上の「重要文化財」ないし世界遺産条約によって保護を受ける「遺

跡」にあたり得る価値を有するものかどうかにつき、さらに具体的に検討する必要

がある。	 

時代区分で見た場合、本件遺跡群の中で質量ともに最も豊富なのは、縄文時代と

天明三年浅間災害の遺跡である。	 

①	 縄文時代の遺跡	 

ⅰ）	 豊富な遺跡群	 

縄文時代の遺跡は長野原町に広範に分布しており、当時の人々が山の恵みを受け

ながら生活を営んでいた様子を伺うことができる。	 

その中でも、長野原一本松遺跡、横壁中村遺跡が高い価値を有しており、いずれ

も２５０軒以上の住居跡が発見され、縄文中期後半から後期にかけての大規模集落

の営みが明らかにされてきた。	 
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また、林中原Ⅱ遺跡においても、１２０軒以上の住居跡がみつかり、縄文中期か

ら後期に至る大集落の存在が新たに確認された。同じ林地区の楡木（にれぎ）Ⅱ遺

跡では、撚糸文（よりいともん）期の竪穴住居３１軒が確認され、県内はもとより

全国でも希少な調査例とされている。	 

縄文時代の遺跡としては、他にも東原遺跡、立馬遺跡、花畑遺跡、上ノ平遺跡、

三平遺跡など数多くの遺跡があり、天明浅間災害遺跡の下に縄文時代の遺跡が埋も

れている事例も少なくない。	 

さらにダム予定地域で注目されるのは、岩陰遺跡の存在である。岩陰遺跡は地形

的に限られた地域に立地するため、群馬県内でも確認された遺跡はわずかである。

吾妻川流域は、そのほとんどが河川や渓沢に沿う山岳傾斜地帯で、急峻な山地もあ

ることから岩陰遺跡が立地する好条件にある。	 

当該地域で特に有名なのが縄文時代草創期、早期の石畑岩陰遺跡である。この遺

跡は、吾妻渓谷のダムサイト予定地近くの水没予定地内にあり（標高約520	 メート

ル）、撚糸文、押型文など様々な土器群やイノシシ、鹿の骨などが出土している。	 

しかし、縄文時代の遺跡がこれほど豊富な地域でも、群馬県内で稲作農耕が始ま

る弥生時代中期後半になると、人々の活動の痕跡は途絶えてしまう。この状況は、

西吾妻地域全体に見られる傾向といえる。	 その後、八ッ場ダム予定地域に集落が

戻るのは９世紀後半からである。	 

ⅱ）	 横壁中村遺跡＝	 縄文時代後半【約４,０００年前～３,０００年前】＝	 

横壁中村遺跡は、２００軒以上の住居跡が発見された縄文時代の大規模な集落遺

跡である。	 

その中でも、縄文時代後期の住居跡は、柄のついた手鏡のような平面形をしてお

り、床に平らな石を敷きつめているため、「柄鏡形敷石住居跡」と呼ばれる。横壁

中村遺跡でもこのタイプの住居跡が多く認められ、その中には出入り口にあたる部

分から左右に「列石」を建設する例もある。	 

住居跡は少しずつ位置を変えて何軒も重なって見つかり、繰り返し建て替えられ

ている。この場所に、数百年にわたり継続して住み続けた結果であろう。	 

「列石」は大量の石を用いて築かれ、ところどころに「丸石」を置いたり、細長

い石を立てて据えた「立石」が認められたりする。また列石の前にも、立石や丸石
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を中心に据えた「配石」がいくつも築かれており、呪術や祭祀に関わる遺構と考え

られる。縄文人たちがどのような思いを込めてこのような住居跡や配石を築いたの

か、さらに調査を続ける必要がある。	 

ⅲ）	 長野原一本松（ながのはらいっぽんまつ）遺跡＝	 縄文時代中期	 後半	 	 	 ～後

期前半【約４,５００年前～３,５００年前】＝	 

長野原一本松遺跡は、縄文時代中期～後期の集落跡が中心である。その中でも、

ここでは敷石住居跡の遺構を紹介しよう。出入口部にも敷石があり、住居連結部か

ら小規模な列石が左右に伸びている。大変不思議な列石であるが、他の住居と繋ぐ

例や出入口部の左右空間を囲む例などが各地で報告されている。まだ性格がわかっ

ていない施設である。床面中央には石囲い炉があるが、炉の中から２個体の深鉢が

上下に据えられた状態で見つかった。土器は火の当たる部分が白く変色している。

頻繁に火を使った料理をしていたのだろうか。	 

②	 中世の遺跡	 

ⅰ）	 横壁中村遺跡中世の屋敷跡	 ＝古文書に残らなかった中世＝	 

横壁中村遺跡は、縄文時代の大規模な集落跡が出土したことで知られているが、

中世の遺構や遺物も多く見られる。ここでは、石垣を伴う中世の屋敷跡について紹

介しよう。	 

横壁中村遺跡は、吾妻川に向かって緩やかに傾斜した地形上にある。ここから石

垣を伴う中世の屋敷跡が検出された。石垣は１段に築造されていますが、低く傾斜

した土地を整地して平坦にするために築かれたと考えられる。	 

この石垣に囲まれた中からは、９棟の掘立柱建物跡が検出された。長軸が１０メ

ートルを越える大型建物も２棟あったが、それ以外は長軸５メートル程のものが大

半であった。掘立柱建物跡相互の重複は比較的少なく、屋敷の存続期間は短かった

と考えられる。屋敷跡から出土した陶磁器は１５世紀を中心とするものが多いこと

から、同時期頃の屋敷跡であろう。	 

出土遺物には、当時の高級品であった中国産の陶磁器や瀬戸・美濃産の施釉陶器

がある。高級品である陶磁器を使い、飾り、その権勢を示していた人たちが横壁の

地にいたのだろうか。そのほかに、多数の内耳土器（土鍋）・石臼や鉄製の鏃・刀

の一部なども見られる。武器を携え、有事に備えていた人たちも、普段は平穏な毎
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日を送っていたのかも知れない。	 

山々に囲まれた横壁中村遺跡であるが、江戸時代においては信州街道、草津街道

が通り、人々の往来は多かったと考えられている。これは、中世においても同様で

あったと思われ、交通の要所にあたる横壁の地に住んでいた人たちは、旧街道と何

らかの関わりを持っていたことだろう。	 

１５世紀は、武田信玄や真田氏が上州吾妻谷の城砦を攻める少し前にあたる。残

念ながら、古文書の中に横壁の地について詳しく触れているものは存在しないが、

発掘調査によって文献には残らなかった吾妻地域の中世の様相も、少しずつではあ

るが明らかになってきた。	 

③	 天明浅間災害遺跡	 

ⅰ）天明３年の大噴火	 

群馬県と長野県の県境に位置する浅間山は我が国有数の活火山である。ユネスコ

のリスク評価で国内では九州の桜島に次ぐ第２位の火山に位置づけられている浅間

山は、広範囲に影響をもたらす噴火を過去に何度も繰り返してきた。中でも、江戸

時代・天明３年（１７８３年）の大噴火は甚大な被害をもたらした火山災害として

知られている。	 

天明３年の噴火は５月９日（以下新暦）に始まった。８月５日には噴火活動が頂

点に達し、土石なだれは泥流となって吾妻川を流れ下り、現在の群馬県渋川市で利

根川に合流し、銚子沖や江戸湾にまで達する。	 

八ッ場ダム予定地は浅間山の火口から流下距離で２３～２８キロ前後の位置にあ

る。８月５日の噴火後、泥流は発生からおよそ２０〜３０分でダム予定地に到達し

たものと推定され、犠牲者は川原畑村４名、川原湯１４名、林村１７名などとされ

ている。	 

ⅱ）	 遺跡の中にダム水没予定地	 

この時の泥流堆積物層がダム予定地を１～２メートル覆っており、泥流によって

当日の生活と被災状況が封印されることになった。事業用地に遺跡が確認されるこ

とは珍しいことではないが、八ッ場ダムの水没予定地の場合は、全域が天明３年の

泥流堆積物に覆われているため、事業用地の中に遺跡があるというより、遺跡の中

にダムの水没予定地がある、といった方がふさわしいといえる。	 
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これらの遺跡の発掘調査によって、当時の人々が大災害の中を生き抜き、後の世

代の生活の礎を築いていったことが具体的な様々な事実によって明らかにされてき

た。	 

田畑の丹念な調査は、大噴火の前兆である軽石や灰が降る中、当時の人々が農事

暦にのっとって農作業を続けようとしていたことや、それでも作柄が著しく不良で

あったこと、そうした厳しい状況にあって人々が災害直後から礫や砂をどかし、田

畑をつくり直し、懸命に復興に努めたことを２００年以上たった現在、土の中から

まざまざと蘇らせることになった。	 

また、水没予定地の川原畑地区の東宮遺跡では、２００７年から始まった本格的

な調査で１５棟の建物跡が姿を現し、その保存状態の良さが当初から大いに注目さ

れた。１７８３年当時の川原畑村は、酒造業、養蚕、麻栽培なども行われる活気あ

る村であったことが明らかとなり、群馬県内の新聞では「貧しいとされた当時の山

里の暮らしぶりを覆すような発見」と報道された。	 

さらに、災害遺跡の発掘調査は、流域に大きな被害をもたらした泥流のメカニズ

ムを解明する資料を提供することとなり、将来の災害に備えた防災の観点からも、

貴重な知見を集積しつつある。	 

ⅲ）災害遺跡は過去の遺物ではない	 

道路などの関連工事の用地にある遺跡は、発掘調査が終わるとただちに工事が始

まり、その痕跡は見えなくなってしまうが、水没予定地の遺跡は、調査が終了すれ

ば埋め戻され、今も天明３年当時の人々が毎日眺め暮した山々に囲まれている。苦

難の歴史を後世に伝える天明浅間災害遺跡は、埋蔵文化財事業団の報告集にもある

ように、「その地に眠る先代の人々の姿をよみがえらせることを通して、地域に対

する愛着や誇りをもたらす素材を提供」（小野宇三郎事業団理事長）しているので

ある。ダム事業が中止になり、水没予定地が水没を免れることになった時には、こ

れらの貴重な文化財は地域の宝として活かされ、地域振興の柱となる可能性を秘め

ている。	 

東日本大震災を経て、復興の問題に直面している我々にとって、八ッ場ダム予定

地の災害遺跡は決して過去の遺物ではない。	 

県埋蔵文化財事業団で発掘調査に携わった関俊明氏は自身の著書「浅間山大噴火
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の爪痕」（新泉社、関俊明著、２０１０年）の最終章で以下のように記している。	 

―日本のポンペイを創りたい	 

天明三年の発掘調査にかかわり、火山災害をはじめ災害と人びとはどうむきあう

かについて興味をもちながら、「天明三年」を追いかけてきた。	 

災害を継承する・語り継ぐとは、「供養」の気持ちを増大させることでもある。

このことはつぎの世代に伝えることと同時に、先人の苦労や努力に感謝しつつ、現

世を生きる自分たちの暮らしをよりよい方向へ向かわせる力をもっている。	 

考古学を通して市民に伝えられることがあると思う。文化が多様化し、家族や隣

人との疎遠さがこれほど広がってしまっている今日の社会状況のなかで、過去の出

来事を語り継ぐことの難しさはいうまでもないだろう。習慣や伝統と同じく、意識

されなければ消え失せていってしまうことでもあろう。そこであえて負の遺産とも

いえる災害の傷跡を残して、人びとの目にとどめる工夫があってよいのではないか。	 

天明三年浅間災害にかかわる行事や風習といった文化として語り継がれてきたこ

と、それに加え災害の伝承、災害地形や遺跡・記念物・景観など、地域に広がる「サ

テライト地点」ともいうべき場所をつないでいきたい。そして、ひとつの空間博物

館・フィールドミュージアム的な発想を模索していきたいと考えている。「日本の

ポンペイ」を創って、情報発信をしていくことをつぎのテーマとしていこう。	 

二二七年目の八月五日	 合掌	 

ⅳ）	 東宮遺跡＝浅間山泥流下から出土した江戸時代の行灯＝	 	 	 

天明３（１７８３）	 年の浅間山大噴火に伴う泥流で被災した東宮遺跡からは、多

くの偶然が重なった結果、通常では朽ちて消滅してしまうような木製品が数多く出

土している。それらは、２２０年以上も地中に埋もれていたとは思えないような残

りの良いものばかりである（甲Ｂ２２１の１及び２）。	 

それらの中には用途のわからない木製品もあるが、整理作業が進む中で、その一

部が組み上がり道具類となることが確認できた。ここで紹介する行灯（あんどん）

も、その中のひとつである。底板のない台形状の箱を土台に、４本の細い棒状の柱

が四隅に打ち込まれるように立つ。４本の柱の上には、持ち運べるように把手が付

いていたかもしれない。	 

土台天板の中央には幅１㎝、長さ２㎝ほどの孔（あな）があり、そこに灯明皿を
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受ける部分が接合する。十字に組んだ部分に灯明皿を載せていたのであろう。各所

には木釘が打ち込まれ、固定されていたことも確認できる。	 

一般に、山村=貧しい生活というイメージがないだろうか。東宮遺跡で次々に現れ

た建物の様子や出土遺物が、想像をはるかに超える豊かさを示し、復元作業や分析

作業がそれを裏付けていった。	 

江戸時代、贅沢品の絹を量産させないため、桑は通常、畑境など限られた場所で

のみ栽培が許されたが、山の斜面では制約なくマユを生産できた。また、ある建物

は数頭の馬を飼育し、運送業も行ったと考えられる。酒造りや麻栽培などを加えた

これらの生業が豊かな川原畑村を生み出したと想像できる。	 

江戸のリサイクル社会という言葉をよく耳にするが、東宮遺跡でもその様子は見

て取ることができる。陶磁器類をはじめ、鉄鍋、桶など多数の補修痕跡が残ってい

る。人や家畜の排せつ物は少しも無駄なく集められている。カイコの糞さえ捨てず

に堆肥にしていたようである。	 

発掘された東宮遺跡には江戸時代の“モノ"を大切にする精神が見える。	 

ⅴ）石川原遺跡（いしかわらいせき）の天明三年遺跡	 

石川原遺跡は長野原町の吾妻川右岸の中位段丘に位置し、天明三年の泥流下から

一軒の屋敷とその周囲に畑が検出された。	 

屋敷は間口７間、奥行４間の当時としては一般的なもので、西側に土間と馬屋が

あった。屋敷の南側に広がる庭には軽石の痕跡がなく降下後に片付けられたと思わ

れる。周辺の大部分の畑は畝が密接しているため麻畑と思われるが、屋敷前の一画

だけは畝が高いため家庭菜園であることが推定される。	 

(ｴ)	 環境影響評価をすべき遺跡であること	 

以上のように、八ッ場ダム予定地の遺跡は、縄文時代、弥生時代、そして江戸時

代における人々の暮らしぶりを克明に伝えるものであり、非常に規模が大きく、質

量ともに豊富であり、希少性も極めて高い。	 

さらには、地域に対する愛着や誇りをもたらす素材を提供するとともに、地域の

宝として活かされ、地域振興の柱となる可能性をも秘めている。	 

既に判明している遺跡についてだけでも、十分に文化財保護法上の「重要文化財」

ないし世界遺産条約上の「遺跡」にあたり得る価値を有する文化財であることは明
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らかであろう。	 

以上のように、八ッ場ダム予定地の遺跡群は極めて大きな価値を有するものであ

り、少なくとも国は、これらの全貌を調査してその価値を認定し、それに与える影

響を評価すべき義務があることに、もはや疑いの余地はないであろう。	 

（ｵ）環境影響評価義務違反の現状	 

以上のとおり、貴重な遺跡についても環境影響評価義務があると考えられるとこ

ろ、現状は極めて問題があり、国がその義務に違反していることは明らかである。	 

①	 発掘対象面積を絞ろうとする国土交通省	 

ⅰ）発掘面積の恣意的な縮小	 

国土交通省が用地を取得すると、関連工事を開始するまでの間に発掘調査を終了

しなければならない。国土交通省、群馬県教育委員会、群馬県埋蔵文化財調査事業

団の三者は、効率的に発掘調査事業を進めるため、毎月のように調整会議を開いて

きた。群馬県教育委員会より情報開示された調整会議の議事録により、これまで一

般には知られていなかった発掘調査の問題点が浮かび上がってきた。	 

協議の過程で、群馬県は国土交通省に対して発掘調査には１３０億円かかるとし

たが認められず、９８億円に抑えられた。発掘調査の事業地面積は、当初協定の約

５７万㎡から２００４年度には約１１０万㎡とほぼ倍増し、さらに２００７（平成

１９）年度の再確認では約１３６万㎡に膨らんでいた。調整会議の議事録は、９８

億円の枠内に収めるため無理な計画を立てていること、遺跡のランク付けをしてい

ることを伝えている。事業費を抑えるためには、発掘対象面積を絞りこまざるをえ

ない。事業費がこのまま据え置かれれば、遺跡の有無の確認にあたって、発掘面積

の恣意的な縮小が行われる可能性がある。	 

ⅱ）存在感のない文化庁	 

八ッ場ダム予定地は浅間山の天明大噴火による泥流が流化したため、水没予定地

全体が泥流に覆われており、全域が天明浅間災害遺跡と考えられる。当時の集落の

全貌、土地利用のあり方を明らかにするためには、本来、全域を一帯の遺跡と捉え、

発掘調査の対象と考えるべきだが、実際には本調査を実施するかどうか決めるため

の試掘の場所は限られており、試掘によって本調査不要とされる場所も少なくない。	 

わが国では、埋蔵文化財の発掘調査のほとんどが開発に伴う緊急調査であり、大
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学などによる学術調査は極めて少ないのが実状である。八ッ場ダム事業における発

掘調査では、開発事業者である国土交通省の裁量で事業費、工期にタガがはめられ、

文化財保護行政を担うべき文化庁の影は薄い。調整会議の議事録からは、国土交通

省八ッ場ダム工事事務所が発掘調査の成果をまとめる整理事業に対する予算配分を

渋ったり、発掘成果を公にしたい群馬県にブレーキをかけている様子が読み取れる。	 

文化庁では１９９８（平成１０）年、「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等

について」と題する通知を出している。この文化庁通知は「埋蔵文化財は、国民の

共通の財産であると同時に、それぞれの地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産で

あり、その地域の歴史・文化環境を形作る重要な要素である」としながらも、その

内容は全国で実施されている発掘調査の水準、今日の考古学の到達点からしても、

きわめて問題のある内容となっている。	 

多くの研究者が指摘しているように、開発にともなう事前調査では、近世以降に

ついては解釈と運用によって調査対象を狭めることが許容されているからである。	 

ⅲ）行政にお墨付きを与える群馬県	 

文化庁通知を受けて、群馬県では１９９９（平成１１）年に県の基準を示したが、

ここでは八ッ場ダム予定地の天明浅間災害遺跡を念頭に、「浅間山起因による浅間

Ａ軽石層や泥流層を良好に遺存している地域にあっては遺跡の重要度に応じて、対

象とすることができるものとする」という項目が設けられた。	 

行政の恣意的な調査対象の設定に対して、本来は有識者が警鐘を鳴らすべきだが、

その役目を果たすべき県の文化財保護審議会も、行政にお墨付きを与えてきただけ

である。	 

②	 八ッ場ダム本体工事の凍結による影響	 

２００９（平成２１）年、民主党政権が誕生すると、前原誠司国土交通大臣（当

時）が八ッ場ダム事業の中止を宣言し、ダム本体工事が凍結された。これによって、

すでに始まっていた水没予定地内の発掘調査は中断されることになった。当時、報

道でもたびたび取り上げられた東宮遺跡（川原畑地区）、調査が始まったばかりの

石川原遺跡（川原湯地区）も発掘調査が中断された。その後、発掘調査の対象は、

関連事業の用地に限られることとなり、事業費は縮小されていった。	 

八ッ場ダム本体工事の行方が不透明な状況にあって、水没予定地内の調査は今も
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中断されている。水没予定地内には現在も鉄道、国道、住宅があり、試掘されてい

ない場所が多い。調整会議の議事録によれば、群馬県は水没予定地内で包蔵地が増

える可能性があると認識しており、埋蔵文化財発掘調査事業の増額の可能性に言及

している。また、国土交通省は八ッ場ダムの２０１５年度完成はないと群馬県に説

明している。	 

今後、仮に八ッ場ダムの本体工事が再開された場合には、中断されてきた水没予

定地内が発掘対象となるため、たとえ対象面積の恣意的な縮小が図られたとしても、

調査期間が延長されるのは確実であり、調査費用も増大する。	 

（ｶ）本件遺跡群に係る義務違反	 

以上より、本件遺跡群は、文化財保護法上の「重要文化財」ないし世界遺産条約

上の「遺跡」と同等の価値を有する文化財であり、八ッ場ダム建設事業が実施され

れば、消滅という重大で回復不可能な影響が生じることが明らかであるから、少な

くとも国は、その発掘調査を完遂し、さらに環境影響評価を行い、これを保護・保

存する等の義務を負う。	 

それにもかかわらず、国土交通省は、調査に必要な予算を拒み、調査自体が中断

したままであり、また、環境影響評価はまったくなされていない。	 

ここには、まさに環境影響評価義務を意図的に回避しようとする意思が明白であ

り、重大な違法性が存するものと断ぜざるを得ないのである。	 

⑶	 小括～八ッ場ダム建設事業は環境影響評価義務を怠った違法な事業	 

以上のように、八ッ場ダム建設事業については、人の生活環境及び自然環境、さ

らには貴重な遺跡群に極めて重大な影響を及ぼすおそれが大きく、また、生物多様

性の破壊に関しては生物多様性条約に反するとともに、種の保存法で国内希少野生

動植物種として指定されたイヌワシ、クマタカ等に対しては同法９条に違反する結

果となることが確実であるにもかかわらず、条理法上及び生物多様性条約に基づく、

事案に即した適切な環境影響評価が実施されておらず、環境影響評価義務を怠った

違法な事業といわなければならない。	 

	 

第５	 八ッ場ダム建設事業の治水負担金についてのまとめ 
	 	 	 	 上記第１で述べたとおり、八ッ場ダム建設事業は治水上の効果はなく、栃木県は、 
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	 	 	 八ッ場ダム建設事業によって、著しく治水上の利益を受けることはないのであるか 

	 	 	 ら、河川法６３条１項に基づく負担金の納付通知は、要件を欠き違法である。また、 

	 	 	 上記第３及び４で述べたとおり、八ッ場ダムのダムサイト近辺の岩盤・岩質はダム 

	 	 	 を建設するには不適格であるばかりか、ダム湖周辺には地すべりの危険性もあって、 

	 	 	 八ッ場ダムは河川法３条２項に定める河川管理施設としての客観的効用を具備しな 

	 	 	 いので、上記納付通知はその点からも違法である。さらには、八ッ場ダム建設事業 

	 	 	 は、条理上及び生物多様性条約上の環境影響評価義務を怠った違法な事業でもある 

	 	 	 から、この点でも上記負担金の納付通知は違法である。 

	 	 	 	 したがって、栃木県は、この違法な納付通知にしたがった支出を拒むことができ 

	 	 	 るというだけでなく、その予算執行の適正確保の見地から、これを拒むべきである。 

	 	 	 	 しかしながら、栃木県は、これを怠り、納付通知に唯々諾々として従い、支出を 

	 	 	 続けているのであり、これに対しては、違法な行為として、その差止が認められな 

	 	 	 ければならない。 

	 

第６章	 水源地域整備事業の経費負担金及び財団法人利根川・荒川水源

地域対策基金の事業経費負担金について	 

第１	 控訴人らの主張 
	 	 	 控訴人らは最終準備書面その１において、栃木県は、水資源地域対策特別措置法１ 

	 	 ２条１項１号に基づく思川開発事業及び湯西川ダム建設事業の水源地域整備事業の経 

	 	 費負担金並びに思川開発事業に関する財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業 

	 	 経費負担金の支出を拒むことができる根拠について、次のとおりの主張をした。 

	 	 「違法な契約であることについて何人の目にもそのことが明らかである場合や契約当 

	 	 事者双方においてそのことを知り又は知り得べき場合には無効となることは前掲の最 

	 	 高裁判例も認めるところであるし、後記第２章の第３で詳述するとおり、思川流域の 

	 	 市町及び宇都宮市の水需要や保有水源の状況からは、被告は、思川開発事業及び湯西 

	 	 川ダム建設事業が栃木県にとって必要のない事業であることを知り又は知ることがで 

	 	 きたというべきであり、またそうである以上、被告は当該協定の無効を主張すること 

	 	 ができる。 

	 	 	 したがって、被告は、民法９３条但書を主張することによって、各整備事業の負担 

	 	 金の支出負担行為をすることを免れるのであり、そうしないで漫然と各負担金の支出 
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	 	 負担行為をすることは、違法となるのである。」（３３頁） 

 

第２	 原判決の判示 
	 	 	 これに対して、原判決は次のように判示して控訴人らの主張を退けた。 

	 	 	 思川開発事業について	 	  

	 	 	 「上記認定説示したところによれば、上記各負担金の支出に係る協定について、そ	  

	 	 の当事者が栃木県にとって必要のない事業であることを認識した上でしたものと認め 

	 	 ることはできない。」（５６頁） 

	 	 	 湯西川ダム建設事業について 

	 	 「上記認定判断のとおり、上記各負担金の支出のための協定をしたことが栃木県にと	  

	 	 って必要のない事業であることをその当事者双方が認識した上でしたものと認めるこ 

	 	 とはできない。」（６６頁） 

	 

第３	 原判決の判示が誤りである理由 
	 	 	 しかしながら、第３章の第２で述べたとおり、思川開発事業は栃木県にとって治 

	 	 水上の利益はなく、また第４章の第１で述べたとおり、湯西川ダム開発事業は栃木県 

	 	 にとって治水上の利益はないことは明らかであり、各協定の当事者が、そのことを認 

	 	 識していたことは確実である。 

	 	 	 したがって、被控訴人は、民法９３条但書を主張することによって、各整備事業の 

	 	 負担金の支出負担行為をすることを免れるのであり、そうしないで漫然と各負担金の 

	 	 支出負担行為をすることは、違法となるのである。 

 
第７章	 結論	 

	 	 	 以上述べたとおり、原判決には、思川開発事業に係る利水負担金についての行政裁 

	 	 量に関しては、「低廉な水の供給」という重要な事項についての判断が欠落し、また、 

	 	 裁量判断の基礎となった多くの事項に関して事実誤認や事実評価の誤りがあること等 

	 	 の問題があり、また、思川開発事業、湯西川ダム建設事業及び八ッ場ダム建設事業に 

	 	 係る各治水負担金に関しては、治水負担金の納付通知の違法性判断の枠組み及び具体 

	 	 的な判断について、明らかな事実誤認及び法令解釈の誤りがある。 
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	 	 	 控訴審におかれては、原審裁判官らのように予断を持つことなく、法律と事実に基 

	 	 	 づく司法判断をされるよう切に望むものである。	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 

 


